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第１号（５月24日）（金曜日） 

 １.開  会 ·······································································································   ４ 

 １.開  議 ·······································································································   ４ 

 １.会議録署名議員の指名 ··················································································   ４ 

 １.会期の決定 ····································································································   ４ 

 １.諸般の報告 ····································································································   ４ 

 １.議案第３３号～議案第３９号 一括上程 ·······················································   ７ 

   説明、質疑、各常任委員会付託 

 １.議案第４０号・議案第４１号 一括上程 ·······················································  １３ 

   説明、質疑、産業厚生委員会付託 

 １.議案第４２号 上程 ······················································································  １４ 

   説明 

 １.議案第４３号 上程 ······················································································  ２３ 

   説明、質疑、産業厚生委員会付託 

 １.陳情第１号 上程 ·························································································  ２４ 

   総務文教委員会付託 

 １.日程報告 ·······································································································  ２４ 

 １.散  会 ·······································································································  ２４ 

    ────────────────────── 

第２号（６月４日）（火曜日） 

 １.開  議 ·······································································································  ２６ 

 １.諸般の報告 ····································································································  ２６ 

 １.令和元年度施政方針及び令和元年度一般会計補正予算（第１号）案に対する 

   総括質疑・一般質問 ······················································································  ２６ 

   川越 信男 議員 ·························································································  ２６ 

   １ たるみず元気プロジェクトについて 

    （１）健康チェック参加申込み状況について 

    （２）本年度の参加申込み者の想定について 

    （３）健康チェックの昨年度との改善点について 

   ２ 国民体育大会の開催について 

    （１）これまでの取組について 

    （２）リハーサル大会について 



 

 

－２－ 

    （３）開催に係る経済効果等について 

    （４）国体終了後の取組について 

   ３ 新庁舎整備事業について 

    （１）基本設計案の公表について 

    （２）市民の理解を得ることについて 

   堀内 貴志 議員 ·························································································  ３３ 

   １ 垂水市の活性化対策と観光振興について 

    （１）県予算にある魅力ある観光地づくり事業の中の「しおかぜ街道事業」 

       とは 

    （２）垂水フェリー乗り場を利用する誘客の在り方について 

    （３）「道の駅たるみずはまびら」までの遊歩道の整備はできないのか 

   ２ 庁舎建設場所に対する不安点の解消に向けた取組状況について 

    （１）市民の理解を得るための取組について 

    （２）５月１０日発生した震度４の地震について 

    （３）建設場所の安全性と建設規模の再確認について 

    （４）建設場所を変更した場合のリスクについて 

    （５）庁舎建設場所付近の排水対策について 

   ３ 通学路の安全対策について 

    （１）通学路の安全確保に向けた取組状況について 

    （２）「子ども１１０番の家」の活用状況について 

    （３）道路の危険箇所の整備、特に横断歩道の表示や交差点の停止線の再 

       点検をする必要性について 

   梅木 勇 議員 ·····························································································  ４６ 

   １ 市道の改良について 

    （１）内ノ野線、元垂水原田線のこれまでの工事概要について 

      ア 今後の計画について 

      イ 工事区間の関係者に工事概要の事前説明を 

      ウ 工事は複数工区に分けて 

   ２ 治山対策について 

    （１）台風災害等による山崩れの対応は 

    （２）急傾斜地崩壊危険箇所に対する整備要望の対応は 

   ３ 錦江町の排水について 

    （１）現状をどのように認識しているか 

    （２）垂水９号線の測量設計業務委託について 



 

 

－３－ 

   ４ 固定資産家屋全棟調査について 

    （１）調査の必要性について 

    （２）調査内容について 

    （３）空き家調査の内容は 

   新原 勇 議員 ·····························································································  ５４ 

   １ プレミアム商品券発行補助事業について 

    （１）どのような手順でいつ誰がどのように販売するのか 

    （２）対象人数はどのくらいなのか 

   ２ 垂水高校振興対策について 

    （１）垂水高等学校振興対策協議会の内訳は 

      ア エアコン設置について平成３１年第１回定例会で質問があったが、 

        その後どうなったのか 

      イ 垂水高校存続のためにも必要なのでは 

      ウ 今年の夏をどうするのか 

   ３ 垂水中央運動公園改修事業について 

    （１）児童広場の改修工事に中高年用の「健康遊具」の設置。併せて、他 

       公園にも中高年用の「健康遊具」の設置 

   ４ 元垂水原田線の市道について 

    （１）元垂水原田線の進捗状況は 

    （２）計画年表を作成し、振興会長と共有してもらいたい 

   ５ 新庁舎建設について 

    （１）旧フェリー跡地の買い戻し金額と違約金額を示せ 

    （２）ボーリング調査の結果報告はいつになるのか 

    （３）根強い市民の不安や安心・安全は払拭できるのか 

    （４）埼玉県蕨市（わらびし）のようにコンパクトな庁舎は目指さないの 

       か 

   ６ 市職員のリーダー育成研修参加について 

    （１）仕事のスキルは当然だが、職員自体のリーダー育成はどのように考 

       えているか。かごしま青年塾等を活用してはどうか 

   持留 良一 議員 ·························································································  ６２ 

   １ 市長の政治姿勢の在り方 

     ～大事なことは住民の参加（住民投票・市民アンケートの必要性）で、 

     主権者自ら意思を表明する機会の保障を 

    （１）住民投票について 



 

 

－４－ 

      ア 住民投票についての考え方は 

    （２）新庁舎の位置問題と「法」が求めていることについて 

      ア 地方自治法第４条第１項及び第２項との関係と「法」が求めてい 

        ることをどのように理解し、対応してきたか 

      イ 前回の質問の回答は、「建設の財源の見通しも立たない時期に制 

        定するのは適当でない。」とのことであったが、説明会等では、 

        「財源の見通し」は説明している。もう、阻む「壁」はない。で 

        あれば、早期に条例案を提出するのが、市長の市民への責務であ 

        る 

   ２ 林業の活性化を 

     ～森林を維持し、循環させよう（公益的機能や活性化） 

    （１）森林管理法の「問題点」の認識について 

      ア 所有者の権利侵害にならないか 

      イ 森林を荒廃させかねない問題はないか 

      ウ 自治体の責務と負担は、専門職員の検討及び配置は（国は地域林 

        政アドバイザーを嘱託職員で配置との方針） 

    （２）森林の環境保全や水源機能など公益的な役割が発揮できるように持 

       続可能な林業への考え方、政策はあるのか（施政方針～豊かな自然 

       の恵みを次世代へ受け継ぐまち） 

    （３）伐採及び伐採後の対応と植栽・再造林へ管理及び責任の在り方につ 

       いて 

      ア 盗伐・違法伐採はあるか 

      イ 曽於市は、厳格な伐採届を作成。本市との違いと今後の在り方、 

        責任が問われていくと考えるが、どのように検討していくか 

   ３ 非正規職員の地位・待遇改善を 

     ～公共サービスの拡充と向上のため 

     地方公務員法及び自治法の一部改正に関する要求と臨時・非正規職員の 

     処遇改善について（附帯決議の履行と法改正の趣旨である「適正な勤務 

     条件の確保」に基づいて処遇改善を） 

    （１）臨時・非正規職員の実態調査は、当該職員が実際に担っている職務 

       を正確に把握できる調査になったか。臨時・非正規職員の仕事の多 

       くは、本来は正規が担う仕事である。正規職員（任期付職員含）へ 

       の活用・検討はどのようにされたのか 

    （２）非正規職員の任用替えをきっかけとした雇止めや労働条件の引き下 



 

 

－５－ 

       げは行わないこと（不利益が生じないよう適正な勤務条件の確保を） 

    （３）法改正の趣旨に基づき、非正規職員の育児・介護休業制度の周知徹 

       底（条例化）と臨時職員の育休や病休など休暇等の制度化の検討を 

       （「法」の実施前でも） 

    （４）「空白期間」問題は、国も「再度の任用の際に、『空白』の設定を 

       求める根拠はない」と説明している。どのように対応していくのか。 

       学校給食センターの調理員（８月が一部空白になる）の処遇・身分 

       は保障すべきだが、どのように対応していく考えか 

    （５）フルタイム会計年度任用職員制度への移行により、新たな財源の確 

       保が必要と考えるが対応は 

   ４ 災害に強い都市基盤の整備（総合計画～（７）防災、防犯、消防力の充 

     実）について 

     目指す姿「災害に強い垂水市づくりと安心して日常生活を送ることがで 

     きています」の課題と対応・対策について 

    （１）危険箇所の把握と防災・減災の取組は 

    （２）田上地域の問題への対応 

       市長は「必要に応じて新たにつくるということも大事であり、そこ 

       を踏まえて検討したい」と回答されていたが、総合計画の「目指す 

       姿」にどう近づけていくのか。住民の安全を確保するためにも責任 

       が問われているのではないか。どのように調査・検討されたのか 

    （３）被災者生活再建支援へ向けての支援策の検討・充実を 

       半壊・一部破損・床上浸水への独自支援策の検討を。「被災者生活 

       再建支援法」が適用された場合でも 

   池山 節夫 議員 ·························································································  ７６ 

   １ ６次産業化の推進と観光振興について 

    （１）農・畜・水産物の６次産業化について 

    （２）「道の駅たるみずはまびら」における加工場について 

    （３）インバウンドについて 

   ２ 改正子ども・子育て支援法について 

    （１）幼保無償化の影響について 

   ３ 森林環境譲与税について 

    （１）豊かな森林づくりについて 

    （２）多様な仕組みづくりについて 

   森 武一 議員 ·····························································································  ８４ 



 

 

－６－ 

   １ 選挙事務について 

    （１）選挙事務の合理化の可能性について 

    （２）期日前投票所の巡回による設置について 

   ２ 梅雨を前にした災害対策について 

    （１）境川の砂防工事の現状と警戒体制の強化について 

    （２）高野地区への道路工事の現状と災害時の代替道路整備について 

    （３）高野地区の災害時の急患搬送手段の確保について 

   ３ 新庁舎建設について 

    （１）耐震診断・耐震補強及び長寿命化の可能性調査の有無（公共施設等 

       総合管理計画との関係）について 

      ア 敷地面積１０,０００㎡の算定について 

    （２）基本計画における候補地選定評価の妥当性について 

      ア 浸水想定地域への移転（市町村役場機能緊急保全事業の本旨との 

        関係)について 

      イ 鹿児島県の津波浸水想定の留意に関する本市の評価について 

    （３）地方自治法第４条第１項に関する議案提出について 

    （４）新庁舎建設に伴う住民サービスへの影響について 

      ア 公共施設等総合管理計画に与える影響及び整合性・目標達成への 

        道のり 

      イ 公共施設等総合管理計画を基にした後年度への影響 

    （５） 新庁舎建設計画の規模について 

      ア 人口が継続的に減る本市において、新庁舎建設が将来の財政に与 

        える影響について 

    （６）計画の再検討について 

 １.日程報告 ·······································································································  ９７ 

 １.散  会 ·······································································································  ９７ 

    ────────────────────── 

第３号（６月５日）（水曜日） 

 １.開  議 ······································································································· １００ 

 １.令和元年度施政方針及び令和元年度一般会計補正予算（第１号）案に対する 

   総括質疑・一般質問 ······················································································ １００ 

   池田 みすず 議員 ······················································································ １００ 

   １ 子育て支援策について 

    （１）小児科について 



 

 

－７－ 

      ア 垂水中央病院や個人病院における小児科開設の可能性について 

      イ 小児科相談アプリの開設について 

    （２）病児・病後保育児に対する支援策について 

      ア 市外２医療機関の過去５年間の利用件数と開設に向けた課題に 

        ついて 

      イ 今後の取組について 

    （３）児童クラブについて 

      ア 市内の児童クラブの設置及び利用状況について 

      イ 未設置地区への児童クラブ設置について 

   ２ 福祉の充実策について 

    （１）高齢者への温泉入浴券補助と敬老パス補助について 

      ア 温泉入浴券と敬老パスの補助の検討状況について 

      イ 課題は 

      ウ 早期実施に向けて 

    （２）発達障がい児への支援について 

      ア 発達障がい児への支援の取組状況について 

      イ 学校における対応について 

      ウ 制度の充実について 

   感王寺 耕造 議員 ······················································································ １０７ 

   １ 市道・農道の整備について 

    （１）公共施設等総合管理計画では、１年当たり平均更新費用を 

       ３億９,０００万円と計画されているが、当初予算１億６,０６０万 

       円、今回の補正では、１億円しか計上されていない。市民要望に応 

       えられる予算なのか 

    （２）当初予算１,０００万円、今回の補正では、僅か４００万円しか計上 

       されていない。市民要望に応えられる予算なのか 

   ２ 市営住宅の長寿命化について 

    （１）公共施設等総合管理計画では、計画的な点検や修繕等により予防保 

       全型維持管理を実施するとなっているが、計画の具体的な内容と進 

       捗状況は 

    （２）新城大浜団地は築２３年になるが、新築後すぐ入居した世帯につい 

       ては、畳表替えすら行っていない事例もある。内装等調度品の更新 

       時期についての取扱要綱はどうなっているのか 

   ３ 垂水市社会福祉協議会について 



 

 

－８－ 

    （１）現在、４００万円の補助金を出している。増額すべきと考えるが見 

       解は 

    （２）所得の少ない世帯に、垂水市社会福祉協議会更生資金・県社会福祉 

       協議会の生活福祉資金制度があるが、ハードルが高く、なかなか借 

       りられない状況である。市が担保し、借入がしやすいような制度は、 

       できないのか 

   ４ 農業振興について（道の駅も含む） 

    （１）有機農業・高齢世帯少量多品目の生産農家と単作の専業農家とに区 

       分し、施策をすべきでは 

    （２）新規就農についての意見交換会の場を 

    （３）両道の駅の農産物の品揃えを拡大・充実する施策と集荷体制の確立 

       の考えは 

    （４）法人化にあたっての支援体制の現状は 

    （５）法人化にあたっての就労補助金の創設等の考えは 

   ５ 通学費補助について 

    （１）市在住高校生全てに通学費補助を拡大するのが、行政の公平性であ 

       ると考えるが、市長の考えは 

   北方 貞明 議員 ························································································· １２０ 

   １ 施政方針と予算について 

    （１）市道道路改良事業費（１億円）はどこなのか。垂水中央運動公園改 

       修事業費は、野球場は含まれていないのか 

   ２ 消防広域合併について 

    （１）休眠状態である合併は、本市の現状を考えると解散、離脱、どちら 

       の方法を選択されるのか 

   ３ 人間ドックについて 

    （１）国民健康保険での垂水中央病院での利用状況について 

   ４ 新庁舎問題について 

    （１）市民との対話を実施中であるが、市民団体の反対運動もあり、市民 

       の理解は得られていないと思うが 

   川畑 三郎 議員 ························································································· １３２ 

   １ 防災対策について 

    （１）梅雨、台風等における防災対策は 

    （２）災害時の情報、伝達について 

    （３）防災倉庫・避難所の保存食等について 
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    （４）桜島防災訓練について 

   ２ 農道、市道、河川の整備について 

    （１）事業の状況について 

   ３ 漁業振興について 

    （１）カンパチ・ブリの種苗の状況は 

    （２）今年度のもじゃこ漁について 

    （３）輸出販路拡大支援事業について 

   ４ 観光振興について 

    （１）教育旅行支援事業について 

   ５ 教育行政について 

    （１）鹿児島国体への準備は 

    （２）青少年海外派遣事業について 

   ６ 新庁舎建設について 

    （１）新庁舎建設基本計画の内容について 

 １.日程報告 ······································································································· １４４ 

 １.散  会 ······································································································· １４４ 

    ────────────────────── 
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 １.諸般の報告 ···································································································· １４６ 

 １.議案第３３号～議案第４３号・陳情第１号 一括上程··································· １４６ 

   委員長報告、質疑、討論、表決 

 １.鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について ···························· １５１ 

 １.議案第４４号・議案第４５号 一括上程 ······················································· １５２ 

   公営企業決算特別委員会設置、付託、閉会中の継続審査 

   陳情第２号上程 ····························································································· １５３ 

 １.閉  会 ······································································································· １５３ 
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令 和 元 年 第 ２ 回 垂 水 市 議 会 定 例 会  

 
１．会期日程 
 

月 日 曜 種 別 内 容 

５ ・２４ 金 本会議  
会期の決定、議案等上程、説明、質疑、討論、 

一部表決、一部委員会付託 

５ ・２５ 土 休 会   

５ ・２６ 日 〃   

５ ・２７ 月 〃   

５ ・２８ 火 〃  （質問通告期限：正午） 

５ ・２９ 水 〃   

５ ・３０ 木 〃   

５ ・３１ 金 〃   

６ ・ １ 土 〃   

６ ・ ２ 日 〃   

６ ・ ３ 月 〃   

６ ・ ４ 火 本会議  
施政方針及び令和元年度一般会計補正予算（第１号）案

に対する総括質疑・一般質問 

６ ・ ５ 水 本会議 
 

施政方針及び令和元年度一般会計補正予算（第１号）案

に対する総括質疑・一般質問 

委員会 国道整備促進特別委員会 

６ ・ ６ 木 休 会 委員会 産業厚生委員会       （現地視察・議案審査）

６ ・ ７ 金 〃 委員会 総務文教委員会       （現地視察・議案審査）

６ ・ ８ 土 〃   

６ ・ ９ 日 〃   

６ ・１０ 月 〃   

６ ・１１ 火 〃   

６ ・１２ 水 〃   

６ ・１３ 木 〃 委員会 予算特別委員会（令和元年度一般会計補正予算審査） 

６ ・１４ 金 〃 委員会 予算特別委員会（令和元年度一般会計補正予算審査） 

６ ・１５ 土 〃   

６ ・１６ 日 〃   

６ ・１７ 月 〃 委員会 
予算特別委員会（令和元年度一般会計補正予算審査）【予

備日】 

６ ・１８ 火 〃   

６ ・１９ 水 〃   
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月 日 曜 種 別 内 容 

６ ・２０ 木 休 会 委員会 予算特別委員会（令和元年度一般会計補正予算案総括質疑）

６ ・２１ 金 〃   

６ ・２２ 土 〃   

６ ・２３ 日 〃   

６ ・２４ 月 〃   

６ ・２５ 火 〃   

６ ・２６ 水 〃   

６ ・２７ 木 〃 委員会 議会運営委員会 

６ ・２８ 金 本会議  
委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、説明、 

質疑、討論、一部表決、一部委員会付託 

 

２．付議事件 

件            名 

 

議案第３３号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第３４号 垂水市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 案 

議案第３５号 垂水市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 案 

議案第３６号 垂水市地方卸売市場条例の一部を改正する条例 案 

議案第３７号 垂水市漁港管理条例の一部を改正する条例 案 

議案第３８号 垂水市給水条例の一部を改正する条例 案 

議案第３９号 垂水市火災予防条例の一部を改正する条例 案 

議案第４０号 消費税法等の改正に伴う生活環境課所管の関係条例の整理等に関する条例 案 

議案第４１号 消費税法等の改正に伴う土木課所管の関係条例の整理等に関する条例 案 

議案第４２号 令和元年度垂水市一般会計補正予算（第１号） 案 

議案第４３号 令和元年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第４４号 平成３０年度垂水市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

議案第４５号 平成３０年度垂水市病院事業会計決算の認定について 

選挙 鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について 

 

陳 情 

陳情第 １号 新庁舎建設についての「市民アンケート」の実施を求める陳情書 

陳情第 ２号 新庁舎建設の早期着工を求める陳情書 



 

 

 

令 和 元 年 第 ２ 回 定 例 会  

 

会   議   録  

 

第 １ 日  令 和 元 年 ５ 月 ２ ４ 日  
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本会議第１号（５月２４日）（金曜） 

  出席議員  １３名 

       １番  新 原   勇              ９番  持 留 良 一 

       ２番  森   武 一             １０番  北 方 貞 明 

       ４番  池 田 みすず             １１番  池 山 節 夫 

       ５番  梅 木   勇             １２番  德 留 邦 治 

       ６番  堀 内 貴 志             １３番  篠 原  則 

       ７番  川 越 信 男             １４番  川 畑 三 郎 

       ８番  感王寺 耕 造              
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  欠席議員   １名  
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  地方自治法第１２１条による出席者 
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   副  市  長  長 濱 重 光          併    任          
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   企画政策課長  二 川 隆 志          観 光 課 長          

   財 政 課 長  和 泉 洋 一          土 木 課 長  東   弘 幸 

   税 務 課 長  港   裕 幸          水 道 課 長  園 田 昌 幸 
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   併    任                   消 防 長  後 迫 浩一郎 
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   委 員 会                   教育総務課長  紺 屋 昭 男 

   事 務 局 長                   学校教育課長  明 石 浩 久 

   保 健 課 長  橘   圭一郎          社会教育課長  野 嶋 正 人 
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  議会事務局出席者 

   事 務 局 長  榎 園 雅 司          書    記  松 尾 智 信 

                            書    記  海 田 康士郎 
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令和元年５月24日午前10時開会 

 

 

   △開  会 

○議長（篠原則）  おはようございます。定

刻、定足数に達しておりますので、ただいまか

ら令和元年第２回垂水市議会定例会を開会いた

します。 

   △開  議 

○議長（篠原則）  これより、本日の会議を

開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △会議録署名議員の指名 

○議長（篠原則）  日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において森武一議員、德留邦治議員

を指名いたします。 

   △会期の決定 

○議長（篠原則）  日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 去る17日、議会運営委員会が開催され、協議

がなされた結果、本定例会の会期をお手元の会

期日程表のとおり、本日から６月28日までの36

日間とすることに意見の一致を見ております。

これにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から６月28日までの36日

間と決定いたしました。 

   △諸般の報告 

○議長（篠原則）  日程第３、諸般の報告を

行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 監査委員から、平成31年２月から４月分まで

の出納検査結果報告がありましたので、写しを

お手元に配付しておきましたから、ご了承願い

ます。 

 以上で、議長報告を終わります。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  ３月定例議会後の議会に

報告すべき主な事項について報告をいたします。 

 本年４月１日付の職員人事異動に併せて、令

和２年に開催されます第75回国民体育大会「燃

ゆる感動かごしま国体」の開催に向け、国体推

進課を新設いたしました。垂水市環境センター

の２階に執務室を設けて、課長以下６名の職員

を配置いたしました。 

 本年12月に開催されます全日本フェンシング

選手権大会や来年の国体の開催に向け、大会の

企画・運営や広報活動、宿泊計画や輸送計画な

ど、選手が実力を十分に発揮できるよう環境整

備に努めてまいります。 

 次に、安心・安全なまちづくりのための対策

として毎年、梅雨や台風など本格的な雨の季節

を前に、災害危険箇所の状況を把握する防災点

検を５月７日に、市役所・消防職員や自衛隊な

ど関係機関の防災担当者が参加して行いました。 

 本年度は、大雨で土石流の被害を受けた深港

川ほか、災害復旧箇所の工事進捗状況の確認、

鹿児島県が新たに設置した簡易水位計や、道の

駅たるみずはまびらの情報提供・防災機能施設

などの視察を行い、関係者と情報共有を図った

ところでございます。 

 なお、平成28年、台風16号により被災しまし

た箇所のうち、中洲橋と内ノ野５号線の２箇所

の完成を残すのみとなっておりましたけれども、

３月議会終了後、内ノ野５号線が完了し、現在

は安全に通行できるようになったところでござ

います。中洲橋につきましては、本年12月中の

完成を目標に取り組んでいるところでございま

す。 

 今後とも災害に備え、引き続き国や県と連携

しながら、防災事業や急傾斜事業、砂防事業の

推進を図ってまいります。 
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 次に、垂水市制施行60周年記念事業の一環と

して、たるみず飛龍太鼓保存会の主催で、たる

みず飛龍太鼓保存会30周年記念公演「鼓響」が

３月３日に文化会館において開催をされました。

垂水市内はもとより、市外からの団体も含めて

６団体による太鼓等の競演がなされ、入場者、

出演者を含めて約650名の参加があり、大いに

盛り上がりました。 

 次に、企画政策課所管事項について報告いた

します。 

 道の駅たるみずはまびらでございますが、本

年４月27日から５月６日までの10連休は各種イ

ベントが開催されたこともあり、約５万6,000

人もの来場者で賑わいました。 

 また、５月１日には、道の駅に併設するマリ

ンパークたるみずが、多くの関係者のご協力に

よりオープンしたところでございます。 

 さらに、５月６日には、魚の直売所や精肉加

工場を備えた民間販売施設の建設工事が着工さ

れましたので、これまで以上に道の駅たるみず

はまびらを中心とした周辺地域の活性化に繋が

るように、引き続き官民の連携を図りながら、

本事業の目的であります交流人口の増加と雇用

創出の実現に取り組んでまいります。 

 次に、地域振興でございますが、昨年度、松

ヶ崎地区と柊原地区で地域振興計画の中間見直

し版が策定されましたことから、事業実施に当

たり、国庫補助金の申請を行っておりました過

疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業につ

きましては、地元選出の衆議院議員、森山先生

をはじめ、関係各位の特段のご尽力を賜り、平

成31年４月24日付で交付に係る内示をいただき、

近々交付決定がなされる見込みであります。 

 今議会に当該事業に係ります補正予算を上程

しておりますので、ご承認をいただきましたら、

両地区の関係者の皆様方と連携をし、地域振興

の具現化を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、ふるさと応援寄附金でございますが、

平成29年10月から、国からの通知に基づき、返

礼割合３割以下へ見直しを行った結果、返礼割

合が３割を超える自治体との競争などもありま

して、平成30年度の寄附は２万8,239件、約５

億8,584万円の寄附に留まったところでござい

ます。 

 本年６月以降は返礼割合が法律で規制されま

すことから、他自治体も同じ条件下でふるさと

納税を募ることになります。今後ともＰＲ戦略

の拡充に努めるとともに、今年度は特に返礼品

提供事業者と連携を図り、地元特産品によるセ

ット商品の開発等、魅力ある返礼品の開発に取

り組んでまいります。 

 次に、新庁舎建設関連事業でございますが、

市民の皆様の意見を基本設計に反映させるため

に場づくりワークショップを３月23日、３月30

日、４月６日の３回開催をし、延べ52名の参加

をいただきました。 

 また、市民の皆様に対して、事業に対する理

解促進や疑問解消に向けた取り組みである車座

座談会についても、現在まで10件のお問い合わ

せや日程調整を行っており、本日まで５回開催

をさせていただいているところでございます。 

 なお、基本設計案でございますが、市民のご

意見をより多く反映した形で取り組んでほしい

との声が多いことから、引き続き車座座談会な

どの取り組みを通して市民の皆様のご要望を十

分お聞きした上で策定したいと考えております

ので、基本設計案の公表はもうしばらくお時間

をいただきたいと思います。 

 次に、農業委員会関係についてでございます

が、平成31年度より農地法事務が鹿児島県から

垂水市に権限移譲をされました。移譲事務の内

容は農地転用の許可等でございます。農地から

農地以外の地目に変更する場合、これまでは鹿

児島県が許可を行っておりましたが、今後は垂

水市が許可をすることとなります。 

 この権限移譲に伴い、３月に事務局職員及び
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農業委員並びに農地利用最適化推進委員に対し、

鹿児島県から講師を派遣していただき、農地転

用についての説明会を開催していただいたとこ

ろでございます。今後も迅速・的確な事務処理

に努めてまいります。 

 次に、水産振興の取り組みといたしまして、

３月27日・28日に香港大手飲食チェーン店の関

係者を本市に招き、カンパチを中心とした特産

品をＰＲし、輸出に向けた販路拡大を図るため

の取り組みを行いました。 

 続きまして、４月末からの大型連休における

主な観光事業、観光拠点の状況を報告いたしま

す。 

 本市におきましては、道の駅たるみず14周年

創業祭、高峠春のつつじ祭り、第６回2019花と

温泉と渓谷のまちたるみずジュニオールスー

パーリーグｉｎ鹿児島、垂水カンパチ祭りの４

つのイベントを「たるみず春フェスタ」と位置

付けまして、観光地を繋ぐスタンプラリーを行

うなど、本市の観光振興並びに交流人口の増加

に向けて取り組んだところでございます。 

 まず、高峠つつじヶ丘公園につきましては、

４月下旬に見頃を迎え、５月６日までの期間、

約6,900人の来園者で賑わいました。ことしは

例年と比べて開花期間が長く、天候にも恵まれ、

また祭り期間中は大野原地区の皆様が物産販売

やおもてなしをされ、多くのお客様に喜んでい

ただきました。 

 第６回2019花と温泉と渓谷のまちたるみずジ

ュニオールスーパーリーグｉｎ鹿児島におきま

しては、県内外から８チームの参加があり、延

べ滞在人数は764人でございます。森の駅たる

みずにおきましては、マス釣り体験などが行わ

れ、期間中約3,300人の来場がありました。 

 また、本市の観光拠点であります道の駅たる

みずにおきましては、４月21日に14周年創業祭

が開催され、特産品等の試食直売会やご当地ア

イドルのステージショーなどがあり、大盛況で

ありました。なお、大型連休期間中は、県内外

より約５万6,000人の来場者がありました。 

 次に、水産関係でございますが、垂水市漁協

主催によります第19回垂水カンパチ祭りは、５

月３日・４日の２日間開催をされました。今回

は垂水の食を発信するイベント、垂水フードフ

ェスティバルが実施され、約6,000食が完売し

たところでございます。 

 恒例となりました、カンパチのつかみ取りや

一本釣り、餌やり体験等のイベントに加え、加

工品等の販売や、垂水高校生の女子生徒で構成

された鹿児島フィッシュガールによるカンパチ

解体ショーも実施されました。県内外から家族

連れをはじめ、約２万人の来場者があり大盛況

であったとのことであります。 

 次に、３月から５月の教育旅行では、インド

ネシアから２校49人、香港から１校46人、国内

では３校396人の生徒さんに本市を訪れていた

だきました。今後もより一層、誘致活動等を積

極的に行い、イベントやスポーツ合宿、教育旅

行において多くの皆様が本市に訪れていただけ

るよう取り組んでまいります。 

 次に、学校教育関係でございますが、中学生

を対象とする「夢の実現！学びの教室」が４月

末からスタートいたしました。今年度は中学校

１年生、31人が参加し、８人の講師の指導のも

と学習に取り組んでいます。また、小学校４校

と垂水中央中学校の合わせて５校に12人の特別

支援教育支援員を配置し、学習面や生活面で支

援を必要とする子供たちに、きめ細やかな対応

をしていただいているところでございます。 

 次に、社会教育関係でございますが、５月19

日には市民館において、市民の皆様の生涯にわ

たっての学習を推進するために、生涯学習オー

プニングフェアを開催いたしました。 

 内容といたしましては、前年度の講座の中か

ら３団体が学習の成果を発表され、また開設す

る15講座の内容や講師の紹介などが行われまし
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た。当日は、昨年度を上回る市民講座生320名

の参加があり、本年度も市民の皆様が生涯を通

して豊かな生活を営んでいただける学習環境を

整えることができたと考えております。 

 次に、新聞紙上でも報道されましたが、去る

５月20日付で、お長屋を有する垂水市をはじめ

として、武家屋敷群のある県内９市と鹿児島県

が合同で申請いたしておりました「薩摩の武士

が生きた町～武家屋敷群「麓」を歩く～」と題

した文化財群が、このたび日本遺産に認定をさ

れました。 

 この日本遺産とは、令和２年度の東京オリン

ピック・パラリンピックに合わせて、海外から

の観光客を各地域に呼び込む受け皿として、文

化庁が観光庁などと連携して平成27年度から認

定しているもので、今後は構成自治体による協

議会を中心として様々な事業が展開されていく

ということになります。 

 本市におきましても、この機会を捉え、地域

の歴史的魅力や特色を国内外に戦略的に発信す

ることにより、地域の活性化を図ってまいりた

いと考えております。 

 次に、出張用務につきましては、５月14日か

ら宮崎県都城市で開催されました九州市長会で

は、各種議案の審議と災害時相互支援体制につ

いての協議を行ってまいりました。昨年協議さ

れた災害時に県内外の相互支援を行うことに加

えまして、災害復旧事業の工事期間を実情に応

じて延長することや、専門家の派遣等の支援に

ついて協議がなされたところでございます。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

○議長（篠原則）  以上で、諸般の報告を終

わります。 

   △議案第33号～議案第39号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第４、議案第33号か

ら日程第10、議案第39号までの議案７件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第33号 災害弔慰金の支給等に関する条例

の一部を改正する条例 案 

議案第34号 垂水市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 案 

議案第35号 垂水市放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 案 

議案第36号 垂水市地方卸売市場条例の一部を

改正する条例 案 

議案第37号 垂水市漁港管理条例の一部を改正

する条例 案 

議案第38号 垂水市給水条例の一部を改正する

条例 案 

議案第39号 垂水市火災予防条例の一部を改正

する条例 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  説明を求めます。 

○福祉課長（髙田 総）  おはようございます。 

 議案第33号災害弔慰金の支給等に関する条例

の一部を改正する条例案についてご説明申し上

げます。 

 この議案は、平成29年及び平成30年の地方分

権改革に関する提案募集において災害援護資金

の貸付制度について、その貸付利率を引き下げ

ることを可能とする制度改正を行うべきとの提

案があったことから、市町村の判断に基づき、

被災者ニーズに応じた貸付を実施できるよう、

災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正

する法律及び同法施行令の一部を改正する政令

が公布されたことに伴い、条例の一部を改正し

ようとするものでございます。 

 それでは、改正の内容につきまして、添付し

ております新旧対照表でご説明いたします。 

 条例第14条は、災害援護資金の保証人及び利

率について定めているところであり、現行にお

いては据置期間経過後の利率を３％と規定して
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おりましたが、改正案では第１項において、貸

付を受ける際、保証人を立てることができる旨

を、第２項においては、その利率を保証人があ

る場合は無利子に、保証人がない場合は年１％

とする旨を、第３項においては、保証人の責務

及び保証債務を規定したところでございます。 

 条例第15条は、災害援護資金の償還等につい

て定めているところであり、改正案では、第１

項において、月賦償還を追加するもの、第３項

において、災害弔慰金の支給等に関する法律施

行令第８条の保証人の規定が削除されたことか

ら、保証人を削除し、その条文を繰り上げるも

のでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は公布

の日から施行しようとするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第34号垂水市家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例案についてご説明申し上

げます。 

 この議案は、国の定める家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準の一部を改正する省

令が平成31年４月１日から施行されたことに伴

い、条例の一部を改正しようとするものでござ

います。 

 この家庭的保育事業等とは、原則として０歳

から３歳未満の幼児を対象とし、保育者の居宅

等で少人数を対象に家庭的保育のもと、きめ細

やかな保育を行うことを目的とするものでござ

います。 

 現在のところ、家庭的保育事業等は本市には

ございませんが、児童福祉法において国の定め

る基準に従い条例を定めるものと規定されてお

りますことから、今回改正しようとするもので

ございます。 

 それでは、改正の内容について、添付してお

ります新旧対照表でご説明いたします。 

 なお、文言等の修正につきましては、省略さ

せていただきます。 

 １ページをお願いします。 

 第６条は、家庭的保育事業等における保育所

等との連携について定めており、第１項第３号

は、卒園後の受け皿として連携施設を確保し、

引き続き教育または保育を提供するように定め

ているところでございますが、第４項において、

家庭的保育事業者等による卒園後の受け皿を提

供する連携施設の確保が著しく困難であると市

長が認めるときは、連携施設の確保を不要とす

ることを加えようとするものでございます。 

 また、この場合において、第５項で、家庭的

保育事業者等は利用者定員が20人以上である企

業主導型保育事業に係る施設または地方自治体

が運営費の支援等を行っている認可外保育施設

であって、市長が適当と認める者を卒園後の受

け皿の提供に係る連携協力を行うものとして適

切に確保しなければならないことを加えようと

するものでございます。 

 ２ページをお願いします。 

 第16条第２項第３号は、附則第２条第２項に

おいて同じを削ろうとするもので、このことに

より家庭的保育事業を行う場所は、家庭的保育

者の居宅に限定されないことになります。 

 第45条は、連携施設に関する特例を定めたも

ので、新たに第２項として、満３歳以上の幼児

を受け入れている保育所型事業所内保育事業所

であって、市長が適当と認めるものについては、

卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保を

不要とすることを加えようとするものでござい

ます。 

 次に、附則の改正でございますが、主なもの

は、食事の提供の経過措置や連携施設に関する

経過措置を改めようとするものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は公布

の日から施行しようとするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ
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ろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第35号垂水市放課後児童健

全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例案についてご説明

申し上げます。 

 この議案は、平成29年の地方からの提言等に

関する対応方針に基づき、放課後児童支援員の

認定資格研修の事務・権限については指定都市

も実施できると改められたことにより、放課後

児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

の一部を改正する省令が平成31年４月１日に施

行されたことに伴い、条例の一部を改正しよう

とするものでございます。 

 それでは、改正の内容について、添付してお

ります新旧対照表でご説明いたします。 

 条例第10条は、放課後児童支援員について定

めているところであり、現行においては、都道

府県知事が行う研修を修了したものでなければ

ならないと定めているところでございますが、

今回の改正により、都道府県知事に加え、指定

都市の長を追加しようとするものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は公布

の日から施行しようとするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○農林課長（楠木雅己）  おはようございます。 

 議案第36号垂水市地方卸売市場条例の一部を

改正する条例案につきましてご説明申し上げま

す。 

 今回の条例改正は、社会保障の安定財源の確

保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消

費税法の一部を改正する等の法律の公布、及び

地方税法等の一部改正及び文言整理のため当該

条例の改正を行うものでございますが、今後の

消費税率の変動により、その都度条例改正を行

う必要がないような改正内容といたしておりま

す。 

 それでは、改正内容につきまして、新旧対照

表によりご説明申し上げます。 

 条文中、改正した箇所をアンダーラインでお

示ししておりますが、文言の整理等につきまし

ては説明を省略させていただきます。 

 １ページをご覧ください。 

 第28条第１項中、「消費税額を含まない」を

「消費税法に規定する税率を乗じて得た額及び

消費税額に地方税法に規定する地方消費税の税

率を乗じて得た額」に改め、同条第３項中、

「消費税額」の次に「及び地方消費税額」を加

えるものでございます。 

 次に、第29条第１項から第３項まで並びに第

42条第１項及び第２項中、「消費税額」の次に

「及び地方消費税額」を加えるものでございま

す。 

 次に、２ページをご覧ください。 

 第49条第４項及び第50条並びに第52条第１項

及び、３ページの第54条第３項中、「その８％

に相当する額」を「消費税額及び地方消費税

額」に改めるものでございます。 

 また、第58条第１項中、「（消費税額及び地

方税額を含む。以下同じ。）」を「に消費税額

及び地方消費税額を加えた額」に改めるもので

ございます。 

 別表第４の主なものは、卸売業者市場使用料

の項中、「（消費税額及び地方消費税額を含

む。）の1000分の１」を「に消費税額及び地方

消費税額を加えた額の1,000分の１」に改める

ものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は令和元年10

月１日から施行するものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  おはようご

ざいます。 

 議案第37号垂水市漁港管理条例の一部を改正

する条例案についてご説明申し上げます。 

 今回の条例改正は、社会保障の安定財源の確
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保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消

費税法の一部を改正する等の法律の公布、及び

地方税法等の一部改正及び文言整理のため当該

条例の改正を行うものでございますが、今後の

消費税率の変動により、その都度条例改正を行

う必要がないような改正内容といたしておりま

す。 

 それでは、改正内容につきまして、新旧対照

表によりご説明申し上げます。 

 条文中、改正した箇所をアンダーラインでお

示ししております。 

 １ページをご覧ください。 

 第５条の使用料の改正案につきまして、別表

第１、占用料の項、備考の欄中、「100分の

108」を「消費税法に規定する税率を乗じて得

た額及び消費税額に地方税法に規定する地方消

費税の税率」に改め、「得た額」の次に「を加

えた額」を加え、同項、額の欄中及び、４ペー

ジの別表第２、第５条の２及び３の「100分の

108を乗じて得た額」をそれぞれ「消費税額と

地方消費税額を加えた額」に改めるものでござ

います。 

 なお、附則といたしましては、この条例は令

和元年10月１日から施行しようとするものでご

ざいます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○水道課長（園田昌幸）  議案第38号垂水市給

水条例の一部を改正する条例案についてご説明

申し上げます。 

 今回の条例改正につきましては、消費税法の

改正に伴い、本条例の一部改正を行うものでご

ざいます。 

 添付しております新旧対照表にてご説明を申

し上げます。 

 第24条中、「100分の108」を「消費税法に規

定する税率を乗じて得た額及び消費税額に地方

税法に規定する地方消費税の税率」に改め、

「金額」の次に「を加えた額」を加えるもので

ございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は令和

元年10年１日から施行することといたしており

ます。 

 以上で説明を終わりが、ご審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○消防長（後迫浩一郎）  議案第39号垂水市火

災予防条例の一部を改正する条例案についてご

説明申し上げます。 

 今回の改正は、総務省消防庁次長より、火災

予防条例の一部改正についての通知を受け、避

雷設備に関する事項及び住宅防災警報器等の設

置の免除に関する事項について改正するもので

ございます。 

 避雷設備に関する事項については、不正競争

防止法等の一部を改正する法律において、「日

本工業規格」が「日本産業規格」に改められた

ことに伴い、当該条例改正に反映するものでご

ざいます。 

 また、住宅防災警報器等の設置の免除に関す

る事項については、平成30年６月１日施行の消

防法施行規則等の一部を改正する省令により、

民泊住戸分が300平米未満である民泊施設にお

いて特定小規模施設用自動火災報知設備を設置

した場合、自動火災報知設備の設置を免除する

ことが可能となったところでございます。 

 このことから、住宅に特定小規模施設用自動

火災報知設備を設置することで住宅用防災警報

器の設置免除が可能である旨の規定を追加し、

垂水市火災予防条例の一部を改正するものでご

ざいます。 

 新旧対照表をご覧ください。 

 改正内容の詳細を説明いたしますと、第16条

第１項中、「日本工業規格」を「日本産業規

格」に改め、第29条の５第１号中、「作動時間

が60秒以内」を「種別が一種」に改め、同条に

２号を加え、所要の規定の整備を図るものでご
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ざいます。 

 なお、附則としまして、この条例は公布の日

から施行しますが、第16条第１項の改正規定は

令和元年７月１日から施行するものでございま

す。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（篠原則）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○持留良一議員  議案第34号について質したい

と、質疑したいと思うんですけれども、これは

要するに今回、子ども・子育て支援法改定案が

通ったわけですけれども、その中で大きな問題

はやっぱり保育の質の問題がいろいろと問われ

ていまして、例えば先ほども出ましたけれども、

認可外保育の問題では、十分な基準を満たさな

い、保育者においてもそのあたりが曖昧なまま

やれていて、そこで様々な事故が起きたりとい

うことで事故を受けた方々も大変この点では危

惧をされているという点がいろいろ新聞でも指

摘をされていたと思います。 

 また、本市では直接今のところは関係ないと

いうことでありますけれど、それに備えて条例

を整備するということで今後、新聞でも出てい

ましたけれども、無料になったら増えるんじゃ

ないかと、私も出したいとか含めて、いっぱい。

今でも基準を満たさない中で、さらに一層増え

てくるとなると、様々な問題も出てくる可能性

があるのかなというふうに思ったりします。だ

から、本市でも当然そのことがぬぐい切れない

現状がこの家庭的保育事業等の面でも出てくる

のではないかという危惧もしているんですが。 

 そういう中で大事な問題は、やっぱり安全性

の問題だというふうに思うんですよね。このあ

たりの基準が曖昧で、そのあたりをどう確保し

ていくのかというところがこの点では実際上な

いのかなというふうに思うんですが、このあた

りをどのような形で担保していくのか。将来そ

ういう現状になったときに対応できるような施

設でなければ、私たちもこの条例案を単純に認

めるというわけにはいかないんですが、そうい

う点で施設等を点検できる保障はあるのか、体

制はどうなっていくのか。また、事故の場合な

どの補償というのはどんなふうにしていくのか。

そのあたりというのは十分に検討された上での

ものなのかどうなのか、このあたりについてお

聞きしたいと思います。 

○福祉課長（髙田 総）  今回の条例改正は、

すでに国の定める家庭的保育事業の設備及び運

営に関する基準の一部を改正する省令が施行さ

れたことに伴い、条例を改正したもので、今回、

連携施設や事業を行う場所等において基準の改

正が行われております。 

 持留議員が言われます安全性におきましては、

家庭的保育事業における子供たちの安全面につ

きましては、児童福祉法に定める児童の身体

的・精神的及び社会的な発達のために必要な保

育水準を確保するものでなければならないとさ

れていることから、国が定める基準を遵守して

いただくことが前提となり、市は家庭的保育事

業の開始を認めることとなると考えております。 

 今後この事業が開始された際には、子供たち

の安全確保を重点におきまして、事業者と連携

を密にしながら進めていくことが重要であると

考えております。 

○持留良一議員  家庭的保育事業者で要するに、

そこで次につなげるということで代替施設的な

側面が出てくると。そうすると当然、先ほど説

明した無認可になりますよね、無認可。認可外

ということになりますけれども、そこの部分の

その基準、今でも無認可というのは非常に曖昧

なところがあって、事故が起きたとき問題にな

るんですけれども、ここの基準というのはきち

っと示されているのかどうなのか。 

 そうでなければ、一旦そこを出てもそれにつ

なげるという点では、施設的には担保されるけ
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れども、中身、いわゆる安全面、補償、担保と

いうことを考えたときにそのあたりの基準、そ

のものは明確に示されているんでしょうか。と

いうのは、この議論の中で、十分にそのあたり

が検討されないまま施行ということになってき

ているという意見もあるんですよね。だから、

そういう意味でも、そのあたりが今の段階でき

ちっと明確になっているのか。 

 今後ないにしろ、しかしその部分については

きちんと、この条例を出したということは、そ

れに対する受け皿をつくっていくという考え方

もあると思いますので、そのあたりが実際に示

されているのかどうなのか。示されていなけれ

ば、これは問題だと思うんですけれど。 

○福祉課長（髙田 総）  基本的な基準といた

しまして、家庭的保育事業も保育園や認定こど

も園と同様の基準となります。 

 保育を行う占用の部屋、乳幼児につき3.3平

米以上必要と。それと乳児概ね３人につき１人、

１歳から３歳に満たない幼児につきましては、

概ね６人につき１人、３歳以上４歳に満たない

児童については、概ね20人につき１人、満４歳

以上の児童につきましては、概ね30人につき１

人と、そういう基準が設けられておりますので、

そのような基準を遵守していただき、開始して

いただくということであります。 

○持留良一議員  そういう中で、なぜこれだけ

無認可保育で問題があったのかというのを、逆

の意味では求められると思うんですよね。だか

ら、そのあたりは課長としても実態を把握され

ているというふうに思うんですが。 

 そうなってきたときに、やはりそれに対応す

る市がきちんとそのあたりでは責任を持って指

導していくという関係もあると思うんですよね。

そうなってきたときに、やっぱりそのあたりと

いうのは把握されているのか、問題がないよう

に。 

 そして、今の基準が本当に十分なのかという

観点からも含めて問題提起をしていく必要があ

ると思うんですが、そのあたりの認識をお伺い

したいと。最後の質疑にします。 

○福祉課長（髙田 総）  現在、本市には認可

外保育施設は垂水中央のわんぱく託児所と池田

温泉クリニックの浩愛会保育所があります。そ

ちらのほうとも連携をとりながら、きちんと基

準が遵守されるように進めてまいりたいと思い

ます。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はございませ

んか。 

○感王寺耕造議員  戻りまして、議案第33号に

つきまして質疑いたします。 

 第14条の第２項の部分で、災害援護資金の問

題です。据置期間中の利率については無利子で

すよね。据置期間後については保証人がある場

合と保証人がない場合、この部分で保証人がな

い場合は年１％という部分で謳ってあります。

これについて、保証人について文言の確認です、

まず。この保証人ということは連帯保証人とい

うことで捉まえてよろしいんですか。 

○福祉課長（髙田 総）  連帯保証人という形

でとっております。 

○感王寺耕造議員  それでは、保証人と連帯保

証人は違うわけですよね。ここのところは連帯

保証人と謳われていたと思いますので、ここの

部分はお願いしておきます。訂正するなら訂正

すべきじゃないんですか。 

 それで、私が問題とするのは、この部分の保

証人の問題です。資金の回収をするという部分

では、こういった形での提案だと思うんですけ

れども、しやすくするために。ただ、この人質

というか、連帯保証人制度という部分は、日本

独自の文化ですよね。そういう制度になってい

ます、残念ながら。保証人をきちっととれると

いう方は、ある程度資産をお持ちになって、こ

の人だったら連帯保証人になっていいよという

部分だと思うんですよね。 
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 しかし、保証人をとれない方々もいらっしゃ

るんです。資産をあまり持っておられない方、

または生活弱者の方、そういった方々がいざ災

害があったときに生活を再建するための住居、

こういう部分をきちっと確保していくという部

分において、この部分は何とか改めなければい

けないと思うんですが。この部分について、単

に上からの通達の部分でこういう形にしたのか。

また、議論がこの条例をつくる部分であったの

か、ないのか、まずはその点について質問いた

します。 

○福祉課長（髙田 総）  この制度の運用につ

いては、様々な手法が考えられました。本市と

いたしましては、東日本大震災の被災者に対し

て特例措置として適用された方式が、保証人が

いる場合は無利子、保証人がいない場合は年

1.5％ということであったことから、それを参

考に改正させていただいたところであります。 

 また、その利率につきましても、１％とした

根拠につきましては、母子寡婦福祉資金の貸付

等の利子を参考にしなさいということで、保証

人がいる場合は無利子、いない場合は１％とし

たところであります。ほかの19市につきまして

も調査を先日いたしましたところ、ほとんどの

市がこの体制をとっているようでございます。 

○感王寺耕造議員  東北震災ですね、3.11の事

例を踏まえても、なかなか二重ローンを抱えて

いくとか、中には三重のローンを抱えている人

もいるという問題がありますよね。きちんとう

まく生活再建ができていないわけですよ。また、

本市も類似の部分を踏まえて１％ということで

はありますけれども、これは最終的な確認です。

この部分を本市独自として保証人の部分がない

場合でも、これは０％という部分には持ってい

けるんですか、持っていけないんですか。これ

は解釈の問題ですから、法的に上部法の部分も

ありますし、そのへんについて確認いたします。 

○福祉課長（髙田 総）  これまでは保証人を

つけていただいて３％としていたわけでござい

ます。今回の改正によりだいぶ緩和はされたと

考えておりますので、保証人がいない場合も

０％と、そこはまた今後いろいろな事案を見な

がら検討をしていく、一応今回の条例改正はこ

の方式でしたいと考えております。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はございませ

んか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。ただいまの議案７件につ

いては、いずれも所管の各常任委員会にそれぞ

れ付託の上、審査したいと思います。これにご

異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、議案第33号から議案第39号までの議案７

件については、いずれも所管の各常任委員会に

それぞれ付託の上、審査することに決定しまし

た。 

   △議案第40号・議案第41号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第11、議案第40号及

び日程第12、議案第41号の議案２件を一括議題

といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第40号 消費税法等の改正に伴う生活環境

課所管の関係条例の整理等に関する条例 

案 

議案第41号 消費税法等の改正に伴う土木課所

管の関係条例の整理等に関する条例 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  説明を求めます。 

○生活環境課長（港 耕作）  おはようござい

ます。 

 議案第40号消費税法等の改正に伴う生活環境

課所管の関係条例の整理等に関する条例案につ
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いてご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、消費税等の改正に伴い、生活

環境課所管の２つの条例の使用料の改正を行う

ものでございます。 

 新旧対照表でご説明をいたします。 

 まず、第１条の垂水市環境センターの設置及

び管理に関する条例の改正案ですが、条例中、

第３条の使用料につきまして、第２項で現行は

消費税率を「100分の108」と表示しているため、

今回の消費税率の改正及び今後の消費税率の改

正に対応できるように「消費税率を乗じて得た

金額」と改めるものでございます。 

 次に、第２条の垂水市漁業集落排水処理施設

の設置及び管理に関する条例ですが、条例中、

第11条の使用料の算定について、先ほどの垂水

市環境センターの設置及び管理に関する条例と

同様に改めるものでございます。 

 なお、附則として、この条例は令和元年10月

１日から施行するもので、あわせて第２条につ

きましては、開始届けの提出等が10月１日以降

になされた場合、令和元年９月30日までの使用

料につきましては、従来の100分の108を加算し

た額で料金計算が行われることを規定したもの

であります。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議方よろし

くお願いいたします。 

○土木課長（東 弘幸）  おはようございます。 

 議案第41号消費税法等の改正に伴う土木課所

管の関係条例の整理等に関する条例案につきま

して、ご説明申し上げます。 

 今回の議案につきましては、消費税が改正さ

れることに伴い、土木課所管の５つの条例の一

部改正を行うものでございます。 

 改正の内容につきましては、お手元の新旧対

照表にてご説明申し上げます。改正する箇所を

アンダーラインでお示ししております。 

 垂水市普通河川等管理条例第14条、別表中の

「100分の108」を「消費税法に規定する税率を

乗じて得た額及び消費税額に地方税法に規定す

る地方消費税の税率」に改め、「切り捨てた

額」の次に「を加えた額」を加えるものでござ

います。 

 また、垂水市道路占用料徴収条例第２条第２

項及び、２ページの垂水市都市公園の設置及び

管理に関する条例第19条第３項垂水市港湾管理

条例第８条第２項並びに、３ページの垂水市建

設残土処分場設置及び管理に関する条例第３条

第２項につきましても、同様に改めるものでご

ざいます。 

 なお、附則としまして、この条例は令和元年

10月１日から施行しようとするものでございま

す。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（篠原則）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。ただいまの議案２件につ

いては、いずれも産業厚生委員会に付託の上、

審査したいと思います。これにご異議ございま

せんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、議案第40号及び議案第41号の議案２件に

ついては、いずれも産業厚生委員会に付託の上、

審査することに決定しました。 

   △議案第42号上程 

○議長（篠原則）  日程第13、議案第42号令

和元年度垂水市一般会計補正予算（第１号）案

を議題といたします。 

 説明を求めます。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  本日、ここに令和元年第

２回垂水市議会定例会を招集いたしましたとこ
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ろ、議員の皆様には何かとご多用な中にご出席

を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 なお、昨年度までの施政方針の際は、市長の

口述書をお配りしておりましたが、今回より議

員の皆様にわかりやすいご説明をさせていただ

くため、お手元の資料、令和元年度垂水市施政

方針及び予算案に沿ってご説明をさせていただ

きます。 

 平成31年度一般会計当初予算につきましては、

一部の政策的経費を除いた骨格予算でございま

した。 

 そこで、さきの市長選挙終了後に各担当課と

議論を重ね、政策的な予算の編成作業を進め、

令和元年度一般会計補正予算案という形で提案

させていただくとともに、本年度の市政運営の

基本方針及び主要施策について、その概要を説

明し、施政方針並びに所信を申し述べます。 

 初めに、４ページをお開きください。 

 見出しを市政運営の基本理念としており、１

つ目、３期目の元気な垂水づくりでありますが、

私は本年１月に行われました市長選挙におきま

して、多くの市民の皆様からの温かいご支援と

負託を賜り、第17代目の市長に就任させていた

だきました。 

 平成23年１月の市長選挙で初当選をし、早い

もので２期８年が経過いたしました。これまで

の８年間、私は垂水市の発展と市民の皆様の幸

福の実現を政治的理念に掲げ、元気な垂水市を

つくるという強い信念のもと市政運営に取り組

んでまいりました。 

 これまで私は自ら率先をしてあらゆる場面で

行動し、勇気を持って改革に取り組むとともに、

現場主義を掲げ、直接自分の目で見て自分の耳

で聞くため、可能な限り事業の現場や市民の皆

様と触れ合える場へ足を運び、その状況を広報

誌やホームページを通じ、市民の皆様にお伝え

してきたところでございます。 

 これからも安心安全で住んでよかったと思え

るまちづくりを市民の皆様に実感していただけ

るよう、また「九つの彩り豊かに 健やかな人

を育むまち 垂水」をまちの将来像とする第５

次垂水市総合計画の実現のため、市政の発展に

全力で邁進する決意でございます。 

 そこで、これらの政策を実現するため、３つ

の政治姿勢を持って臨んでまいります。 

 第一に、市民の皆様の声に耳を傾け、対話を

重視し、現場を大切にしてまいります。 

 第二に、市民と行政との情報を共有していく

ため、積極的な情報発信を行い、開かれた市政

を推進するために、市民への説明責任を果たし

てまいります。 

 第三に、これまでの２期８年間の市長経験、

その過程で培ってまいりました、国・県及び近

隣市町との信頼関係や、連携・協力関係を最大

限に活用した市政運営を進めてまいります。 

 本市を取り巻く環境は、少子高齢化や若者の

流出などによる人口減少の進行、さらには世界

的な見通しが不安定な経済状況などにより、ま

だまだ先行き見通しが立てにくい社会・経済状

況が続くと思われますが、この厳しい環境を職

員と共有し、まちづくりに責任を持って取り組

んでまいります。 

 次に、５ページをご覧ください。 

 本年５月１日より元号が令和となり、新たな

時代の幕開けとなる本年度、３期目の市政の舵

取りを担わせていただくに当たり、引き続き

「元気な垂水づくり！安心・経済・未来」から

なる３つの挑戦に取り組んでまいります。これ

までの８年間の成果や課題を踏まえ、この３つ

の挑戦にまちづくりの指針となる第５次垂水市

総合計画の目標を掲げ、各施策に取り組んでま

いります。 

 次に、６ページをお開きください。 

 令和元年度一般会計補正予算（第１号）案に

ついてであります。 

 補正予算の規模につきましては、歳入歳出そ
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れぞれ５億9,700万3,000円を追加し、予算総額

は120億400万3,000円になります。平成30年度

当初予算に比べ、災害復旧費を除けば４億

5,000万円程度の増加となっております。歳出

に要する歳入財源につきましては、それぞれの

補助事業に対し、負担率や補助率に応じて交付

される国庫支出金が9,847万2,000円、県支出金

が4,047万7,000円でございます。 

 また、道路改良事業などに充てる市債を１億

7,370万円計上しております。これらの特定財

源を充て、不足する部分につきましては、財政

調整基金などを充てることで収支の均衡を図っ

ております。 

 次に、６ページの下段、３の補正予算案、項

目別において主な歳出をご説明いたします。 

 初めに、（１）総務費でございます。 

 本年10月の消費税引き上げによる低所得者、

子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとと

もに、地域における消費喚起を図るため、国庫

補助によるプレミアム付商品券事業を計上して

おります。 

 また、地域活性化のためのまちづくり交付金

事業やコミュニティ助成事業、過疎地域等集落

ネットワーク圏形成支援事業を、公平で公正な

課税を行うための固定資産家屋全棟調査及び空

き家調査に関する費用を計上しております。 

 次に、（２）民生費でございます。 

 子供を育てやすい環境づくりのために、老朽

化しておりました、水之上児童クラブを水之上

小学校敷地内に新設いたします。本年度は実施

設計のみを計上し、翌年度に建設工事を実施す

る予定でございます。 

 次に、（３）衛生費でございます。 

 新規事業として、風疹抗体検査及び定期予防

接種事業を計上しております。 

 また、老朽化が進み、安全性が懸念されてお

ります、清掃センター煙突の解体に向け、基本

計画策定業務の委託費を計上しております。 

 次に、（４）農林水産業費でございます。 

 初めに、農林関係につきましては、６次産業

化に取り組む農業者に必要な設備及び機器、パ

ッケージの開発に必要な経費の一部を補助する

６次産業化促進支援事業補助金や、新規就農者

の生活支援を目的とした新規就農者支援給付金

事業補助金などを計上しております。 

 畜産振興では、牛舎・豚舎などの施設整備及

び消毒装置の環境整備を支援する牛舎改良環境

整備対策事業補助金などを計上しております。 

 次に、８ページをお開きください。 

 耕地関係では、振興会から要望がありました

二川・上ノ原地区の排水路布設工事及び鳥獣被

害対策として捕獲用箱罠の設置費用を計上して

おります。 

 次に、水産関係につきましては、輸出販路拡

大事業として、香港の外食大手企業である香港

マキシムの店舗において、本市のカンパチを中

心としたレストランフェアを開催するための費

用、そのほか垂水・牛根の両漁協の施設整備に

係る補助金などを計上しております。 

 次に、（５）商工費でございます。 

 垂水の特産品ＰＲや、新商品開発を目的とし

たたるみず特産品販路拡大支援事業に係る経費

を、また総務費でお話いたしました国庫補助に

よるプレミアム付商品券事業とは別に、市単独

事業として地域活性化のためのプレミアム付商

品券事業などを計上しております。 

 次に、（６）土木費でございます。 

 道路・橋梁関係では、振興会の要望を中心に

優先される箇所の事業費、市道垂水９号線の冠

水対策に係る測量設計委託料、要望の多い市道

などの草刈り作業の対策として、草刈り用アタ

ッチメントの購入費を計上しております。 

 また、協和小学校ＰＴＡから要望のありまし

た、協和小学校前の市道の薄層カラー舗装工事

の経費を計上しております。 

 河川関係では、河川台帳作成に要する委託費
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や、脇田地区の排水路改修費用を計上しており

ます。 

 災害防止のための急傾斜地崩壊対策関係では、

井川地区の工事請負費や高城・中俣・浜平地区

の県営事業負担金などを計上しております。 

 次に、（７）消防費でございます。 

 災害応急対策費として、災害時の保存食・毛

布・エアマットを備える費用や、コミュニティ

ＦＭ機器の更新に係る費用を計上しております。 

 次に、（８）教育費でございます。 

 柊原小学校のプール更衣室新築工事費や昨年

度から開始された香港への青少年海外派遣事業

費、また来年開催が予定されております、かご

しま国民体育大会の垂水市実行委員会への補助

金などを計上しております。 

 以上が、令和元年度一般会計補正予算（第１

号）案の概要となります。 

 次に、10ページをお開きください。 

 令和元年度の主な取り組みといたしまして、

選挙を通じて市民の皆様にお示しした公約を踏

まえ、第５次垂水市総合計画で掲げる行政分野

ごとの方針をご説明いたします。 

 一つ目、「元気な垂水づくり！安心への挑

戦」を踏まえ、第５次垂水市総合計画に掲げる

まちづくりの目標「安心していきいきと暮らせ

るまち」と「豊かな自然の恵みを次世代に受け

継ぐまち」についてご説明をさせていただきま

す。 

 初めに、（１）新庁舎建設関連についてであ

ります。 

 現庁舎は昭和33年に建設され、60年という長

きに渡り市民生活における中心的な役割を果た

してきましたが、耐震性の問題をはじめ、業務

の多様化による執務室の狭あい化、バリアフ

リー対策など多くの課題がございます。 

 平成23年３月の東日本大震災、平成28年４月

の熊本地震など、各地で頻繁に発生している地

震、また桜島の火山活動に対する対応が十分に

行えるとはいえない状況であり、市議会からも

地震や災害から市民の生命や財産を守るため、

防災拠点機能の確保、行政機能の維持といった

観点から、早急な対応が求められておりました。 

 このような中、平成24年２月に庁内検討委員

会、平成29年６月に学識経験者や市民代表者で

構成される垂水市新庁舎建設検討委員会を設置

し、市民目線による検討と専門的・総合的視点

による検討を慎重かつ丁寧に行い、新庁舎建設

基本計画をまとめ、現在、基本設計業務を行っ

ているところでございます。 

 本年度は引き続き、防災拠点としての機能性

及び安全性の確保を図り、本市財政への影響に

配慮した設計業務を行ってまいります。 

 また、事業推進に当たっては、できるだけ多

くの市民の皆様のご理解を得られるよう、引き

続き車座座談会など広報広聴活動を通じて、市

民の皆様の理解促進に努めてまいります。 

 次に、（２）保健・介護及び医療関係につい

てであります。 

 近年、市内クリニック及び病院の閉鎖に伴い、

多くの入院病床が失われてきております。本市

の医療や介護の供給体制は非常に厳しい状況に

あり、早期に解決すべき喫緊の課題であると認

識しているところでございます。 

 そこで、地域の保健・医療・介護・予防・生

活支援が一体となって機能することができるよ

う、本市に特化した地域包括ケアシステムの構

築に取り組んでまいります。 

 また、たるみず元気プロジェクト事業につき

ましては、本市において、全国よりも先んじて

直面する高齢化社会が進行する中で、鹿児島大

学病院副病院長の大石充教授と連携し、健康長

寿を実現するため、平成29年度から取り組んで

いる事業でございます。昨年７月から12月にか

け、垂水中央病院や各地区の20会場で実施した

健康チェックには1,151名の参加があり、参加

された皆様から高い評価をいただいております。 
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 本年度は健康チェックの内容を充実させると

ともに、回数や場所などの工夫を図り、多くの

市民の皆様に参加していただけるように取り組

み、これまでに得られたデータを活用し、運動

に関する教室を実施する予定でございます。 

 また、市民自らが健康づくりに取り組む動機

付けとなるよう、垂水市健康ポイント事業を継

続し、市民一人一人が生涯を通じた健康づくり

に取り組んでいけるよう推進してまいります。 

 本市が抱える課題は近い将来における全国的

な課題であり、本プロジェクト事業が全国の先

行事例となり、同様の課題を抱える自治体へ発

信していくことを目指しております。引き続き、

鹿児島大学医学部や医師会などと協働して取り

組んでまいります。 

 次に、12ページをお開きください。 

 （３）防災対策関連についてであります。 

 本年度においては、去る５月７日に防災点検

を実施しており、出水期前の６月２日には新城

地区において、避難及び避難所運営を中心に行

う総合防災訓練を計画しております。 

 さらに、来年で50年の節目を迎えます、桜島

火山爆発総合防災訓練については、来年１月11

日に道の駅たるみずはまびら周辺で、桜島の噴

火後を想定し、関係機関、関係団体による支援

活動や救護活動に重点を置いた訓練が計画され

ており、本市では、これまでにない規模での訓

練実施に向け、調整を進めてまいります。 

 災害応急対策については、災害時の情報伝達

の強化を図るため、防災無線、防災ラジオ、避

難所の特設公衆電話などを整備しており、避難

所開設の情報のほか気象・河川情報など、迅速

かつ明確な情報発信に努めてまいります。 

 加えて、備蓄品などにつきましては、風水害

を想定した計画的な整備を進めておりますが、

民間企業との災害時における食料等物資の供給

協力に関する協定締結や近隣市町との災害物資

関係の連携強化を図り、最大被害想定の避難者

数1,400人をもとにした計画的な備蓄を進めて

まいります。 

 次に、（４）土木行政についてであります。 

 本市では平成28年の台風16号により大災害に

見舞われ、局地激甚災害の指定を受けたところ

でございますが、残すところ、中洲橋の完成を

待つのみとなっております。本年12月完成を目

標に全力で取り組んでおります。 

 土砂災害対策につきましては、県と連携しな

がら、急傾斜地対策事業や砂防事業を推進して

まいります。 

 道路整備につきましては、内ノ野線、元垂水

原田線、中洲線の改良工事を継続するとともに、

維持工事につきましても振興会などからの要望

に対し、現場の状況確認の上、適切な対応を行

ってまいります。 

 公営住宅につきましては、垂水市公営住宅等

長寿命化計画に基づき、改修工事や建替工事を

実施し、入居者の快適な住環境の整備に努めて

まいります。 

 次に、（５）消防関係についてであります。 

 市民の生命・身体及び財産をあらゆる災害か

ら守るために、第４分団庁舎の解体新築工事や

消防団員の安全装具の備品整備などを行い、消

防力の強化を図ってまいります。 

 次に、14ページをお開きください。 

 二つ目、「元気な垂水づくり！経済への挑

戦」を踏まえ、第５次垂水市総合計画に掲げる

まちづくりの目標「地域資源を活かした賑わい

のあるまち」についてご説明をさせていただき

ます。 

 初めに、（１）農林業の振興についてであり

ます。 

 年々深刻化する農業従事者の高齢化や後継者

不足への対応といたしましては、次世代農業者

の確保と支援が重要となりますので、引き続き

ソフト、ハードの両面からの支援を継続してま

いります。 
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 また、農家所得の向上を図るための新規作物

推進事業や、一昨年に日本一となりました和牛

の商品性を向上させるための支援にも取り組ん

でまいります。 

 農業分野での６次産業化につきましては、６

次産業化に取り組む方々を支援する市の補助金

制度を継続し、設備・機器の整備に加え、ソフ

ト面の取り組みを含めた支援を行ってまいりま

す。 

 次に、（２）水産業の振興についてでありま

す。 

 ６次産業化の推進に向けた施設整備の充実、

国内外における市場ニーズに対応した商品づく

りに加え、輸出へ向けた販路拡大の支援を行っ

てまいります。 

 16ページをお開きください。 

 （３）商工業の振興についてであります。 

 地元商店街の活性化に向けて商工会と連携を

しながら、商店街で開催されるイベント活動な

どの支援を行ってまいります。 

 また、先ほどお話しましたとおり、本年10月

からの消費税率の引上げに伴う影響緩和の対策

といたしまして、低所得者・子育て世帯を対象

にプレミアム付商品券や、市独自のプレミアム

付商品券の発行を計画しております。 

 また、安定した収入確保の支援と販路の拡大

に向け、昨年度に引き続き、シェフツアーとレ

ストランキャンペーンによる販路拡大支援事業

を関東都市圏のみならず、関西都市圏も視野に

入れて計画してまいります。 

 次に、（４）観光振興についてであります。 

 垂水市まち・ひと・しごと創生総合戦略の本

年度末の目標値であります、交流人口200万人

を達成するために、北に位置する道の駅たるみ

ず、中央に位置する森の駅たるみず、南に位置

する道の駅たるみずはまびら、この三つの拠点

の特性を生かし、回遊性を高め、交流人口の増

加による地域経済の活性化に取り組んでまいり

ます。 

 また、たるみずスポーツランドを活用した、

より戦略的な事業を展開するとともに、スポー

ツ合宿及び国内外の体験型教育旅行の誘致活動

を積極的に進めてまいります。 

 次に、18ページをお開きください。 

 三つ目、「元気な垂水づくり！未来への挑

戦」を踏まえ、第５次垂水市総合計画に掲げる

まちづくりの目標、次世代の担い手を育成・支

援するまちについてご説明をさせていただきま

す。 

 初めに、（１）地方創生関連についてであり

ます。 

 国は、日本が抱える課題である人口減少に歯

止めをかけるとともに、東京圏への一極集中化

を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確

保して、将来にわたって活力ある日本社会を維

持していくため、平成26年11月に、まち・ひ

と・しごと創生法が施行されました。 

 これに伴い、本市におきましては、平成27年

度から５箇年を計画期間とした垂水市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略を策定し、政策分野ご

とに４つの基本目標を掲げ、総合的な取り組み

を講じてきたところでございます。 

 本年度は、計画期間の最終年度に当たります

ことから、総仕上げを目指すとともに、各取り

組みの進捗状況の点検や効果検証を実施いたし

ます。 

 また、昨年６月15日に閣議決定されました、

まち・ひと・しごと創生基本方針2018において、

国は令和２年度以降の５箇年となる第２期の総

合戦略の策定に取り組むことが示されておりま

す。 

 本市におきましても、まち・ひと・しごとの

創生は、第５次垂水市総合計画の重点プロジェ

クトの一つとして掲げており、第１期の総合戦

略の効果検証を踏まえ、第２期の総合戦略を策

定してまいります。 
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 次に、（２）地域振興計画についてでありま

す。 

 大野地区においては、平成22年度に地域振興

計画が作成されて以来、これまで市内９地区全

てで計画の策定、見直しが進められております。 

 本年度においては、境地区と協和地区で計画

の見直しが予定されております。 

 なお、本年度は柊原と松ヶ崎の２地区が総務

省の事業採択を受けましたので、地域振興計画

に基づくまちづくりが、地域住民主体のもとで

さらに進められることになっております。引き

続き、地区の現状や課題の把握に努め、地域間

や世代間の交流活動を通じた地域活性化を図り

ながら、それぞれの地区が描く“ありたい姿”

の実現に向けて地域住民とともに地域づくりに

取り組んでまいります。 

 次に、（３）移住定住の促進についてであり

ます。 

 本市は、平成17年度に空き家バンク制度を創

設し、空き家の有効活用を図りながら移住定住

を促し、地域活性化に取り組んでいるところで

ございます。 

 また、空き家バンク制度の利用拡大のため、

登録物件での家財撤去やリフォームに対する助

成のほか、転入者及び市内の子育て世帯への住

宅取得助成や、新生活を始める世帯への民間賃

貸家賃などを補助しております。その結果、昨

年度は27世帯54名の転入の受入れ、15世帯61名

の転出抑制につながっております。 

 今後も既存事業を継続させるとともに、これ

ら事業の利用促進を図るため、市内外の皆様へ

の積極的な移住定住の情報発信に努めてまいり

ます。 

 さらに、本年度から新たな国の制度により、

東京23区から地方への移住者へ交付金を支給す

る移住支援事業のスタートが予定されており、

国や県と連携しながら新たな移住者への支援に

取り組んでまいります。 

 次に、（４）ふるさと納税制度についてであ

ります。 

 ふるさと納税につきましては、国からの通知

に基づき、平成29年10月から返礼割合を３割以

下へと見直しを行ったところでございます。 

 平成30年度は返礼割合が３割を超える自治体

と競合せざるを得ない状況となったことから、

寄附金額が約５億8,584万円にとどまり、平成

29年度と比較をいたしますと、約３割の減少と

なりました。 

 本年６月１日以降、返礼割合が法律で規制さ

れることから、他自治体と同じ条件でふるさと

納税を募ることになります。 

 昨年度のふるさと納税の実績を真摯に受け止

め、地元特産品によるセット商品の開発、ＰＲ

戦略の拡充など返礼品提供事業者との密な連携

を図り、魅力ある返礼品の開発に取り組んでま

いります。 

 次に、20ページをお開きください。 

 （５）子育て支援についてであります。 

 これまで子育て支援センターの利用拡大を目

的とした機能充実をはじめ、ファミリーサポー

トセンター事業の利用拡大、放課後児童クラブ

の新設、乳児用品等購入助成事業、保育料の負

担軽減などを重点的に取り組んでまいりました。 

 子育てに対する市民の皆様の思いは強く、ア

ンケートなどにおいても様々なご意見をいただ

いておりますことから、今後も住民のニーズを

的確に捉え、住民の視点に立った仕事と子育て

の両立支援と、子育て世帯の経済的な負担軽減

とサービスの充実を重点施策として、子育てし

やすいまちづくりの実現に向け取り組んでまい

りたいと考えております。 

 その一つとして、本年度は水之上児童クラブ

の新築工事に向けた設計委託を実施いたします。

そのほか保育料の補助、18歳までの医療費無償

化の拡大、病児・病後児保育の新たな制度の実

施に向けた取り組みを進めてまいります。 
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 （６）教育行政関係についてであります。 

 教育環境の充実につきましては、「子どもた

ちに感動を味わわせ・夢を育む七つの総合プラ

ン」の「安全・安心の教室プラン」といたしま

して、防災機能の強化を図るため、協和小学校

と牛根小学校に自動火災報知設備及び屋内消火

栓設備の設置工事、柊原小学校プール更衣室設

置工事など、児童生徒の安全・安心を確保でき

る教育環境の整備を図ってまいります。 

 次に、（７）垂水高校振興対策についてであ

ります。 

 昨年度、公立大学や県立短大、私学の４年制

大学などに合格しておりますことから、より一

層の学習環境の充実に努め、垂水高校生の将来

目標の達成のため、通学費や各種検定、東進ハ

イスクール通信講座受講費の助成など、今後も

継続した支援を行ってまいります。 

 次に、21ページをご覧ください。 

 （８）学校教育についてであります。 

 「子どもたちに感動を味わわせ・夢を育む七

つの総合プラン」をさらに推進いたします。 

 具体的には、子供たちが感動と夢に向かって

チャレンジする意欲を育む視点から「わくわく

どきどき！夢教室」をはじめ、子供たちの学習

意欲を高めるための小学校４年生から６年生を

対象とした「あつまれわんぱく！夏の勉強会」、

中学生を対象に土曜日に実施する「夢の実現！

学びの教室」を継続いたします。 

 加えて、小中学生の夏休みの宿題を支援する

「心はればれ！学習会」を夏休み中の２日間、

新たに実施いたします。 

 さらに、グローバル化が進行する社会への対

応や、新学習指導要領において外国語教育の充

実が強く求められておりますことから、英語力

向上総合プランを推進いたします。 

 具体的には、小学校外国語活動指導講師の派

遣を継続しますとともに、昨年度実施いたしま

した青少年海外派遣事業「夢の翼」につきまし

ても、本年度も中学生10名を３泊４日の日程で

香港に派遣し、現地中学生との英語による交流

を中心に計画をしております。 

 また、本年度から新たに民間委託によるＡＬ

Ｔを中学校へ派遣しますとともに、中学生の英

語検定の補助を行い、英語学習に主体的に取り

組む意欲を高めてまいります。 

 次に、（９）社会教育についてであります。 

 昨年度に引き続き、乳児を持つ保護者と小中

学校の新１年生の児童生徒へ本をプレゼントす

るブックスタート事業を実施し、学校や家庭で

和やかな会話のきっかけづくりや、生涯にわた

って本に親しみ、豊かな心を育む活動に取り組

んでまいります。 

 次に、（10）スポーツ振興についてでありま

す。 

 垂水中央運動公園体育館の改修が本年度完了

しますことから、２年前にオープンいたしまし

た、たるみずスポーツランドと併せて、市民の

皆様や利用者に生涯にわたって様々なスポーツ

に親しみ、安全で安心して楽しくご利用いただ

けるように努めるとともに、市民の健康長寿に

貢献してまいります。 

 加えて、スポーツ合宿誘致による交流人口の

増加が図られるよう、利用促進に取り組んでま

いります。 

 また、来年10月開催されます、第75回国民体

育大会「燃ゆる感動かごしま国体」でございま

す。本市では、来年10月４日から10月７日にか

け、フェンシング競技が開催をされます。 

 本年12月には、第72回全日本フェンシング選

手権大会の団体戦が予定されており、そのほか

にも国民体育大会を見据えた大きな大会が開催

されます。 

 そこで、これらの大会に向け、垂水中央運動

公園体育館の改修工事や備品整備を進めるとと

もに、関係団体のご協力をいただきながら、

2020年の本大会の成功に向け、開催準備に万全
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を期してまいります。 

 次に、23ページをお開きください。 

 行財政運営及び広報・広聴活動についてご説

明をさせていただきます。 

 ここ数年で50名の職員が定年退職しており、

職員の年齢構成が変化しております。本市が健

全で安定した行財政運営を進めていくためには、

行財政改革を通じて職員の育成や住民サービス

の質と量の最適化を図っていく必要があります。 

 初めに、行政改革及び職員の人材育成につい

てであります。これまで行財政改革を進めなが

ら市民ニーズに柔軟かつ的確に対応するため、

市民にわかりやすい利便性の高い組織機構を構

築しながら、市民サービスの低下を招くことが

ないよう取り組んでまいりました。 

 今後、少子高齢化や人口減少などの社会構造

の変化に対応した行政サービスの提供を行うた

めには、効率的な組織機構の構築を図り、効果

的かつ効率的に事業を推進できるよう行政改革

に取り組んでまいります。 

 さらに、地方分権改革の一層の推進による地

方公共団体が担う役割と責任の増大、市民ニー

ズの高度化・多様化などを背景に、職員一人一

人が困難な課題を解決する能力が求められてき

ております。限られた職員数で最大限の行政効

果が発揮できるよう、本市の実情に適した職員

数を検証するとともに、研修を通じて職員一人

一人の能力のスキルアップを図り、組織全体の

職務遂行能力の向上に努めてまいります。 

 次に、財政運営についてであります。 

 定員適正化による人件費の抑制、市債残高の

縮減、財政調整基金残高の増などの改善を進め

てまいりました。 

 平成29年度決算における主な財務指標では、

自治体の財政構造の弾力性を測定する比率であ

る経常収支比率が92.8％、収入に対する負債返

済の割合をあらわす実質公債費比率が8.7％、

財政の健全度を図る指標であります将来負担比

率が53.6％と、国の示す基準を下回っており、

現在のところ、財政運営は健全に保たれている

と言えます。 

 しかしながら、本市の財政状況は市税やふる

さと納税などの自主財源の確保に努めておりま

すが、依然として地方交付税などをはじめとす

る依存財源の占める割合が大きい脆弱な財政構

造から脱していないため、今後も弾力的で足腰

の強い財政構造を構築し、将来にわたって持続

可能な財政基盤の確立を図ってまいります。 

 最終の24ページをお開きください。 

 広報・広聴活動についてであります。 

 自治体からの正確で迅速な情報発信及び市民

の声を聞くための広報・広聴活動については、

市民生活を充実させる上で重要なものであり、

安心安全で住んでよかったと思えるまちづくり

において、市民と行政が信頼関係を築く上で欠

かせないものとなっております。 

 広報活動においては、広報誌やホームページ

などを活用し、「元気な垂水づくり！安心・経

済・未来への挑戦」に掲げる様々な取り組みや、

まちの話題などを市民の皆様に迅速でわかりや

すくお届けできるよう工夫してまいります。 

 広聴活動においては、多様化する市民ニーズ、

時代の変化をいち早く市民と行政が共有できる

ことが重要であり、市民のお便りなどを通じて

の広聴活動はもちろんのことですが、現場へ出

向く姿勢を大切にし、市民の声に耳を傾け、新

たな施策への反映に努めてまいります。 

 以上、私の令和元年度市政に対する所信と重

点施策について申し述べましたが、これからも

全力で市政運営に邁進してまいります。議員の

皆様をはじめ、市民の皆様のご支援とご協力を

心よりお願いを申し上げます。 

 以上で終わります。 

○議長（篠原則）  ただいま令和元年度の施

政方針及び一般会計補正予算（第１号）案につ

いての説明がありましたが、これに対する総括
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質疑及び一般質問のための本会議を６月４日及

び５日の午前９時30分から開きます。 

 質疑及び質問は通告制といたしますので、質

疑者及び質問者は、会議規則第51条第１項の規

定により、５月28日の正午まで質疑及び質問事

項を具体的に文書で議会事務局へ提出をお願い

いたします。 

 なお、当日の質疑及び質問時間は、答弁時間

を含めて１時間以内といたします。 

 また、質問回数については無制限といたしま

す。 

 また、いずれも初回の発言時間を20分以内に

制限いたしますので、ご協力をお願いいたしま

す。 

 ここで、暫時休憩いたします。次は、11時35

分より再開いたします。 

     午前11時28分休憩 

 

     午前11時35分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 発言の申し出がございましたので、これを許

可します。 

○土木課長（東 弘幸）  先ほど条例改正の説

明の中で、垂水市都市公園の設置及び管理に関

する条例の中で「第19条第３項」と発言したよ

うでございます。正しくは、「第９条第３項」

でございました。改めてお詫びして訂正させて

いただきます。申し訳ございません。 

   △議案第43号上程 

○議長（篠原則）  日程第14、議案第43号令

和元年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第

１号）案を議題といたします。 

 説明を求めます。 

○保健課長（橘圭一郎）  議案第43号令和元年

度垂水市介護保険特別会計補正予算（第１号）

案につきましてご説明申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 今回の補正は、補正額として歳入歳出それぞ

れ91万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を21億8,226万円とするものでございます。 

 補正の理由でございますが、法改正による介

護保険システムの改修に対応するためのものと、

先の第１回市議会臨時会においてご承認いただ

きました垂水市介護保険条例の一部改正に伴い、

65歳以上の第１号被保険者のうち、第１段階か

ら第３段階までの低所得者保険料が減少するこ

とから、減少した財源の一般会計からの繰入れ

が主なものでございます。 

 それでは、事項別明細書の歳出からご説明い

たします。 

 ７ページをお開きください。 

 １款総務費１目一般管理費の委託料は、介護

報酬改定等に伴う介護保険システムの改修に係

るものでございます。 

 次に、歳入についてご説明申し上げます。 

 ６ページをご覧ください。 

 １款保険料１目第１号被保険者保険料の現年

度分保険料は、先程ご説明申し上げたとおり、

低所得者の保険料軽減対策として、垂水市介護

保険条例の一部改正に伴い、お示しの金額が減

額になるものでございます。 

 ７款繰入金４目事務費繰入金の一般事務費繰

入金は、介護保険システム改修に係る経費を一

般会計から繰り入れるものでございます。 

 なお、このシステム改修に係る経費は、補助

率２分の１の国庫補助金対象でございますが、

補助額が確定後、財源更正を行う予定でござい

ます。 

 ５目低所得者保険料繰入金、現年度分は低所

得者の保険料軽減対策により、減額になった保

険料分を一般会計から繰り入れるものでござい

ます。 

 この低所得者保険料繰入金につきましては、

国から４分の２の935万4,000円を、県から４分

の１の467万7,000円を負担金として、市の一般
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会計へ充当されるものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（篠原則）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本案は産業厚生委員会に

付託の上、審査したいと思います。これにご異

議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、議案第43号は産業厚生委員会に付託の上、

審査することに決定しました。 

   △陳情第１号上程 

○議長（篠原則）  日程第15、陳情第１号新

庁舎建設についての「市民アンケート」の実施

を求める陳情書についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。ただいまの陳情について

は、総務文教委員会に付託の上、審査したいと

思います。これにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、陳情第１号新庁舎建設についての「市民

アンケート」の実施を求める陳情書については、

総務文教委員会に付託することに決定しました。 

 本日の日程は、以上で全部終了しました。 

   △日程報告 

○議長（篠原則）  明25日から６月３日まで

は、議事の都合により休会といたします。 

 次の本会議は、６月４日及び５日の午前９時

30分から開きます。 

   △散  会 

○議長（篠原則）  本日は、これにて散会い

たします。 

     午前11時40分散会



 

 

 

令 和 元 年 第 ２ 回 定 例 会  

 

会   議   録  

 

第 ２ 日  令 和 元 年 ６ 月 ４ 日  
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令和元年６月４日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（篠原則）  おはようございます。 

 定刻、定足数に達しておりますので、ただい

まから休会明けの本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △諸般の報告 

○議長（篠原則）  日程第１、諸般の報告を

行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 地方自治法第243条の３第２項の規定により、

垂水市土地開発公社に係る平成30年度の補正予

算書、事業報告書、決算諸表及び令和元年度の

事業計画書、予算書の提出がありましたので、

写しをお手元に配付しておきましたから、ご了

承願います。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

   △令和元年度施政方針及び令和元年度一

般会計補正予算（第１号）案に対す

る総括質疑・一般質問 

○議長（篠原則）  日程第２、ただいまから、

令和元年度施政方針及び令和元年度一般会計補

正予算（第１号）案に対する総括質疑及び一般

質問を行います。 

 １回目の質疑及び質問は登壇して行い、再質

疑及び再質問は質問席からお願いをいたします。 

 なお、本日の質疑及び質問時間は、答弁時間

を含めて１時間以内といたします。 

 また、質問回数については制限なしといたし

ます。また、いずれも初回の発言時間を20分以

内に制限しますので、ご協力をお願いいたしま

す。 

 それでは、通告に従って、順次質疑及び質問

を許可いたします。 

 最初に、７番、川越信男議員の質疑及び質問

を許可いたします。 

   ［川越信男議員登壇］ 

○川越信男議員  おはようございます。 

 ４月の終わりから５月の初めの大型連休の間

に、平成から令和に年号が変わり、新天皇のご

即位等の報道が流れ、改めて象徴であられる天

皇の役割を再確認をさせられ、新たな時代への

期待を感じる所存でありました。 

 また、この大型連休期間中は、どこも大変な

賑わいで、垂水市も牛根、浜平の両道の駅、垂

水市漁協のカンパチ祭りなど、大忙しで大盛況

だったということでした。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、

さきに通告しておりました順に質問いたします。

明快な答弁をお願いいたします。 

 まず、たるみず元気プロジェクトの健康チェ

ック、参加申込状況についてですが、今年度の

たるみず元気プロジェクトに係る健康チェック

事業について質問いたします。 

 鹿児島大学と連携し、市民に好評な健康チェ

ックの実施については、本年度は、これからだ

と思いますが、参加申込については既にされて

おられるようですが、現在における参加申込の

状況をお尋ねします。 

 次に、国民体育大会開催についてお聞きいた

します。 

 本県において、2020年、第75回国民体育大会

の開催が決定し、平成26年５月に本市では、フ

ェンシング競技の開催地に正式に決定しました

が、本市にとりましては全く未普及競技ではな

いかと思います。県内でも、私の知る限りでは

鹿児島南高校でフェンシング部があることは承

知しておりますが、市民の皆様に認識していた

だくことは、大変な作業ではないかと感じてお

ります。 

 出場する選手や監督、役員、そしてその関係

者の方々は、全国各地から本市を訪問されるこ

とと思いますが、やはり垂水市民の皆様にも、
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ぜひ競技に興味を持っていただき、多くの方々

に会場へ足を運んでいただきたいと考えていま

す。そこで、これまでにどのような広報や普及

活動の取組みをしてこられたのか、伺います。 

 最後に、新庁舎整備事業についてお聞きいた

します。 

 新庁舎整備事業は、さきの諸般報告で、基本

設計案は、市民の意見をより多く反映した形で

取り組んでほしいとの声が多いことから、基本

設計案の公表を延ばすとの報告がありました。 

 今回、議会に対しても、新庁舎建設について

の市民アンケートの実施を求める陳情書が提出

されており、市民の安心安全のために一刻も早

い整備を進めている市執行部としては、勇気あ

る決断だったのではと思います。 

 こうなると、新庁舎建設事業の進捗が気にな

るところですが、基本設計の公表はいつ頃にな

るのか、また、庁舎整備計画に影響はないのか、

伺いまして、１回目の質問を終わります。 

○保健課長（橘圭一郎）  おはようございます。 

 川越議員の健康チェックの参加申込状況につ

いてのご質問にお答えいたします。 

 現在、各種催し物の際や医療機関などにおい

て、参加申込を受けることもございますが、昨

年度、参加された方々に対しては、返信用はが

きを同封した文書でご案内いたしております。 

 参加申込者数は、先月末５月31日現在におい

て、554名の申込を頂戴しております。内訳と

いたしましては、女性368名、男性186名となっ

ており、70歳代の方が最も多く申込されている

状況でございます。今後も、より多くの市民の

皆さんが参加されるよう、啓発してまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○国体推進課長（米田昭嗣）  おはようござい

ます。 

 川越議員のご質問でございます、これまでど

のような広報や普及活動の取組みを行ってきた

のかにつきまして、お答えいたします。 

 平成31年４月１日に、国体開催に向けまして

万全な準備を行うため、国体推進課が新設され

ました。国体推進課は、垂水市国体実行委員会

において策定いたしました広報基本計画等に基

づき、国民体育大会に対する市民の関心や参加

意欲の向上を目的に、各報道機関との連携を強

化し、周知、広報活動に努めてまいりました。 

 平成30年度には、垂水市国体オリジナルのポ

ケットティッシュや蛍光ペン等を作成し、市内

外で開催されました様々なイベント等で配布す

ると共に、ＰＲ看板の更新やのぼり旗の設置な

ど、機運の醸成を図ったところでございます。 

 また、たるみずふれあいフェスタや市民ス

ポーツフェスティバル等の市内イベントに加え、

市外でのイベントにおきましても、フェンシン

グや綱引き、スポーツチャンバラ競技を直接見

ていただくなどのＰＲ活動も実施いたしました。

参加者からは「競技を直接見ることで、各競技

の迫力やおもしろさを知ることができた」、子

供たちからは「初めて見て自分もやりたくなっ

た」などの感想が聞かれました。 

 加えまして、昨年度は広報たるみずにおきま

して、国体競技に関する特集記事を掲載し、さ

らにはテレビ・新聞等におきまして、フェンシ

ングやスポーツチャンバラの魅力、さらには垂

水カップの様子などを取り上げていただいたと

ころでございます。 

 また、普及活動につきましては、フェンシン

グ競技は、議員ご指摘のとおり、なじみの薄い

競技でありますことから、平成26年５月に正式

競技の開催地として決定されると同時に、競技

普及のために垂水市フェンシング連盟が設立さ

れ、平成27年８月には、市内の小中学生を対象

としたフェンシング教室をスタートさせました。

現在、教室には小中学生13名が在籍し、昨年は

51回の教室を実施いたしました。 

 また、本年２月に開催いたしました、第３回
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垂水カップフェンシング競技大会では、小学校

男子の部で３位入賞するなど、底辺の競技力も

向上してまいりました。今後も引き続き、各種

イベントや広報たるみず、報道機関等を中心に

ＰＲ活動の充実を図ると共に、さらなる機運の

醸成を図ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  おはようござい

ます。 

 川越議員の基本設計案の公表についてのご質

問にお答えいたします。 

 垂水市新庁舎建設工事基本設計・実施設計業

務委託は、履行期間を平成30年10月11日から令

和２年３月19日までとしているところでござい

ます。 

 今回、基本設計案は、市民の意見をより多く

反映した形で取り組んでほしいとの声が多いこ

とから、より市民の声を反映できるように公表

を延期させていただいたところでございます。

このことを設計業務委託事業者に伝えましたと

ころ、基本設計案の決定が、ことし９月であれ

ば、来年３月の実施設計の履行期間内での業務

の完了が可能であると報告を受けたところでご

ざいます。現在、スケジュールの再検討を行っ

ているところでございますが、庁舎整備計画に

影響が出ないよう努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  それでは、一問一答方式で２

回目の質問をいたします。 

 健康の申込が、５月末までに女性368名、男

性186名で554名の申込があるということですが、

本年度の参加申込者数を何名で想定しているの

か。また、想定を超える参加申込があった場合、

どのようにする考えなのかも伺います。 

○保健課長（橘圭一郎）  健康チェックの参加

申込者の想定につきましてのご質問にお答えい

たします。 

 本年度の健康チェックの参加計画数につきま

しては、昨年度計画と同様に1,500名の参加を

想定して実施してまいりたいと考えております。 

 昨年度の実際参加いただいた方は1,151名で

ございましたが、申込者は1,385名に留まり、

参加申込率92.3％でございました。本年度につ

きましては、それを超える率での参加であれば

と考えているところでございます。 

 また、想定の1,500名を超える場合でありま

しても、日程等を調整することで、40歳以上の

市民の方であれば、問題なく健康チェックをお

受けいただけます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  鹿児島大学医学部の先生方等

の大変なご協力をいただき、この事業を取り組

まれ、無料で市民の方々の健康チェックが行わ

れることは、各自治体を探してもほとんどない

と思います。市民の方々も非常に感謝されてお

られる言葉を聞きますと、鹿児島大学に感謝せ

ずにはおれません。 

 最後に、昨年12月議会において、参加者が参

加しやすい環境や雰囲気づくりに努め、参加者

の視点に立った健康チェックに取り組んでいく

と答弁されました。昨年度を踏まえて改善され

た取組み等があるか、伺います。 

○保健課長（橘圭一郎）  健康チェックの昨年

度との改善点につきましてのご質問にお答えい

たします。 

 本年度計画している健康チェックに係る昨年

度との改善や異なることにつきまして、まず１

点目は、健康チェック日数を20日間から16日間

に減らしたことがございます。私ども市職員は

もとより、健康チェックにスタッフとして参加

いただいている、鹿児島大学病院等の皆様の負

担軽減と効率化を図ることが目的となります。 

 ２つ目が、開始時間の変更でございます。昨

年度は９時開始から14時開始までの４つの時間

帯で実施しておりましたが、参加される方々は
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午前中に集中される傾向にあり、逆に14時開始

が少数であったため、８時開始を始めとして最

終時間帯を13時開始に変更いたしております。 

 ３つ目は、牛根地区における健康チェックの

集約でございます。昨年度は、松ヶ崎小学校、

牛根小学校、境小学校の３箇所で健康チェック

を実施いたしておりましたが、各学校において

参加者が少なかったことから、牛根小学校へ集

約するものでございます。なお、境地区と松ヶ

崎地区から、牛根小学校へバスにより送迎を行

うことも計画いたしております。 

 ４つ目は、チェック項目の追加でございます。

昨年度実施した項目に変更はございませんが、

全く新しい項目が２つございます。 

 １つ目が採血でございます。通常医療機関で

採血をする場合、食事を摂らない状態で実施い

たしますが、健康チェックにあっては、食事を

摂っていただいても構わないものでございます。 

 ２つ目が腸内フローラの検査で、簡単に申し

上げますと検便でございます。１検体当たり30

万円ほどの費用がかかる検便になります。口内

細菌を検査するために唾液採取をいたしますが、

腸内細菌の状況を具に確認し、口内の細菌が消

化器を経由し、腸内に至るまでにどのように変

化するかを確認することが目的となります。１

検体当たり30万円と高額でありますことから、

希望される65歳以上の約100名を対象とする方

向で計画いたしております。 

 今後も参加者目線の運用の改善を図りながら、

息の長い取組みとしてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。本

年度も16回の多くの回数にわたる事業です。携

わる職員の皆さんやスタッフの皆さんが体調な

ど壊されることなく、市民の健康増進のため努

力していただき、参加者が一人でも増えていく

ことを期待いたします。 

 健康チェックについては、これで終わります。 

 次に、国民体育大会についてでありますが、

１回目で答弁をいただきましたが、市民の皆様

をはじめ、市外で開催された様々なイベントに

も足を運び、また、県及び垂水市フェンシング

連盟とも連携を強化しながら、広報普及に努め

ておられることは理解しました。今後も大会の

開催まで、あらゆる手段を講じて大会を盛り上

げて、一人でも多くの来場者があることを願っ

ております。 

 そこで、全員協議会で説明を受けたと記憶し

ておりますが、本年12月には、国体のリハーサ

ル大会として位置づけられている、全日本選手

権大会が開催されると承知しております。出場

選手、役員等参加者人員や具体的会場の設営方

針、開催実施期に係る準備状況等は、どのよう

になっているのか、伺います。 

○国体推進課長（米田昭嗣）  議員ご質問でご

ざいます、リハーサル大会での出場選手、役員

等参加人数や、具体的会場の設営方針、開催実

施に係る備品の準備状況等についてお答えいた

します。 

 議員ご指摘のとおり、本年12月20日から22日

に開催いたします、第72回全日本フェンシング

選手権大会団体戦は、国民大会のリハーサル大

会として位置づけられております。昨年、同大

会は茨城県で開催されており、男女を合わせて

６種目に３日間で延べ757名の選手が参加いた

しました。 

 本市での開催につきましては、2017年に福井

県で開催されました同大会のデータに基づき試

算をいたしましたところ、選手・監督が719名、

競技役員234名、ボランティア等が281名を想定

しているところでございます。 

 次に、会場の設営でございますが、昨年度、

会場の設営に係ります設計業務の委託を行った

ところでございます。設計業務では、日本フェ

ンシング協会及び鹿児島県フェンシング協会と
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協議を行い、競技会場並びに練習場のレイアウ

トや、会場と会場周辺に設置いたします看板デ

ザイン等に加えまして、必要物品リストの作成

等を行ったところでございます。 

 今後は、本年８月までに設計図書に基づき、

競技会場の設営及び撤去等に係ります業務委託

の発注を行いたいと考えております。 

 また、大会に必要な備品等の購入につきまし

ては、これまでにピストと呼ばれる競技材及び

審判機等を購入しており、着実に準備を進めて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。具

体的な会場設営の設計については、前年度と今

年度で委託締結されて準備作業は順調であると

認識いたしました。 

 次に、国体の真の目的について調べてみます

と、開催基準要綱には、広く国民の間にスポー

ツを普及させ、スポーツ推進を公表して、国民

の健康増進と体力の向上を図り、併せて地方の

スポーツの振興と地方文化の発展に寄与すると

ありました。 

 しかしながら、このイベントにはもちろん国

からの補助もあるでしょうが、自治体からの一

般財源も当然投入しなければなりません。そこ

で、当然そこには自治体の経済効果が見込まれ

るからではないでしょうか。そこで、これまで

国体を開催した県、もしくは自治体での経済効

果等の調査結果があれば、お聞かせください。 

○国体推進課長（米田昭嗣）  議員ご質問でご

ざいます、これまで国体を開催した県、もしく

は自治体での経済効果等の調査結果についてお

答えいたします。 

 調査をいたしましたところ、昨年、国民体育

大会が開催されました福井県では、県議会の代

表質問におきまして、国体による経済効果はど

のぐらいであるかとの質問に対し、西川知事は、

600億円以上になるのではないかと答弁をいた

しております。 

 また、平成29年度の開催地でありました、愛

媛国体におきましては、日本経済新聞によりま

すと、661億円の経済波及効果があったと掲載

されておりました。 

 これら先催県の経済波及効果の実績からいた

しますと、2020年、本県で開催されます、燃ゆ

る感動かごしま国体におきましても、同様の経

済波及効果があるものと推測されます。しかし

ながら、本県が置かれております立地条件や人

口等による変動があるのではないかと考えてお

ります。 

 本市におきましても、2020年７月にデモンス

トレーション競技のスポーツチャンバラ、８月

に公開競技の綱引き、10月には正式競技のフェ

ンシングが開催され、全国各地から選手、監督、

競技役員や多くの一般観覧者の方々が本市に訪

れます。本市だけの経済波及効果を数値化する

ことは困難でありますが、宿泊費、飲食費、土

産・買物代など、経済波及効果はかなりあるも

のと考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。さ

きの開催県においても、大きな経済効果が得ら

れたようでございます。１回目で言いましたと

おり、やはり一人でも多くの人が本市を訪れて

いただくことが、一層の経済効果が期待できる

と思います。 

 最後にフェンシング競技の普及について、子

供たちを対象に教室を開催しているとの答弁が

ありましたが、私も知人の子供が数名習ってお

り、水之上体育館に見学に行きました。子供た

ちは、まだ基礎練習の段階だったようですが、

真剣な表情で練習に取り組む姿勢が見られ、将

来が大変楽しみでありました。 

 こうした状況を考えれば、フェンシング競技

が国体終了後、なくなることをぜひ避けねばな

らないと考えます。国体終了後、垂水市におけ
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るフェンシング競技の方向性について、どのよ

うに考えておられるか、お聞かせください。 

○国体推進課長（米田昭嗣）  議員ご質問でご

ざいます、国体終了後、フェンシング競技の方

向性について、どのように考えているのかにつ

いて、お答えいたします。 

 これまで、2020年燃ゆる感動かごしま国体の

正式競技としてフェンシングが決定されて以来、

競技の普及及び選手の育成、広報活動等、国体

成功に向けた準備を行ってまいりました。この

ような取組みと合わせまして、フェンシング競

技に係ります用具並びに施設等の整備も行って

おります。 

 用具の整備につきましては、リハーサル大会

や国体本番での使用は当然のことながら、国体

が終了後には、本市主催の垂水カップフェンシ

ング競技大会や、県フェンシング協会が主催い

たします、各種大会での活用も視野に入れた整

備を行っているところでございます。 

 加えまして、これらの用具を有効的に活用し、

各種大会の招致に努め、県内外の高校や大学の

フェンシング部のスポーツ合宿の誘致を行うな

ど、関係課と連携を強化し、積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 併せまして、現在取り組んでいるフェンシン

グ教室の開催につきましても継続して実施し、

子供たちが競技を通して健全な体と心を養うと

共に、自ら考え、学び、新たな能力の開発の一

翼が担えればと考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。

2020年には、東京オリンピックが開催され、フ

ェンシング競技の出場者が金メダルでも獲得し

ていただけるなら、本市での開催が大いに盛り

上がるのではと期待しております。 

 国体は、国内最大のスポーツイベントでござ

いますので、失敗の許されない状況であります

が、本年度は茨城県で開催予定だと伺っており

ます。競技運営や会場設営、ボランティアの

方々の活動状況などもしっかり研修を行い、成

功裏に終わりますよう頑張っていただきたいと

思います。 

 以上で、国民体育大会の開催については終わ

ります。 

 それでは、最後の新庁舎整備事業の２回目の

質問に入ります。 

 前回の３月議会では、私は市民と直接対話し

ていくことが、事業の理解、そして推進につな

がるのではないかと提案したところ、執行部も

すぐに車座座談会の取組みを始め、現在精力的

に実施されているようです。この車座座談会の

開催実績と参加者数についてお聞きしたいと思

います。 

○企画政策課長（二川隆志）  川越議員からの

ご質問でございます、車座座談会の開催実績と

参加者数について、お答えいたします。 

 ５月22日までに５回開催されまして、参加者

は58名でございました。開催に当たっては、５

名から10名の規模での会合をめどに実施させて

いただいております。開催ベースの参加者数は、

３月26日、10名、４月25日、９名、５月18日、

９名、５月21日、13名、５月22日、17名となっ

ております。 

 今後の予定でございますけれども、日程が決

まっているものが５件あり、その他調整してい

る団体が６件ございます。 

 なお、基本設計案公表の延長を行わせていた

だいた関係から、車座座談会の実施期間につい

ても、８月31日まで延長させていただいており

ます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。車

座座談会ですが、市長がわかりやすい説明をさ

れていらっしゃるとお聞きしました。大変反響

がよいようですが、どのような説明をされてい

らっしゃるのか、市長に伺います。 
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○市長（尾脇雅弥）  川越議員のご質問にお答

えをいたします。 

 新庁舎建設につきましては、市民の皆様の生

命と財産を守るという私の使命がございます。

私は、東日本大震災や熊本地震を踏まえ、今、

この計画に基づいて実現をできなければ、将来

的に安全性や経済性からも非常に厳しい状況に

なるという危機感を持って臨んでいるところで

ございます。 

 ご質問の車座座談会における説明内容でござ

いますけれども、これまでの説明会や広報誌で

は、事業計画や設計提案内容を基本にしており

ましたけれども、私のところにも、庁舎を建設

して市の財政状況は大丈夫なのかというような

懸念を持っておられる市民の皆様からの声も多

くございました。また一方で、一日も早く安全

で機能的な庁舎を現執行部案で進めてほしいと

いう声も数多く寄せられております。 

 また、建設後に税金が増えるとか、建設予定

地は、地震、津波等には対応できないと聞いて

いるが、本当にそのとおりであるのか、間違っ

た情報ではないのか、正確に知りたいというご

要望もございます。 

 このようなことから、車座座談会では、本市

の市債が大きく減少していることや基金も増加

していることなど、以前に比べて財政状況は改

善されていることについて、説明を行っている

ところでございます。 

 また、市民の皆様に正しく理解していただく

と共に、疑問点の解消を図るために、Ｑ＆Ａ方

式の資料作成をして説明を行っているところで

ございます。 

 その説明内容についてでございますが、ポイ

ントを６点ほどに絞っておりまして、具体的に

は、１番目、庁舎を建設し税金が増えるのでは

ないか。２番目、海辺につくって誰が避難をす

るのか。３番目、地震、津波、浸水、液状化に

対応できるのか。４番目、現在の場所に建て替

えてもよいのではないか。さらには５番目、人

口や職員の減少を見込んだ庁舎をつくるべきで

はないか。６番目、道路の冠水対策はどうする

かというような質問に対して、丁寧に説明をし

てお答えをしているところでございます。 

 今後とも、車座座談会を通じて、一人でも多

くの市民の皆様に、正しい情報に基づいて正し

く理解をしていただくよう取り組んでいこうと

考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。市

民の疑問に答える形の説明であれば、わかりや

すいのではないかと思います。 

 市民の皆様から、市長の答弁と重なるかもし

れませんが、意見はなかったのか、課長に伺い

ます。 

○企画政策課長（二川隆志）  川越議員のご質

問にお答えいたします。 

 川越議員の車座座談会における市民の皆様か

らのご意見について、お答えいたします。 

 まず、全ての会場で出た意見でございますけ

れども、説明を聞いて疑問点が解消されたとの

意見がございました。そのほか、庁舎跡地の活

用や人口減少対策、まちの活性化に対する要望

や、自分たちにできることは、近所の人との交

流の中で、聞いた内容を広げていきたいといっ

た意見、さらに中央病院のときも建設をすると

きは反対もあったが、できてみればみんなよか

ったと言っているというような意見、しっかり

と進めてほしいとの励ましの意見もいただいた

ところでございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。 

 私は、庁舎建設事業の賛成、反対の前に、市

民の皆様が正しい情報でしっかり判断できる状

況にあるのかを一番心配しているところです。 

 今回の基本設計案の公表を延長したという判

断、決断は、結果的に市民の理解促進という点
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で、よい方向に向かうと感じております。現在、

車座座談会は５回開催しているとのことですが、

20回、30回と実績を重ね、市民の理解促進に努

めてほしいと思います。要望です。 

 以上で、私の質問を終わります。 

○議長（篠原則）  ここで、暫時休憩いたし

ます。 

 次は10時20分から再開をいたします。 

     午前10時７分休憩 

 

     午前10時20分開議 

○議長（篠原則）  引き続き会議を開きます。 

 次に、６番、堀内貴志議員の質疑及び質問を

許可いたします。 

   ［堀内貴志議員登壇］ 

○堀内貴志議員  おはようございます。 

 新しい令和の時代になって早いもので一月が

経過し、令和という元号にもなじんできたころ

ではないかなと思います。 

 私も３期目を当選させてもらいまして、今回、

33回目の一般質問になります。３期目、令和の

時代も私のキャッチフレーズである垂水の稔り

生む風を使わせてもらいまして、そして、決意

も新たに稔り多い垂水市をつくるために、全力

で取り組むことをお誓い申し上げまして、本日

の質問に入っていこうと思います。関係各課の

皆様におかれましては、本日も積極的なご答弁

をよろしくお願いいたします。 

 まず１つ目は、垂水市の活性化対策と観光振

興についてお尋ねをいたします。 

 ことしのゴールデンウイークは、かのやばら

園のばら祭り、南大隅町の雄川の滝、また整備

工事が進められていた佐多岬公園が３月24日に

グランドオープンしたことも相まって、大隅半

島に県内外から多くの観光客が訪れてきたと思

います。 

 そして、垂水市でも、高峠つつじ祭りやカン

パチ祭り等のイベントや、オープン間がない南

の拠点、道の駅たるみずはまびら、そしてもう

一つの北の拠点、道の駅たるみず、それぞれの

道の駅が様々なイベントを開催したことにより、

垂水市にも多くの方々が来られたのではないか

と思っております。大隅の玄関口である垂水市

に新たな道の駅ができたということは、タイミ

ング的に絶好のいい時期にオープンして、そし

てその効果を得ているのではないかと思ってい

ます。 

 そこで、まずゴールデンウイーク中の主な施

設やイベントなどの来場者数と経済的効果につ

いて、わかる範囲で教えてください。 

 垂水市を訪れる方々の多くは、車を利用され

て来られていると思いますが、その一方で、垂

水市の課題は、車がなくても目的地まで行くこ

とができる、つまり交通手段が乏しいという状

況をどう克服するかということではないでしょ

うか。 

 垂水市において、週末になると、鹿児島市内

から垂水フェリーを利用して、テニスやサッ

カーなどのスポーツで来られる姿も見かけます。

歩いて行ける位置に、テニスコートやサッカー

のできる施設があることで、各種大会の誘致に

もつながっているのではないかと思います。 

 私は、昨年の６月議会の一般質問の中で、イ

ンバウンド対策について質問したことがありま

すが、そのとき、市長は、日本国内において、

これまで観光客が訪れていなかった場所に外国

人が訪れ、ロケーションや食事、おもてなしな

どに感動されて、ＳＮＳなどで、いいねを発信

されたことで、その後に多くの外国人が訪れ、

新しい名所に変わるところもあるなどというこ

とを答弁されました。 

 垂水市の食材を使った食事と、海沿いに面し

た地形と、桜島、開聞岳が望める風光明媚なロ

ケーション、そして海のレジャー施設、さらに

は明治村と連携することで温泉も利用もできる

ということを加えて、垂水市独自のおもてなし
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があれば、市長が答弁されたように、南の拠点

がインバウンド対策として、外国人を呼び込め

る施設になるのではないかと思っております。 

 桜島には、鹿児島市内から桜島フェリーに乗

船して多くの外国人が訪ねてきている事実があ

ります。同様に垂水フェリーに乗船して、垂水

市に訪ねてくる外国人の集客に努めるというこ

とが、これから垂水市にとって重要な課題にな

るのではないかと考えます。 

 そこで、観光客の誘致に対して、期待の持て

る交通手段が垂水フェリーではないかと思いま

すが、観光振興のために垂水フェリーを利用さ

れる誘客のあり方について、どのように考えて

いるのか、教えてください。 

 さらにもう一点お聞きしますが、垂水市の素

晴らしい景観の一つは、37キロにわたって海沿

いに面している点です。海を生かした観光振興

を図るための一つの拠点として、南の拠点に海

のレジャー施設もこのほどオープンいたしまし

た。南の拠点の整備には、県の予算の中にある

魅力ある観光地づくり事業の中のしおかぜ街道

事業を活用したと聞いていますが、どのような

事業で、どの部分に活用したのか、また、その

内容について教えてください。 

 大きな２つ目は、庁舎建設場所に対する不安

点の解消に向けた取組み状況についてお尋ねを

いたします。 

 この新庁舎建設の問題については、行政が数

年にわたって庁舎内で組織する内部検討委員会

で審議、また専門的知識を有する鹿児島大学の

教授を含む有識者等で構成する外部検討委員会

での審議、そして市民に対しては、毎月発行さ

れる市報に特集として、その都度、進捗状況の

説明を掲載すると共に、パブリックコメントや

住民説明会、さらにはワークショップ、そして

現在実施中の車座座談会を実施するなど、市民

の理解を得るための努力を惜しまずにやってい

ると思っています。 

 議会に対しても、その都度、全員協議会の中

で説明をし、それでも疑問点のある議員につい

ては、一般質問や委員会の場で質問を繰り返し

てきました。私個人も、特に昨年の９月と12月

の一般質問において、市民が疑問、不安に思っ

ている点について、市民を代表して質問をして

きました。 

 ９月の一般質問については、位置の決定と安

全性、構造面で想定内の全ての災害に対応でき

る基準を満たすものであるのか。事業費の市民

負担はどうなのか。狭あい化をなくし、市民の

憩いの場所となるべき庁舎になるのか。新庁舎

移転後の旧庁舎の活性化策についてどうなのか。

また、12月の一般質問では、津波や浸水被害、

液状化対策の安全性の再確認、塩害対策のため

の構造になっているのか。建設場所の妥当性と

跡地利用をどうするのか。新庁舎を活用したま

ちづくりにどうするのかなど、様々な角度から

質問をしてきて、私なりに納得をした上で、今

回の庁舎建設の場所に賛成しているわけであり

ます。 

 議会改選後、議会が新しい体制でスタートし

ました。これまでの議会で、私を含めて多くの

同僚議員が新庁舎の必要性、事業スケジュール、

整備位置や建設規模、さらには、安全性などに

ついて、あらゆる方向から一般質問や委員会の

場で質問をしてきました。我々議員は、市民の

代表ですから、市民が疑問や不安に思うことは、

納得をするまで質問しなければならないことは

当然の話でありますが、これまで議会で質問し

てきたことをよく理解した上で、停滞すること

なく、そして何よりも公務員としての本来の趣

旨である、全体の奉仕者であって、一部の奉仕

者ではないということを念頭に置いて、公正と

透明性を持って正しい判断をすることこそが、

市民の負託に応える議員だと思っております。 

 そこで、まず１つ目の質問として取り上げた

市民の理解を得るための取組みについてですが、
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先ほど、川越議員の質問と重複しており、車座

座談会をしっかりやって市民の皆様の不安解消

を図っていくとの答弁がありました。この質問

については、川越議員の質問に対する答弁で十

分納得しましたので割愛させてもらいますが、

ただ、今後も一人でも多くの市民の方々の理解

を得るように進めていただきたいということを

強く要望しておきます。 

 次に、建設場所の安全性と建設規模について、

再確認のためにお尋ねします。 

 市議会議員選挙の直前に、新庁舎を考える会

が、全戸配布でチラシを頒布しました。このチ

ラシを見ると、市の説明と食い違う部分も多く、

いたずらに市民の心情を混乱させ、もしくは不

安をあおるものではないかと感じています。 

 建設場所の安全性や建設規模については、こ

れまで私も含めて同僚議員もそれぞれ質問して

いますが、執行部において十分に納得できる答

弁であったと理解しています。安全性と建設規

模について、車座座談会ではどのように説明を

されているのか、市民の不安は解消されている

のか、伺います。 

 次に、５月10日に宮崎県日向灘を震源とする

地震が発生し、垂水市でも震度４を観測した地

震についてお伺いいたします。 

 垂水市では、ことし１月９日にも震度３の揺

れを観測し、今回震度４という揺れで少しずつ

強くなっているように思います。そして、今回

の震源地が宮崎県日向灘であるということを考

えますと、南海トラフの地震がいよいよ近づい

ているのかなという危機感もあります。 

 現庁舎は、約60年前に建設され、耐震性の問

題も指摘されている中で、職員や来庁される市

民の皆さん、今回の地震で危機感を抱いた方も

多くいらっしゃるのではないかと思います。庁

内の状況はどうだったのか、副市長にお伺いを

いたします。 

 大きな３つ目は、通学路の安全対策について

質問をいたします。 

 先週の火曜日の５月28日、午前７時45分ごろ、

川崎市の路上でスクールバスを待つ児童が、

次々と包丁を持った男性に襲われ、保護者２名

を含む19人が刺され、そのうち、お二人の方が

亡くなるという悲惨な通り魔的事件が発生いた

しました。まずこの場をお借りして、この事件

で亡くなられた方々の冥福を心からお祈り申し

上げますと共に、被害に遭われた関係者の皆様

方には、心からお悔やみを申し上げます。そし

て、身体的、精神的に負った傷が一刻も早く癒

され、普段の日常生活に戻ることを祈っていま

す。 

 政府は、事件直後から、全国の小中学校にお

ける登下校時の安全確保について、社会の不安

を払拭するため、できることは迅速に何でもや

るという気概で臨んでほしい旨の指示を出し、

子供の安心安全について、いま一度見直し、児

童生徒の安全に力を注ぐことを約束しています。 

 また、柴山昌彦文部科学大臣は、事件直後の

会見で、学校通学路の安全確保に一層取り組ん

でいきたいと述べています。これまでの一般的

な対策として防犯教育やパトロールなどが行わ

れていますが、それをはるかに超える次元の犯

罪が発生したように思います。改めて子供たち

の安全安心を確保するための安全対策について、

再確認をすると共に、見直すべきところは見直

しをしなければならないのではないかなと思い

ます。 

 まず、この事件を受けて国や県の担当部局か

らどのような指示が来ているのか、確認します。

そして、垂水市では通学路の安全対策について、

どのような取組みをしているのか、教えてくだ

さい。また、警察と連携して実施している子ど

も110番の家について、垂水市では機能してい

るのか否か、その実態について教えてください。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  おはようご
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ざいます。 

 堀内議員のご質問でございます、ゴールデン

ウイークの来場者数につきまして、お答えいた

します。 

 本年度のゴールデンウイークは、初めての10

連休であり、本市におきましては、連日様々な

イベント等で盛り上がっておりました。来場者

数の主なものは、道の駅たるみず５万6,505人、

前年比１万5,700人増、道の駅たるみずはまび

らは５万6,166人、カンパチ祭りは２万人、前

年比5,000人増、たるスポ・庭球場ほか施設利

用者は6,591人、前年比1,364人増、合計15万

282人、前年と比べますと７万7,950人の増加と

なっております。 

 また、道の駅たるみずの売上げは約3,640万

円であり、道の駅たるみずはまびらは、マルシ

ェ分の売上げとして約1,750万円との報告を受

けております。ほか全てのイベント等を含めま

すと、経済効果は、前年と比べ大幅な増加であ

ったと思われます。 

 次に、垂水フェリー乗り場を利用する誘客に

つきまして、お答えいたします。 

 現在、垂水フェリー乗り場１階部分に、３

メートル掛ける４メートルの大型の垂水観光マ

ップの看板が設置されております。市内主要な

観光地が掲載されており、なお、垂水フェリー

に乗船される県外からの観光客は、航空機や新

幹線を利用されることから、鹿児島空港並びに

鹿児島中央駅、県内各地の公共施設等に垂水市

のパンフレットを置くなど、誘客を推進してい

るところでございます。 

 次に、しおかぜ街道事業につきまして、お答

えいたします。 

 本事業は、国内外から訪れる観光客の受け入

れ態勢の充実を図るため、美しい海岸線を活用

した錦江湾岸の景観整備を行い、景観を楽しみ

ながら散策や周遊ができるスポットを対象とい

たしまして、地域素材を生かした賑わい空間や

体験空間の創出を目的とした県の直轄事業でご

ざいます。 

 本市におきましては、十数箇所の遊歩道・護

岸整備事業が実施されております。主なものは、

海潟さくら公園、海潟海岸遊歩道整備、中俣海

岸遊歩道整備、垂水新港休憩施設整備であり、

昨年度から、道の駅たるみずはまびらの遊歩道

整備が実施されております。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  堀内議員からの

ご質問でございます、建設場所の安全性と建設

規模についてお答えいたします。 

 初めに、議員自ら車座座談会の申込をいただ

き、市民の皆様に正しい情報を伝え、不安の払

拭にご尽力をいただいていることに対しまして、

大変心強く感じているところでございます。 

 ご質問の建設場所の安全性と建設規模につい

て、どのような説明を行っているかでございま

すが、建設場所の安全性については、地震、津

波、浸水、液状化に対応できるのという質問に

対して、庁舎建物は最高グレードで整備し、大

臣認定を受けること、柱頭免震構造の採用によ

り２階以上は地震の揺れが大きく減少すること

など、海抜については、建設用地は海抜2.2

メートルであり、現市役所の海抜2.6メートル

と40センチしか変わらず、さらにかさ上げや柱

頭免震層を設けるので、事務室は海抜から６

メートル以上になる見込みであること、そして、

塩害に強いコンクリートを使用すること、さら

に詳細な地質調査を行い、液状化に万全の対策

を行うことなどをご説明しております。 

 また、海辺につくって誰が避難するのという

質問に対しましては、市役所は防災拠点であり、

防災拠点とは、自衛隊や警察と一緒に災害時の

対応や、災害後の復旧活動を行うような機能を

持つものということを、現在においても市役所

は避難場所ではなく、中央地区の避難場所は市

民館や垂水小学校体育館が指定されていること
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などをご説明しております。 

 建設規模につきましては、人口や職員の減少

を見込んだ庁舎をつくるべきではという質問に

対しまして、大きな庁舎、ぜいたくな庁舎をつ

くる考えはないこと、職員数についても、これ

まで国や県が行ってきた業務の権限移譲や地方

創生等の国の重要な施策の強化により、業務量

も増えている状況などをご説明させていただい

ているところでございます。 

 また一方で、市民の皆様方からは、相談室や

市民活動に必要な空間の確保などの要望が寄せ

られていることから、真に必要な機能空間の確

保が必要なことについても説明しているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○副市長（長濱重光）  ご質問の先般発生をい

たしました地震関係について、お答えをいたし

ます。 

 ５月10日の午前８時48分ごろに、宮崎県の宮

崎市と都城市で震度５弱の地震が発生をいたし

ました。気象庁の発表によりますと、震源地は

日向灘で、震源の深さは約25キロ、地震の規模

はマグニチュード6.3で、近畿、中国、四国、

九州の広範囲で震度１から４が観測されており

ます。 

 この際には、市役所におきましても、揺れの

始まりと共に、気象庁からの緊急地震速報メー

ルが鳴り響き、さらに庁舎が大きく揺れたため、

市民課では来庁者を屋外に誘導いたしておりま

す。また、建物がきしむ音に不安を覚える職員

もおり、２階の数名の職員は、水産商工観光課

側の比較的新しい庁舎に避難したところでござ

います。 

 市としましては、揺れが大きかったため、直

ちに情報連絡体制をとり、情報収集に努めると

共に、警戒にあたったところでございます。そ

の後、気象庁からの今後二、三日程度は、同規

模の大きな地震が発生する可能性が高いとの発

表を受けまして、情報連絡体制を３日後の５月

13日の午前９時まで継続したところでございま

す。 

 被害状況につきましては、庁舎内におきまし

ては、トイレのタイルが剥がれ落ちたりいたし

ましたけれども、市全体では、人災、家屋の倒

壊や崖崩れ等の被害はありませんでした。 

 垂水市での震度４は、震度計が設置された平

成19年度以来、初めてのことでございます。地

震が発生するたびに思いますことは、市民の皆

様が安心して訪れていただく庁舎、職員が安全

で安心して職務に専念できる庁舎を一日も早く

建設をしないといけないということを強く感じ、

思います。 

 以上でございます。 

○土木課長（東 弘幸）  土木課の通学路の安

全確保に向けた取組み状況につきまして、お答

えいたします。 

 通学路の安全対策につきましては、通学中の

児童生徒の列に通勤中の車が突っ込み、死傷す

る事故が全国で多発したことを受け、平成24年

度に国土交通省、文部科学省、警察庁が連携し、

通学路における交通安全の確保を目的としまし

た、通学路緊急合同点検を実施するよう通知が

あったところでございます。 

 同年７月に市内８つの小学校区内の通学路を、

教育委員会、小学校関係者、ＰＴＡ、道路管理

者で点検いたしました。その点検におきまして、

指摘されました箇所につきましては、各管理者

で改善し、安全の確保に努めたところでござい

ます。 

 その後、この緊急合同点検が一過性のものと

ならないよう、プログラムの作成が義務づけさ

れたことを受け、垂水市通学路安全推進会議を

立ち上げ、平成26年３月に、垂水市通学路交通

安全プログラムを作成し、定期的に点検を実施

しているところでございます。 

 昨年度も、７月に各小学校区で通学路合同点
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検を実施し、指摘を受けた箇所につきましては、

各管理者で対応策の検討をし、市道で指摘を受

けました箇所は、既に対策を実施したところで

ございます。今後も、交通安全プログラムに則

り、関係者と連携し、通学路の危険箇所の解消

に努めてまいりたいと思うところでございます。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（明石浩久）  堀内議員の川崎

市の殺傷事件を受けて、国や県から指示は来て

いるか。また、本市の通学路の安全対策はのご

質問にお答えいたします。 

 神奈川県川崎市において、通学バスを待つ児

童らが刃物で刺され、殺傷されるという大変痛

ましい事件の発生を受け、事件当日に県教育委

員会から、登下校時等における児童生徒等の安

全確保についての通知が出されたところでござ

います。 

 教育委員会といたしましても、この通知を受

け、各小中学校に対しまして、スクールガード

リーダーや地域の防犯ボランティア、青パト隊

等との連携を十分に図り、地域ぐるみによる子

供の安全確保体制の一層の強化が図られるよう

指導を行ったところでございます。 

 併せて、今回の事件では、通学バスを待つ子

供たちが犠牲になったことを受け、スクールバ

スによる通学生がおります垂水中央中学校に対

しましては、改めて注意喚起を行ったところで

ございます。 

 本市の通学路におきましては、大変ありがた

いことに保護者、地域ボランティア、学校応援

団の方々、学校職員等に子供の登下校を見守っ

ていただいております。また地域の青パト隊、

防犯ボランティア、スクールガードの方々によ

る見回りも行っていただいております。しかし

ながら、子供の登下校の安全確保に万全という

ことはございませんので、今後も警察等の関係

機関や地域の団体等との一層の連携を図ってま

いる所存でございます。 

 次に、子ども110番の家の機能化についての

ご質問にお答えいたします。 

 各小中学校におきましては、毎年度、警察と

連携を図った不審者対応訓練を実施しており、

その中で、子ども110番の家について、子供た

ちへの周知を図っているところでございます。 

 また、垂水小学校や協和小学校、松ヶ崎小学

校におきましては、訓練に子ども110番の家の

方が参加してくださったり、実際に駆け込み訓

練を実施したりしている学校もございます。警

察にお伺いしますと、垂水市内には38件の子ど

も110番の家があり、毎年見直しを行っている

とのことでございました。 

 また、昨年度、本市におきましては、子ども

110番の家に駆け込んだ事例は１件もなかった

ということで、安全な登下校ができていること

はありがたいと思っておりますが、いざという

ときに子供たちが、躊躇なく駆け込めるような

訓練の実施が必要であると考えております。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  それでは、一問一答方式で、

まず一つ目の質問、垂水市の活性化対策と観光

振興について、２回目の質問をいたします。 

 今、ゴールデンウイーク中の来場者数、昨年

対比で７万2,000人増加ということで、最高の

数値を出しているんではないかなというふうに

思いますし、素晴らしいことではないかなと思

います。垂水市の観光振興に明かりが見えてき

たと言ってもいいんではないかなと思います。 

 南の拠点ですけれども、大抵の方が車で来ら

れているということであります。南の拠点とい

いますと、私も歩きましたけれども、垂水フェ

リー乗り場から、そんなに遠くはない、十分歩

いていける距離にあるのではないかなと思いま

す。要は、垂水市は車でないと観光はできない

ということではなくて、車以外でも、車がなく

ても観光できるんだよということを情報発信す

ることが、今後重要になってくるんではないか
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なと思います。 

 鹿児島市内から来ると、約40分、船旅、桜島

と海を眺めながら船旅をして、そして垂水に渡

ってくると、歩いていけるところに南の拠点が

ある。一日遊べる。もう素晴らしいいいことだ

と思います。 

 以前、池山議員が九州オルレをつくればいい

という質問をされたことを思い出しますが、垂

水も水沿いに歩く垂水バージョンの垂水オルレ

をつくれば、いいんではないかなと思いますけ

ど、いかがですか。 

 そこで、フェリー乗り場から南の拠点まで、

遊歩道の整備をしてはどうかなということを提

案したいと思います。例えば、これは例えばの

話ですけれども、現在海岸線沿いにある道路、

これを活用してカラー舗装するなどして、遊歩

道を整備すると。そのことでフェリー乗り場か

ら南の拠点までの遊歩道は整備できるのではな

いかなと。先ほど、県予算の中に、しおかぜ街

道事業を生かせば、県の直轄事業ということで

ありますので、まずこれを整備してはどうかと

いうことを提案しますが、その点について１点。 

 もう一つは、サイクリングするための自転車

のレンタルです。新たにつくる必要はないとい

うわけでありまして、観光協会がレンタサイク

ルをやっております。そこと連携を図ることに

よって、道の駅、垂水フェリー乗り場からただ

でレンタルは借りれる。そして歩くのが難儀だ

という人については、自転車でも行けるんだよ

というコースを情報発信するようにしたらどう

かと思いますけど、その２点について、お尋ね

いたします。 

○企画政策課長（二川隆志）  堀内議員のご質

問でございます、道の駅たるみずはまびらまで

の遊歩道整備につきまして、お答えさせていた

だきます。 

 垂水港から道の駅までの遊歩道整備に関しま

しては、鹿児島県の魅力ある観光地づくりの事

業趣旨でございます、地域素材を生かした賑わ

い空間や体験空間の創出、沿道修景、街並み整

備などの景観整備に合致すると判断できますこ

とから、鹿児島県へ要望を行い、協議を進めて

まいりたいと考えております。 

 ただし、事業採択のためには、地元住民の整

備に対する合意が重要な要件となっております。

垂水港から道の駅たるみずはまびらまでの区間

におきましては、現在地域住民の生活道として

も利用されておりますことから、このことにも

十分配慮しながら慎重に進めてまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  堀内議員の

ご質問でございます、レンタサイクルにつきま

して、お答えいたします。 

 レンタサイクルは、鹿児島市から手軽に体一

つでフェリーに乗船し、自転車を活用し、市内

の観光地を周遊してもらうことを目的に、平成

28年度から垂水市観光協会が管理運営をしてお

ります。 

 利用内容につきましては、事前に電話等で予

約していただき、利用される日にフェリー乗り

場にてお渡しいたします。 

 利用料金は、２時間300円で、子供用３台、

大人用５台を保有しております。 

 利用者の状況といたしましては、車やレンタ

カーを利用した観光客が大半であることから、

年間で数件の利用者となっているようです。 

 今後は、多くの方が利用されるようチラシ配

布等を行い、レンタサイクルのＰＲに努め、市

内観光地並びに道の駅たるみずはまびらへの誘

客を推進していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  今の答弁ですけれども、今、

遊歩道の整備について、前半はよかったですけ

れども、後半のほうがやや消極的に聞こえまし

た。何かというと、県へ要望する、そこはいい
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ですよ。県へ要望します。それでいいです。た

だし、住民説明をという何かそれを聞くと、や

る気があるのかなというふうな感じを受けまし

た。 

 そこは、住民説明して、市の活性化のため観

光振興及び交流人口を増やすためには、どうし

ても必要なんだということを住民にしっかり説

明すれば、ある程度の理解は得られるんではな

いかなということでありますので、消極的にな

らずに積極的に県のほうへ進めていただきたい

と思います。 

 最後に市長、このテーマを市長にお尋ねをし

ます。 

 昨年、６月議会で、私はインバウンド対策に

ついてお聞きしたときに、市長は、こんなこと

も話されております。平成29年度、鹿児島県を

訪れる外国人宿泊者数は、速報値で71万5,320

人と過去最多であり、前年度比で157％を増加

率48.7％になったなどと答弁されている。 

 何が言いたいかというと、鹿児島県に訪れる

外国人は年々増加しているんだよということな

んです。そうすると、外国人を対象にした観光

振興に取り組まなければいけないんだという、

そういう時期に来ているんだということであり

ます。 

 今、私、垂水フェリーから南の拠点まで遊歩

道を整備すれば、歩いて行けるので、外国人も

来ていただけるのではないかなという提案をし

ました。今後、今、南の拠点、多くの交流人口、

いろんな多くの方が来場されています、来館さ

れていますけれども、さらに交流人口を増やす

ためにも、さらなる事業を展開しなければいけ

ないと思います。インバウンド対策のためにも

遊歩道の整備を急ぐ必要がありますけれども、

その点について市長の見解をお伺いします。 

 もう一つは、その遊歩道と並行してですけれ

ども、やはり歩く人に親切にやさしい遊歩道で

なければいけない。そうすると、私は道案内の

標示も設置する必要があると思いますけれども、

その点について市長の見解をお伺いいたします。 

○市長（尾脇雅弥）  遊歩道の件に関しては、

先ほど担当課長が答弁したことが基本になりま

すけれども、大きな考え方の中で常々申し上げ

ております。垂水が発展をするために、人口減

少社会ではありますけれども、６次産業化と観

光振興ということをキーワードに交流人口を増

やして、そのことでまちの活性化につなげてい

くという考え方であります。 

 そういった中で、国内に対してもいろんなア

プローチはしておりますけれども、やはりその

人口減少、国内自体が人口減少でありますし、

一方で世界はアジアを中心に、現在70億人でご

ざいますけれども、90億人、そのときのアジア

人の割合が56％ということでありますから、垂

水の地理的な優位性を生かしながら、その人た

ちをいかにつなげていくかということが大事だ

というふうに思います。そのために、今、議員

がご提案のいろんな環境整備をやっていくとい

うのは、当然のことであります。 

 南の拠点に関しても、これまで北の道の駅が

あったわけですけれども、もう一つ道の駅をつ

くることによって、先ほどあったように、ゴー

ルデンウイークだけでも15万人ということであ

りますので、年間目標の200万人を実現をして、

そういう環境づくりをしていかなければいけな

いということです。 

 今、現実的に鹿児島の港湾に大きなクルーズ

船が来ております。前回も、その中の乗組員の

方々に道の駅たるみずはまびらにも来ていただ

いて、そのよさをご理解いただいて、インスタ

グラムあたりに情報発信をしていただいており

ます。 

 また、先だっては、千葉の幕張メッセにおき

まして、桜島・錦江湾ジオパークの拡大申請に

向けてのアプローチ、さらには、ＪＡＬの本社

に伺って、様々な形で外国も含めてそういう形
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で垂水に来ていただいて、経済活動につなげて

いくというようなことの努力をしておりますの

で、今、種まきをしっかりやっておりますので、

これからその成果がさらにさらに出ていくとい

うことだと思いますし、議員ご指摘のとおり、

そのための環境整備は、県や国、あらゆるとこ

ろに足を運んで成果につなげてまいりたいと考

えております。 

○堀内貴志議員  垂水市というところは、風光

明媚、いろんな関係でいい素材を持っていると

ころです。今後、観光振興のためには、やっぱ

り国内の人もそうですけれども、外国人のほう

にもターゲットを狙う必要があると。そうする

と、どうしてインバウンド対策を考えなければ

いけない。そんな関係で、今後、交流人口を増

やすためにも環境整備をしていただいて、私、

本日は１点だけ提案しましたけれども、実現に

向けて取り組んでいただきたいということをお

願いしまして、次のテーマに移らさせていただ

きたいと思います。 

 大きな２問目は、庁舎建設場所に対する不安

等の解消に向けた取組み状況ということで、２

回目の質問をさせていただきます。 

 ５月10日に発生した垂水で震度４を記録した

地震ですけれども、やはり庁舎内で危機感を抱

いた人がおる。建物、別館のほうに逃げた人も

おる。外に逃げた人もおる。不安を感じた人が

大半ではないかなと思います。 

 なぜ、この地震の質問をしたかといいますと、

垂水市は、現に今地震が発生しているんだと。

今後も大きな地震の可能性があるということを

訴えたかったので、地震のことをお聞きしまし

た。今後、発生するであろう南海トラフの巨大

地震、想定されるマグニチュードは８から９、

今後30年の間に発生する確率は80％と言われて

おります。明日にでも、本日、この後にでも、

もしかすると南海トラフ巨大地震が発生するか

もしれない。そうすると、垂水市にもかなりの

高い震度を記録するのではないかと思います。

そうすると、現庁舎は、建物倒壊の可能性は否

定できないのではないかなというふうに思いま

す。 

 当然、勤務時間中であれば、庁舎内で勤務す

る職員や庁内に訪れてくる市民について、身体、

生命に危険が及ぶことになることは、もう当然

の話であります。職員を含めて市民の安心安全

の確保という面では、一刻も早く新庁舎建設に

着手しなければならない事業ではないかなとい

うふうに思います。 

 建設場所の安全性と建設規模について、車座

座談会ではしっかりと説明がされているという

ことで、よく分かりました。この車座座談会で

すけれども、私も潮彩町の市民を対象に２回企

画しまして、１回目は３月26日に終わって、２

回目は明日予定をしています。１回目を実施し

た結果、実施したときに、皆さんが揃って不安

点が解消し、納得したなどと話されたことが印

象に強く残っております。ただ、市民の方々の

中には、まだまだ理解を示さない方もおられま

す。そしてさらに、一部の人は市民の不安をあ

おるような誤った情報紙を流している方もおら

れる。 

 ここに、４月に行われた市会議員の選挙直前

に全戸配布されたと思われるチラシがあります。

このチラシを見ますと、この部分、「旧フェ

リー乗り場跡地は海抜０メートルの危険な箇

所」と記載がありますが、先ほどの答弁の中で

説明があったと思いますが、正確には海抜2.2

メートルと理解していますけれども、その点を

再確認いたします。 

○企画政策課長（二川隆志）  堀内議員がおっ

しゃるとおり、建設予定地につきましては、海

抜2.2メートル、現市役所が建っております海

抜が2.6メートルでございます。 

○堀内貴志議員  ありがとうございます。さら

にこのチラシのことで、もう一点だけ言わせて
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もらえれば、この部分ですね。「錦江町は災害

の多発地帯」と書いてありますけれども、錦江

町は1970年に埋立を完了して49年目を迎え、垂

水中央病院や介護施設であるコスモス苑、華厳

園などのように公営施設の整備も行われて、さ

らには県営住宅や雇用促進住宅、個人住宅など、

多くの方々が生活をしている場所でもあります。 

 そして、中央病院は一昨年前に開業30周年を

迎えましたが、これまで問題なく安心して稼働

している。また、錦江町に住んでいる人、働い

ている人から、海沿いだからといって危険性を

訴える声を私は誰一人として聞いたことがない

し、それだけでも、現実的に安全性は担保され

ているのではないかと思います。 

 そんな中で、不安をあおるようなチラシを配

布している。この点、錦江町で生活している方

に大変失礼なことだと思います。垂水市活性化

のために市民が一丸となって、人口増のために

情報発信をしなければならない実情にあるにも

かかわらず、さも垂水市は危険地帯であるかの

ごとくとられかねないチラシを全世帯に配布す

ることはいかがなものか、非常に残念でなりま

せん。そのことを訴えておきます。 

 話を変えまして、次の質問に行きます。 

 建設場所を変更した場合のリスクについて質

問をいたします。 

 基本計画策定段階では、基本構想に示された

３つの候補地を総合的かつ専門的に評価するた

めに、内部評価、外部評価を行い、基本計画に

整備候補地を定め、基本候補地が決定したと理

解しています。 

 現庁舎のある場所に建て替えればとの意見が

多くありますが、現在の建設計画を変更すると

なった場合、改めて基本構想や基本計画づくり

に立ち返らなければならないと思いますが、想

定されるリスクについてお尋ねをいたします。 

○企画政策課長（二川隆志）  堀内議員からの

ご質問でございます、建設場所を変更した場合

のリスクについて、お答えいたします。 

 建設場所の決定プロセスにつきましては、堀

内議員のご認識のとおりでございます。 

 建設場所については、市民の皆様の中にも、

現在の市役所に建て替えてはよいのではとのご

意見があることから、車座座談会におきまして

も、現在の市役所に建て替えた場合を想定し、

支出が仮設庁舎費に６億円、住民基本台帳など

の電算システムや防災システムの移設費に２億

円、合計、最低でも８億円かかる見込みである

こと、収入についても、議員ご指摘のとおり基

本構想から策定し直す形になりますので、交付

税措置のある公共施設等適正管理推進事業債の

申請期限に間に合わず、活用できなくなるおそ

れなども考えております。その場合、約８億円

の収入が得られないことになりますので、財政

に与える影響は、最低でも約16億円以上になる

ことを説明しております。 

 また、事業費を抑えるために、簡易な建物で

よいのではとの意見もありますが、庁舎は、防

災拠点としての機能、市民サービスやセキュリ

ティ対策を含めた行政機能の確保が必要なこと

から、建物には一定の高い基準が設けられてお

り、一連の基準をクリアしなければならないこ

とを説明しております。 

 さらに、現在地に建て替えるとした場合、２

年間の建設期間がございます。この間の仮設庁

舎におきましても、市民サービスやセキュリテ

ィ対策を含めた行政機能、また防災拠点機能を

十分に保持しなければならない構造としますと、

相応の負担も考慮することも想定していかなけ

ればならないと考えております。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  予算的なリスクもありますが、

２年間の建設期間に対して、仮庁舎において住

民サービス、セキュリティ対策を含めた行政機

能、防災拠点としての機能が、十分に確保でき

ないなどの様々なリスクがあるということは、
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よく理解しました。 

 庁舎建設に関して、最後の質問にいたします

が、庁舎建設場所付近の排水対策について、お

尋ねをいたします。 

 錦江町地区は、以前から大雨のときに道路の

冠水が認められます。しかし、この冠水問題は、

市も対策に乗り出しており、だいぶ改善されて

いるように感じていますが、今後の排水対策に

ついてどう対応していくのか、お伺いをいたし

ます。 

○企画政策課長（二川隆志）  庁舎建設場所付

近の排水対策についてお答えさせていただきま

す。 

 堀内議員ご指摘のとおり、ロータリー付近は、

これまでの間、排水対策を行っており、以前よ

りだいぶ改善が図られている状況でございます。 

 車座座談会においても、道路の冠水がひどい

のにどうするのという質問に、冠水問題は本市

にとって重要課題であり、文化会館前も含めて

対策を行っていること、さらにＡコープ前等を

含めた周辺市道の排水対策は、既に調査業務を

発注しており、年次的に取り組んでいくことを

ご説明申し上げております。 

 以上でございます。 

○土木課長（東 弘幸）  排水対策につきまし

て、お答えいたします。 

 新庁舎建設場所を含む錦江町一帯は、全体的

な勾配がないこと、埋立当時の想定している側

溝の排水能力を大きく上回る排水量が近年ある

こと、満潮時における排水路への排水の遡上と

大雨が重なるなどが原因で、道路が冠水する状

況でございます。 

 お尋ねの排水対策につきましては、昨年度、

垂水９号線の拡幅工事基本設計において、排水

対策も検討しております。一帯の調査におきま

して、錦江町内の全ての側溝の勾配や流れる方

向を調査し、特に９号線の縦断勾配は１％もな

く、降雨時はゆっくりとしか水が流れないため、

結果的に冠水するとのことでございます。 

 錦江町の冠水対策としましては、平成８年度

に当時の都市計画課が事業認可を受け、都市下

水路事業を実施いたしましたが、整備に34億円

の費用を要すること、補助率が低く市の負担が

大きいことなどにより、財政的な面から平成15

年度をもって休止となったところでございます。 

 この金額を現在の金額で試算いたしますと、

人件費や資材の価格上昇から50億円程度になる

ようでございます。このように建設費用やラン

ニングコストが莫大にかかる都市下水路ではな

く、海岸堤防付近の公共用地に３箇所、受水槽

を設け、ポンプにより海へ排水する計画を設計

会社より提案していただきました。 

 これらを基本に、本議会に垂水９号線の拡幅

工事及び排水路整備実施設計委託の補正予算を

上程しておりますので、ご承認をいただきまし

たら受水槽の大きさやポンプの容量、ポンプ数

など、より精度の高い設計を行い、排水対策を

取り組んでまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  排水対策に努め、しっかり調

査した上で対策を整えてやっていくということ

ですから、しっかりやっていただきたいと思い

ます。 

 終わりにしますけれども、この新庁舎建設の

問題です。仮庁舎、そして設備費用を含めて概

算で８億円、そして国から受けられる交付税措

置８億円、合計で約16億円が、現庁舎を徹退す

る、なしにすると、余分に費用はかかると、必

要になってくると。手出しが16億円余分にかか

るということ。 

 そしてさらに、現庁舎のところに建て直すと

いうことになりますと、引越が、通常であれば

１回で済むのが、２回かかるんだという引越費

用。さらには、この庁舎跡につくるということ

になると、すぐに解体しなければいけない。す

ぐに解体費用が発生する。そして、現庁舎駐車
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場を含めて手狭な状況、狭い。土地買収も検討

しなければならない。土地買収がうまくいくの

か、いかないのか。いったとしても、その土地

の買収代、場合によっては営業補償を計算する

と、もっともっと予算が膨らむということにな

るんです。どう考えても、メリットよりもデメ

リットのほうが多過ぎると思うのは私だけでし

ょうか。 

 この時期を逃すと、私個人は考えますけれど

も、国からの交付税措置が、この時期を逃した

らもらえないと、もらえない可能性があるとい

うことですから、私は二度と庁舎建設について

検討するときはなくなるのではないかなという、

そういう強い危機感を持っております。 

 それと同時に、先ほども話しましたが、南海

トラフ巨大地震が、今後30年の間に発生する確

率が80％という状況である中で、庁舎勤務する

職員や来庁する市民の方々の身体・生命・財産

を、身体・生命の安心安全を守るためにも、こ

れまで慎重に審議進めてきた事業をストップさ

せていいのかということを、皆さん、真剣に考

えなければいけないと思っておりますので、そ

のことを強く訴えておきます。 

 市長、何かこれについてお話をしたいことが

あれば、求めますけれども、なければ次に進み

ますが、どうですか。 

○市長（尾脇雅弥）  今、いろんなお話をいた

だきました。同じような認識を持っております。

もともと庁舎の話というのは、築60年、安全上

危ないということが前提であります。このこと

は、議員の先生方もご理解をいただいて、先ほ

どお話をいただいたような手順を踏まえてここ

までやってきておりますので、一刻も早く建て

替えて、財政面、安全面、総合的に判断をして、

垂水市民の生命・財産を守るというのが、私自

身の一番の役割でありますから、そのためにし

っかりと進めていくと。ただ、認識が十分間違

った認識も含めてありますので、車座座談会等

も含めてしっかりと市民の皆様にご説明をして

いくということだと思います。 

○堀内貴志議員  理解を示さない方々に対して

しっかりと説明して、理解を求めていただきた

いと思います。 

 次のテーマに移ります。通学路の安全対策に

ついてです。 

 子供の安全に詳しい日本こどもの安全教育総

合研究所の宮田美恵子理事長は、今回の事件は、

どこでも起きても不思議ではない。特効薬はな

いが、最大の抑止は地域の見守りと指摘されて

います。 

 地域で見守りの一つとして、子ども110番の

家があると思います。主体は警察かもしれませ

んけれども、行政、教育委員会もこの事業と連

携をして、子供たちの安心安全を守ることが一

番重要ではないかなと思います。緊急、危険な

状況が発生したときに、子供たちが駆け込める

環境は整っているのか、もう一度、再確認して、

いざというときに機能するようにしてほしいと

思います。 

 それと、この子ども110番の活用の家の関係

で、一つお願いがあります。これ事件、事故で

はないのですが、先日、保護者の方から相談を

受けました。子供たちが通学途中に急にトイレ

に行きたくなったときに、その子はたまたま通

学途中に市役所があった。だから市役所でトイ

レを借りて用を済ませた。通学途中に庁舎があ

るところはいいですけれども、ないところで、

もし同じような事案があった場合に、子供たち

はどうするのか。そういうときにも活用できる

子ども110番の家であってほしいな。 

 例えば、急に体調不良になったとか、急に腹

痛を起こした。後は通学途中に忘れ物をして保

護者に連絡する、電話を借りるとか。通学途中

の急な雨が降っただとか、通学途中の子供たち

の様々なトラブルに気軽に相談できる環境がで

きないものか。その一つに、その110番の家も
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活用させてもらえないものかどうか。その点、

どうなのか、ちょっとお聞きします。 

○学校教育課長（明石浩久）  議員ご指摘の不

審者事案以外でも、駆け込めるようにならない

かにつきまして、お答えいたします。 

 各学校の不審者対応訓練の際に、警察のほう

から子供たちに向けまして、不審者だけではな

くて、困ったことがあったら駆け込むようにと

いうお話をしていただいているとのことでござ

いました。 

 子ども110番の家の一層の機能化に向けまし

ては、子供たちが子ども110番の家をよく知る。

対面式などを通して面識を持つ。実際に駆け込

むなど駆け込みやすい環境をつくることが肝要

かと思いますので、子供たちと子ども110番の

家をつなぐ取組みの工夫等について、各学校に

指導を行ってまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  ぜひ事件、事故以外にも、子

供たちが困ったときに駆け込める環境を整えて

ほしいなというふうに思います。 

 続いて、通学路の安全対策については、事件

以上に多いのが交通事故ではないかと思います。

最近の大きな事故で、事故として報道されたの

は５月８日、大津市内の道路で保育園児の列に

車が突っ込み、園児と保育士を含む16人が死傷

した事故がありました。 

 数年前にも垂水市の牧地区で、小学生の子供

が犠牲になった事故もあります。子供たちの交

通安全対策について、本市が行っている取組み

について教えてください。 

○学校教育課長（明石浩久）  交通事故防止の

取組みはのご質問にお答えいたします。 

 昨年度、本市の小中学校におきましては、自

転車乗車中に車と接触した１件の交通事故が発

生しております。幸い命に別状はありませんで

したけれども、現場を確認いたしますと、見通

しのよくない細い筋が、市道と交わる信号機の

ない交差点でございました。 

 各学校におきましては、それぞれの地域の道

路事情等を踏まえ、交通事故への危機意識を高

めながら、安全指導の徹底を図っているところ

でございます。具体的には、保健や特別活動等

の授業の中で、児童生徒の発達の段階に応じて、

交通法規を守ることや、危険を予測して行動す

ることの大切さについて具体的な指導を行って

おります。 

 また、毎年、年度初めに、警察や交通安全協

会と連携して交通安全教室を実施し、小学校低

学年は横断歩道の渡り方を中心に、小学校中学

年・高学年、中学生は自転車の正しい乗り方を

中心に、実際に信号機や自転車を使った具体的

な指導が行われております。また、時機を捉え

た安全指導や集団下校による交通安全指導を通

して、命の大切さや自分の命は自分で守ること

の指導も繰り返し行われております。 

 さらに、登校時を中心に保護者、地域ボラン

ティア、学校応援団、スクールガードリーダー

や青パト隊、警察等の皆様にも交通安全活動を

行っていただいております。 

 今後も、休日の交通安全網を含めまして、交

通ルールの遵守等につきまして、管理職研修会

等を通じて、指導の徹底を図ってまいる所存で

ございます。 

○堀内貴志議員  交通安全対策について教育委

員会ではしっかりやっていただいているという

ことです。歩道整備、防護柵設置のようなハー

ド対策と、あと教育委員会が話されたように、

交通規制、交通安全教育・教室のようなソフト

面の対策、この２つのポイントから進めるべき

ではないかなと思います。 

 特にソフト面については、今実施されている

と思いますけど、ハード面での整備が遅れてい

るように思います。特に横断歩道の標示、交差

点の停止線など、消えている箇所が垂水市には

多く見られますし消えかかった場所も多く見ら
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れます。市内の方々から、停止線が消えて危険

だからとの要望も私は聞いております。このま

ま放置していたのでは、重大な事故が発生する

可能性は否定できません。中には、子供たちの

通学路として利用されている道路もあります。

今のうちに対策を講じる必要があると思います

が、市道の場合、道路の管理者である市として

取り組むことはできないのか、その点について

お尋ねをいたします。 

○土木課長（東 弘幸）  まず、道路の危険箇

所の整備でございますが、先ほど答弁いたしま

したとおり、通学路の安全対策につきましては、

各小学校区単位で合同点検を実施し、対策を行

っておりますが、その他、道路パトロールや市

民の皆様から要望や通報がありましたら、早急

に対応しているところでございます。 

 次に、横断歩道でございますが、新たな設置

や線の引き直しにつきましては、鹿児島県公安

委員会の対応となります。昨年の12月議会にお

いて、堀添前議員より市内の横断歩道が薄い箇

所があるとのご指摘をいただきました。その際、

市内の横断歩道を調査し、薄い箇所は位置図と

現況写真を添え、公安委員会へ引き直しの要望

を行ったところでございます。 

 公安委員会によりますと、県内全ての対応箇

所を集約した後、優先順位を決めて対応される

とのことでありますので、引き直しには時間を

要するようでございます。 

 そこで、土木課におきましては、市道の外側

線や中央線が薄い路線もございますので、今後、

線の引き直しを計画してまいりますが、市道に

設置してあります横断歩道につきましては、公

安委員会と協議が整えば、市において中央線や

外側線を引き直す際に、併せて横断歩道や注意

喚起の路面標示の線引きもできるのではと考え

ております。 

 また、停止線につきましても、横断歩道と同

様の対応を考えているところでございますが、

早急に市内の道路を点検し、状況の把握に努め

てまいります。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  できること、やれることは、

即座に迅速にやっていただきたいということを

強く訴えまして、本日の私の質問を終わります。

ありがとうございました。 

○議長（篠原則）  ここで、暫時休憩いたし

ます。 

 次は11時30分から再開をいたします。 

     午前11時21分休憩 

 

     午前11時30分開議 

○議長（篠原則）  引き続き会議を開きます。 

 次に、５番、梅木勇議員の質疑及び質問を許

可いたします。 

   ［梅木 勇議員登壇］ 

○梅木 勇議員  お疲れさまです。 

 去る４月21日の市議会議員選挙後、初めての

一般質問となりますが、選挙におきまして、い

ただきました皆様の負託に頑張ってまいります

ので、市当局の方々には、よろしくお願いいた

します。 

 ４月30日は、平成天皇が退位され、５月１日

から新たな令和天皇が即位され、平成から令和

の時代となりました。 

 ４月30日、某新聞の社説では、平成は阪神大

震災や東日本大震災をはじめ、風水害、火山の

噴火など、天地異変に繰り返し見舞われた。そ

のたびに大きな自然に直面した災害の時代との

記述があります。一方、再び、戦争の参加を招

かなかったのは、明治以降の歴史で特筆すべき

ことであるとも記載されています。令和の時代

が始まり、早１箇月が過ぎましたが、平穏な時

代でありますよう願いたいと思います。 

 鹿児島地方気象台は、５月31日、九州南部が

梅雨入りしたと見られると発表したが、これに

先立ち、市では、５月９日、豪雨台風災害に備
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え、危険箇所確認の防災点検が行われ、先日２

日には、新城地区で雨の中、垂水市総合防災訓

練が行われています。いよいよ大雨や台風の季

節となりましたが、災害が起こらないよう祈り

たいと思います。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、

さきに通告しておりました質問に入らせていた

だきますので、ご答弁をよろしくお願いいたし

ます。 

 まず１問目、市道の改良について質問いたし

ます。 

 市道の幹線道路であります内ノ野線と元垂水

原田線のことについては、これまで継続的に改

良工事が進められていますが、内ノ野線は、対

向車とのすれ違いの難しい箇所もあり、拡幅も

行われています。元垂水原田線についても、側

溝にふたをして道路幅の拡充がされ、利便性が

向上しています。内ノ野線、元垂水原田線の改

良工事は、これまで何年を要してきたのか、工

事距離など進捗、概要をお聞かせください。 

 ２問目に治山対策について、質問いたします。 

 平成28年の台風16号による山崩れは、至ると

ころに無数に発生したが、これまで早急に災害

復旧工事が行われたところもあれば、現在、工

事施工中のところもあります。しかし、市木で

は、いまだ山崩れのままで手つかずのところが

あります。これについては、昨年６月議会でも

質問いたしました。これまでの対応状況をお聞

かせください。 

 ３問目に錦江町の排水について質問いたしま

す。 

 これにつきましては、先ほど、堀内議員が庁

舎建設上、庁舎建設場所付近の排水対策につい

て質問がありましたけれども、若干重複いたし

ますけれども、ご了承いただきたいと思ってお

ります。 

 錦江町では、道路の冠水が度々あり、定住促

進住宅敷地の東角、県営住宅敷地、サンコート、

市場入り口など、雨降り時期に通行の注意を促

す冠水注意事項の看板が、７箇所設置されてい

るのを確認できますが、Ａコープあたりから県

営住宅付近の市道９号線周辺が度々冠水する状

況をどのように認識してきたのか、お聞かせく

ださい。 

 ４問目に、固定資産家屋全棟調査について質

問いたします。 

 固定資産家屋については、登記申請に伴う法

務局からの通知や税務課での随時調査にて把握

ができていると認識しているが、今回の一般会

計補正予算（第１号）に固定資産家屋全棟調査

として、今年度3,050万円、継続費として7,125

万円、２年間で１億175万円が予算計上されて

いるが、調査の必要性をお聞かせください。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○土木課長（東 弘幸）  内ノ野線と元垂水原

田線のこれまでの工事概要につきまして、お答

えいたします。 

 最初に内ノ野線でございますが、県道垂水南

之郷線を起点に、瀬戸山線までの交差点を終点

に、延長1,780メートルを計画しております。

工事は平成22年度から実施しており、本年度で

10年目となりますが、幹線延長が昨年度で

1,290メートル、改良率72.5％でございます。 

 次に、元垂水原田線でございますが、国道か

ら上市木までの延長2,800メートルが計画区間

でございます。平成24年度から工事を実施し、

本年度で８年目となります。これまでの幹線延

長は1,340メートルでございますので、改良率

は47.9％となっているところでございます。 

 続きまして、治山対策につきましてお答えい

たします。 

 通常、県土木が実施します急傾斜事業は、人

家10戸以上の保全対象がある場合に事業採択さ

れますが、台風16号災害につきましては、極地

激甚災害に指定されましたことにより、採択基

準が緩和され、保全対象が５戸以上であれば県
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施工、２戸以上が市施工となりました。その後、

調査を行い、県が３箇所、同じく市も３箇所採

択となり、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業

を実施したところでございます。 

 ３番目の錦江町の排水についてどのような認

識を持っているかということでございますが、

錦江町の排水につきましては、堀内議員ご質問

の回答と一部重複する部分があろうかと思いま

すが、ご了承ください。 

 錦江町の排水問題につきましては、全体的な

勾配がないこと、埋立当時の想定している側溝

の排水能力を大きく上回る降水量が近年あるこ

と、満潮時における排水路への海水の遡上と大

雨が重なるなどが原因で道路が冠水するようで

ございます。 

 この冠水対策としましては、平成８年度に、

当時の都市計画課が事業認可を受け、都市下水

路を実施いたしましたが、整備に莫大な費用を

要すること、補助率が低く市の負担額が多いこ

となどにより、財政的な面から、平成15年度を

もって休止となったところでございます。 

 先ほども申しましたが、全体的な勾配がない

こと、近年の異常な短時間での集中豪雨などに

よりまして、年数回ではあるものの毎年冠水が

発生しておりますことは、十分認識していると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○税務課長（港 裕幸）  梅木議員の質問でご

ざいます、固定資産家屋全棟調査の必要性につ

きまして、お答えいたします。 

 現在、固定資産税の家屋評価及び滅失処理に

ついては、税務課の担当係において必要に応じ

て現地調査を行い、処理しているところでござ

います。 

 平成７年に当時の家屋調書資料や課税台帳

データをもとに、市内全域での家屋現況図調査

を行って以来、一斉調査は実施しておりません。 

 このことから、課題として、これまでの調査

結果においても、把握し切れていない滅失家屋

や把握できていない新築の建物、さらには所在

地不明の家屋が潜在化しており、場合によって

は、滅失家屋が判明したことにより、複数年に

わたる税の返還や、新築家屋等の賦課漏れなど

が発生している現状があります。公平公正な賦

課を行うためには、固定資産税の賦課対象とな

る家屋の所在地や、現況を正確に把握する必要

がありますことから、本議会に全棟調査を実施

するための予算を上程させていただいたもので

ございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。それ

では、一問一答方式でお願いいたします。 

 まず、市道の改良についてでございますけれ

ども、内ノ野線と元垂水原田線の概要、進捗状

況を聞きましたけれども、内ノ野線につきまし

ては、原田地区から改良工事が始められ、現在、

農協旧水之上支所の少し先まで改良されており

ます。30年度につきましては、そこを越えた途

中からです。越えた途中から工事がされており

ますけれども、なぜそのような工事の施工にな

ったのか、お聞かせください。 

 元垂水原田線につきましては、現在、元垂水

から下市木２区のごみステーション手前まで改

良がなされ、また、30年度の工事は、これまで

の延長と上市木の２工区に分けて行われました

が、今後の計画と、平成30年度の予算１億

2,000万円から、今年度の予算が4,800万円に大

きく減額となっておりますが、これについての

説明をお願いいたします。 

○土木課長（東 弘幸）  市道の改良の今後の

計画につきまして、お答えいたします。 

 まず、内ノ野線でございますが、平成30年度

で改良しましたところにつきましては、事前に

承諾をいただいていたところのみ実施したとこ

ろでございます。 

 それでは、内ノ野線、元垂水原田線の今後の
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計画についてお答えいたします。 

 議員もご承知のとおり、この２路線は、社会

資本整備交付金で整備しておりますが、要求額

に対し国費の割当が低く、思うような整備率に

つながらないところでございます。仮に国費の

割当が満額であったとしまして、内ノ野線が約

２年、元垂水原田線が約５年で完了するようで

ございますが、これまでの割当率で申しますと、

内ノ野線が３年から４年、元垂水原田線が８年

から10年程度かかるのではと考えているところ

でございます。 

 このように割当額によりまして、完成までの

年数にかなりの差が出てきますので、はっきり

と完成時期を申し上げることができません。何

卒ご了承をいただきたいと思います。 

 なお、内ノ野線につきましては、残り490

メートル間におきまして、全ての用地で相続者

が多く、まだ承諾をいただいていない状況でご

ざいます。実施には相続者全員の承諾が必要で

ございますので、本年度は用地交渉のみ実施す

る予定でございます。その関係で昨年度から事

業費が、今年度は内ノ野線は用地買収費のみ計

上しておりますので、昨年度と比較しまして事

業費が減となっているところでございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  内ノ野線が残り490メートル

と、その途中の残りの部分が、拡幅もあり買収

もされているというようなことだろうと思いま

す。それに伴う所有者の同意というか、それに

時間を要するというふうなことでございました。 

 市木地区につきましては、あと約、上市木ま

で半分ぐらいの距離が来ているというようなこ

とでございます。これについて早く上市木まで

工事を進めてもらいたいという上市木地区から

の皆様方の要望が強いわけですけれども、これ

まで元垂水原田線につきましては、平成29年度、

30年度で、下市木１区・２区の集落内部分の道

路改良がほぼ終わりましたけれども、30年度の

工事では、側溝がこれまでの40センチ幅から30

センチ幅に縮小されたり、また、集水ますも従

来の大きさから小さく変更をされており、地域

からは、近年これまでにない大雨や想像以上の

激しい雨が降る状況になってきているのにと、

不安や懸念する声が聞かれているところです。 

 これから、これらの声を解消することが大変

必要であり、地域の方々は事前説明を求められ

ています。今年度の工事は下市木２区のごみス

テーション部分から始まりますが、ここは用水

路の余剰部分を河崎川へ流す切換え装置や、集

落道の集落水道の配水管の布設や種ヶ平農道の

排水も流れてくるところとなっており、複雑化

しています。ついては、工事区間の関係者に工

事概要の事前説明会を開催できないか、伺いま

す。 

○土木課長（東 弘幸）  工事区間の関係者に、

工事概要の説明をとのご質問にお答えいたしま

す。 

 元垂水原田線の設計は、平成23年度に実施し

ておりますが、大まかな設計ができました時点

で、振興会長や市木むらづくりの役員の皆さん

にお越しいただき、下市木公民館にて説明会を

行っております。その会におきまして、設計内

容を説明し、様々な要望もございましたので、

改良工事としまして取り組むことが可能な要望

につきましては、設計に反映させたところでご

ざいます。 

 このように説明会を開催いたしましたので、

私としましても周知は図られているものと思っ

ておりましたが、工事概要の説明を要望される

方々も多いようでございますので、今後さらな

る周知を図るよう予定してまいりたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ただいまの答弁で、周知を図

るという表現でございましたけれども、この周

知を図るということは、説明会を開くというふ
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うに考えてよろしいでしょうか。 

○土木課長（東 弘幸）  その年度の工事区間

内の関係者、もしくは振興会長も含めて集まっ

ていただいて、現場での説明を実施してまいり

たいと思っております。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。ぜひ

関係者に説明をしていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 次に、先ほど、元垂水原田線について、平成

30年度は下市木と上市木の２工区に分けて工事

が行われたと申しましたが、工事の終点地域か

らは、この改良工事がいつになったら上市木区

内に来るんだろうかという声が聞かれておりま

す。 

 今回の堂脇橋からの60メートルの工事は、上

市木の皆さんからは大変喜ばれております。引

き続き、２工区に分けた工事の発注はできない

か、お聞かせください。 

○土木課長（東 弘幸）  工事は複数工区に分

けてほしいとのご質問にお答えいたします。 

 昨年度の発注は２工区に分けて発注いたしま

したが、内訳は、下市木が１工区、上市木を２

工区として実施しております。下市木の１工区

は、残土や既設舗装盤の処分など、元垂水原田

線から搬出ができますが、２工区の搬出は、そ

の１工区の改良工事内を通行することができな

いため、また、河崎川沿いの市道を通行するた

めには、地域住民や児童生徒に多大な影響を及

ぼす恐れがあるため、少し遠くなりましたが、

野久妻方面へ迂回し、搬出したところでござい

ます。 

 このように、複数工区での発注となりますと、

搬出するルートなど調整が必要でございますが、

今後、地区内での調整ができるようでございま

したら、工区を分けた発注を検討してまいりた

いと思っております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  今後、調整してみたいという

ようなことでございましたけれども、ぜひ調整

をしていただいて、今年度も２工区に分けた発

注をぜひお願いしたいと、これは地域からの要

望としてお願いをしておきます。よろしくお願

いいたします。 

 次に、治山対策についてでございますけれど

も、先ほど、28年度の災害によって山崩れが起

きたけれども、それが進んでいないというよう

なことで質問をいたしましたけれども、理解の

得られるような答弁ではなかったかなと、こう

いうようなふうに思っております。 

 そこで、この具体的に言いますと、城山地区

の危険箇所地区の崖崩れでございますけれども、

なかなか昨年も、先ほど申しましたけど、昨年

の６月にもこの件について質問をしたところで

すけれども、昨年の答弁では、治山にするか、

急傾斜にするか、確かそういう表現だったと思

いますが、県では協議中だということで、そこ

で止まってしまっているんですよね。そういう

答弁だったんです。それから１年が過ぎました

けれども、どのようにその後、協議がなされて

いるのか、具体的に県にどのようなふうに問い

合わせがされているのか、そこあたりをもう一

度聞かせていただきたいと思っております。 

○土木課長（東 弘幸）  下市木地区の山腹崩

壊の進捗状況につきまして、お答えいたします。 

 この山腹崩壊につきましては、昨年６月議会

でもご質問をいただきましたが、崩壊箇所の西

側に既設の治山施設があり、一部が保安林にな

っております関係で、大隅地域振興局の建設部

と農林水産部の協議において、先に事業化でき

るほうで実施することとなる旨の回答をしてお

ります。 

 その後の状況でございますが、治山は調査及

び予備設計が実施されており、急傾斜につきま

しても昨年度予備調査を行い、国土交通省に概

算要望を行ったようでございます。要望が採択

されましたら、来年度に詳細調査を実施し、令
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和３年度に概略設計と実施設計を行い、その後、

工事着手に入る予定であるようでございます。

いましばらく時間がかかりますので、その間は

パトロールを実施し、現状の把握に努めますと

共に、住民の方々には大雨時や台風時に早目の

避難をお願いするものでございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。市木

地区には急傾斜危険箇所が多数存在いたします

が、これまで、今申しました城山地区を含めて

３箇所の整備要望書が提出されておりますけれ

ども、まず、ただいま申しました城山地区、そ

れと危険箇所標識がありますけれども、これの

番号で言いますと、ナンバー3201の下市木３区

地区、ナンバー1980の上市木地区、これは実際

は中市木にあたりますけれども、ここについて

整備要望がなされておりますけれども、これま

でどのような検討、対応がなされてきているの

か、お聞かせください。 

○土木課長（東 弘幸）  下市木の崩壊につき

ましては、先ほど答弁したとおりでございます

が、中市木につきましての急傾斜事業でござい

ますが、これらにつきましては、既に県に対し

て要望書は出しております。 

 その中で、先日開催されました大隅地域土木

事業連絡会の監事会におきまして、台風16号災

害で崩れた箇所が、本年度完成する見込みであ

るため、新たな危険箇所の対策を予定するとの

ことでございました。実現に向けまして早急に

また実施していただきますよう、引き続き要望

してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○農林課長（楠木雅己）  梅木議員のご質問で

ございます市木・永吉地区の対応についてお答

えいたします。 

 要望箇所の市木・永吉地区の山腹崩壊箇所に

ついては、平成22年に壊れ、翌年から平成26年

にかけて治山事業として整備ができないか、県

に要望いたしておりましたが、用地の承諾が得

られず、その間に現地の法面は草木が生えそろ

い、自然復旧した状況であり現在に至っており

ます。 

 平成28年の台風16号災害でも下から雨風が強

く、一部法面が崩壊し、壊れた土砂と壊れた竹

で、左岸側の堤体上の用水路を塞いでしまいま

したが、その年の米の作付までには工事は完了

したところでございます。 

 この市木・永吉地区に関しましては、これま

で数回、山腹崩壊が起き、幸いにも大きな災害

には至っておりませんが、再度地元の意向、用

地の状況等を調査し、治山事業で工事の要望も

含め、検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。ただ

いまの農林課長の答弁なんですけれども、永吉

地区ということでございますけれども、私が、

この要望書が出されているという箇所は、下市

木の３区にごみステーションがありますけれど

も、その前のところに危険箇所の標識が立って

おりますけど、先ほど、ナンバーも申しました

けれども、そこの前の川沿いの山崩れなんです

ね。 

 もう以前、山崩れをして、隣がいつまた大

雨・台風等によって崖崩れがするんじゃないか

と。そこの周辺の皆さんは、大雨や台風が来る

たびに不安を抱いていらっしゃるところなんで

す。そこのところを要望しておりますので、そ

こについての要望をもう一回聞かせていただけ

ませんか。 

○農林課長（楠木雅己）  先ほども回答いたし

ましたけれども、用地交渉のほうがなかなか進

んでいないという状況がございまして、ちょっ

と延びていると。用地交渉が整い次第、県のほ

うに要望を挙げていって、県のほうでも優先順

位はございますので、その際にはまた地元と協

議してまいりたいというふうに考えております。 



－52－ 

○梅木 勇議員  なかなか今の答弁からすると、

現実的には大変な事項といいますか、そういう

点がありますけれども、地域の皆さんは大雨や

台風が来るたびに不安と心配で、台風が接近す

ると高齢者もあることから、いち早く知り合い

や避難所へ避難を繰り返されております。この

ような状況が一刻も早く解消されるよう、整備

事業が早期実現できるよう、関係者の皆様のさ

らなる頑張りをお願いしておきたいと思ってお

ります。 

 以上で、この件については終わります。よろ

しくお願いいたします。 

 次に、錦江町の排水についてでございますけ

れども、私は、先ほど堀内議員も、新庁舎建設

予定地の周辺の排水対策にということで質問さ

れましたけれども、関連がありますけど、私は、

垂水９号線の測量設計業務委託についての観点

から聞かせていただきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 令和元年度垂水市施政方針及び予算（案）の

資料に、垂水９号線測量設計業務委託2,000万

円、市道垂水９号線の拡幅工事及び排水路整備

に伴う測量設計業務委託としてあります。この

９号線については、昨年９月議会でも、補正予

算（第３号）に調査測量設計管理委託として予

算3,650万円が計上されたが、このときの基本

設計に基づく実施設計と考えるが、道路沿いの

みの拡幅・排水路整備なのか、実施設計につい

て具体的に聞かせていただきたいと思います。 

○土木課長（東 弘幸）  垂水９号線の設計業

務の内容でございますが、ロータリーのバス駐

車場付近を起点に、中央病院から本城川までを

終点としました延長828メートルのその他市道

でございます。このうち、改良計画は、起点か

ら中央病院までを予定しており、両側に幅員

1.5メートルの歩道を備えた２車線道路でござ

います。 

 現況の歩道は、比較的幅員が狭く、また横断

勾配が急であるため、歩きにくいとの印象をお

持ちの方もいらっしゃるのではと思っておりま

す。そこで、これらのことを解消するため、歩

道のフラット化と庁舎建設に伴い、歩行者も増

える見込みであるため、海側の歩道を１メート

ル拡幅し、2.5メートルとする計画でございま

す。 

 昨年度、基本計画を実施しておりますが、本

議会に上程しております補正予算をご承認いた

だきましたら、より精度の高い設計を行い、併

せまして錦江町一帯の全体的な排水計画も行う

ことで、市民の皆様が安心して利用できる道路

整備を心がけると共に、冠水対策につきまして

も取り組んでいく予定でございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。道路

拡幅については、中央病院側のほうの道路を拡

幅するというようなことと、それと、先ほど何

回も繰り返しますけれども、堀内議員に対する

答弁の中で、排水については終末貯水槽ですか、

そういうのが何か設けるというようなことでし

たけど、この計画の中で、それが行われるだろ

うと思っておりますけれど、具体的に護岸のほ

うに、何箇所の貯水槽を設けるような計画なの

か、お聞かせいただきたいと思っております。 

○土木課長（東 弘幸）  この基本設計の中で

は、貯水槽といいますか、受水槽はそこまで大

きくはないんですけれども、それを一応３箇所、

設けまして、各槽にポンプを置いて排水すると

いう計画を持っております。この実施設計で精

度の高いまた設計を行いまして、その受水槽の

大きさとか、ポンプの容量、数をしっかりと把

握してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  冠水対策については、３箇所

ほどの受水槽を設けたいということですけど、

ここあたりの冠水、排水については、皆さん、

ご承知のことと思いますけれども、潮の干潮・
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満潮に大きく影響しておりますよね。そういう

観点からすると、単純ですけれども、大きな貯

水槽を設けて、干潮になれば必ず水は引きます

ので、干潮・満潮は６時間ごとに繰り返して、

１日にこうして繰り返されていきますけれども、

そういう方式の一部を取り入れたことも必要で

はないかと思っております。 

 今回の説明では、ポンプで排水をするという

ようなことですけれども、いずれにしても、こ

れの対策をしっかりと進めていただきまして、

錦江町、中央病院付近一帯の皆さんの方々の不

安を解消していただきますよう、よろしくお願

いいたします。 

 次に、固定資産家屋全棟調査についてでござ

いますけれども、さきに調査の必要性を聞きま

したが、調査はどのようにして行うのか。例え

ば、外からの目視による家屋の所在の確認だけ

なのか、調査の内容は、調査の契約はどのよう

にされるのか、お聞かせください。また、今回

の調査による成果は、どのように考えているの

か、お聞かせいただきたいと思っております。 

○税務課長（港 裕幸）  梅木議員の２回目の

ご質問でございます、固定資産家屋全棟調査の

調査内容につきまして、お答えいたします。 

 調査内容につきましては、委託事業者が、既

存の地番家屋現況図や航空写真資料を活用しな

がら、家屋課税台帳及び見取図を基に、現地に

て家屋一棟一棟について現地照合作業を行い、

滅失漏れや賦課漏れ家屋を把握し、得られた結

果に基づいて現システム化された最新の家屋現

況図を作成するものでございます。 

 また、調査の過程で判明した賦課漏れ家屋に

つきましては、現地における家屋評価作業に基

づき、評価調書及び家屋見取図を作成した上で、

最終的には賦課のための課税標準額の算定まで

を行うこととしております。 

 調査で得られました結果に基づく税額の減額

または増額更正につきましては、次回評価替年

度の令和３年度賦課において反映する予定でご

ざいますので、このことが、今後得られる成果

だと考えております。 

 なお、委託事業者につきましては、専門的な

知識や技術及び調査実績がある事業者を公募の

上、選定する予定でございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。成果

としては、来年の賦課に成果が出るというよう

なことでございましたけれども、今回のこの調

査は空家も調査もするとなっておりますが、空

家については、平成27年５月26日、空家等対策

の推進に関する特別措置法が施行されておりま

す。この法律では、空家等と特定空家等に転移

されているが、特別措置法に基づいた空家調査

なのか、お聞かせください。 

○税務課長（港 裕幸）  梅木議員の３回目の

ご質問でございます、空家調査の内容について

お答えいたします。 

 空家調査につきましては、平成24年に市職員

によります全庁的な取組みで市内一斉の調査を

行って以降、市内の空家調査は実施されており

ません。 

 近年、空家に関する情報は、施策や事業を推

進する上で様々な課が必要としており、空家の

正確な実態把握が急務であると考えております。 

 このことから、関係課とも協議の上、今回税

務課において実施を予定している全棟調査に加

えて、空家の実態調査を行ったほうが、最も効

率的であるとの考えのもと、実施しようとする

ものでございます。 

 調査内容につきましては、全棟調査時点にお

いて家屋の現況確認や周辺住民への聞き取りを

行い、空家と認められる家屋について、全棟調

査結果とは別にデータベース化を図ることとし

ています。このことにより、市内全域での空家

件数や所在地等の実態を把握することで、他の

課における空家対策の検討や対応策など、有効
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に活用できるものと考えております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。空家

については、垂水市空家対策委員会設置要綱が

制定されておりますけれども、対策委員会の資

料や企画政策課、土木課等の空家対策事業にも

大いに活用されるようでございます。空家対策

が、今回の空家調査によって大きく前進するも

のと期待しております。どうぞ頑張っていただ

きたいと思います。 

 以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 次は午後１時15分から再開いたします。 

     午後０時８分休憩 

 

     午後１時15分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、１番、新原勇議員の質疑及び質問を許

可いたします。 

   ［新原 勇議員登壇］ 

○新原 勇議員  今回、私の政治のモットーに、

心をつなぐ、人をつなぐ、政治をつなぐの、市

と市民と議会とのかけ橋になれるよう頑張って

いきますので、皆さんよろしくお願いいたしま

す。なお、議場での言葉など至らないこともあ

ると思いますけれども、また、後ほどご指導の

ほうをよろしくお願いいたします。 

 今回、垂水も日本遺産の中で垂水麓が登録さ

れ、市外、県外、国外と観光に来られると思い

ます。その立て看板の案内にも、そこの場所だ

けでなく、牛根、新城にも足を運んでもらえる

ような観光案内板であってほしいと思っており

ます。 

 そして、先日、東京オリンピックの聖火ラン

ナーのコースが新聞でありましたが、垂水市は

通らないことがわかり、非常に残念です。まだ

正式な決定ではないが、市長、何とかここ垂水

のほうも、未来の子供たちのためにも通るよう

に頑張ってほしいと思っております。 

 それでは、議長の許可を得て、通告どおり質

問いたします。 

 まず、プレミアム商品券についてでございま

すが、今回、従来のプレミアム商品券、地元の

消費拡大、地域経済の活性化に資する目的とす

る従来のプレミアム商品券と、消費税引上げに

伴う低所得者、子育て世帯への消費への影響の

緩和及び地域の消費の短期下支えを目的とする

プレミアム商品券発行補助事業について質問い

たしたいと思います。今回、この補助事業につ

いてお聞かせください。これは、どういう手順

で、いつ、誰に、どのように販売するのか、お

聞かせください。 

 次に、垂水高校振興対策についてですが、垂

水高校対策協議会補助の予算の内訳はどのよう

になっていますか、お聞かせください。 

 ３番目に垂水中央運動公園の改修事業につい

てお聞かせください。児童公園の改修ですが、

ぜひとも、この中で健康遊具も併せて設置して

もらいたいが、計画はどうなっていますか。 

 そして、市木原田線の市道については、梅木

議員が午前中、質問されたのと同じでございま

すので、割愛させていただきますが、市木線の

場合は８年から10年ということでございますが、

もう少し、上市木、上部のほうでは山崩れ等が

度々あり、大型トラックなどが頻繁に出入りす

ることが多いので、生活市民の方々も離合が大

変多くございますので、もう少し期間の減少を

お願いいたしたいと思います。 

 次に、旧フェリー跡地の質問についてですが、

これは市民の噂でございますが、契約書の中に

覚書で買戻し条項があると聞きました。そのと

きの違約金の発生があるか、実際、発生したの

か教えていただきたいと思います。 
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 次に、職員のリーダー研修について伺います。

仕事のスキルは当然だが、これからの垂水市を

引っ張る職員自体の若手リーダーの育成につい

ては、どうされているのかお聞かせください。 

 １回目の質問を終わります。 

○企画政策課長（二川隆志）  新原議員のご質

問でございます。どういう手順で、いつ、誰に

どのように販売するのかについて、お答えさせ

ていただきます。 

 今回のプレミアム付商品券事業は本年10月に

予定されております消費税及び地方消費税率引

上げが低所得者、子育て世帯の消費に与える影

響を緩和すると共に、地域における消費を喚起、

下支えするため、プレミアム付商品券の発行を

行う市区町村に対して国が財政支援を行う事業

でございます。上限２万5,000円の商品券を２

万円で購入できるものでございます。 

 対象者につきましては、低所得者は令和元年

度の住民税が非課税である者で、住民税課税者

と生計同一の配偶者、扶養親族及び生活保護受

給者を除くとされております。子育て世帯は、

平成28年４月２日から令和元年９月30日までの

間に生まれた子が属する世帯主でございます。 

 次に、購入手続についてご説明いたします。

低所得者につきましては、福祉課に商品券購入

引換券交付申請を行っていただき、要件確認を

行った後、当該者に対して購入引換券を交付さ

せていただきます。申請期間を７月中旬から11

月末までの間と予定しております。子育て世帯

主につきましては、申請は必要とせず、対象と

なる子供の数の購入引換券を９月以降、順次発

送する予定でございます。商品券の販売につき

ましては、垂水市商工会に実施していただく計

画で協議を重ねているところでございますが、

対象者は交付された購入引換券を商工会窓口で

提示し、購入していただくことになります。 

 なお、販売期間を10月１日から令和２年１月

31日までの間とし、使用期間を同10月１日から

令和２年２月29日までの間を予定しております。 

 以上でございます。 

○教育総務課長（紺屋昭男）  新原議員のご質

問でございます、鹿児島県立垂水高等学校の振

興対策につきましてお答えいたします。 

 垂水高等学校振興対策につきましては、地域

の活性化は教育にありという信念に基づいて、

市民が安心して暮らせる教育環境を整えると共

に、垂水高等学校の存続及び振興・発展を支援

することを目的に、平成15年度に垂水高等学校

振興対策協議会を設立し、同校の振興対策等に

ついてご協議いただいているところでございま

す。 

 協議会費につきましては事務局費２万円とな

っており、また、高校への振興対策予算につき

ましては、通学費補助金、広報支援補助金、部

活動等活性化補助金、検定試験費等補助金、東

進スクール通信講座受講料補助金、家賃補助金

等の本年度1,125万円を計上し、支出するもの

でございます。 

 以上でございます。 

○土木課長（東 弘幸）  健康遊具の設置につ

いてお答えいたします。 

 垂水中央運動公園につきましては、平成22年

度にふるさと応援基金を活用し、時計塔近くに

３基設置しております。ご質問の同公園の児童

広場でございますが、市長の重要施策でありま

す子育て支援や市民の皆様から老朽化した遊具

の取替えなど、様々な要望を受け、昨年度、改

修に向けた実施設計を行ったところでございま

す。 

 改修計画の内容でございますが、既設の木製

遊具は老朽化が著しいため、全て撤去し、乳幼

児用の遊具や新たなブランコの設置、コンビ

ネーション遊具、さらに築山を利用した幅の広

いすべり台の設置を計画しております。また、

運動公園を周回するなど、運動される方々も多

いことから、散歩コースに垂水スポーツランド
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にも設置しておりますゴムチップ舗装と児童広

場内にお尋ねの健康遊具を２基設置する計画で

ございます。 

 次に、その他の公園にも健康遊具を設置でき

ないかとのことでございますが、昨年度、公園

遊具の長寿命化計画を作成しましたが、調査の

中で、現在の安全基準に適合しない遊具がある

との報告を受けております。このようなことか

ら、当面は遊具を使う子供たちの安全を優先し、

遊具の安全対策を図ると共に、長寿命化計画に

基づき整備してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  新原議員のご質

問でございます、旧フェリー跡地の契約解除に

あたり、違約金は発生したのかにつきまして、

お答えさせていただきます。 

 新庁舎建設予定地となっております旧フェ

リー跡地につきましては、土地所有者である垂

水市土地開発公社と購入相手方との間で平成25

年６月に売買契約と売買に関する覚書が締結さ

れ、契約に基づき支払いが行われておりました。

そうした中、平成29年２月に垂水市から垂水市

土地開発公社に対し、旧フェリー跡地が新庁舎

建設の候補地となったことを説明し、購入相手

方へ代金のお支払いの一時猶予をお願いしたと

ころでございます。その後、平成30年３月に垂

水市新庁舎建設基本計画が決定されたことから、

同年７月末に垂水市土地開発公社と購入相手方

と契約解除について合意されたため、売買契約

合意解除契約書を締結しております。 

 議員ご質問の違約金の支払いはなく、手付金

と元利金のみを返還させていただく内容で契約

解除書が締結されたと垂水市土地開発公社から

報告を受けております。 

 以上でございます。 

○総務課長（角野 毅）  新原議員の市職員の

リーダー育成研修についてのご質問にお答えを

いたします。 

 まず、本市の職員研修につきましては、垂水

市職員研修規程第２条において、職員が資質を

向上し、職務に必要な知識及び技能を習得させ

るために研修を行うことと定めております。特

に近年は地方分権の一層の推進による地方公共

団体の役割の増大、市民ニーズの高度化、多様

化、厳しい財政状況や財政改革プランなどによ

る職員数の減少を背景に、昨今は個々の職員に

困難な課題を解決する能力と高い業績を上げる

ことが従来以上に求められてきており、限られ

た職員数で最大限の行政効果が発揮できるよう、

職員個々の能力及び業績の向上を図ることを目

的に研修を実施しております。 

 本市での職員研修の内容は、職場外研修とし

て鹿児島県自治研修センターでの職責ごとの研

修や職務に必要な専門的知識・技能を習得させ

るための専門研修を実施し、また、職場内研修

として個人情報保護のための情報セキュリテ

ィー研修や、最近は人事評価研修などを実施し

て、職員のスキルアップに努めてきております。 

 議員からの今回の提案につきましては、市政

繁栄に携わる職員のスキルアップのための提案

であると認識しており、感謝申し上げます。

我々も職員の資質向上のための研修については

重要なことだと考えておりますので、職員のス

キルアップになるような研修に関する情報収集

については、積極的に行うと共に、職員への情

報提供に努め、職員個々の能力向上に努めてま

いります。 

○新原 勇議員  それでは、順を追って一問一

答方式で２回目の質問を行います。よろしくお

願いします。 

 プレミアム商品券発行補助事業について、対

象人数はどのくらいいらっしゃいますか。 

○企画政策課長（二川隆志）  新原議員お尋ね

の対象者数につきましてお答えさせていただき

ます。 

 まず、低所得者につきましては、令和元年度
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の住民税の賦課が確定しておりませんので、平

成30年度の住民税非課税者を参考に8,900人で

予算を積算しております。なお、非課税者の被

扶養状況が現時点では不明であるため、対象者

は減るものと見込んでおります。 

 次に、子育て世帯主につきましては、平成31

年３月末の３歳未満児の人数を参考に240人を

見込んでおります。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  低所得者がまだ確定していな

いということですが、応募期間までには、その

方がわかり、その人たちにも直接、申請書を送

るということでよろしいですか。低所得者数が

今、決まっていないということで、確定したら、

その人たちに直接送るということでよろしいで

すか。 

○企画政策課長（二川隆志）  低所得者の方々

につきましては、その通知から送るのではなく

て、申請をしていただくという形になります。 

○新原 勇議員  通知をして申請するわけです

よね。今、30年度がまだ確定していないという

ことだったので、確定した時点で通知をすると

いうことでよろしいですか。 

○企画政策課長（二川隆志）  低所得者の方々

につきましては、大体、この方々が対象になり

ますよという告知はいたしますけれども、通知

書はお送りいたしません。あくまでも通知書を

お送りするのは子育て世帯の方々になります。 

○新原 勇議員  では、この低所得者と低所得

者じゃないというのは、みんな市役所に行って、

通知をして、じゃあ私は違うというのがわかる

ということですか。 

○企画政策課長（二川隆志）  それにつきまし

ては、福祉課のほうで確認していただく形にな

ります。 

○新原 勇議員  低所得者の方は、癩癩癩癩方

が多いと思いますが、その方々にはどういう販

売をされる予定でありますか。 

○企画政策課長（二川隆志）  ただいまのご質

問についてお答えさせていただきます。 

 販売につきましては、商工会の窓口以外に期

日を定めて、新城地区公民館及び牛根地区公民

館で販売するよう、商工会と協議を進めている

ところでございます。 

 また、低所得者の購入引換券交付申請につき

ましては、本庁の申請受付期間と合わせまして、

新城支所及び牛根支所でも受付を行う予定でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  その販売というのは１回限り

なんですか。新城とか、牛根とか、そういう販

売について。 

○企画政策課長（二川隆志）  販売回数につい

ては、まだ協議を、今行っているところでござ

います。 

○新原 勇議員  対象者が直接通知書を持って

来なくて、新城で売られる、牛根で売られると

いうことで、直接、本人が来られた場合は、ど

のような対処方法を取られる予定ですか。 

○企画政策課長（二川隆志）  今、個々の事務

対応につきましては、協議中でございます。 

○新原 勇議員  今回、この補助事業について

は、大変、大きな金額が組んであります。でも、

組んであっても、低所得者、子育て世帯の方は

車があるからいいと思うんですけれども、低所

得者の方々は、今、いろんな事件とか、そうい

うのを気にされて、全くはがきも見ない。そし

て、こういうのが来ても関心がないということ

で、プレミアム商品券が発行が出ないことには、

やはり我々商工業者の方も売上げにもつながら

ないことですし、また、所得者の方にも25％と

いう大変にいいプレミアム率のことがあります

けれども、この方々に問い合わせをしても来な

いという方にどんなふうに発信をしていく考え

でありますか。 

○企画政策課長（二川隆志）  新原議員お尋ね
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の周知、広報の方法についてお答えさせていた

だきます。 

 先般、広報誌５月号に事業実施についてのお

知らせを掲載させていただいたところでござい

ます。今後も、広報誌７月号から申請開始、販

売開始とのタイミングで適宜、掲載する予定で

ございます。そのほか、７月を目途にチラシの

全戸配布、市の公式ホームページへの掲載、コ

ミュニティーＦＭでの割込み放送、関係機関及

び取扱店でのポスター掲示等を実施し、対象と

なる多くの方に購入し、使用していただくため

に周知を図ってまいりたいと考えるところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  周知のほうをよろしくお願い

いたします。また、ホームページなど、低所得

者の方が見るとは限らないので、郵便局とか、

年金をもらう場所にポスターとか、そういうの

を貼られて、消費拡大に、どうかよろしくお願

いいたします。 

 次に、垂水高校についてですが、垂水高校に

ついて、バスの通学補助等、父兄の方々からは

大変好評であると、よく耳にしております。そ

れと、垂水高校の存続のために、民間のあしな

が100人委員会からも入学者に対して祝い金を

差し上げ、垂水高校を応援しています。しかし、

垂水高校の教室にはエアコンが設置されていま

せん。平成31年第１回定例会で篠原議長が質問

されていますが、その後、どういう取組みにな

りましたか、お聞かせください。 

○教育総務課長（紺屋昭男）  新原議員のご質

問でございます、平成31年第１回定例会でご質

問がありました、垂水高校のエアコン設置につ

いてのその後の対応でございますが、垂水高校

の施設につきましては、議員ご承知のとおり、

県が所管していることから、本市議会で垂水高

校のエアコン設置についての要望を含めた一般

質問があったことを県教育庁、学校施設課へお

伝えし、再度確認しましたところ、第１回定例

会の答弁でもお答えしましたが、県立高校のエ

アコンの設置方針としては、普通教室について

は設置しないとのことでございました。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  確かに、県のホームページに

平成27年の12月で普通教室の空調に対しては、

同窓会が自発的に設置し、維持管理に必要な経

費等は一切を負担して設置されているというこ

とで書いてあります。そして、県下60校の中に

エアコンの設置がないところが20校でございま

す。このまま放置して、果たしていいんでしょ

うかと思っております。５月にも北海道で39.5

度と異常気象がありました。ここ二、三年、鹿

児島にも非常に暑い夏が来ています。去年、そ

の前、子供たち、先生の体調もとても心配され

ますが、このような中、今年はどうするのか。

お聞かせください。 

○教育総務課長（紺屋昭男）  新原議員のご質

問でございます、今年の夏の垂水高校の対応に

つきましてお答えいたします。 

 垂水高校に、今年の夏の対応等について確認

しましたところ、エアコンが設置してある特別

教室などの利用や教室内の温度を下げるための

ミスト機能つき扇風機の導入の検討、熱中症対

策として授業中の水分補給などによるきめ細や

かな対応を行っていく考えであるとのことでご

ざいました。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  この暑い中、エアコンのない

中で今からも勉強すると。市長、どう思われま

すか。 

○市長（尾脇雅弥）  垂水高校の問題に関しま

しては、私が初めて市長に当選をさせていただ

いた直後からの問題でありまして、そのときに

は統廃合も含めて、あり方検討委員会というの

がございました。垂水高校が一番厳しい状況で

ございましたので、皆さんと一緒に、どうして
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存続をしていくかということから始まったわけ

です。結論としては、地域に貢献し、支えられ

る学校ということで、先ほど担当課長が申し上

げたような、様々な手立てを講じて、官民一体

となって盛り上げて協力をいただいているわけ

です。実際に、子供たちも人口減少社会の中に

あって、一生懸命頑張っておられると。中身に

関してはできることはやっていけていると思い

ますけれども、あくまでも主体は県ということ

でありますので、本来であれば県が設置してや

るべきだというのが筋だと思います。とはいう

ものの、なかなか県も財政難の問題があります

から、じゃあどうするのかなという話になりま

す。どこまで、どういう形で関与するかという

課題はありますけれども、昨年なんかも大変暑

い中で勉強していくというのには問題がありま

すので、当面の課題の対策としては、先ほど担

当課長が申し上げたようなことでありますけど、

今後、やはり同じような、とても勉強ができる

ような環境ではないという状況が続く可能性が

ありますので、このことは県ともしっかりと協

議をして、我々として何ができるかと。垂水高

校の問題というのは中学生の出口の問題だけで

はなくて、200数名の先生も含めていらっしゃ

いますから、ある意味、役所に次いで大きなと

ころでありますので、まちの存続にも直結いた

しますので、しっかりと考えていきたいという

ふうに思います。 

○新原 勇議員  今回、垂水高校は鹿児島応援

基金ということで、募集に手を挙げられており

ます。これは、ふるさと納税基金と同じで、鹿

児島県に寄附をしてくださいと。その中で垂水

高校がそこにクーラー設置とか要望があって、

鹿児島県に応援の寄附をする方に対して、その

中で垂水高校にお願いしますということでない

と寄附をもらえないということで、もし、寄附

を１万円して、１万円を垂水高校にお願いしま

すと言っても、その中の5,000円しか垂水高校

には入らずに、残りの5,000円は人材育成のた

めに大学の入学時の奨学金などに活用させてい

ただきますということになっております。だか

ら、垂水市のふるさと納税のほうは、その分は

垂水市に入りますけれども、この場合は、垂水

高校にお願いしますと言っても半分しか入らな

いために、じゃあそれで、来年、クーラーが買

えるかというと、多分、そうではないと思いま

す。だから、ぜひとも、それを踏まえて、垂水

のふるさと基金と県の応援基金と併せて検討協

議してもらって、どうしても垂水高校の生徒た

ちに環境のいいところで勉強してもらいたいと

思う。それがやはり垂水高校の存続の問題とな

ると思います。 

 同じぐらいのという言い方は語弊があります

けれども、２つ高校があって、一つはエアコン

が効く、一つはエアコンが効かないと思えば、

それはエアコンの効くほうにみんな行きますの

で、それを踏まえて、やはり市としても、県は

垂水市がつけてくれると思えば、喜んで、さあ

どうぞどうぞと言うのは当たり前でございます

が、県も、この回答書を見れば、県はエアコン

はつけませんよというような感じですので、ぜ

ひ、併用でお願いしたいと思います。 

 また、今回、リースのスポットクーラーなん

かも考えて、併用で予算として考えてもらえれ

ば助かりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（篠原則）  要望ですか。 

○新原 勇議員  はい、要望です。 

 次に、垂水中央運動公園の改修事業について

ですが、健康遊具についてですが、ほかの公園

でもベンチタイプでもいいので、導入してもら

いたい。現在、垂水市民の方は健康意識が高い

方が多いので、ウォーキングされる方がたくさ

んいらっしゃいます。ベンチ１つあって利用さ

れるだけでも、公園に子供たちが遊んでいても

見守りになるし、犯罪抑止にもつながります。

そして、中高年の健康づくりや老化防止にも役
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立ち、健康プロジェクトにも力を入れている垂

水市としては、このような取組みを積極的に取

り入れていただきたいが、いかが思いますか。 

 また、健康遊具を使った体操教室セミナーな

ど、開催があれば、ますます健康づくりに精進

され、病院などに行く回数も減るはずです。健

康長寿命活動にいかがですか。 

○土木課長（東 弘幸）  遊具につきましての

回答でよろしいですか。新原議員がおっしゃい

ますように、市内におきましては、散歩、ウ

ォーキングをされる方々が、特に中央地区では

多ございまして、昨年オープンしました垂水ス

ポーツランド内でのウォーキング、あとはまた、

周辺での、周辺といいますのは運動公園内の周

りを歩かれる方がいらっしゃいます。というこ

とで、今回、整備の内容も、ちょうど児童広場

内も散歩コースとしまして、芝が、歩かれると

ころがないというような状況で、歩かれる方も

多いんだなという推測のもと、ゴムチップを張

るように計画しております。 

 さらに、先ほども申しましたとおり、その児

童広場内にも２基設置するような計画でしてお

りますので、まずは、その他の公園につきまし

ては、子供たちの安全を優先しまして、さらに

設置をしてほしいという要望が強い公園につき

まして、その後検討ができるのではないだろう

かと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  ありがとうございました。ベ

ンチを新しくつくるにしても、健康遊具のベン

チを１つ置いてもらうだけでも大変助かると思

います。 

 市木原田線の市道については、梅木議員と質

問が同じですので、関係者に情報提供を促すと

いうことで、割愛させていただきますが、市木

については８年から10年ということですので、

割愛させていただきます。 

 次に、旧フェリー跡地についてでございます

が、新庁舎建設について、ボーリング調査の結

果が、この前もまだということでしたけれども、

結果報告はいつぐらいになる予定でございます

か。 

○企画政策課長（二川隆志）  新原議員のご質

問でございます、ボーリング調査の結果報告に

ついてお答えさせていただきます。 

 今回の地質調査は、庁舎建物の耐震工法を柱

頭免震としていることから、建築確認申請に国

土交通大臣が指定する機関が性能評価を行う、

いわゆる大臣認定が必要でありますことから、

この大臣認定の手続に必要な調査となります。

調査内容でございますが、通常行われるボーリ

ング調査についても、地質の傾斜を確認するた

め、３箇所実施し、地盤中の縦波、横波の伝わ

る速度を計測するＰＳ検層や地層の密度を測定

する密度検層などのデータ収集、解析作業とな

っております。 

 現在の状況を設計事業者に確認したところ、

現地でのボーリング調査やＰＳ検層等の調査、

そして室内で行う土の粒子の大きさ、比重、含

水量等の現地の土の性質及び状態を把握するた

めの土質試験が終了し、現在、液状化判定や模

擬地震波作成等の解析作業が行われているとの

ことでございます。 

 ご質問の結果報告につきましては、この解析

作業に基づく地盤改良工法及び建物の基礎構造

についての検討後になりますが、設計事業者か

らは７月中の提出を予定していると報告があっ

たところでございます。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  ありがとうございます。基本

設計の一番大事な部分と思いますので、この部

分がないと、大体の設計の予算とか、そういう

のができないと思っております。 

 次に、先ほどから出ておりますけれども、根

強い市民の不安、安心・安全は今、車座座談会

でありますけれども、こういうことを続けて払
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拭できると思いますか。 

○企画政策課長（二川隆志）  新原議員のご質

問でございます、根強い市民の不安や安心・安

全は払拭できるかについて、お答えさせていた

だきます。 

 現在、取り組んでおります車座座談会では、

先ほど川越議員のご質問にお答えしましたとお

り、全ての会場で説明を聞いて疑問点が解消さ

れたとの成果がありますことから、今後も粘り

強く、車座座談会を開催して、少しでも市民の

皆様の不安を払拭できるように努めてまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  ありがとうございます。車座

座談会で、市側が、ある程度、市民も納得した

し、これでいいかとなったときに、やはり根強

い反対の方は、もう幾ら説明をしても反対に根

強いのは根強いと思います。では、そのときに

住民投票で現在地がいいか、旧フェリー跡地が

いいかというのは住民投票で市民に問うたらい

かがかと思うんですけれども、そういう予定は

ありますか。 

○企画政策課長（二川隆志）  現在の状況では、

たらればの話になりますので、そういった動き

がありましたら、そのときに応じて、事務も

粛々と進めていかなければならないというふう

に思っております。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  今、埼玉県蕨市のようにコン

パクトな庁舎を目指さないかとありますけれど

も、同じく、この蕨市も庁舎建設をしておりま

す。ここは人口は７万人、職員が274人で、非

常勤を合わせて320人ほどです。垂水が250人。

そして、ここの敷地面積は370平米でございま

す。そして垂水は300平米。コンパクトな庁舎

建設に取り組み、総務省の計算では、この蕨市

は8,400を6,500平米にしております。垂水市は

5,800平米。 

 今回、設計も意見を取りやすい従来方式です

ので、もっとコンパクトにできるはずです。

我々だって家をつくるとき、モデルハウスを見

ていいなと思い、いざつくると思うと、ここは

いらないとか、10帖を６帖にしてほしいとか、

オープンキッチンをもう少し小さくしてとか、

身の丈に合ったつくりになっていくものです。

できるまちはできています。垂水も模範となる

ような市庁舎づくりをしようと思いませんか。

そのことについてどう思われますか。 

○企画政策課長（二川隆志）  新原議員のご質

問でございます、埼玉県蕨市のようにコンパク

トな庁舎を目指さないのかにつきまして、お答

えさせていただきます。 

 埼玉県蕨市は面積は５平方キロメートルと非

常に小さいまちでございますが、人口は７万

5,000人の都市化したまちでございます。蕨市

の庁舎は竣工後55年を経過しており、本年３月

に新庁舎基本構想、基本計画を策定したところ

でございます。 

 議員ご指摘のとおり、庁舎基本計画の基本方

針の一つに、コンパクトな庁舎を定めており、

新庁舎の延床面積の必要規模算定において、コ

ンパクト化率を設定し、面積の削減目標を掲げ

ているようでございます。このコンパクト化の

背景には、蕨市の面積が本市の162平方キロ

メートルと比較して非常に狭い自治体であるこ

とから、上位計画の将来ビジョンにコンパクト

シティ蕨を掲げ、限られた土地を有効利用して

いくという理念に基づくものと推察されます。 

 本市の庁舎建設基本計画における延床面積で

ございますが、一般的にどの自治体も採用して

いる総務省起債許可標準面積基準を参考にしな

がら、上限値の目安を6,000平方メートルとし

ているところでございます。今後、基本設計業

務において、市民の皆様の声を聞きながら、必

要な機能の面積が確保された延床面積を決める

こととなりますが、基本計画にも明記してある
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とおり、効率的、効果的なレイアウトとするな

ど、面積の縮減に努めておりますことから、結

果的にコンパクトな庁舎と言えるようにしてい

きたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  コンパクトな庁舎をぜひよろ

しくお願いいたします。なぜかというと、平米

50万ぐらいといえば、100減ればそれだけ減る

わけですので。 

 先ほどの質問で、市民の方からいろんな要望

があって、いろんなものに対して組み入れてい

ると言われていますけれども、必要であるもの、

必要でないもの、庁舎でございます。最初の案

では図書室がほしいとか、カフェがほしいとか、

そういうのがありましたけれども、わざわざ庁

舎に来て本を読むんだったら図書館に行って本

を読んでほしいとか、そういうのもありますの

で、無駄なところは省いて、できるだけ使いや

すい、そしてあまりにも大きくならない、コン

パクトな庁舎を希望しますので、よろしくお願

いいたします。 

 最後ですけれども、市職員のリーダーの育成

研修についてですが、市職員のリーダー研修に

ついては、夏祭りとか瀬戸口藤吉翁コンクール

とか、夏の草刈りボランティア活動に一生懸命

取り組んでいる姿には私も感銘しております。

あと、強いて言うならば、庁舎内で元気を出し

てほしいです。笑顔とあいさつで。以上です。

質問を終わりたいと思います。ありがとうござ

いました。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 次は２時10分から再開いたします。 

     午後１時56分休憩 

 

     午後２時10分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、９番、持留良一議員の質疑及び質問を

許可いたします。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  それでは、質問に入っていき

ます。最初の質問は、市長の政治姿勢のあり方

という点で２点質問をいたします。 

 最初は住民投票について質問いたします。私

は大事なことは住民の参加で、そして主権者自

ら意思を表明する機会を保障するというのが、

今日の地方自治、住民自治の到達点だと確信を

しています。そのことは、垂水市の行革大綱に

も改革の柱、市民参加の推進で方策が示されて

います。そこで住民投票は一般的に投票という

手段により直接住民の意思を確認する仕組みで

あり、政治の主権者は住民であり、その住民自

らの意思を直接表明する機会を、より多く持つ

ということによって、かえって自治体の政治を

活性化し、市長と議会の責務をますます増すこ

とになると言われています。住民投票について

の見解を伺います。 

 次に、新庁舎の位置の問題及び手続論につい

て整理する視点で質問をいたします。１点目は

地方自治法第４条１項、２項との関係と法が求

めていることをどのように理解され、取組みを

市民に説明されてきたのか伺います。 

 ２点目は３項の関係で、前回の質問の回答は

建設の財源の見通しも立たない時期に制定をす

るのは適当でないと、現段階では提案しないと

いうものでした。しかし、車座座談会等での説

明会では、先ほど、参加者に財源の見通し等も

説明されているはずです。私の見解は、条例案

を阻む壁はないのではないかと考えます。であ

れば、早期に事務所の位置等に関する条例案を

提出するのが本来の考え方だと思いますが、市

長の見解を求めます。 

 次に、森林経営管理法の影響と対策及び林業

活性化へ向けての質問です。森林経営管理法の

運用が始まります。この法は森林所有者に主伐
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等を行う義務を課し、さらに市町村が森林所有

者に意向調査を行い、主伐の意向がないなど、

森林経営の意欲がないと見なされ、所有者の同

意がなくても、一定の手続を経て市町村が当該

私有林の管理権を設定することを可能にするも

ので、森林所有者の財産権を侵害する仕組みを

持っていると言わざるを得ません。さらに、市

は伐採のための森林集積計画をつくり、儲かる

森林は規模拡大の意欲がある事業体に再委託し、

儲からないところは市に責任を負わせる仕組み

になっています。これでは森林を維持し、循環

させることで発揮される公益的機能や林業の活

性化につながるとは思えません。本市の林務行

政のあり方が問われています。そこで、以下の

３点について質問いたします。 

 １点目は、森林管理法の問題点の認識につい

て、所有者の権利侵害にならないか。森林を荒

廃させかねない問題はないか。自治体の責務と

負担はどうなるか。国は地域林政アドバイザー

を嘱託職員で配置との方針であるが、専門職員

の検討及び配置はどのように考えているか、お

聞かせください。 

 ２点目、森林の環境保全や水源機能など、公

益的な役割が発揮できるように、持続可能な林

業への考え方、政策はあるのか伺います。施政

方針では豊かな自然の恵みを次世代へ受け継ぐ

まちというふうにもうたわれています。 

 ３点目、伐採及び伐採後の対応と森林再造林

へ管理及び責任のあり方について。 

 一つ、盗伐、違法伐採はあるか。 

 ２点目、曽於市は厳格な伐採届を作成し、問

題に対応しようとしていますが、本市との違い

と今後のあり方、さらに市の責任が問われてい

ると考えますが、どのように検討しているのか

伺います。 

 次に、地方公務員法及び自治法の一部改正に

関する要求と臨時非正規職員の処遇改善につい

て、法改正の付帯決議の履行と法改正の趣旨で

ある適正な勤務条件の確保に基づいて処遇改善

という点を踏まえて、どのように取り組まれた

か質問をいたします。 

 2000年以降、多くの自治体が用いてきた正規

から臨時、非正規への位置替えという苦肉の策

は、もはや限界に来ているというのは垂水市の

実態からも明らかだと思います。さらに、総務

省の調査や改正案の策定を通じて、臨時非常勤

職員制度の運用に関する市の考え方が明らかに

されたことは重要です。だからこそ、正規職員

の増員、今いる非正規職員の追加と併せて、現

行の臨時非常勤職員の待遇改善は必要不可欠に

なっています。このことは、地方公務員の任用

と勤務条件のあり方が、住民が地域で暮らし続

けるために必要不可欠なサービスをきちんと担

えるものになっていなければならないからであ

ります。そこで、以下の点を質問いたします。 

 １つは、臨時非正規職員の実態調査は当該職

員が実際担っている職務を正確に把握できる調

査になったか。臨時非正規職員の仕事の多くは、

本来は正規が担う仕事であります。正規職員へ

の活用や検討はどのようにされたか伺います。 

 ２点目は非正規職員の任用替えをきっかけと

した雇い止めや労働条件の引下げを行わないこ

と。 

 そして３番目には法改正の趣旨に基づいて、

非正規職員の育児・介護休業等の周知徹底。も

し、条例化されていなければ条例化。また、臨

時職員の育休や病休など、休暇等の制度化の検

討はどうなっているのか。 

 ４点目、空白期間問題は国も再度の任用に空

白の設定を設ける根拠はないと説明をしていま

す。どのように対応してきたのか。学校給食セ

ンターの調理員、今までは私の認識では８月が

一部空白になるということを認識していますけ

れども、これはどのように身分保障がされて、

どのように対応していくか、お考えをお聞かせ

ください。 
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 ５番目に、フルタイム、会計年度任用職員制

度の移行により、新たな財源の確保が必要と考

えますが、見解をお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 最後の質問は、災害に強い都市基盤の整備、

総合計画で防災、犯罪、消防力の充実、目指す

姿で災害に強い垂水市づくりと安心して日常生

活を送ることができますとありますが、課題と

対応、対策について質問をいたします。災害に

備えた安心安全の自治体地域づくりの視点です。

危険箇所の把握と防災・減災の取組みは十分な

のか伺います。 

 ２点目、田上地域への問題の対応について。

市長は前回の質問で、必要に応じて新たにつく

るということも大事であり、その視線を踏まえ

て検討したいと回答されました。総合計画の目

指す姿に、どう接近していくのか。住民の安全

を確保するためにも、責任が問われているので

はないかと考えます。どのように調査、検討さ

れたのか伺います。 

 ３点目は、被災者生活再編支援に向けて、支

援策の検討、充実ということを質問いたします。

半壊、一部破損、床上浸水、また床下浸水への

独自の支援の検討が、私はいよいよ喫緊の課題

になっていると考えます。被災者再建支援法が

適用された場合でも、全国の災害での特徴は、

長期にわたって応急仮設住宅など厳しい生活を

強いられている現状が災害後あります。原因の

一つとして、自力だけでは住宅再建ができない

ということにあるのは、これはもう明瞭であり

ます。 

 災害被災者支援と災害対策改善を求める全国

連絡会は政府交渉をして、国の責任で災害復興

と被災者再建支援制度の拡充を要求し、このよ

うに言っています。自分たちで再建しろという

のは無理難題。住宅再建の支援金があれば、増

えれば、再建の意欲が湧く。再建が進めば、ま

ちも再生をすると訴えています。国も県も対応

が求められていますが、様々な災害の多い本市

としても独自の支援策を創設して、災害復興の

土台を整えていく必要があると考えますが、見

解を改めて伺いたいと思います。 

 不十分な点については再質問を行っていきま

す。 

○市長（尾脇雅弥）  持留議員のご質問の住民

投票についての考え方についてお答えをいたし

ます。住民投票は憲法及び法律に基づくものと

条例に基づくものがございますが、持留議員が

おっしゃる条例に基づく住民投票についての考

え方をお答えいたします。 

 現行の地方自治制度は地方公共団体を自治権

の行使主体として位置づけると共に、具体的に

地方公共団体の自治権の行使方法について、当

該地方公共団体の住民の直接選挙によって選挙

された首長または議会の議員が意思決定をし、

執行するという間接民主主義の方法をとってい

ます。しかしながら、この間接民主主義は住民

意思の反映という観点から見た場合、直接民主

主義に比べ、徹底を欠く面があることは否めず、

この欠点を補うために自治法は特定の事項また

は特定のケースについて当該地方公共団体の意

思決定及びその執行について、住民が提案し、

または意思決定するという直接参政制度を設け

ており、その一つに直接請求制度があります。 

 条例に基づく住民投票には、住民の直接請求

または議員や市長の発議により住民投票を規定

した条例案が提出され、議会の議決を経て、当

該条例が制定された場合に行われると認識をし

ております。 

 現行制度における直接請求制度は住民に条例

の発案権を認めたものであり、住民投票によっ

て是非を問う事案については、広く市民の意思

を確認する手段の一つであると考えております。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  持留議員のご質

問でございます、地方自治法第４条第１項と２
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項の関係と法が求めていることをどのように理

解し、対応してきたかについてお答えさせてい

ただきます。 

 地方自治法第４条第１項は地方公共団体はそ

の事務所の位置を定め、またはこれを変更しよ

うとするときは条例でこれを定めなければなら

ない。第２項は前項の事務所の位置を定め、こ

れを変更するにあたっては、住民の利用に最も

便利であるように交通の事情、他の官公署との

関係等についても適当な配慮を払わなければな

らないと規定されております。 

 新庁舎建設は平成24年２月に庁内の検討組織

である垂水市庁舎建設検討委員会を設置し、新

庁舎建設の必要性、新庁舎建設の基本的な考え

方、求められる機能、規模、庁舎位置の検討、

概算事業費及び財源の試算、新庁舎建設の事業

手法、建設スケジュール及び推進体制について

協議を重ね、平成29年３月に検討報告書を取り

まとめました。 

 法が求めていることを、どう理解しているか

でございますが、まず、事務所の位置を定める

または変更する場合には、条例によらなければ

ならないということ。次に、事務所の位置は住

民の利用に最も便利であるように交通の事情や

他の官公署等の関係等について、十分に検討す

ることの２点であろうと思っております。 

 このため、事務所の位置を定める条例につい

ては、議案として上程し、ご審議していただく

必要があり、また、事務所の位置の検討につい

ては、庁内で取りまとめた検討報告書にも記載

してありますとおり、庁舎の位置の決定は将来

にわたり市街地の形成に影響を及ぼすことも考

えられますことから、様々な角度からの検討と

住民や専門家等による検討組織を設置し、具体

的な検討を進めながら候補地を選定していく必

要があるとしております。 

 検討項目としては４点ほど設定をしておりま

して、１つ目の市民の利便性については、市民

の利用を主な目的とする施設であることから、

他の公共施設との位置関係や交通アクセス等の

利便性について検討すること。 

 ２つ目は、計画の経済性と実現性で、庁舎建

設にあたり発生する費用と本市の財政状況との

バランスや建設スケジュールとの関係について

検討すること。 

 ３つ目は、防災拠点。安全性で、庁舎には防

災拠点としての機能が必要であるため、災害時

の安全性や災害対策本部としての活動容易性等

について検討すること。 

 ４つ目はまちづくりとの整合性で、庁舎は地

域の中核となる施設であると共に、これまでの

まちづくりの形成過程や周辺地域への配慮が必

要であるため、地域経済への貢献、今後のまち

づくりの方向性との整合性等について検討する

こととしたところでございます。 

 実際にどう対応したかでございますけれども、

基本構想でお示ししました３箇所の建設候補地

全てに対して、先ほどご説明した検討項目全て

を庁内検討委員会による内部評価と、市民の代

表や学識経験者等で組織する外部委員会による

外部評価を行いまして、最終的に法が求めてい

る事務所としてどこが一番ふさわしいのかを新

庁舎建設基本計画として取りまとめ、経営会議

で決定させていただいたものでございます。 

 以上でございます。 

 財源の見通しも立たない時期に制定すること

は適当でない。説明会等では財源の見通しは説

明している。もう阻む壁はない。早期に条例案

を提出するのが市民への責務であるについてお

答えさせていただきます。 

 財源の見通しについては、これまでお答えし

ているとおり、財源である起債計画に変更が生

じることが予想されますことから、現時点では

条例の上程時期としては適切でないと考えてお

ります。 

 また、条例制定の段階では、位置だけでなく、
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事業費、財源、規模、機能といった情報が基本

設計レベルまで整理し、説明できるようにして

おく必要があると考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○農林課長（楠木雅己）  持留議員のご質問で

ございます、林業の活性化についてお答えいた

します。 

 まず、森林経営管理法の問題点の認識につい

てでございますが、所有者の権利侵害にならな

いかとのご質問につきましては、森林所有者が

不同意の場合の手続の特例は、森林の経営管理

が行われていないにもかかわらず、森林所有者

の意思表示がない場合など、森林の多面的機能

発揮を行うために、やむを得ず、市町村に経営

管理権を設定しなければならないときに措置す

るものでございまして、正式な手続を踏まえて

行うこととされており、権利侵害とまでは認識

いたしておりません。 

 次に、森林を荒廃させかねない問題はないか

についてでございますが、再委託する林業経営

体が伐採後の植林に要する経費を留保し、所有

者へ利益の配分を行うこととされており、森林

の更新はなされるものと考えております。 

 次に、自治体の責務と負担は、でございます

が、森林の有する公益的機能を持続するために、

市町村の責任は大きいものがあると考えており

ます。今後、県森林組合連合会へ相談し、嘱託

等での専門員の確保に努めてまいりたいと考え

ております。 

 次の２問目の持続可能な林業の考え方、政策

はあるのかにつきましては、現在、民間の人工

林につきましては、市町村森林整備計画に基づ

き、所有者において補助事業を取り入れ、下刈

り、除間伐等を実施していただいております。

伐採後は環境保全や水源機能など、公益的機能

が発揮できるよう、再造林を指導し、各種下刈

り、除間伐等の補助事業を活用いただき、持続

可能な施策に取り組んでおり、今後も引き続き

実施してまいりたいと考えております。 

 次に、３問目の伐採及び伐採後の対応と植林、

再造林への管理及び責任のあり方についてでご

ざいますが、近年、本市において盗伐の報告は

ございませんが、違法伐採につきましては、所

有者本人が以前、届出を怠った伐採の報告がご

ざいます。その際は、てん末書を提出させてい

ただいております。 

 また、曽於市は盗伐、違法伐採がないように、

厳格な伐採届を、この４月から施行しておりま

すが、本市におきましては、県の示しておりま

すマニュアルに基づき実施しております。その

違いは、本市が伐採地のわかる書類、土地所有

者が確認できる書類、土地所有者、伐採者等の

住所が確認できる書類を必要に応じて提出を求

めているのに対しまして、曽於市では必須とな

っている点でございます。このような厳格な審

査によって、責任の担保、盗伐等の防止につな

がっていくものと思われますので、今後、大隅

管内で統一した取扱いとなりますよう協議して

まいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○総務課長（角野 毅）  持留議員のご質問で

ございます、非正規職員の地位、処遇改善につ

きましてお答えをいたします。 

 自治体で働く臨時・非常勤等職員は総務省調

査によれば64万3,000人となっており、常勤職

員と共に基幹的、恒常的な業務に従事しており、

今や臨時・非常勤等職員なくして公共サービス

が提供できない状況になっております。そのよ

うな中、働き方改革関連法案等により公務員に

おいても会計年度任用職員制度が新たに創設さ

れ、令和２年４月１日から施行されることとな

っております。 

 議員ご質問の臨時・非正規職員の実態調査に

つきましては、総務省の実態調査以外に、本市

独自調査を行った結果、調査時点での状況につ
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きまして、ある程度、把握できたものと考えて

おります。また、先ほども述べましたが、本市

においても、臨時・非常勤職員は専門的な知識、

技能、または経験を必要とする業務や事務補助

をはじめ、技術補助、看護師、給食調理員など、

多岐にわたる業務を担っており、現状において

本市の行政運営においても重要な担い手となっ

ておりますことも再確認できたものと考えてお

ります。 

 しかしながら、議員が申されるとおり、その

業務を正規職員が担うとなれば、職員数を増や

す必要があることから、職員定数の問題も発生

いたします。また、現在の臨時職員などを正規

職員へ任用することは、本市の採用試験による

任用制度の原則を阻害する恐れが大きいことか

らも、課題の検討、解決を進めてまいりたいと

考えているところでございます。 

 次に、雇い止めや適正な勤務条件の確保につ

いてでございますが、会計年度任用職員制度に

よる職員は、地方公務員法上、正規職員と同様

の規定が適用されますことから、今後は、ある

程度、責任のある業務を任されることを考えま

すと、給与水準や労働条件等につきましては、

現状を下回るような制度設計は想定しておりま

せん。また、会計年度任用職員制度自体を起因

とする雇い止めも想定しておりません。 

 次に、法改正の趣旨に基づく育休や病休、育

児介護休暇などの制度化については、国の基準

を準拠し、会計年度任用職員制度を整備する予

定といたしております。 

 続きまして、いわゆる空白期間という問題へ

の対応でございますが、新地方公務員法では、

任期についても職務の遂行に必要かつ十分な任

期を定めるものなどとする配慮義務に係る規定

が設けられております。本市におきましても、

議員ご質問の給食センターをはじめ、現在のと

ころ不適切な空白期間は該当がないと認識して

おります。 

 なお、会計年度任用職員の任期の設定につき

ましては、本市では原則一会計年度を想定して

いるところでございます。また、処遇、身分等

につきましても、先ほど述べましたとおり、国

の基準を準拠し、整備予定としております。 

 最後に、会計年度任用職員制度移行に伴う財

源確保問題でございますが、財政当局と協議し、

必要な財源については確保するよう協議してい

く予定となっております。 

 以上でございます。 

○土木課長（東 弘幸）  危険箇所の把握と防

災・減災への取組みにつきましてお答えいたし

ます。 

 土木課では出水期を前に、河川の点検や豪雨

時の災害調査や道路の定期点検を実施しており、

危険箇所の把握に努めております。平成28年発

生の台風16号災害におきましても、災害関連急

傾斜崩壊対策事業を県が３箇所、市も３箇所実

施いたしました。さらに、上之宮や新光寺、内

ノ野などの水之上地区の通常砂防事業や災害関

連で牛根地区の砂防施設の改良や砂防堰堤に堆

積した流木や土砂の撤去など、県におきまして

も実施していただいておりますことも、防災・

減災につながるものと考えております。 

 災害の多い本市におきましては、多くの箇所

を急傾斜事業や砂防事業を実施していただいて

おりますが、まだまだ危険箇所も多く、事業実

施の要望もございますことから、道路や河川、

山地など、日常の点検や調査を行いながら、対

策が必要な箇所は引き続き要望してまいりたい

と思います。 

 次に、田上地区の対応につきましてお答えい

たします。このことにつきましては、昨年12月

議会でもご質問いただいておりますが、その際

の回答は、田上地区の山腹崩壊につきましては、

災害復旧では道路施設の被災がなかったこと、

急傾斜工事において保全対象が少ないことなど

により事業の導入ができなかったところである
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ということを回答しております。 

 しかしながら、振興会より対策の要望が出さ

れており、周辺住民の皆様も不安であるものと

思いますので、引き続き、定期的な斜面の安全

点検を行いながら、今後の状況を見極め、斜面

の調査を専門家に委託するなど、対策の有無を

判断し、防災工事など有利な補助事業の活用が

できないか検討してまいりますと答弁しており

ます。 

 その後も、定期的に斜面の安全点検を行って

おりますが、新たな崩壊や浸食によります土砂

流出もないところでございます。しかしながら、

何らかの対策を望まれる声もございますことか

ら、県道路維持課に社会資本総合整備交付金事

業の防災工事で実施できないか、状況写真等で

相談いたしましたところ、防災工事の実施に該

当するのでは、との回答をいただきましたので、

今後、斜面の調査を含め、対策工事の検討を進

めてまいりますが、１日でも早く実施できるよ

う全力で取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  持留議員のご質問にお答

えいたします。 

 被災した住民が、その痛手から速やかに再起

し、生活安定を早期に回復できるように、生活

相談、災害弔慰金等の支給、税の減免及び各種

融資措置などにより、被災者の支援に係る対策

を講じることとしております。 

 本市における住家屋災害の状況は、平成26年

から平成30年までの５年間で全壊が１棟、半壊

が47棟、一部破損が788棟、床上浸水が32棟、

床下浸水が141棟となっており、激甚災害に指

定された平成28年９月の台風16号に伴う被害が

多くを占めております。この台風16号災害に対

する災害復旧は、残すところ中洲橋のみとなり、

ことし12月から供用開始ができる見込みとなっ

ております。 

 ご質問の被災者生活再建支援制度につきまし

ては、平成７年に発生した阪神・淡路大震災を

きっかけに、平成10年に制定された被災者生活

再建支援法に基づくもので、自然災害により、

その生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、

都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を

活用して、被災者生活再建支援金を支給するも

のでございます。 

 この支援法の適用となる自然災害は、災害救

助法施行令の規定に該当するものとなり、本市

に適用されるには40世帯の住居が消失した場合

であり、非常にハードルの高い基準が設定され

ております。近年では、本市においてこれほど

の大きな災害は発生しておりませんので、当該

支援法の適用は受けておりませんが、この基準

を下回る災害の場合には、都道府県を含む地方

公共団体で対応を検討するよう求められている

ものでございます。 

 本市といたしましては、第５次総合計画に掲

げておりますとおり、まずは全ての市民が自然

災害や生活などに不安を感じることなく、安全

安心に暮らせるまちづくりを基本に、防災対策

をしっかり行いつつ、未曾有の災害が発生した

場合に対処できるよう、市長会をはじめ、関係

団体との連携を通じて、県レベルでの支援策の

充実や支援法の適用基準の見直しに関する要望

につきまして、国などに求める取組みを進めな

ければならないと考えているところでございま

す。 

○持留良一議員  それでは、再質問を行ってい

きたいというふうに思います。 

 まず最初に、住民投票の考え方について、手

段として考えていくという考え方もあるんだと

いうことで、ある意味、必要であるという認識

だったと思いますが、この点について再確認し

ますが、市長、それでよろしいでしょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  基本的には二元代表制と

いことでありますけれども、先ほど説明したよ

うに、それを補完する仕組みとしてあるという
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ことであります。 

○持留良一議員  確かに、これが乱発されたら、

本当に行政や、また議会の機能、役割そのもの

が否定されることにもなりかねませんので。大

事なのはこの行革の中でも、市長は市民の参加

と協働というのを謳われています。そして、こ

の中で今後どうしていくのかということで、こ

の推進ということで、自治基本条例の制定を目

指すというふうに言われています。この自治基

本条例の内容構成の中で、参加と協働というの

は、一般的によくつくっている自治体があるん

ですが、この中に手続の保証というのがありま

す。じゃあどうしてそこに参加していくのか。

この間、市がやってきたパブリックコメントが

あります。そしてもう一つ、住民投票というの

があるわけですよね。どうしても、住民自治基

本条例をつくっていくと、そこのところで、ま

た、市長の施政方針である市民の参加の推進と

いうことを考えたときに重要になってくると思

います。 

 私がここで一番言いたいのは、大事なことは

住民の参加でやっていこうじゃないかと。それ

だけ多くの住民の参加によって、そこには当然、

住民の責任も発生しますので、そういう形でや

っていくということが大変重要だというふうに

思います。そういう意味で、市長が先ほど述べ

られたとおり、手段としても考えていかなきゃ

ならないということも言われていましたので、

ぜひ今後、そのことは十分審議に堪えるだけの、

様々な条例の提案も含めて求めていきたいとい

うふうに思います。 

 次に、新庁舎の１番目の問題なんですけれど

も、ここで重要なのは何かということなんです

が、行政事例というのがあります。この中で、

他の官庁との関係について、このように述べて

います。住民の利用に便利であるように考慮さ

れるのであるから、なるべく同一の場所に設け

るのが適当だと。このような形に書かれている。

これは当然、様々、状況によって、それは判断

しなきゃならない。このことで、今回、今、や

られている計画はだめだとか、どうとかという

わけではありません。じゃあそのことをどうき

ちんと議論してきたのかということを私はここ

で問い質したいんですけれども、市長。 

○市長（尾脇雅弥）  詳細は担当課長のほう、

あるいは副市長のほうでお話をさせていただき

たいと思いますけれども、経緯に関しましては、

これまでお話をしたようなことでございますの

で。すみません、反問権。もう一回。 

○持留良一議員  住民の利用に便利であるよう

に考慮されるのであるから、先ほどの話はそう

ですね、そういう点を考慮していきますと。そ

うなってきたら、なるべく同一の場所に設ける

のが適当だという、そういう行政事例があるん

だということ。だから、そのことをどう議論し

てきたのか。そのことも議論した上での今の決

定なのかということです。 

○市長（尾脇雅弥）  わかりました。すみませ

ん。これまでもお話をしておりますけれども、

築60年、大変危ない庁舎を早く建て替えようと

いうのは、これはもう皆さんの共通認識で、そ

のことは議会の先生方もご同意いただいていた

わけでありますけれども、どのような内容、機

能、その他諸々、４項目にわたって検討をさせ

ていただいて、庁内検討委員会、さらには外部

委員会、先ほど言っていただいたようなパブリ

ックコメントとか、それ以外にも基本設計をつ

くって、そして、住民の皆さんに説明会等々を

繰り返しをしてやってまいりました。もちろん、

その経緯に関して、できればこの場所に建て替

えるというのが、一つの形だというふうに私も

そう思っておりました。ただ、これまでの答弁

でもいろいろお答えをしているとおり、ここに

建てるとなることのマイナス要因がございます

ので、最終的にＡ案、Ｂ案、Ｃ案という中で、

専門家のご意見もいただきながら、今のＣ案と
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いうことで決定をしたということでございます。 

○副市長（長濱重光）  持留議員がただいまお

っしゃられましたけれども、住民の利用に供す

るためには、同一の場所に設けるのが云々とい

うことを申し上げました。私どもは今、予定地

だけを先行して検討したことではございません。

ご案内のとおり、７箇所から８箇所の候補地に

ついて、ずっと議論をし、そしてＡ案、Ｂ案、

Ｃ案、３つの案について、市長が申し上げまし

た４項目について内部評価、外部評価を入れて

検討を進めてまいりました。当然、申し上げる

までもないですけれども、その３つの案につき

ましては、この現庁舎も入れた形で、いろいろ

と検討したことは、もうご承知のとおりであり

ますので、そういう意味からしますと、先ほど

議員がおっしゃいましたことは十分汲んだ形で

私どもは検討を進めてきたというふうに認識を

いたしております。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  ここで大事なのは、設けるの

が適当だと、適当という、私は重みがあると思

うんです。適当であると。ということは、そこ

に歴史の様々な条件、背景も含めて、そこがや

はり同一のところが一番妥当なんだと、歴史的

な経過を含めて。だからこそ、こういう行政事

例があるというふうに私は認識をしていますの

で、その点は、もうここでは議論になりません

ので、この点についてはそういうことなんだと

いうことを、ぜひ知っていただきたいなという

ふうに思います。 

 次に、この財源の見通しの問題を考えて、改

めて、ここの法律の求める解釈等について、私

はちょっと整理したほうがいいんじゃないかな

というふうに思っているんです。それは、この

法律から見える視点は何かということ。 

 １点目は着工問題です。着工前。これは多く

の、私も調べた全国の自治体の中でも、まず、

土地の問題がいろいろありました。そこで住民

投票があったりしていて、結果として、それを

先に解決しなければ前へ進まないという問題が

あったということが一つ視点としてあります。 

 もう一つの視点は、建築完了後です。先ほど

言いましたとおり、行政事例にもありますけれ

ども、位置変更条例の制定時期は、新事務所の

建築着工前とするか、完了後とするかは当該市

町村の事由によっていずれかでも差し支えない

が、建築に必要な財源の見通しの立たない時期

に制定することは適当でないと。このことは、

今、言われたとおりだというふうに思うんです。 

 この中で重要なのは、私は確認しているのか

なと思うんですが、この点を確認したいんです

けれども、この間、議会は新庁舎に関する様々

な予算等を議会が賛成多数も含めてやってきた

と思うんですが、この今の計画は、議会が承認

しているんだという考えで進めておられると思

いますが、その認識はどうなんでしょうか。 

○企画政策課長（二川隆志）  持留議員がおっ

しゃるとおりだと思っております。 

○持留良一議員  私もそうだと思うんです。議

会はこの間、様々なものを通してきました。と

いうことは、実態としては、手続としては、議

会制の民主主義としては、もう庁舎建設を議会

は認めているというふうなことだと思うんです

が、市長、どうでしょう。再確認します。 

○市長（尾脇雅弥）  二元代表制ということで、

それぞれ与えられた権限とかは違うわけですけ

れども、そのルールに従って進めてまいりまし

た。また、必要に応じて、全員協議会等々でも

細部にわたってお話をしてまいりましたので、

先ほど担当課長が申し上げたような手順に乗っ

て、議決もいただきながら進めてきたという認

識でおります。 

○持留良一議員  回答が不十分だったんですけ

れども、議会が認めているのか、認めていない

のか、市長、そこについて。 

○市長（尾脇雅弥）  議会に議決をいただく議
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案に対しては、議決をいただいておりますから、

そういう意味では議決をいただいている案件に

ついては認めていただいているということだと

思います。 

○持留良一議員  ということは、今、この移転

の問題について２つ視点があると言いましたよ

ね。そうすると、私たちが今、議論しているの

は、そういう前提に立って、この問題を議論し

ていかないと前に進まないんです。位置の問題

等については。 

 なぜかというと、これ、鎌倉市の事例があり

ます。鎌倉市は、まず、土地問題が最初にあり

ました。といって、当然、そこには計画も何も

なかったものですから、その議会の平成18年で

すけれども、このような質問がされました。正

式に移転は決定したのかということで、市長は

地方自治法という中で市役所の位置を決める条

例により正式に決まるというふうに言われまし

て、いつ頃出すのかという質問がありました。

市長がこんなふうに言われています。市役所の

位置を定める条例は、行政事例として建築の財

源の見通しが立たない時期に制定することは適

当でないと。本市と一緒です。本庁舎建設に必

要な予算概要、ここでは予算概要と使っていま

す、予算概要を明らかにした以降に提案すると

いうのが適当であるというふうに言われており

ます。そして、次に畳みかけて、じゃあいつ頃

出すのかということで、条例の提出は、目安と

して平成33年度、2021年度、もう令和になりま

したけれども、2021年度に出しますと答弁され

ているんです。これはなぜかというと、もう計

画の方向が出てきたと。あとは、ないのは予算

だということで、このような形で、見通しが、

予算概要が出たら出しますということを言って

います。 

 そうなってきたときに、何が問題かというこ

となんです。当該条例は実質的な移転の賛否を

決めるというよりも、２点目の視点で、住民合

意を進める中で、財源を含めた実現見通しがつ

いた段階で、先ほど言いました、こちらも財源

の見通しを言われました。いわば、追認的に議

決すべき性格であると言えるのではないかとい

う議論なんです。追認的に、もう計画は認めた

んだから、あと言ってきたのは予算だと。予算

をどうするかということで、この事例では2022

年度に出しますよということになります。そう

すると、これで、この計画の賛否を問うもので

はないと。あくまでも、その計画に沿った形で

条例を出しますから、追認的にこの条例を出す

ということなんですが、こういう方向なんでし

ょうか。 

○副市長（長濱重光）  地方自治法の第４条、

重なりますけれども、ご了承いただきたいと思

いますが、正確に申し上げますと、条例の制定

時期につきましては、建設着工前にするか、完

了後にするかは、市町村の事情によって、いず

れも差し支えないけれども、建築の財源の見通

しも立たない時期に制定することは適当ではな

いということはご承知だと思います。これを受

けまして、本条の第２項の趣旨からいたします

と、建築着工前に行うことが適当であるという

のが逐条解説に記載されているというふうにご

理解いただいていると思います。 

 それでは、その財源の見通しというのは、い

かなるときかということが焦点だろうと思いま

すけれども、私どもとしては、財源の見通しと

いう視点では、工事請負契約の時点、または少

なくとも、その建設工事の予算が確定する時点

が適切であるというふうに考えているところで

ございます。 

 それでは、次の条例の提案時期をいつするん

だということだと思うんですけれども、これは、

先ほどから言いますように、事業債の関係とか、

事業の確定ということを申し上げております。

今、私は37億円というのは、それはあくまでも

上限値であって、それぞれの事業債であります
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とか、また、基金も６億が８億に増えました。

あと２年しますと、また増えるでしょう。そう

いうことで、いろんな、今から動いていきます。

ですから、現時点で基本設計をして、実施設計

をしているときには、財源の確定ということで

は私はないというふうに理解しております。実

施設計が、ある程度固まってきますと、県のほ

うの市町村課のほうにも事業債の申請に行かな

ければなりません。そうしますと、そこで事業

債の確定もある程度見えてくる。そういう諸々

が確定しつつあるときに、財源の見通しが立つ

のだろうということを認識をして、今、我々は

取り組んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  それはわかるんです。だから、

まず大前提は、今、議会は、先ほど市長も言っ

ておられたように、この計画は認めてもらって

いるんだということでした。そうなってきたと

きに、もう、この土地を問うことはないんじゃ

ないかという問題なんです。だから、追認的に、

それはもう形としてやるだけですよと。こうい

うことじゃないんでしょうか。 

○議長（篠原則）  答弁をお願いします。 

○持留良一議員  では、質問の中身を変えまし

ょう。じゃあ議員に、位置に関しての判断を求

めることがあるんですか。その機会を保障する

んですか。 

 私は、先ほど言いましたとおり、この計画は

認めている。それはもう移転するよということ

も認めている。だから、土地も一定程度わかっ

ています。まだこれは買わないから、実際は進

まないんですけれども。実際、そうなってくる

と、もうこのことを問うということはないはず

です。だから、さっき言った、それはあくまで

も形としての追認する、そういう条例の性格を

帯びてくるんじゃないかと言っているんです。 

 だから、ここでの保障というのは、もう済ん

でいるんだと。位置の問題も含めて済んでいる

から、だからこそそういうものになってくる。

いや、そうじゃないよということになれば、ま

た問題は別ですけれども。 

 しかし、先ほどあなた方は認めたわけです。

議会は、そのこともちゃんと承認されましたと。

そうなってくると、この４条、いわゆる位置に

関する条例というのは、あくまでも形式的であ

り、追認する、そういう性格を帯びた条例にな

っていくということになるんじゃないか。そう

でなければ、あなたたちも正々堂々と出せない

はずです。予算の概要ができました。もうこれ

で財政の見通しがつきました。それで条例を出

していく。もうその中で着々と工事は進んでい

るわけです。設計委託とか実施設計も済んでい

るわけですから、予算も通ってくるとなると、

まさにそういうことではないのかということと、

このことは、もうこの時点ではほとんど議会と

の関係では意味を持たない、そういう中身にな

ってくるんじゃないかということを言っている

んです。 

○副市長（長濱重光）  法が求めております、

この条例制定。例えば、今の条例を申し上げま

すと、１行でございます。垂水市役所の位置を

垂水市上町114番地に定めるということです。

向こうに移転しますと、当然、その位置を定め

る設置条例をいずれかの時期に議案を提出しな

ければならない。それが追認する形なのかどう

かというのは、議会の皆様方のご判断もあろう

かと思います。そうしたときに、ここに設置す

るとすれば、この設置条例というのは出す必要

はないわけでございます。そういうこともトー

タル的に考えていかなければならないというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  こういうのがあります。鎌倉

市近代史年表という。鎌倉市、ここに建ってい

た、今から約40年前なんですけれども、ここま

では出していないんです。開所式までは出して
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いないんです。そして臨時市議会が開かれて、

そこに出てきたんです。もう全て工事も終わり

ました。オープンですよと。その当日の10時に

臨時会が開かれたんです。これでも問題ないわ

けです。先ほど言いました追認してもいいわけ

なんです。認めてきているから。認めていなけ

れば、それは問題ですけれども、認めてきてい

るから、それはそこに出しても意味があるとい

うことなんです。こういうことなんです。ぜひ

その点を理解していただいて、これは追認機関

であるのか、もう少し皆さんのほうも議論して

いただいて、本当に議員にそのことを問うこと

はないのかどうなのか。必要性はないのか。改

めて、これについては回答いただきたいという

ふうに思います。以上でこの点については終わ

ります。 

 時間も迫ってきましたので、森林管理法の問

題については、先ほど、課長のほうでいろいろ

と言われましたが、付帯決議というのが、この

点では出ています。法が議論されたのに、付帯

決議が出るというのは、本当に珍しいんですけ

れども、それだけ不十分な内容を持った中身だ

ったということであります。先ほど言いました

とおり、所有者の権利を侵害したり、そういう

性格を帯びるんじゃないかということと、市町

村に過大な負担が押しつけられるんじゃないか

ということも言いましたけれども、大事なのは、

やはりそういう法律ができても、じゃあ今後、

それにしっかりと耐え得るような市町村の対応、

政策が重要だと思うんです。その中で、方向性

として、今回のこの方向というのは大量伐採、

二、三日前も国分でのバイオマスの問題につい

ての記事が載っていたと思うんですけれども、

今、これで活性化を見ているとかいって、果た

してそれで妥当なのかという疑問はありますけ

れども、大量伐採につながる、そういう政策を

持っているということを私は共通の認識にした

いんですが、この点については課長、どうでし

ょうか。 

○農林課長（楠木雅己）  当市の森林につきま

して、同時期に大量伐採ということは考えられ

ないとは思いますが、伐採の計画が出た段階で、

調整するなりの何らかの方策が必要だろうと思

っております。以上でございます。 

○持留良一議員  そうなってくると、市の担当、

その部門の役割が非常に重要になってくるとい

うふうに思うんですが、国のほうは嘱託職員と

いうことを言っていますけれども、これは専門

的でもあるのかどうかわかりませんけれども、

不安定な雇用も含めて、十分にその責任を求め

られるのかという問題があります。 

 垂水は、ご存じのとおり、約７割、８割が森

林です。これを本当に、市長も次代につなげて

いくんだというふうに言われているわけですが、

じゃあそのことをどうやっていくのかというこ

とがあるんです。２つお聞きしたいんですけれ

ども、本市として、やはり思い切った専門職員

をつくっていく、体制をつくっていくというこ

とが必要だと思うんですが、この点について考

えを聞かせてください。 

○農林課長（楠木雅己）  専門職員につきまし

ては、森林組合のＯＢとかというのが考えられ

るんですが、今後につきましては、まず専門職

員の育成も必要であろうと考えております。ま

た、関係課と協議してまいりたいというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  今、全国で大きな特徴として、

所有者自らが森林を整備する自伐型林業の方法

が取り組まれています。ぜひ、これが新たな取

組みになるように、垂水でも広がっていくよう

に、この点について、いろいろ調査研究してい

ただいて、垂水の森林を守っていく。 

 先ほど言いました、持続可能なというのは、

ただ、あればいいというものじゃないです。そ

こで働く人たち、まず一つ、そこで林業が成り
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立つような中身。そして先ほども言いました公

的な機能、循環型だとか、それから森林が果た

す役割、やはりこの公益的機能を高めていく視

点もあろうかと思いますので、ぜひ取り組んで

いただきたい、調査研究していただきたいと、

どういう政策が垂水に合うのか。ぜひこれだけ

の財産を持っているわけですので、ぜひ取り組

んでいただきたいというふうに思います。 

 そして、最後はそれを守っていくということ

が重要だと思いますので、先ほど曽於市の実例

を言いましたけれども、今後、大隅で、そのあ

たりも含めてやっていくということですので、

あれが一つの大きな参考になって、さらにその

ことによって行政も、また所有者も安心して森

林行政が担えるように、ぜひ取り組んでいただ

きたいというふうに思います。 

 課長にもお渡ししていましたけれども、いか

に鹿児島が、九州が、被害に遭っているかとい

う国のほうの資料も渡してありますので、ぜひ

これを見ていただきたいと思うんですが、特徴

は、九州が約５割以上を占めているという問題

です。盗伐、こういうのがありますので、ぜひ、

そういう点でも、この点については取り組んで

いただきたいというふうに思います。 

 次に、会計年度任用職員の問題についてお聞

きしたいんですけども、先ほど、私、正規の問

題と活用の問題と言いましたけれども、先ほど

は検討はしていくというようなことがありまし

たけれども、私たちは、この間、大きな教訓と

して、特に災害、様々な部門でも人手不足は言

われていると思うんですが、特に災害問題では

職員の増員が図られたり、その時々によって対

応はされているんですけれども、改めて私は職

員適正化、この計画が本当にこのままでいいの

かということです。市長は行革の中では、当分

はこの方向で進んでいくというふうに示されて

いますけれども、果たしてそれでいいのかとい

うことがあります。 

 その中で、私がこの間、取り上げてきた図書

館の職員の方々、司書の方々も言ってまいりま

した。また、調べた中で、レセプト点検にかか

わる人たちの中身、本当にすごいなと。ぜひ、

これは調査もされたというふうに思うんですが、

実際かかった費用よりも、それ以上の結果を出

されていると。もっとこの方々が正規職員でや

ったらどうなっていくんだろうということも思

います。だから、ここまで含めて本当に検討さ

れたのか。この２点です。正規職員の定員適正

化計画の見直しと、そのあたりを十分、資料等

も含めて検討されたのか。この２点について。 

○市長（尾脇雅弥）  職員の状況についてお話

をさせていただきたいと思いますけれども、ご

案内のとおり、今の数字というのは、平成の大

合併の頃に合併できないということで、行財政

改革を行いながら、単独でやっていくために、

当時285名の正職員50名減じて235名ということ

で現在に至っているわけであります。当然のこ

とながら、例えて言うならば、これまで３人で

行っていたような仕事を２人でやっていくとい

うことでありますので、なかなか厳しい状況が

ございます。それをカバーする意味で、例えば

水産課、商工課、観光課を水産商工観光課にし

て、連携をしながらやっていくということを進

めてきたわけでありますし、それに加えて、臨

時・非正規の皆様方を配置をしてやってきたと

いうことの現状であります。 

 ただ、先ほどもありましたように、例えば林

業の分野においても専門家を増やしてほしいと

か、そういうご要望は常にあるし、地方分権の

中でいろんな形で職員を増やしていかなければ、

仕事量としてなかなか厳しい面もあるというの

は、そのとおりでありますけれども、これまで

は、なかなか行財政改革の流れの中で難しかっ

たわけでありますけれども、もう一回、現状を

踏まえて、どうやってやっていくのかというの

は大事な視点であるというふうに思います。 
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 先ほど、新原議員が埼玉県蕨市の例をお話を

されました。非常に５キロあたりのコンパクト

な市でありますから、我々からすると33分の１

というぐらいの規模の市でありますので、そう

いう市ならば、ある意味、マネジメントという

点ではやりやすいんですが、垂水市は37キロの

国道を有したりしておりますので、両支所があ

り、分遣所もありというような状況の中で、し

っかりとまちづくりをしていくということにな

りますと、その中での職員の皆様の果たす役割

というのは大きくなっておりますし、臨時ある

いは非正規の皆さんも重要な役割を担っており

ますので、そのへんの部分は、どうあるべきか

というのを、もう一回見直しをして、方向性を

定めてまいりたいというふうに思います。 

○持留良一議員  大事な視点は何かということ

なんですけれども、この地方公務員の任用と勤

務条件のあり方というのは、やはり私は住民が

その地域で暮らし続けるために必要不可欠な住

民サービス、きちんと担えるものになっていか

なきゃならないと思うんです。その結果、市民

の、当然サービスもよくなっていく可能性は高

いと思います。 

 ところが、現状の中でいくと、サービスが滞

ったり、また、それで職員にしわ寄せが来て、

職員自身が精神的にもまいるという現実もあり

ます。だから、やはりこの視点そのものをきち

んと新しく踏まえていかないと、逆に言うと、

今の現状が見えてこないというところもあると

思うんです。だから、そういう視点に立った形

での、十分な、今度は大事な改革ですので、確

かに任期は１年で限定的なんですけれども、そ

れをまた再雇用していく関係になるかと思いま

すけれども、そのあたりを、ぜひ大事な視点だ

というふうに取り組んでいくという考えがある

のか。これを確認したいと思いますけれども。 

○総務課長（角野 毅）  先ほど市長のほうか

らお話がございましたけれども、定員適正化と

いう問題を、再度、真剣に考慮した上で、最適

な定数というものを定めるための事務事業の洗

出し作業といったようなものについて、取り組

むということにしております。このことを行う

ことで、初めて本市の業務量といったものが分

析されます。その中で、専門性の高い非常勤職

員とされる特別職についても、任用のあり方と

いうものが検討されていくべきだというふうに

考えておりますので、それぞれの事務事業の洗

出しという作業に入らせていただいた上で、今

後、検討を進めさせていただきたいと思ってお

ります。 

○持留良一議員  最後の質問に行きます。今回、

土木課が大変努力をしていただいて、改めて市

の職員の技術的な、また行動力、そういうこと

に本当に敬意を表したいというふうに思います。

様々な事業を検討しながら、そこには普通にな

い仕事をされて、大変職員の方も苦労されたと

思いますが、大事なのは地域住民の皆さんの安

全、命を守る、財産を守るという視点ですので、

ぜひ今後もこういう形で、どんな事業があるの

か、適合する事業はないのかも含めて、ぜひ努

力をしていただき、広範囲な、広い目でこの問

題を見ていただきたいというふうに思います。 

 それで、生活再建支援法の問題で、独自の支

援制度をと言ったんですけれども、この点につ

いては、全国の知事会も議長会も、このことに

ついては要望書を出しているんです。ところが、

市長会は見たけれども、なかなかそのあたりが

見えてこなかったんですが、先ほど市長が言わ

れたとおり、本市の実際の被災状況というのは、

特に一部破損というのが圧倒的シェアを占めて

いる。それから床上浸水と床下浸水という形で

あるわけなんです。この方々の最大の問題は再

起をしていくことだろうと思うんです。そのた

めに、その制度がその方々を支援していく。そ

のことによって、先ほども言いましたように、

まちもさらに元気が出てくるということになり



－76－ 

ます。そのことによって、その方々が沈んだり、

また、結局、まちを離れなきゃならないという

ことにならないようにしていくために、ぜひこ

れは調査研究を最後に要望したいと思いますけ

れども、ぜひ、そういった観点に立って、市長、

取り組んでいただきたいと思いますが、そのあ

たりの決意も求めまして、私の質問を終わらせ

ていただきます。 

○市長（尾脇雅弥）  代表的には、平成28年の

９月20日の台風災害のときがわかりやすいと思

いますけれども、やはり大きくは国からの支援

というのは大事なことでありまして、それには

しっかり要望していくと。我々は畑地あるいは

建設も含めて、大体37億円の被害がありました

けれども、人災のない中で不幸中の幸い、激甚

指定災害を受けまして、大変大きく、そういっ

た面では財源的にもありがたかったなというふ

うに思います。また、国の範疇でない部分に関

しましても、前回、その当時の規定では5,000

円という支援の額でありましたけれども、議会

の先生方のご理解もいただいて、10倍に上げて

おりますし、農地に関しましても、激甚の対象

は40万円以上ということでありましたけれども、

それ未満の土地も多ございましたので、その点

に関しても、我々の判断、議会の先生方にご相

談しながら、そのことは形にしたので、そうい

う意味ではよかったと思いますけれども、今後、

またいろんな可能性がありますので、そのこと

にもしっかりと検討してまいりたいと思います。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 次は３時20分から再開いたします。 

     午後３時11分休憩 

 

     午後３時20分開議 

○議長（篠原則）  引き続き会議を開きます。 

 次に、11番、池山節夫議員の質疑及び質問を

許可いたします。 

   ［池山節夫議員登壇］ 

○池山節夫議員  本日の５名の方の中の庁舎に

関する議論を聞いていまして、これは私の私見

です。私は市長選挙、我々の選挙、庁舎問題は

全てを出して争点にして、選挙を一生懸命戦っ

たと思っていて、決着がついたと思っているの

が私なんですけど、これには異論もあるんでし

ょうけど、私はどうも納得いかんとです。終わ

っただろうと思うんです。このことを冒頭、感

想として申し述べておきます。 

 それでは、議長に発言の許可をいただきまし

たので、さきに通告をしておきました順に従っ

て質問をしてまいります。市長並びに関係課長

のご答弁をよろしくお願いいたします。 

 平成の大合併で3,200以上あった市町村は

1,700まで再編をされました。平成最後となる

統一地方選が終わり、垂水市議会では17名の立

候補による激戦の末に、新人４名の方が加わり、

女性議員も誕生をいたしました。全国では86の

市長選挙の３割以上、121町村長選挙の５割近

くが無投票でありました。九州７県で行われた

全285選挙のうち無投票は３割を超えておりま

す。九州７県の県議選、146選挙区中の68選挙

区が無投票、市議選の無投票は４市に上ります。

また、北海道や長野などの８つの町村議選では

定数割れとなっております。議員のなり手不足

が進む中で、一定の処遇改善は不可欠と考えま

す。このことは提案をしておきます。 

 そして、市町村は人口減と高齢化を直視して、

教育や福祉を考えたまちづくりを計画的に進め

なければなりません。その意味では、施政方針

に示されました尾脇市政３期目の公約、３つの

挑戦とまちづくりの目標、議案第42号令和元年

度一般会計補正予算案については、市長の意欲

を示すものと評価をしたいと考えます。 

 その上で、６次産業化の推進と観光振興につ

いて伺います。農畜水産物の６次産業化につい

て、各担当課の取組みについて伺います。 
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 次に、インバウンドの取組みについて教えて

ください。 

 改正子ども・子育て支援法について。先月、

幼児教育、保育を無償化するための子ども・子

育て支援法が改正をされました。無償化は、こ

とし10月に消費税が10％に引き上げられてから、

その増収分を財源にスタートすることになって

おりますが、無償化が実現した後の影響につい

て伺います。 

 森林環境譲与税について。森林環境譲与税に

よって、垂水市内の森林が守られることになる

と思いますが、豊かな森林づくりについて教え

てください。また、森林環境譲与税によって、

市内の森林へ続く市道、農道、林道の整備や山

の法面の樹木の伐採など、多面的な活用の仕組

みづくりが可能となるのか。この点について伺

います。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○農林課長（楠木雅己）  池山議員の農畜水産

物の６次産業化についてのご質問に農林課所管

の取組みをお答えいたします。平成30年度中に

は、サツマイモの生産及び焼き芋加工を行って

いる一事業所におきまして、市の６次産業化促

進支援事業を活用したソフト、ハード両面の取

組みが行われました。この支援事業は６次産業

化に取り組むために必要な新商品開発や、パッ

ケージ開発に係る経費の２分の１以内、上限を

50万円補助するものと、機械設備及び機器等の

整備に係る経費の事業費の２分の１以内、上限

を100万円として補助するものでございます。 

 まず、ソフト事業では、焼き芋商品のパッ

ケージ改良を行っております。この事業者は、

本市ふるさと納税返礼品だけでなく、同様の商

品を市内道の駅や小売店でも広く販売されてい

るほか、インターネット販売も行っております。

そこで、パッケージの改良に当たっては、事業

者がデザインを手がける事業者と委託契約を結

び、プロのデザイナーと複数会の打ち合わせを

行いながら、見た目の付加価値を高め、各売り

場等において商品力が上がるよう改良を重ね、

完成させております。 

 併せて、ハード事業では、製造した焼き芋を

長期保存するための冷凍庫を購入しております。 

 農林課としての、その他の取組みといたしま

しては、６次化構想を持っておられる農業者等

からの相談に対し、本人から提出された相談表

をもとに、鹿児島６次化サポートセンターの専

門家を現地へ派遣していただき、支援いただい

ておりますが、平成30年度は６次化プランナー

に３回お越しいただきました。 

 次に、今年度の取組みにつきまして申し上げ

ます。既に複数の農業者から、構想と共に本事

業導入の相談が寄せられております。一つは、

サツマイモ加工のうち、干し芋を製造するため

の食品乾燥機の導入でございます。今後、申請

希望者からの計画を確認させていただきながら、

農林課としても事業導入を積極的に働きかけて

まいりたいと考えております。 

 農業分野における６次化の取組みは、現在の

ところ、個人によるものが主なものとなります

が、所得向上の有効な手段として推進すべきこ

とであると認識いたしております。したがいま

して、農業者や事業者の意向を聞き、商品化構

想等、６次化に取り組もうとする方々への支援

を続けてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  池山議員の

ご質問でございます、水産物の６次産業化につ

きましてお答えいたします。 

 カンパチ、ブリを中心といたしました６次産

業化の支援は計画的に行っているところでござ

いますが、牛根漁協におきましては、一本釣り

会員により、新たにカキの養殖に取り組まれ、

昨年春に稚貝を購入し、養殖を始められ、本年

春には16トンの生産となっております。３月に

は生産者直売所を開始され、カキ小屋で約９ト
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ン、販売で約１トン、合計10トン出荷されてお

ります。冬が旬の真ガキであることから、６月

中旬までの営業とし、冬場の11月に再オープン

する予定であり、今年度につきましては、カキ

の６次産業化を中心に支援を図る計画でござい

ます。 

 ６次産業化支援事業でございますが、６次産

業化を目指す水産物の生産、加工に係る機器等

の購入、整備を目的に、今回、カキの稚貝購入

と施設整備につきましては、カキ陸上管理水槽

用ポンプ工事を予定しております。冬場の水温

が安定し、水深の深い地形と湾奥であることか

ら、プランクトンが豊富な地の利を活かし、成

長度合いがよく、養殖期間が１年である冬が旬

の真ガキ生産を支援することで、他産地との競

合を避けることができることから、漁業者の収

入安定と出荷時の品質確保を図り、６次産業化

によるブランド確立を推進してまいります。 

 以上でございます。 

 引き続き、インバウンドについてお答えいた

します。本市が現在実施しておりますインバウ

ンドに対する取組みの主なものは教育旅行でご

ざいます。平成25年よりインドネシアからの教

育旅行受入れをスタートいたしまして、平成29

年11月は香港からの受入れも行い、現在まで延

べ29校、831人の受入れ実績でございます。 

 インバウンドの受入れを充実することが優先

であることから、鹿児島県観光連盟主催のイン

バウンドセミナーに、観光協会や市内の関係団

体が参加し、情報収集や受入れ体制の構築に努

めているところでございます。また、新たな取

組みとしまして、垂水市観光協会内にインバウ

ンド推進部を設置いたしまして、受入れに必要

であります外国語対応人材の発掘及び観光ガイ

ドの育成を図ると共に、関係する会員を中心に

先進地で研修を行う予定としております。なお、

ソフト面の整備も併せまして計画しているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○福祉課長（髙田 総）  池山議員の改正子ど

も・子育て支援法についての質問において、幼

児教育保育無償化の影響についてお答えいたし

ます。 

 幼児教育保育無償化制度につきましては、今

年度10月から保育所、認定こども園、幼稚園を

利用する３歳以上の児童及び０歳から２歳の非

課税世帯の児童にかかる保育料の利用者負担を

無料化とするものであり、そのほかには、幼稚

園の預かり保育等も無償化の対象となるもので

ございます。今回の無償化に伴う本市の財政負

担につきましては、制度導入にかかる準備経費

と無償化制度開始後の利用者負担分にかかる措

置費の２つに分けられます。 

 まず、制度導入にかかる準備経費でございま

すが、今議会の補正予算において、システム改

修費として247万2,000円を計上しております。

この改修費につきましては、国が全額負担する

ものと示されているところでございます。また、

今後、準備経費が必要となる場合には、必要に

応じ、補正予算において計上してまいりたいと

考えております。 

 次に、無償化制度開始後の財政負担でござい

ますが、今年度につきましては、国が臨時交付

金を創設し、全額負担することとなっておりま

す。また、来年度以降につきましては、原則と

して国が２分の１、県が４分の１、市が４分の

１を負担することが示されているところでござ

います。 

 来年度以降の本市の財政負担額でございます

が、保育所、認定こども園、幼稚園、幼稚園の

預かり保育等について、平成30年度の実績値を

基に試算しましたところ、無償化となる保育料

の金額は、概算でございますが、年間約8,280

万円となり、この４分の１となる約2,070万円

が本市の財政負担額となることが見込まれます。

しかしながら、本市におきましては、これまで



－79－ 

市独自の保育料負担軽減策として、保育料を一

般財源により年間約2,060万円を負担しており

ますことから、今回の無償化制度が導入された

場合においても、本市の財政負担額については、

これまでとほとんど変わらないものと考えてお

ります。ただし、この試算につきましては、あ

くまでも現時点の試算であり、今後、利用者数

の状況により大きく変動するものと思われます

ので、その動きを注視していく必要があると考

えております。 

 以上でございます。 

○農林課長（楠木雅己）  池山議員のご質問で

ございます、森林環境譲与税についてお答えい

たします。 

 昨年５月に森林経営管理法が成立し、平成31

年４月より新たな森林経営管理制度が施行され

ました。森林経営管理法では、市町村はその区

域内に存する森林について、経営管理が円滑に

行われるよう措置することと、その他必要な措

置を講ずるように努めるものとするとなってお

ります。 

 この制度では、まず、森林所有者に、市が意

向調査を実施し、所有者が市に経営管理を委託

された森林で、森林経営計画がなく、過去10年

間程度施行履歴がない森林については、意欲と

能力のある森林経営者に再委託し、林業経営の

効率化と森林の管理の適正化を促進するもので

ございます。 

 しかしながら、再委託できなかった森林につ

いては、市町村が自ら管理することとなってお

ります。これにより災害発生の一因となってい

た未整備の森林が減少し、今後、森林の有する

多面的機能の持続的な整備が図られ、土砂災害

等の発生リスクが低減されるものと期待してい

るところでございます。 

 また、平成31年度税制改正において、森林環

境税及び森林環境譲与税が創設され、意向調査

や市が行う森林整備の財源として森林環境譲与

税が使用できることとなっております。なお、

令和元年度の譲与税の額は、試算ではございま

すが、540万円を見込んでおります。 

 続きまして、多様な仕組みづくりについてで

すが、森林経営管理制度においては、まず、森

林整備を行う必要がある人工林を多く含む団地

を指定し、その団地内の森林所有者の意向調査

を実施いたします。その結果、本人が管理せず、

再委託のできない森林については、最終的に市

が管理することとなりますが、そのためには、

まず意向調査や各種調査を行う専門的な職員の

配置や体制づくりが必要となってまいります。 

 今後、県森林組合連合会の協力等をいただき

ながら、森林の整備を実施してまいりますが、

スギ、ヒノキ等の人工林などを整備してまいり

ますので、議員ご質問の全ての森林整備につき

まして、この譲与税で整備することが可能かど

うか、県に問い合わせをしましたところ、現段

階では難しいとの見解が示されたところでござ

います。 

 以上でございます。 

○池山節夫議員  では２回目を一括でさせてい

ただきます。 

 まず、この６次産業化の推進と観光振興とい

うことについては、市長の大きな施策の柱だと、

私はこれが一番大きいんじゃないかと思ってい

るんです。そこで、これは打ち合わせのときに、

２番目については、２回目で質問するからとい

うことで言っておいたんですけど、道の駅たる

みずはまびらについては、私は、最初、確か加

工場ができるという話だったと思っているんで

す。その加工場というのは、どんなものかなと

イメージしたときに、私なりのイメージだった

んだけど、市民も持ち込んで来られるような、

そういう加工場ができるのかなと私は思ってい

たわけです。そうしたら、どうも、ここへ来て、

その加工場というのはなくなったのかなと思う

んですけど、まず、そのへんについて。加工場
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がなくなったのかなと。私のイメージとちょっ

と違うんじゃないかな。この頃、民間エリアが

できるところのイメージだと、それじゃないん

ですよね。この観光振興、６次産業化というの

では、そういうことが一番目玉だったんじゃな

いかなと思っているんですけど、そのへんにつ

いて聞かせてください。 

 あと、インバウンドについては、さっきの水

産商工観光課長の話で、今朝ほど、大型船の乗

組員がどうこうという話があったんですけど、

そのへんについて、もう一回、詳しくお願いし

ます。 

 それと、幼稚園、保育園の無償化については、

私は無償化になったら、財源的に相当浮くのか

なと。例えば、最初言われた、この2,070万円

が浮いてくるんじゃないかと思って質問をして

いるわけです。2,060万円、今まで出していた

から、ほとんど差はないと言われれば、もう次

に行くことがないわけなんですけど。2,000万

ぐらい浮いたら、振興会要望もだいぶできるな

と思って質問したんですけど、この点について

は、まあいいです。０歳から２歳までの非課税

世帯は無料になるんだけど、０歳から２歳児ま

での課税世帯について答弁をください。 

 あとは、森林環境税のほうについては、多様

な仕組みづくりはないのかと。ここが肝で、い

ろんなことで、森林に続くからという理由づけ

で、いろんなことで何だかんだしてもらえるん

じゃないかと思って質問したんだけど、今のと

ころちょっと難しいと。その、今ところという

のに、ちょっと引っかかるな。将来的に、ちょ

っとでも可能性があるのか。農林課長、答えら

れたら、そこを答えてください。 

○企画政策課長（二川隆志）  池山議員のご質

問でございます、道の駅たるみずはまびらにお

ける加工場につきまして、お答えさせていただ

きます。 

 議員ご指摘のとおり、平成28年１月に策定し

ました南の拠点整備事業に係る基本構想におき

ましては、民間エリア内に民間投資による畜産、

水産物の製造加工場を設置することが想定され

ておりました。この基本構想に基づき、平成28

年８月より地権者の皆様方と用地交渉を行って

まいりましたが、一部の事業予定地において用

地取得が困難な状況となったところでございま

す。その結果、南の拠点整備事業を推進するに

あたり影響がありますことから、平成29年12月

に計画エリアの変更を行い、事業計画の一部見

直しをしたところでございます。 

 この事業計画の一部見直しを受け、昨年７月

に整備主体である株式会社垂水未来創造商社に

より魚市場や加工肉販売に関する事業計画が示

されたところでございます。民間販売施設につ

きましては、去る５月６日に地鎮祭があり、本

年秋オープンに向け、工事着工されております。 

 なお、道の駅たるみずはまびらにおける６次

産業化の推進としましては、本体施設内にござ

いますキッチンスタジオにおいて、新たな商品

開発、試作づくりの場としての活用を想定して

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  池山議員がおっしゃいま

した６次産業化と観光振興、市長の大きな目玉

施策ではないかと。全くそのとおりであります。

経済政策の柱であります。もちろんそれだけで

はありません。人口減少社会の中で、あるいは

灰の降る垂水の中で、どうやってまちの財源を

確保していくかというののシンボル的な話であ

ります。 

 ６次産業化に関しては、垂水という名が示す

とおり、水資源をはじめ、水産、いろんなもの

をしっかり加工して儲かる仕組みをつくるとい

うのが６次産業化の定義であります。よく水産

になぞらえて申し上げますのは、垂水、牛根両

漁協がありまして、約150億円の生産高、国内

のカンパチ、ブリの２割を生産しております。
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これを６次化することによって500億の出口が

あるわけですけれども、現状は、その差し引き

の350億を生産者以外が儲かっているというこ

となんです。できるだけこれを手元に寄せたい

と。そのために、いろんな手立てをやりながら、

加工販売の会社であるグローバルオーシャンと

いうことを牛根に誘致をして、そのことで、今、

海外輸出43億円ですから、断トツ日本一という

ことになります。垂水漁協に関しては、まだ海

外輸出という点に関して遅れをとっております

けれども、間違いなく日本は人口減少社会の中

でありますから、誰に何を売るかという視点に

立ったときに、世界は今70億人。その中でアジ

ア人の割合が38％でありますので、近い将来、

90億人になったときに56％がアジア人だと言わ

れておりますので、食料争奪戦、そのものを、

垂水の食の宝をしっかりと売り込んでいきたい

というのが、一つの大きな考え方であります。 

 そういう意味におきましては、地元において

も両道の駅を含めて、しっかりとＰＲをしてい

く、あるいはふるさと納税の商品とか、先ほど

申し上げました、この間、ＪＡＬの本社に行き

まして、いろんな垂水の食材を、海外も含めた

売出しをしていくようなお話でありますとか、

いろんなことを手がけておりまして、数字上も

いい数字が出ているということだというふうに

思います。 

 国としては、あしたの日本を支える観光ビジ

ョンというのを策定をしておりますので、観光

先進国に向けての取組みの中で2020年に訪日外

国人4,000万人というのを目標に掲げておりま

す。また、平成31年２月、観光庁発表の資料に

よりますと、鹿児島県内の平成30年の延べ宿泊

者数は831万9,500人となっておりまして、現行

の調査方法となった平成11年以降は過去最高で、

前年に比べ4.2％増え、外国人の方も6.4％増え

て79万1,660人で過去最多を更新しているよう

な状況でございます。このような状況の中で、

本市も近隣市町村との新たな枠組みで戦略的な

事業展開、例えばジオパークでありますとか、

満喫プロジェクト、あるいは湾奥の会議、大隅

未来会議等を図りながら、県の観光連盟や関係

機関と連携を強化することで、より効果的な外

国人観光客の誘致対策を取り組んでいるところ

でございます。 

 先日の新聞報道でもご承知のとおり、既に県

観光連盟と連携をして、近年増加しているク

ルーズ船の誘致客対策も取り組んでおりまして、

平成31年４月４日にはクルーズ船の乗組員11箇

国25人が道の駅たるみずはまびらをはじめ、訪

れていただきまして、私自身、出迎え、トップ

セールスを行っていたところであります。 

 その他にも、垂水高校との学校交流というこ

とで、４月16日から18日にかけて、香港の日本

人学校の皆さんが訪れていただいたり、さらに、

そのことをＳＮＳ等で海外に向けて情報発信を

していただいたところでございます。 

 また、水産商工観光課には、県外出張の際に

は、必ず旅行エージェントや航空会社、ＪＲ、

船舶会社等の関係機関に立ち寄るように指示を

して、特にツアー商品を開発する担当部署と連

携を深めることによりまして、垂水市の魅力を

高めて、誘客につながる取組みを考えさせるよ

うにしているところでございます。 

 そして、いよいよ2020年にはオリンピックや

国体ということで、外国や県外からの観光客の

増加ということが予想されますので、受入れ態

勢の整備を進めると共に、関係機関と連携を深

めて、これまで以上にトップセールスによりま

して、垂水市のＰＲを展開していきたいという

ふうに思っているところでございます。 

 皆様のご協力をいただいて、交流人口もかな

り増えておりますし、そのことが経済政策の柱

でありますけれども、それは目的ではありませ

ん。最終的に、その財源をもって医療や介護や

福祉ということに充てて、住んでよかったまち
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づくりに努めてまいりたいと考えているところ

でございます。 

○福祉課長（髙田 総）  池山議員の無償化の

対象とならない世帯への対策についてお答えい

たします。 

 今回の幼児教育保育無償化制度においては、

議員がおっしゃいましたとおり、０歳から２歳

の課税世帯の児童にかかる保育料については、

無償化の対象外とされております。この対象外

の世帯への支援策でございますが、今年度の施

政方針において、子育て世代の経済的負担軽減

を重点施策として掲げておりますことから、現

在、本市独自の財政的支援について検討を進め

ているところでございます。 

 その支援策の概要でございますが、助成割合

については、財源等を考える必要があり、また、

制度改正や各種の調整が必要であると思われる

ことから、現在、市長の意向を踏まえながら、

令和２年４月からの実施を目標に、関係課と協

議を進めているところでございます。仮に、保

育料の２分の１の額を市が助成した場合には、

新たに約800万円の財政負担が生じる見込みで

ございます。今後も子育て世帯の皆様が子供を

安心して保育所に預けやすい環境づくりに努め、

子育てしやすいまちづくりの実現に向けて取り

組んでまいります。 

 以上でございます。 

○農林課長（楠木雅己）  池山議員の２回目の

ご質問にお答えいたします。 

 先ほども申し上げましたとおり、県の担当者

のほうから現段階では難しいという回答をいた

だいておりますので、私どももまだ事業の全容

がはっきりわからない部分もございまして、今

のところは申し訳ございませんが、今のところ

難しいという回答しかできない状況でございま

す。ご理解いただきたいと思います。今後、ま

た情報収集に努めてまいりたいというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○池山節夫議員  私のあとが、森武一議員が腕

を撫して待っていますから、そろそろ終わろう

と思っています。 

 市長、確かに６次産業化の推進、この観光振

興、目的ではないわけですよね。ただ、大きな

柱だと。そういうことで、私の誤解というのも

ちょっとあるのかなと思うんですけど、私は加

工場を整備して、その加工場というのはどんな

ものかを、最初に提案を受けたときにイメージ

したのは、例えば、垂水のいろんな農産物、魚

もなんだけど、今現在、商品にならないもの、

例えば、買われる青果業の方がいらっしゃる。

それはもう綺麗なものを箱詰めして出されるわ

けです。それはそれでいいと農家の方は。ただ、

インゲンでも何でも、今一つお金にならないも

のがある。そういうものを垂水市が南の拠点の

その加工場でつくって、例えば、誰でも、１キ

ロでも２キロでも持ってきなさいと。それを持

ってきたら、例えば、たるみず畑さんがインゲ

ンのポタージュスープをつくられているけど、

それをせえとは言わないんです。ただ、そうい

うお金に現在なっていないものを、みんな垂水

市内の農家の人は、お金にならないものはここ

へ持ってきなさいと。そのもので加工をして、

それが少しでもお金になると。そういうふうな

ものができるのかなと、私は想像していたわけ

です。そうすると、本来、農家の方がお金にな

らない部分がお金になると。それで所得の向上

を図るんだと、そう理解していたわけです。 

 魚についても、一本釣りの人がいろいろ釣り

ます。私の友達、きのう、おとといも魚釣りに

行って、池山さん、もうもらってくれと。じゃ

あ、もらってやるよと。アジを10匹ぐらいとか、

アカナを５、６匹とか、これ以上、余り小さい

やつだと市場まで持っていけないわけです。毎

日行っていると、自分ちで食うにも、奥さんか

らも持ってくるなと、どうかせえと言われる。
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池山さん、もらってくれんかと言うから、もら

ってやるよと言って、私、もらってやったんで

す。そういうものも、例えば、その加工場に持

ち込んだら、東京あたりではどんな魚でも、今

現在、お金になっていないんだけど、それを売

っているお店、居酒屋があるわけです。それと

か、加工をしたら何とかなる。そういうものを

加工してお金にしてあげようと。垂水市民の皆

さんがどんな形であれ、少量であれ、持ち込ん

だから金になりますよと。その上で、少しでも

所得の向上を図ると。私は、今度のその最初の

道の駅のはまびらの加工場の話があったときに

はそういうイメージを私は持っていたんですけ

ど、そのへんのことについて、これからでもい

いです。イメージがないと言えば、それで終わ

りなんですけど、そのへんのことを市長にちょ

っとこれから先でも何か検討はできないかとい

うことを一つお伺いします。 

 それと、先ほど堀内議員のところかな。ゴー

ルデンウィーク中の道の駅たるみずのほうが５

万6,505人、はまびらは５万6,166人、これでそ

の売上げ的には牛根のほうが3,640万と言われ

たかな。はまびらのほうは1,750万、このへん

の今のこの差についてどう捉えておられるのか。

これから先はそのはまびらのほうの売上げ、こ

れ同じぐらいの人数だと同じぐらいの売上げ以

上に上がらないといけないと思うんですけど、

このへんについて考えがあったら聞かせてくだ

さい。 

○市長（尾脇雅弥）  すみません。ちょっと足

らざるは、また教えてください。 

 池山議員がおっしゃるように南の拠点の中で、

加工というところで、儲かる仕組みの中での商

品開発と、もちろんそれも目指しておりますけ

れども、例えば、店舗の中にカットフルーツみ

たいなものもあったりするんですね。結構500

円のパッケージでいいものが、ああいったもの

にしても本来であればああいったところで加工

して出していただいてもいいんですけれども、

それぞれの持ち場で加工されて提出をされると

いうこともございます。 

 ただ、今後ということに関しては、池山さん

がおっしゃったような方向で、場の有効活用と

して考えられることだというふうに思います。

また、水産物なんかに関しては、今２階エリア

をつくっていますので、そこの部分が民間の投

資で民間の方々が水産物をいろんなところから

受けて、加工したりとか、いろんな形でやって

いくということでありますので、まさしく今お

っしゃった「もらってくれよ」ということが、

あそこに持っていけば、魚種とかにもよるんで

しょうけれども、しっかりとそういう形で商売

として成り立つような形の仕組みになっていく

というふうに思います。 

 それから、売上げのことに関しては、道の駅

の牛根のほうがレジが１つ全体的に売上げが三

千数百万ということでありまして、はまびらの

場合は、それ以外にもレストランとかコーヒー

とか店舗とか、それはもう別ということになり

ますので、あそこのレジのみの売上げというこ

とになりますので、少し少なく感じられたので

はないかと思います。 

 それ以外にも、外でテナントでやっておられ

ましたりしましたので、そのへんのところは正

確に把握できていないというので、先ほどの数

字とご理解いただきたいと思います。 

○池山節夫議員  もう終わりますけど、私はさ

っきちょっと冒頭、ちょっと怒りもありながら

しゃべりましたけど、尾脇市長、よくやってい

ると思っているんですよ、私。この８年間を見

ていて、道の駅も本来なら１つの市に１つしか

できないところを２つつくった。それで交流人

口も増えてきた。これで何ら問題ないだろうと

私は思っているんですよ。だから、そういう人

もいると思って頑張ってください。 

 私の質問は終わります。 
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○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は、４時５分から再開いたします。 

     午後３時56分休憩 

 

     午後４時５分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ここで、申し上げます。本日の会議は議事の

都合により、あらかじめ、これを延長いたしま

す。 

 次に、２番、森武一議員の質疑及び質問を許

可いたします。 

   ［森 武一議員登壇］ 

○森 武一議員  本日、最後になるかと思いま

す。森武一でございます。 

 ４月の選挙で初めて当選させていただき、本

日が初めての質問になりますので、不手際等あ

るかと思いますが、先輩方の優しい野次、ご指

導でお導きいただきますようお願い申し上げ、

質問に移らさせていただきます。 

 質問通告どおりに質問させていただきます。 

 まず、選挙事務についてご質問いたします。 

 今回の県議会選挙と市議会議員選挙について、

市民の方から期日前投票が、投票所が市役所し

かなく、仕事が終わってから期日前投票所に行

くには遠いとのご意見を多くいただきました。 

 本市は高齢者も多く、期日前投票を行いたく

とも投票所が遠いため、行きかねている方が散

見されます。 

 今回の県と市議会議員選挙の投票率は前回よ

り若干下がっております。お住まいのお近くに

期日前投票所があれば、投票率向上につながる

のではないでしょうか。 

 そこでお伺いいたします。選挙事務を合理化

する、そして予算額をできる限り抑えていく、

これを前提としつつ、今後の選挙において巡回

ででも期日前投票所を増やすおつもりがないか

をお尋ね申し上げます。 

 次に、２番目の梅雨を前にした災害対策につ

いてお尋ねします。 

 梅雨に入り、大雨の発生を警戒しなければな

らなくなりました。また、近年は気候変動の影

響によると思われる集中豪雨やゲリラ豪雨、全

国的にどこで災害が発生するかわからなくなっ

ております。 

 本市はもともと災害が多発する地であります

が、今後、この激甚化する雨などによって、よ

り一層災害のリスクが増えていくことが考えら

れます。 

 境地区は、平成28年の台風16号で境川が決壊

寸前までいき、蔵置川と小田川の砂防ダムも現

在埋まったままであります。また、浮津から高

野地区へ上る市道高野線は現在工事中で通行止

めとなっております。高野地区の住民は現在、

林道二川線を使用しています。この林道二川線

は林道ということもあり、通常維持管理は行わ

れず、不通になってから対応するとお伺いして

います。この林道はちょっとの雨でも崩れるこ

ともあり、梅雨ということを考えると林道まで

通行止めになってしまうことが想定されます。 

 市道高野線と林道二川線、どちらも通行止め

となっているときに高野地区で急患が発生した

場合、急患の搬送手段が問題になってくるかと

思います。 

 そこで、市民に向けての説明を含めて、砂防

の状態及び市道高野線の現状の説明と今後の工

事の見通しをお尋ねいたします。併せて、高野

地区が前回通行止めで孤立したときに、救急隊

員が担いで住民を避難させたとお伺いしていま

す。今後、災害が発生した場合のためにも、現

在ある高野地区から輝北へ抜ける道路の整備や

ヘリポートなどといった代替手段をお考えかお

尋ね申し上げます。 

 次に、新庁舎建設についての質問に移らさせ

ていただきます。 

 今回の新庁舎建設計画を進めるにあたって、
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交付税措置のある公共施設等適正管理推進事業

債を活用して、有利に建設を進めることができ

ると執行部は説明してきているかと思います。

この公共施設等適正管理推進事業債を使用する

ための前提として、公共施設等総合管理計画の

策定と個別施設計画、それと業務継続計画を策

定することが求められています。 

 議論の前提となりますので、私のほうから簡

単に公共施設等総合管理計画についてお伝えい

たします。もし、過不足があるようでしたら、

後ほど答弁の際に補足ください。 

 この計画の概要は、これまでに整備されてい

る公共施設やインフラなどの公共施設等を現状

の規模で維持していくためには年間４億8,000

万円更新費用が足りなくなるとの前提でありま

す。その上で、これを何とかするために、平成

29年度から平成38年度、令和にすると令和８年

までの10年間で長寿命化、管理の効率化、公共

施設等の新規建設前の既存施設の有効活用策検

討、そして、施設増加抑制または廃止を含む検

討をすることによっての公共施設等の総量を減

らしていくことが骨子となっております。そう

することによって、更新費４億8,000万円の不

足を解消しようというものになります。この公

共施設等総合管理計画と今回の新庁舎建設計画

の関係からお尋ねいたします。 

 内部検討委員会の検討報告書、基本構想、建

設基本計画において、耐震性に問題があると断

定的に述べていらっしゃいます。そこで、耐震

診断や耐震補強、また公共施設等総合管理計画

の求める長寿命化を行ったのかをお尋ねいたし

ます。していない場合はなぜしていないのかに

ついても併せてお尋ねいたします。 

 次に、敷地面積１万平米の算定についてです。 

 私がこの質問でお聞きしたいことは、なぜ平

場で１万平米必要となったかであります。巷で

言われる旧フェリー駐車場跡の建設予定地あり

きの計画ではなかったのかという疑問と関わっ

てくるかと思います。 

 事前の打ち合わせで執行部より、敷地面積１

万平米は上限値の目安であること、執行部とし

ては外部検討委員会に白紙で諮問し、決まった

敷地面積で建設するつもりであったという説明

を受けました。 

 例えば、現庁舎の敷地に建てると決まればそ

れに沿った形で設計するということだったそう

です。建設計画が仮に敷地面積１万平米ありき

でなかったのであれば、なぜ外部検討委員会へ

の示し方、また市民に対する説明の仕方が敷地

面積なのかということに私は疑問を感じます。 

 執行部が、算定の内訳として示している駐車

場の広さ5,000平米、オープンスペース2,000平

米は必要な延床面積であって、敷地面積ではな

いはずです。 

 外部検討委員会に白紙で建設予定地を諮るの

であれば、敷地面積１万平米ではなく、庁舎の

延床面積6,000平米で積算した活用敷地面積と

して１万4,000平米として、建設候補地を外部

検討委員会に諮るべきではなかったのではない

でしょうか。そうすることによって、外部検討

委員会は駐車場を立体駐車場にするであったり、

オープンスペースを屋上に持っていくなどの白

紙の状態からの自由な議論によって必要な敷地

面積の議論ができたのではないでしょうか。こ

の点を踏まえて、平場で敷地面積１万平米と示

された理由をお尋ねいたします。 

 次に、建設予定地の選定に係る評価の妥当性

についてお尋ねいたします。 

 建設基本計画において、建設予定地を決定す

る際の評価方法は、市民の利便性、計画の経済

性と実現性、防災拠点、安全性、まちづくりと

の整合性の４つの評価基準を用いて、その中で

11の評価項目を内部検討委員会と外部検討委員

会で評価し、それを単純に足し合わせて建設予

定地を決定しています。 

 ここで、大きく評価項目と評価方法の２つの
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論点についてお伺いいたします。 

 評価に関しては、これからお伺いする論点以

外にも問題点があるとは考えますが、時間の関

係上、以下２点に絞ってお尋ねいたします。 

 まず、評価項目についてお尋ねします。 

 評価項目の概算事業費を示される際に、現庁

舎地での建て替えである候補地Ａについては、

庁舎建設費、用地費、補償費、仮設庁舎費を計

上しています。 

 市民館での建て替えである候補地Ｂでは、庁

舎建設費、用地費、補償費が計上されています。 

 旧フェリー駐車場跡である候補地Ｃは、庁舎

建設費と用地費のみの計上となっております。 

 洪水浸水想定区域である候補地Ｃについては、

国の事業を使用すること、これが前提と考える

のであれば、当初よりかさ上げが必要だったか

と思います。そうであるなら、ここにかさ上げ

費用を含めなければ候補地選定の公平な判断は

できないのではないでしょうか。 

 次に、評価方法についてです。 

 ここでの趣旨は、建設予定地を決定するのに

単純に評価を足し合わせることでよかったのか

ということです。建設予定地である旧フェリー

駐車場跡は安心・安全な庁舎建設の中で一番重

要な項目である津波浸水に関して３つの候補の

中で唯一、三角がついております。 

 外部検討委員会の議事録を紐解きましても、

旧フェリー駐車場跡の安全性について多くの委

員が疑問を述べられています。 

 市長は常々安心・安全のまちづくりを掲げて

いらっしゃいます。安心・安全なまちを目指す

のであれば、優先度の高い安全性と用地取得や

工期などを同列で評価することに問題があるの

ではないでしょうか。やはり、市長が掲げる安

心・安全の安全性と地方自治法第４条２項が求

める利便性に関しては何らかの重点化が必要だ

ったのではないでしょうか。 

 そこで、お尋ねします。候補地Ｃにかさ上げ

費が含まれなかった理由と評価方法が単純な足

し算方法になった理由をお尋ねいたします。 

 次に、地方自治法第４条１項の議案提出時期

についてお尋ねいたします。 

 これに関して持留議員が先ほどご質問してい

ましたので、ここでは単刀直入にお伺いいたし

ます。 

 ４条１項の議案提出は建設予算提出と同時に

出すのか、または庁舎が建った後に実際に移転

する前になるのかについて、執行部のお考えを

お尋ねいたします。 

 次に、新庁舎建設に伴う住民サービスへの影

響についてということでお尋ねいたします。本

題に入る前に一つ問題提起をさせていただきま

す。 

 先月23日に行われた新人議員向けの新庁舎建

設の説明会、また、きょうの先輩方の質問のと

きにおいても、執行部より庁舎をつくっても税

金が増えないというのはご説明がありました。

これは市民へも同様の説明をしているかと思い

ます。 

 財政課に試算していただいたところ、庁舎を

建て替えることによって、年間3,000万円、市

の負担が増えるという試算結果をいただきまし

た。やはり市民に向けて「税金は増えません」

や「一切負担はありません」というこの議論を

ミスリードする広報活動には問題があるのでは

ないかと考えています。市民に正しい情報を提

供し、そして、正しい議論、それを進めていく

ことが必要なのではないかと思います。この点

について何かありましたらお答えください。 

 次に、本題に入ります。 

 庁舎建設において、交付税措置を受けるため

に公共施設等総合管理計画が必要になるので、

この計画は上位計画と位置づけることができる

かと思います。公共施設等総合管理計画と内部

検討委員会の新庁舎建設の検討結果報告書とも

に、この２つの計画は平成29年３月に公表され
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ています。 

 上位計画である公共施設等総合管理計画には、

新庁舎建設に関しての言及はありますが、しか

し、試算や目標設定には新庁舎建設計画は含ま

れておりません。公共施設等総合管理計画と新

庁舎建設計画に整合性がとれていないのではな

いでしょうか。 

 住民サービスへ与える影響を考えると公共施

設等総合管理計画と新庁舎建設計画は整合的で

ならなければならないと考えますが、なぜ同時

期に計画を公表したにもかかわらず、整合性が

取れていないのかをお尋ねします。 

 次に、新庁舎建設計画の規模についてという

ことでお尋ねいたします。 

 新庁舎は想定人口１万4,374人、職員数250人

を想定して建設されるかと思います。垂水市の

人口は、最新の2015年国勢調査を基にした社人

研の推計人口では2020年の１万3,908人から

2040年には8,250人になると推計されています。

これは、2020年を基準にして5,658人、率にし

て40％減少するということです。2040年にここ

まで減少するとなると、財政上の制約から職員

数は削減せざるを得なくなるのではないかと考

えます。職員お一人お一人が仕事をしやすい十

分な広さを確保することが前提とはなりますが、

想定人口１万4,374人、職員数250人は想定とし

て過大ではないかと考えますが、いかがお考え

かお尋ねし、１回目の質問を終わります。 

○選挙管理委員会事務局長（鹿屋 勉）  森議

員の選挙事務についてのご質問にお答えいたし

ます。 

 選挙管理委員会におきましては、各種選挙の

執行に際し、常に正確であること、公正である

ことを基本に事務にあたっております。 

 選挙執行に要する経費につきましては、経費

の節減に取り組んでいるところでございます。

公職選挙法の規定があり、削減できない事務、

それに伴う経費もございますが、合理化につい

ては今後も検討を続ける所存でございます。 

 また、期日前投票所の増設はできないかとの

ご質問でございますが、高齢化が進む中で、期

日前投票所の増設は投票をする機会の確保や選

挙人の利便性の向上につながると期待されます

ことから、近年、各地で実施されるケースが増

えております。投票所の統廃合に伴う代替措置

で実施される場合もあるようでございます。 

 本市において、期日前投票所の増設や移動投

票所を実施するにあたっては、人員確保や投票

スペースの確保、二重投票の防止など多くの課

題がございます。この中で、二重投票の防止に

つきましては、新城支所、牛根支所において基

幹系システムを利用することで個人情報管理が

可能となりますことから、極めて限定的ではあ

りますが、課題がクリアできるようであります。 

 高齢化や生活の多様化が進む中、投票者の利

便性を図ることの重要性は十分認識しておりま

す。併せて選挙においては常に正確性、公平性、

厳格性が要求されますので、これらを総合的に

判断しながら、複数箇所における期日前投票に

つきまして、引き続き検討してまいります。 

 以上です。 

○土木課長（東 弘幸）  境川の砂防工事の現

状につきましてお答えいたします。 

 平成28年の台風16号により、本市は甚大な被

害を受けましたが、牛根地区につきましては砂

防施設が流木や土砂を捕捉し、下流域への影響

を最小限に留めたことは、砂防の効果が最大限

発揮されたものと考えております。 

 県におきましては、被災直後、上空から砂防

施設の調査を実施しており、緊急に取り組むべ

き箇所の流木の除去や土砂の持ち出しを行うな

どの対策を行ったところでございます。 

 境川の２基の砂防施設も下流域への流出が若

干あったものの、流木や土砂を捕捉しており、

同じく砂防の機能としての効果は十分あったも

のと考えております。 
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 その砂防についてでございますが、既存の砂

防施設は不透過型堰堤といわれる、主に土砂を

捕捉するものでございます。県ではこれを流木

や大きな岩の捕捉を主に目的としました透過型

堰堤の改良を計画されているようでございまし

て、その堰堤改良工事に併せまして、流木や土

砂の撤去を実施するとなるようでございます。 

 現在は砂防堰堤改良の実施設計は終了してお

り、工事用道路を兼ねた管理用道路の用地調査

中であるとのことでございますが、準備ができ

次第、地元説明会を実施する予定でございます。 

 続きまして、２つ目の高野地区への道路工事

の現状と災害時の代替道路の整備についてお答

えいたします。 

 現在、昨年度の台風７号により被災を受けま

した市道高野線の道路災害復旧工事を発注して

おりますが、大型ブロックでの施工でございま

すので、ブロックを吊り上げる機械も大型車両

となります。このようなことから、全面通行止

めでの施工しか方法がなく、住民の方々にはご

不便をおかけしておりますが、林道を迂回路と

して利用していただいているところでございま

す。 

 この高野線は急勾配であり、また急カーブが

多い道路でございますが、特に急カーブ部分は

舗装が剥がれ、大型車が通行する際、運搬する

卵が割れるなどの苦情を以前よりいただいてお

り、環境整備班や建設業者へ舗装の修繕をお願

いし、対応しておりますが、しばらくするとま

た舗装が荒れ、その後補修をするといったよう

な状況でございました。この通行止めの期間を

有効に活用し、すぐに舗装が荒れる急カーブ部

分をコンクリート舗装にすべく、既に発注した

ところでございます。 

 通行止めの期間でございますが、災害復旧が

９月５日まで、舗装工事が９月30日まで工期を

設けておりますが、災害復旧の進捗が予定より

早く進んでいるため、１日でも早く通行止めの

解除ができるよう、舗装工事につきましても早

期に着手をするようお願いしたところでござい

ます。 

 地域の方々にはご迷惑をおかけいたしますが、

もうしばらくお時間いただけますようお願いい

たします。 

 次に、代替道路の整備でございますが、先ほ

ども申されました二川林道と輝北へ抜ける道路

がございます。輝北へ抜ける道路も市道高野線

でございまして、林業の基幹作業道として整備

した後、市道へ認定されました道路でございま

すが、勾配が急な箇所につきまして約１キロ

メートル舗装しており、残りは砂利舗装となっ

ております。 

 豪雨時の災害調査や道路パトロール等で崩土

や路面の洗掘等がございましたら、これまでも

対応をしておりますが、今後も点検を行い、適

正な管理に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○消防長（後迫浩一郎）  森議員のご質問でご

ざいます、高野地区の災害時の急患搬送手段の

確保につきましてお答えをいたします。 

 現在、市道高野線は工事中であり、火災緊急

事案が発生した場合は、二川林道を使用してい

る状況でございます。 

 しかし、災害により土砂崩れ等が発生した場

合、緊急事案が発生しても、車両は通行できな

くなる可能性があります。 

 以前、平成28年台風16号災害時にも土砂崩れ

により緊急車両が通行できず、徒歩にて傷病者

を背負って搬送した経緯がありますが、土砂崩

れの規模及び道路等の状況を高野地区在住の消

防団員から情報を聴取し、状況に応じた資機材

や人員を投入し、場合によっては、天候にもよ

りますが、防災ヘリの運用も考慮し、最善の対

応を図ってまいります。 

 しかしながら、災害が発生してからの活動で

は二次災害の危険もありますので、大雨警報等
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が発表される恐れがある場合には、総務課と協

議し、分遣所職員及び消防団員により全世帯を

巡回させ、早めの避難を呼びかけたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  森議員のご質問

でございます、耐震診断、耐震補強及び長寿命

化の可能性調査の有無についてお答えさせてい

ただきます。 

 現庁舎の耐震診断については、庁内検討委員

会で耐震診断及び耐震補強工事の費用対効果、

耐震補強工事による影響、そして、当時の議会

における要望等に基づき協議は行われ、平成29

年３月に取りまとめた新庁舎建設の検討結果報

告書において、耐震補強工事は耐震壁の新設、

構造体の補強だけでなく、杭打ちも行っていな

い本館の杭、基礎の補強が不可欠であるが、建

設当時の図面がなく、杭、基礎工事に大きな課

題があり、実際、耐震補強工事を実施した場合、

耐震壁や補強材のため、事務室がさらに狭小に

なるなど執務環境の悪化、さらに来庁者への行

政サービス低下などの影響があることから、こ

の問題の抜本的早期解決を解消するため、新庁

舎の建設が望ましいとしたところでございます。

そういったことから、耐震診断は行っておりま

せん。 

 以上でございます。 

 次に、敷地面積１万平米の算定についてお答

えさせていただきます。 

 庁舎敷地は良好な都市景観を形成するための

緑地等の整備のほか、災害時の防災拠点として

の機能空間、市民イベント等の広場、来庁者の

駐車場などが必要と考えております。このため、

新庁舎建設基本計画においては、庁舎本体の建

築面積を2,000平米、付属棟建物の建築面積を

700平米、駐車場との面積を5,300平米、その他

緑地やオープンスペースを2,000平米とし、敷

地面積の上限値の目安を約１万平米としたとこ

ろでございます。 

 議員ご指摘のとおりの建物面積も敷地面積に

含んで有効活用できるのではないかとのご指摘

ですが、本市の基本計画は他市町の新庁舎基本

計画と同じような項目の積上げとしており、議

員ご提案の考え方は検討しておりませんでした。

ただし、今回ご提案いただいた考え方は今後の

施設計画づくりにおいて参考になると思います

ので、議員ご提案の内容を理解し、有効かどう

か検証してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

 続きまして、基本計画による候補地選定評価

の妥当性についての候補地Ｃのかさ上げは評価

段階で考慮されるべきではないかにお答えさせ

ていただきます。 

 基本構想に示したＡ・Ｂ・Ｃ、３つの候補地

の評価に用いる事業費の算定については、本体

工事は同じ建物を建てるという条件としたとこ

ろでございます。このため、かさ上げについて

は３候補地とも考慮されておりません。 

 候補地評価を行い、候補地となった段階で基

本計画に用いる概算事業費を算定しますが、こ

の段階で、この候補地に必要な条件が設定され

ることとなります。 

 かさ上げについて評価段階で積み上げるべき

とのご指摘ですが、仮にＡ・Ｂ・Ｃそれぞれが

候補地として決まった段階で、必要なかさ上げ

について積み上げられるものと認識しておりま

すことから、評価段階においては妥当であった

と考えております。 

 なお、どの程度かさ上げが必要かについては、

基本設計において、敷地周辺の状況や建物構造

等により決まっていくものと考えております。 

 以上でございます。 

 続きまして、次に、候補地選定評価の妥当性

についてお答えさせていただきます。 

 庁舎の位置については、事業費の算定や建設

スケジュール等の建設計画に多大な影響がある
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ことから、十分な調査に基づく検討作業が必要

でございます。こういったことから基本構想に

おいて、市民の利便性、計画の経済性と実現性、

防災拠点、安全性、まちづくりとの整合性とい

った４つの評価項目を示し、内部評価及び市民

目線による外部評価を行い、整備位置を決定す

ることとしておりましたので、基本計画策定段

階で基本構想に基づく手続に則って候補地の決

定を行ったところでございます。 

 議員ご指摘のとおり、４つの評価項目を同一

に扱ってよいかとのご指摘でございますが、実

際の内部評価、外部評価の中ではそういった項

目に重みをつけるといったご意見がなかったこ

とから、各評価項目に対して、〇適している、

△課題があるが対応可能である、×適してい

ないといった評価を行ったところでございます。 

 以上でございます。 

 次に、地方自治法第４条第１項に関する議案

提出についてお答えさせていただきます。 

 地方自治法第４条に基づく位置変更条例の議

案提出につきましては、これまでも答弁させて

いただいていますとおり、市町村の位置の変更

については、地方自治法第４条に基づき条例で

定めるよう規定されており、地方自治法の解説

書によると、この条例の制定時期については建

設着工前にするか、完了後にするかは市町村の

事情によっていずれも差し支えないが、建築の

財源の見通しも立たない時期に制定することは

適当ではないとされているところでございます。 

 この財源の見通しの部分でございますが、基

本計画策定直後においては、本市の場合、財源

である起債計画に変更が生じることが予想され

ることから、条例の制定時期としては適切でな

いというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○財政課長（和泉洋一）  新庁舎建設計画に伴

う住民サービスへの影響についてのご質問にお

答えいたします。 

 新庁舎建設につきましては、垂水市新庁舎建

設基本計画で事業費を約37億円としております

が、現時点で想定している財源としましては、

まず市有施設整備基金から14億円程度を充て、

残り23億円程度について、公共施設等適正管理

推進事業債を充当する予定でございます。 

 そこで、ご質問の新庁舎建設計画に伴う住民

サービスへの影響についてでございますが、多

額の事業費がかかることから、毎年度、地方債

の返済に充てる公債費の増加と財政指標の中で

は将来負担比率の上昇などが想定されます。し

かしながら、公共施設等適正管理推進事業債は

借入期間が最大30年と長期の借入れが可能で、

財政負担が長期にわたり平準化されること、地

方債を償還する期間にわたり、総額約８億円の

地方交付税措置が受けられるという大きなメリ

ットがございますので、新庁舎建設事業に係る

影響だけに限って見れば、急激な公債費の負担

増で市民サービスに影響を与えることは少ない

と考えております。 

 以上でございます。 

 次に、公共施設等総合管理計画と庁舎建設検

討結果報告書との整合性についてのご質問にお

答えいたします。 

 公共施設等総合管理計画の庁舎分の更新費用

の推計については、現庁舎で今後40年における

建て替え並びに大規模改修に係る推定費用で試

算をいたしております。 

 当時、庁舎建設等庁内検討委員会検討結果報

告書も、平成29年３月に出されておりますが、

庁舎のあり方について方向性を整理したもので、

最終的な決定ではないことから、検討結果報告

書に記載されている新庁舎建設概算事業費は総

合管理計画には反映していないところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  続きまして、想

定人口１万4,374人の妥当性についてお答えさ
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せていただきます。 

 新庁舎建設基本計画において、第４章新庁舎

の規模設定の中で、基本指標、将来人口を概ね

１万4,374人としておりますが、これは上位計

画でございます垂水市人口ビジョン、平成27年

９月策定における供用開始時点の直近値である

平成32年推計人口としております。 

 議員ご指摘のとおり、平成30年３月に社人研

が、平成27年国勢調査に基づく推計人口を発表

されておりますが、現時点においては上位計画

である人口ビジョンを見直していないことから、

各種計画との整合性という観点から妥当である

と判断しているところでございます。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  では、一問一答方式でお尋ね

させていただきます。 

 選挙事務についてということで、今後検討し

ていくということだったんですけど、この夏に

は参議院選挙が始まるかと思いますが、参議院

選挙までには、この期日前投票所を開設する方

向で検討しているということでよろしいんでし

ょうか。 

○選挙管理委員会事務局長（鹿屋 勉）  今、

議員がおっしゃるように、７月には参議院選挙、

施行されますけれども、先ほど申し上げました

とおり、垂水市で複数、期日前投票所を開設す

る場合には、システムのほかにも様々な問題が

まだ未解決のままありますので、参議院選挙に

は実行できないと判断しております。 

○森 武一議員  ありがとうございます。 

 それでは、できる限り早めの選挙期日前投票

所を創設していただくことが投票率の向上であ

ったりとか、投票機会の確保につながると思い

ますので、対応していただければと思いまして、

ここの質問については終わらせていただきます。 

 続いて、梅雨を前にした災害対策についてと

いうことで、境川の２つの砂防について、現在、

県のほうで準備を進めているというふうにお答

えいただいているかと思うんですが、この夏に

関して、夏までにはこの砂防工事というものが

終わってくるのでしょうか。確認をさせていた

だければと思います。 

○土木課長（東 弘幸）  今現在、県がやって

おりますのは、先ほど森議員のほうから出まし

た砂防の裏の土砂の除去なんですけれども、既

存のその砂防施設の土砂を持ち出すにも工事用

道路がないということで、工事用道路の確保、

それをいずれは管理用道路として残しますけれ

ども、今、その用地の調査中ということでござ

いますので、それができ次第、まず住民説明会

をしてほしいという要望も以前ございましたの

で、住民説明会をした後に発注となりますので、

もうしばらく完成まで時間を要すると思います。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  もうしばらく時間がかかると

いうことなので、もう梅雨が始まり、いつ大雨

が来るかわからない状況の中で、砂防が埋まっ

ている、ここで土砂が崩れてしまった場合に境

地区の住民に関しては大きな影響を与えると思

いますので、執行部のほうで例えば避難指示で

あったりとか、避難勧告という基準があるかと

思いますので、そちらのほうを強めにするとい

うか、引き上げていただいて、万全の体制をし

ていただければと思いますので、そこをお願い

して、この質問は終わらせていただきます。 

 新庁舎建設について、また続いて質問をさせ

ていただければと思います。 

 まず、ここの公共耐震補強診断や耐震補強に

ついて、長寿命化のことをしていないというこ

とでお答えいただいていたかと思うんですけど、

費用対効果の面で。 

 今回のその公共施設等総合管理計画において

は、長寿命化を目標として掲げているとなって

くると、要は上位計画としてのその公共施設等

総合管理計画は、その長寿命化を求めているわ

けですね。そうするとそこをやらない理由とい
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うのは、やはりその上の上位計画と下の計画に

整合性が図れていないかと思うんですけど、い

かがお考えでしょうか。 

○財政課長（和泉洋一）  今、ご質問がありま

した公共施設等総合管理計画においては、第１

に施設を長寿命化にすることにより得られるコ

ストの削減、第２に施設の維持管理コストの削

減、第３に施設の目的変更や統廃合、複合化を

掲げているところでございます。確かに、新庁

舎建設につきましては、新庁舎をつくるという

ことの計画でございますので、長寿命化という

選択はいたしていないところでございますが、

これにつきましては長寿命化の国が定める基準

がございまして、おおむね70年程度、構造体の

躯体の耐用年数に長寿命化を図るということが

目標でございます。といたしますと、現庁舎に

おける既に経過年数というのが60年を超えてい

るということでございますので、長寿命化を施

したときのコスト削減というところについて、

その後のまた対応ということが非常に問題とな

ってまいりますことから、このことについて、

新庁舎については建て替えという形での選択と

いうふうになっているところでございます。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  今お答えいただいたことに関

して、なぜこのような質問をさせていただくの

かということなんですが、私として新庁舎の建

て替えが必要ではないということではなく、こ

の現状を見た場合、この建物ですね。状態を見

た場合に建て替えは必要だということはわかる

んです。ただ、ここの場にいる方々が60年後、

新しくつくった庁舎を60年間使うとなった場合

に60年後の方々が、実際、じゃあ、なぜここに

建て替えたのかということを見た場合に、そこ

が説明できないのではないか、資料として残っ

てこないのではないかということで、しっかり

とやっていくべきなんじゃないか、未来の住民

に関しての説明責任を果たすべきじゃないかと

いうことがまず１点として、この質問をさせて

いただきました。 

 もう一つ、この質問をさせていただいた意図

としては、耐震補強であったりとか、難しい、

現状ここが危ないということを執行部の方々が

ずっとおっしゃっているかと思うんですけど、

災害というのはいつ起こるかわからないという

ときに、実際起こったときに倒れました。どう

しようもなくなりましたというのでは遅いわけ

ですよね。実際やって大丈夫なのであれば使え

ればいい。危ないのであればそこをどうするか

ということを検討することが市民の安全・安

心・生命を守ることにつながるのではないかと

思って、この質問をさせていただいていますが、

その点について市長、いかがお考えでしょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  森議員のご質問にお答え

したいと思います。 

 その前に、初当選されて１箇月余りでありま

すけれども、様々な週末のイベントなどにおい

てお顔を拝見しております。また、今回初めて

の一般質問にもかかわらず、大変熱心に勉強さ

れ、様々な角度からご質問されておられること

にはまずは敬意を表したいと思います。その上

で、新庁舎建設につきまして、基本構想及び基

本計画を策定をして、設計業務に対する予算も

議決をいただいて進めているということでござ

いますので、新庁舎の問題ということの本質と

いうのは、今も話がありました築60年、大変古

い、安全上、課題の大きいであろうこの現庁舎

の問題を総合的な判断から一日も早く建て替え

るというのが私の使命であるというふうに思っ

ております。そのために、これまでご説明をさ

せていただいているような経緯を踏まえて、ご

理解を賜りながら前に進めているわけでありま

すけれども、やはり東日本大震災でありますと

か、熊本地震を踏まえて、今この計画でなけれ

ば安全性、あるいは経済性の面からも非常に厳

しい状況になるという危機感を持って私も臨ん
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でいるところであります。 

 よって、現在の計画をしっかり進めていきた

いと考えているのが基本でありますけれども、

また一方で、跡地の利用の課題等についても、

当然、近隣の商売されておられる方々を中心に、

不安の声があるということも十分理解できます

ので、そのあたりのところをしっかりと、今、

車座対話とか、いろんなものを通じながら、不

安の解消を進めながら前に進めていきたいとい

うふうに思っているところでございます。そう

いう視点を持って、これからもしっかりと意見

をいただきながら、前に進めていきたいと考え

ているところでございます。 

○森 武一議員  この質問に関しては時間の関

係上、ここで終わらせていただきます。 

 延床面積１万平米についてなんですが、ここ

も時間の関係上、ちょっと時間が残るようでし

たら改めて質問をさせていただきます。 

 次のここの評価方法と評価項目のところです

ね。事業積算についてということで、かさ上げ

費を想定していなかったというふうにお答えい

ただいているかと思うんですが、今回、新庁舎

を建設するにあたって、活用を前提としている

市町村役場機能緊急保全事業について、ここに

関しては危険な庁舎があった場合、昭和56年の

新耐震基準導入前に建設された建物であれば、

新しい耐震基準に適合した形に建て替える。ま

たは災害想定区域内にある庁舎を災害想定区域

外に持っていくというような事業になっている

かと思うんです。そうなったときに、候補地

Ａ・Ｂに関しては浸水想定区域外にあるわけで

あって、候補地Ｃだけ浸水想定区域内にあるわ

けですね。そうすると、この事業を使うとなっ

た場合に浸水想定区域内を外さなければ、この

事業に適合しなくなってくるのではないかとい

うことになるわけです。そうなってきたときに、

それはもうかさ上げをするしか、その浸水想定

区域を外す方法はないわけであり、それはもう

当初から浸水想定区域であるからかさ上げをし

なければならないということになると思うんで

す。そうなったときには前提として、この項目

の中に入っていないというのはおかしいと思う

のですが、そこについてはどう考えていらっし

ゃったのでしょうか。 

○企画政策課長（二川隆志）  今、ご質問の内

容につきましても、結果、かさ上げをすること

によって浸水想定区域を外れるということでご

ざいますので、審査項目の中には入れてあった

ということでございます。 

○森 武一議員  すみません。結果、かさ上げ

をすることによって、想定区域を外れるという

ことだというお答えだったかと思うんですが、

もともと要は、候補地Ｃフェリーターミナルの

ところにつくるとなった場合には、かさ上げが

必要になるということはもう明白なわけだと思

うんですね。そうなってきたら、そもそも前提

となる要は候補地Ａの場合は仮庁舎を借りるで

あったりとか、補償費をするというのが入って

きている理由としてはそこがもう明確にわかっ

ているからこそ入ってきていると思うんですね。

そうなってきた場合には候補地Ｃにそのかさ上

げ費が入っていないことというのはやはり問題

なのではないかと思うのですが、そこのなぜ入

ってきていないのかということを明確なちょっ

とご説明をしていただければと思います。よろ

しくお願いします。 

○総務課長（角野 毅）  前任者としてお答え

をさせていただきます。総務課長でございます。 

 なぜそこにかさ上げ費用が積算されていない

かということでございますけれども、浸水の想

定エリアとしては50センチ未満の浸水想定であ

るということでございます。 

 建築の専門家の方々も多数入っていらっしゃ

いましたけれども、建設をするに当たって、現

ＧＬのままで建屋を建てるということはほぼな

いわけでございまして、少なくとも50センチ以
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上のかさ上げというのは想定できる事実である

ということで、建築をする際に、例えば家をつ

くられる際に盛土をして家をつくられる。例え

ば建築物をつくるときに、例えばこの市役所で

あっても、庁舎に入られる際に数段の階段を登

ってこられると思いますけれども、あの段差が

あるということでございます。ですので、それ

が想定区域内として想定できるエリアの中であ

るということで、全ての建屋でそのことは想定

する。盛土をするということは、想定する範囲

内であったということでございます。なので、

あそこだけを特別に盛土をするというふうに認

定をして、積算をする必要はないというふうに

考えられているということでございます。 

○森 武一議員  この議論に関しても、本旨と

ずれてくるところなので、一旦置かせていただ

いて、ちょっとここの質問に関しての本旨のと

ころに入らせていただきます。 

 今回、先ほどから市町村役場機能緊急保全事

業についてお尋ねさせていただいているかと思

いますが、今回、この緊急保全事業を使うにあ

たって、浸水想定区域外にある現庁舎から、浸

水想定区域内の候補地であるＣに行くというこ

とになっているかと思うんですが、この事業の

趣旨からすると、災害想定区域外から区域内に

行くということは想定されていないのかと思う

んですが、これはそのままこの事業債として使

えるものなんでしょうか。お答えお願いいたし

ます。 

○財政課長（和泉洋一）  浸水想定区域内につ

いてのご質問にお答えいたします。 

 市町村役場機能緊急保全事業につきましては、

熊本地震により、災害時においても業務を行う

庁舎が有効に機能しなければならないことが再

認識され、庁舎の耐震化が未実施の市町村にお

いては災害時の業務継続に支障を来す恐れがあ

ることから、これらの庁舎の建て替えを緊急に

実施できるように創設されたものでございます。 

 このようなことから、総務省が出している地

方債同意等基準運用要綱によると、市町村役場

機能緊急保全事業の対象は、昭和56年５月31日

以前に建築確認を受けて建設され、耐震化が未

実施の市町村の本庁舎で、建て替え後の庁舎を

業務継続計画に位置づけるものとなっておりま

す。 

 計画地は議員ご質問のとおり、本城川が氾濫

した場合、50センチ未満の浸水想定区域ではご

ざいますが、かさ上げ等の対策をしっかり行い、

今後、防災拠点として業務継続計画に位置づけ

をする計画であることから、地方債の同意要件

を満たすものと考えております。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  お答えとしては、この事業に

ついては使えるというお答えだったかと思うん

ですが、これは例えば県であったりとか総務省

のほうには確認を取られているのでしょうか。

ここについて後ほどお答えいただければと思い

ます。 

 なぜ、これをご質問させていただくかという

ことなんですが、私のほうで県のほうであった

りとか、総務省のほうに確認をさせていただい

たところ、県のほうはこの市町村役場機能緊急

保全事業に関して、災害想定区域内から区域外

に行く、通常の建て替えであれば問題なく適応

されるということをおっしゃっていました。た

だ、区域外から区域内に行く場合というのは、

出てきてみないとわからないというお答えの仕

方だったんですね。また、総務省に関しては、

そのような使い方は想定していないというお答

えだったので、要は、災害想定区域外から区域

内に行くというような使い方をしないというこ

とを想定しているということだったので、そう

なってくると実際申請しましたといったときに、

この事業が使えなくなるということも起こり得

るのではないかということで、そこについては

いかがお考えでしょうか。 



－95－ 

○財政課長（和泉洋一）  現時点において、本

市から直接このことで県等へその同意条件の確

認というのはいたしておりません。ただし、こ

れまでも個別施設計画の内容等についての確認

はいたしております。問い合わせはいたしてお

りますので、今後も必要に応じて県等との協議

をしてまいる予定でございます。 

以上でございます。 

○森 武一議員  実際、実施設計まで完了し、

申請するという段になったときに使えなくなる、

使えなかったとなると、今回の計画自体が、今

まで執行部、職員の方々、一生懸命やってきて

使えなくなったといったときの絶望感というの

か、何かわからないんですが、大変喪失感とい

うものが大きくなるかと思うので、一回確認さ

れたほうがいいかと思うのですが、そこはもう

そういう形でのご提言とさせていただきます。 

 次のほうに移らさせていただきます。 

 鹿児島県の浸水想定の留意に関する評価とい

うことで挙げさせていただいている項目につい

てなんですが、この留意事項のところで県が挙

げていることは、最大クラスの津波は現在の科

学的知見をもとに、過去に実際に発生した津波

や今後発生が想定される津波から想定したもの

であり、これよりも大きな津波が発生する可能

性がないというものではありませんというよう

な留意事項がついています。 

 今回、候補地Ｃに建設を予定するといった場

合に、執行部のほうで使っている災害想定とい

うものは県がやっている津波想定であったりと

か、何パターンかの想定を使っての、あそこの

地に建てられるという判断だったかと思います。 

 ここでは、要は想定内の災害を想定して建て

るということがあると思うんですね。ただ、こ

の留意事項からすると、例えば県が想定してい

る災害としては、桜島、錦江湾の奥の海底噴火

というものを想定しているかと思います。この

錦江湾の奥の海底噴火を想定し得るのであれば、

錦江湾の湾の手前であるこちらのほうで海底噴

火が起こらないという想定ができないというこ

とはないかと思うんですね。要は想定外ですが、

想定内の想定になるのではないかと思うのです

が、そこらへんについてどういうふうにお考え

なのかをお伺いいたします。 

○企画政策課長（二川隆志）  鹿児島県の津波

浸水想定の留意に関する本市の評価についてお

答えさせていただきます。 

 庁舎の安全性の確保については、まずどの程

度の災害を想定するかが基本となりますけれど

も、市としても関連する各種計画との整合性を

図るという観点で、垂水市業務継続計画の業務

継続の前提条件として示しております災害を想

定しているところでございます。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  想定内の想定を想定している

ということのお答えだと思うのですが、実際、

湾奥で海底噴火を想定し得るのであれば、なぜ

こちらのほうでできないのかということは大き

い問題になってくると思うんですね。実際、海

底噴火が起こった場合というのは、牛根のとこ

ろというのは３分間で９メートルの津波が来る

というような想定になっているかと思います。 

 実際、こちらのほうの海底噴火が起こった場

合も似たようなものになってきたときにでも安

全なものをつくる、それは想定をしていなけれ

ばできないところだと思うのですが、そこにつ

いてはいかがお考えでしょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  反問権をお願いします。 

○森 武一議員  牛根の地で県が想定している

災害については海底噴火というものを想定して

いまして、海底噴火が起こった場合というのは、

牛根の地に３分間で９メートルの津波が来る、

これは桜島から硫黄島までの火山帯を考えた場

合にその奥のほうで海底噴火が起こる可能性が

あって、こっちのほうでないということは、現

実的、通常考えた場合にはあり得るというふう
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に考えることもできると思うんですね。実際こ

こで海底噴火が起こった場合に、県の想定をそ

のまま使うとすると、９メートルの津波が来る

可能性があるのではないかということは想定し

得る、想定外ですが想定し得ることだと思うん

です。それは、想定しておかなければ、今後、

新庁舎をつくったときにそのようなことを想定

せずにつくった場合と、想定してつくった場合

では全く対応が違ってくると思いますが、そこ

についてどのようにお考えかということです。 

○市長（尾脇雅弥）  安全上の問題だというふ

うに思いますけれども、現庁舎が標高2.6です

よね。新庁舎の予定地が2.2ということなりま

す。その他諸々先ほど言いました、かさ上げを

したり、あるいはその柱頭免震構造によって、

１階が柱頭免震層になりますから、結果的に執

務室というのは６メートルぐらいの高さになる

ということであります。 

 災害をどの程度想定するかということであり

ますけれども、例えば桜島の大爆発、100年前

に起こったときに、こちらのほうは50センチ未

満ということでございました。今おっしゃる湾

奥の若尊あたりが爆発したときに、二川とか境

とかというのは数分のうちに７メートル、８

メートルを超える、奥ですからね。ということ

があって、あそこの分団とか、そういったとこ

ろも８メートル以上のところに設置をしており

ます。こちらのほうはまだだいぶエリアが広く

なりますけれども、５年ぐらい前でしたか、県

のほうの総合防災訓練、移動中のときに行った

ときに震度７の錦江湾の直下型の地震があった

ときに最大で1.8メートルということがありま

したので、それがマックスかと言えばいろんな

ことが考えられますので、断定的にはできませ

んけれども、今申し上げたような少なくとも６

メートルの高さにはあると、ここの場所の倍ぐ

らいの高さにもなっていますし、今、この建物

というのはこの間も震度４で大変な状況であり

ましたけれども、その想定内にも対応できない

ということでありますから、想定外をどこまで

対応して、それに対して安全上お金をかければ

より強度になりますし、それはもうそのとおり

でありますから、皆さんのほうでもっともっと

これには投資をしなさいということであれば、

それは１つのご意見だと思いますので、今後議

論の中でどこまで想定をして、どういうふうに

してやっていくかというのは、議員の先生方の

ご提案もいただきながら進めていくということ

になるのかと思います。 

○森 武一議員  自分の中で想定していた質問

が時間の関係上できていないので、最後の質問

になるかと思います。 

 これまで１回目の質問含めて、るる述べさせ

ていただいてきたかと思うんですが、やはり現

在の建設計画については多くの問題があるので

はないかと、だからこそ、住民の中から反対運

動というものが起こってきているかと思うんで

すね。一度、これは新庁舎というのは60年間最

低使うであろう、例えば100年の計と考えたと

きに、今、一回立ち止まって改めて考えてみる

ということも一つ必要なのではないかと思うん

ですが、これについて市長の見解をお伺いして

最後の質問とさせていただきます。 

○市長（尾脇雅弥）  庁舎問題に関しましては、

もともといつもお話をしますけども、平成23年

３月の東日本大震災から始まっているわけです

ね。議会の先生方にもいろいろ話をしながら、

大きく展開が変わったのが熊本震災からであり

ますので、そういった中でいつも申し上げてお

ります庁内検討委員会、外部委員会、いろんな

手続を含めてここまできて、今回、また新たに

二元代表制のもとで、私のほうで再任させてい

ただいて、新しい議会のメンバーの皆様も決ま

りましたので、もちろんそのことでいろいろ協

議をしていかなければいけないことはそのとお

りでありますけども、これまでもしっかりと議
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論した延長にもあるわけですから、そのへんの

ところを総合的に判断をして、基本的に立場は

同じであると思いますので、その中でよりベス

トな皆さんがいいというのが一番いいんですけ

ど、なかなかお立場がありますので、その中で

最良の方法を選択できればというふうに思って

おります。 

○森 武一議員  これにて終わります。ありが

とうございました。 

○議長（篠原則）  本日は、以上で終了いた

します。 

   △日程報告 

○議長（篠原則）  次は、明日、午前９時30

分から本会議を開き、総括質疑及び一般質問を

続行いたします。 

   △散  会 

○議長（篠原則）  本日は、これをもちまし

て散会いたします。 

     午後５時８分散会 
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令和元年６月５日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（篠原則）  おはようございます。 

 定刻、定足数に達しておりますので、ただい

まから本日の会議を開きます。 

   △発言の取り消しについて 

○議長（篠原則）  ここでお諮りいたします。

新原勇議員から、昨日の本会議における発言に

ついて、会議規則第65条の規定に基づき、差別

用語の理由により、「――――」の部分を取り

消したいとの申し出がありました。取り消しの

申し出を許可することにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、新原勇議員からの発言の取り消しの申し

出を許可することに決定しました。 

 これより議事に入ります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △令和元年度施政方針及び令和元年度一

般会計補正予算（第１号）案に対す

る総括質疑・一般質問 

○議長（篠原則）  日程第１、これより、昨

日に引き続き、令和元年度施政方針及び令和元

年度一般会計補正予算第１号案に対する総括質

疑及び一般質問を行います。 

 それでは、通告に従って、順次質疑及び質問

を許可いたします。 

 最初に、４番、池田みすず議員の質疑及び質

問を許可いたします。 

   ［池田みすず議員登壇］ 

○池田みすず議員  おはようございます。きょ

う、このように伝統と格式があります、垂水市

議会の議場において、質問ができますことは、

私にとりまして大きな喜びでありますと共に、

大きな責任を感じております。また、正直なと

ころ、とても緊張しております。 

 私は、さきの市議会議員選挙に初めて立候補

し、多くの市民の皆様方からご支持をいただき、

当選することができましたことに心から感謝い

たしております。初めての選挙戦は、何もわか

らないままに告示を迎え、当選することの厳し

さと人の温かさを感じることができた選挙戦で

もありました。今でも、ご支援くださいました

方々のお姿やいろんなことが思い出され、感情

を抑え切れないことがあります。 

 また、垂水市議会発足以来、これまで一人も

女性議員が誕生していないこともあり、マスコ

ミなどからも幾度となく取材も受けるなど、プ

レッシャーを感じながらの選挙戦でもありまし

た。 

 今、この場に立って、心に誓っておりますこ

とは、私を支持してくださいました親戚、友人、

知人、各種団体の皆様をはじめ、多くの市民の

皆様方のご期待に応えなければならないという

ことであります。 

 また、私同様、女性議員として立候補され、

惜しくも当選がかないませんでした女性候補の

分まで頑張ってまいりたいと思っております。

そのためには、私自身、これからの４年間、初

心を忘れることなく、市民の皆様と真摯に向き

合い、誠心誠意、真面目に精いっぱい取り組ん

でまいりたいと考えておりますので、議長さん

をはじめ、職員の皆様、議員の皆様のご指導を

賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、質問に入らせていただきます。今

回、立候補するにあたりまして、私が当選した

暁に主に取り組んでまいりますことは、大きく

は５項目挙げたところでございます。今回は、

その中で子育て支援策と福祉の充実策について

質問をいたしたいと思います。ご答弁をよろし

くお願いいたします。 

 まずは、子育て支援策についてであります。 

 少子高齢化が進む中、人口の増加を図るため
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にも、子供を産み、育てやすい環境をつくるこ

とはとても重要なことだと思います。これまで、

尾脇市長は子育て世代のご要望に応えるため、

子ども支援センターの開設や、道の駅たるみず

はまびらに遊具施設を設置されるなど、お母さ

んたちが集う場、子供たちが遊ぶ場つくりに取

り組んでこられました。 

 また、昨年から乳児用品購入助成として、子

育て世帯の経済的負担を軽減させるために月額

3,000円を助成する取組みをされています。こ

れらの取組みは、子育て世代の皆さんから大変

好評であります。 

 このような中、子育て世代の保護者の皆さん

が不安を抱えておられますことは、垂水市には

小児外来を行っている診療所は数件ありますが、

小児科のある病院がないということであります。

そこで、１点目は、垂水中央病院に小児科を設

置される可能性はないのか、お伺いいたします。 

 ２点目は、病児・病後保育児に対する支援策

についてであります。 

 現在、本市には受け入れる病院がなく、鹿屋

市と霧島市の病院を利用されているとのことで

あります。この市外の２医療機関の過去５年間

の利用された件数と、開設に向けた課題につい

て伺います。 

 ３点目は児童クラブについてであります。 

 今回、６月補正において水之上の児童クラブ

の新設に向けての予算が計上されておりますが、

地元からも新設を望む声が多く寄せられていた

こともあり、関係者の皆さんも喜んでおられま

す。そこで、昨年の市内の全ての児童クラブの

設置及び利用状況についてお尋ねいたします。 

 次に、福祉の充実策についてであります。 

 鹿児島県が、ことしの２月28日に発表いたし

ました、平成30年10月１日現在における本市の

高齢化率は41.6％と高い率となっています。こ

のことから、子育て支援と同様に高齢者への支

援策も大切だと思っています。そのような中、

市長も公約として温泉入浴補助と敬老パスの補

助を挙げられておられますが、現時点での検討

状況についてお伺いします。 

 次に、発達障がい児への支援についてお伺い

します。 

 発達障がい児が身近な施設で、発達段階に応

じた支援を継続して受けられるようにすること

が求められていますが、本市におきます発達障

がい児への支援の取組み状況についてお伺いし

ます。 

 これで、１回目の質問を終わります。 

○保健課長（橘圭一郎）  どうぞよろしくお願

いいたします。 

 池田議員の市内医療機関における小児科開設

の可能性についてのご質問にお答えいたします。 

 まず、本市におきましては、小児科の診療科

目を標榜されている医療機関は東内科小児科ク

リニックのみで、ほかに小児外来を実施してい

る診療所が２診療所となっており、市民の全世

帯を対象とした医療を提供していただいており

ます。議員が申されるとおり、病床機能を休床

とされ、入院できないことや夜間の対応が困難

なことから、子供たちの急病等の緊急時に対応

できず、病床機能を有する垂水中央病院に小児

科設置を望まれることは当然のことと思います。

小児科設置につきましては、市長から設置の検

討について指示を受けているところでございま

す。 

 ご質問の小児科の設置についての最大の課題

は、医師の確保でございます。小児科医療が、

ほかの成人医療等の知識も含めた、特段の医療

知識を有する必要があります。そのような専門

性の高い小児医療でございますが、小児科医療

の不採算性やそれに伴った小児科医の不足、夜

間に集中する診療の小児科医不足による過重労

働、小児医療救急体制の不備など多面にわたり、

国において整備を図るべき問題が多く、さらに

訴訟リスクの高さから、小児医療に対し、医師



－102－ 

を目指す学生からも敬遠されるむきがあるやに

伺うところでございます。今後も、小児科設置

に向けた検討と取組みを図ってはまいりますが、

現状においては難しい状況でございます。 

 以上でございます。 

○福祉課長（髙田 総）  おはようございます。 

 池田議員の子育て支援策における病児・病後

保育児に対する支援策についての質問において、

市外２医療機関の過去５年間の利用件数と、開

設に向けた課題についてお答えいたします。 

 本市の病児・病後児保育につきましては、平

成20年度から事業を開始しているところでござ

いますが、市内の医療機関での実施が困難であ

ったことから、先ほど議員が言われましたよう

に、鹿屋市と霧島市が同事業を委託しておりま

す小児科を利用させていただくという形態で、

事業を行ってきたところでございます。 

 ここ５年間の利用実績でございますが、平成

26年度が３人で９回、平成27年度が３人で５回、

平成28年度が４人で７回、平成29年度が４人で

12回、平成30年度が２人で６回となっており、

全て鹿屋市の医療機関を利用したものでござい

ます。 

 次に、開設に向けた課題でございますが、本

市におきましては、子どもの人口が減少してき

ていることから、運営を想定した際の採算性の

問題、加えて、小児科医や看護師、保育士とい

った人材の確保が困難であることが課題として

考えられます。 

 具体的に申し上げますと、市民アンケートに

おいて医療機関に併設した病児・病後児保育施

設の設置を求めるニーズが高いという結果であ

ったことから、垂水市内の２医療機関に対して

事業内容等の説明を行い、設置についてお願い

した経緯がございます。しかしながら、採算性

や保育士の常時雇用等の問題から、実施は困難

であるという返事をいただいたため、市内の医

療機関において事業の実施に至っていないとい

うのが現状でございます。 

 続きまして、児童クラブについての質問にお

いて、児童クラブの設置及び利用状況について

お答えいたします。 

 まず、本市の児童クラブの設置状況でござい

ますが、市内に４箇所、５単位の児童クラブを

設置しております。内訳といたしましては、垂

水地区に小学１年生から２年生を対象とした第

１垂水児童クラブ、小学３年生以上を対象とし

た第２垂水児童クラブ、水之上地区に水之上児

童クラブ、新城・柊原地区にさざなみ学童クラ

ブ、協和地区に協和児童クラブを設置しており

ます。特に、さざなみ学童クラブと協和児童ク

ラブは、地元住民の皆様からのニーズも高いこ

とがあり、昨年度開設したところでございます。 

 また、定員につきましては、第１垂水児童ク

ラブが45人、第２垂水児童クラブが35人、水之

上児童クラブが20人、さざなみ学童クラブが40

人、協和児童クラブが36人となっております。 

 次に、利用状況でございますが、平成30年度

の実績で、１日当たり平均84人の児童が利用し

ております。特に、平成30年度は、第２垂水児

童クラブの利用児童の増加や、さざなみ学童ク

ラブ、協和児童クラブの開設に伴い、前年度と

比較いたしますと28.6％の増加となったところ

でございます。 

 また、未就学児を持つ親を対象とした市民ア

ンケート結果におきましても、放課後児童クラ

ブを利用したいという意向が65％と高い結果と

なっておりますことから、今後も利用者は増加

していくものと考えております。 

 続きまして、福祉充実策についての質問にお

いて、高齢者への入浴券補助と敬老パス補助の

検討状況についてお答えいたします。 

 高齢者への温泉入浴券補助と敬老パスの補助

制度につきましては、市長の公約の一つであり、

また、高齢者の社会参加の促進を図り、福祉の

増進並びに健康寿命の延伸という目的において、
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重要な施策であると認識しておりますことから、

他自治体の実施状況と情報収集を行いながら協

議を進めてきたところでございます。 

 まず、事業の内容でございますが、現在、制

度設計の段階でありますことから、若干の変更

が生じる可能性があることをご理解いただきた

いと思います。 

 現状におきましては、65歳以上の市民を対象

としまして、温泉入浴、バス・タクシー利用時

の助成を目的とした共通チケットを交付する予

定としております。 

 また、運用につきましては、新たな事業の実

施であり不透明な部分が多く、今後様々な準備

や課題が考えられますことから、昨年度からチ

ケット交付事業を開始しております姶良市で６

月７日に先進地視察を行う予定としているとこ

ろでございます。事業の開始は、令和２年４月

を予定しているところでございますので、今後

も調査研究や関係者との協議を行いながら、準

備を進めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、発達障がい児への支援について

の質問において、発達障がい児への支援の取組

み状況についてお答えいたします。 

 発達障がい児への支援の取組み状況でござい

ますが、発達障がい児を含む障がい児等が放課

後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪

問支援などの障がい児通所支援を利用した際、

通常におきましては利用者負担が生じることに

なりますが、本市におきましては、各種サービ

スを利用しやすいように、また利用者の費用負

担の軽減を図るために、利用者負担分を全額助

成しているところでございます。 

 また、障がい児に対する各種サービスの利用

条件につきましては、これまで手帳の所持を条

件としておりましたが、手帳を所持していない

場合においても、医師や発達障がい者支援セン

ター等の意見により、療育の必要性が確認でき

る場合においては、各種サービスを利用できる

よう、国から柔軟な対応を求められているとこ

ろでございます。 

 このようなことから、本市におきましても、

手帳の有無にかかわらず、子供の状況を確認す

ることで市が認める障がい児として認定し、各

種サービスや保育所等を利用しやすい環境づく

りに努めているところでございます。 

 また、障がい児通所支援につきましては、市

内に発達障がいに対応した事業所がなく、近隣

自治体への事業所を利用している状況が続いて

おりましたが、ことし４月に市内に新たな事業

所ができたことから、これまでと比較いたしま

すと、市民が利用しやすい環境が整ってきてい

ると考えております。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  それぞれ答弁をいただきま

した。これからは、一問一答方式でお願いしま

す。 

 １点目の中央病院への小児科の設置につきま

しては、課題があり難しいようであります。設

置の可能性が当分ないのであれば、子育て世代

の保護者の不安を少しでも解消するために、何

らかの相談体制がぜひとも必要ではないでしょ

うか。その手立てとしまして、錦江町が実施し

ておられます、小児科相談アプリの開設を市の

事業として行うことを提案いたしますが、お考

えをお伺いします。 

○保健課長（橘圭一郎）  小児科相談アプリの

開設についてのご質問にお答えいたします。 

 まず、本市における母子関係の相談体制でご

ざいますが、子供の発達や授乳に関する相談に

つきましては、乳幼児健診や母子相談の際に内

容をお伺いし、その内容に沿った心理相談や親

子教室などへご案内し、解決を図っております。 

 また、夜間や休日における小児医療の緊急相

談につきましては、乳幼児健診等の場を活用し

て、小児救急電話相談や大隅地区夜間広域急病

センターを有効活用していただくよう、チラシ
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を配布しながら周知を図っております。 

 ご質問のとおり、大隅地域振興局管内では、

昨年６月から錦江町が東京の医療関連企業と契

約を締結し、無料通信アプリであるラインを利

用した、小児科医に子供の健康相談ができる事

業を実証実験として展開されているところでご

ざいます。錦江町に確認しましたところ、年間

委託料が約260万、月額21万6,000円で利用件数

が月に６件程度とお伺いしております。 

 本市といたしましては、先行して小児科相談

アプリを活用している自治体から、利点や課題

を学びながら、今後も妊産婦や保護者が相談し

やすく、緊急時に対応可能な体制を整備する中

で、小児科相談アプリの導入に向けた情報収集

に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  今後、ぜひ小児科相談アプ

リの開設につきましては、考えてくださるよう

お願いをいたします。 

 次に、病児・病後保育児に対する支援策につ

いてでありますが、これまで開設に向けて努力

されてきたことはよくわかりました。仕事につ

いておられる家庭において、朝、突然子供が熱

を出して学校に行けなくなったとき、預かって

くれる両親や祖父母も近くにいなくて、やむな

く仕事を休まないといけない場合があり、職場

にも迷惑をかけることになります。今後どのよ

うに取り組んでいかれるのかを伺います。 

○福祉課長（髙田 総）  池田議員の病児・病

後保育児に対する支援策の質問において、今後

の取組みについてお答えいたします。 

 先ほどご説明いたしましたように、本市にお

きましては、病児・病後児保育施設がないこと

から、優先して取り組むべき課題と位置づけ、

市内の医療機関と協議を進めてきたところでご

ざいますが、同意を得られなかったため、現在

新たな方策を模索しているところでございます。 

 また、先ほど小児科の開設に関しての質問が

ございましたが、この病児・病後児保育施設に

ついても併せて考えていく必要があると考えて

おります。子供が突発的に病気になった際、仕

事を休むことなく、安心して子供を預けること

ができる環境を少しでも早く整備していく必要

があると認識しておりますので、引き続き最優

先課題として取り組み、子育てしやすいまちづ

くりの実現に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  色々な方策をお考えのよう

でありますので、今後とも実現に向けてよろし

くお願いいたします。 

 次に、児童クラブの設置状況と利用状況につ

いてご答弁をいただきました。どの施設も利用

され、充実した取組みがなされているようであ

りますが、牛根地区など設置されていない地区

があります。おそらく、市としましてもこれま

で検討はなされていると思いますが、未設置地

区への設置について教えていただきたいと思い

ます。 

○福祉課長（髙田 総）  未設置地区への児童

クラブ設置についてお答えいたします。 

 現状におきましては、新城地区につきまして

は、さざなみ学童クラブが児童の送迎をしてお

り、柊原・新城の両地区をカバーできていると

認識しておりますことから、未設置地区は牛根

地区であると考えております。牛根地区の児童

クラブ設置につきましては、これまで検討を重

ねてきたところでございますが、運営をお願い

する委託先がないことが課題となっているとこ

ろでございます。また、開設に向けての検討を

行う過程において、牛根地区には小学校が３校

あることから、設置方法や設置場所、そのほか

送迎の方法等整理していかなければならない課

題が複数あると考えております。市といたしま

しては、牛根地区への児童クラブの設置につい

ては、優先的に取り組んでいくべき課題として
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位置づけておりますことから、今後も検討を続

けてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  牛根地区の児童クラブの設

置に向けては課題もあるようであります。保護

者が仕事で遅くなったりする場合、この児童ク

ラブがありますと、子供も保護者も安心して仕

事に従事できますし、日々の生活も安心してで

きると思いますので、今後とも実現に向けて取

組みをお願いいたします。 

 次に、温泉入浴券と敬老パスの補助について

でありますが、高齢者の皆さんはこの補助につ

きましては、とても楽しみにしておられます。

今年度途中からでも早期の実施はできないもの

でしょうか。課題と早期実施に向けての取組み

について伺います。 

○福祉課長（髙田 総）  高齢者に対する温泉

入浴、バス・タクシー利用時の助成を目的とし

た共通チケット制度創設における課題と、早く

実現できないかと、開始時期についてお答えい

たします。 

 先ほど答弁いたしましたように、新たな事業

の実施であり、課題につきましても不透明な部

分が多いのが現状でございます。今後は、条例

や規則の制定、交通機関や温泉事業者等、関係

者との協議が必要であると考えておりますので、

姶良市での先進地視察の結果を踏まえ、課題の

洗い出しを行い、市民の皆様に喜んでいただけ

るような事業となるよう、制度設計を行ってい

きたいと考えております。 

 このようなことから、事業の開始月につきま

しては、先ほど答弁いたしましたように、令和

２年４月を予定しているところでございますの

で、ご理解くださいますようよろしくお願いい

たします。 

○池田みすず議員  年度途中からの実施となり

ますと、運用についての問題や関係機関との協

議が必要のようであります。来年４月からぜひ

実施できるように取り組んでいただきますよう

お願いをいたします。 

 次に、発達障がい児への取組みについてであ

りますが、色々な取組みをなされていることが

わかりました。あと、学校におきましても、

色々な対応をなされていると思いますが、学校

における発達障がい児への対応についてお伺い

します。 

○学校教育課長（明石浩久）  池田議員の学校

における発達障がい児への対応についてのご質

問にお答えいたします。 

 文部科学省の調査によりますと、全国で通常

学級に在籍している児童生徒の約6.5％が発達

障がいの可能性があるという報告がございます。

教育委員会といたしましては、通常学級に在籍

し、特別な支援を必要とする児童生徒数の調査

を毎年度行っております。本市におきましては、

今年度は該当する小学生が22人、中学生が20人

の計42人で、全体の約5.1％となっております。 

 こうした調査結果をもとに、本市では平成21

年度から特別支援教育支援員配置事業を行って

おります。事業開始当初は３校に４人の配置で

ありましたが、今年度は５校に12人を配置する

ことができております。学校からのニーズは

年々高まってきており、支援員の配置も拡充し

ております。 

 配置しました支援員は、例えば衝動性や多動

性のあるお子さんに対しましては、寄り添った

り、見守ったりするなどして、学校生活全般に

おける安全確保に努めております。また、聞く、

話す、読む、書く、計算するなどのうち、特定

の分野の習得に困り感を示す学習障がいのある

子供さんに対しましては、授業中、傍らについ

て黒板の文字を読み上げたり、教師の話を繰り

返し伝えたりするなどの学習支援に努めており

ます。こうした支援員の職務は、学校が教育活

動を進める上で、なくてはならないものとなっ

ております。 
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さらに、各学校におきましては、困り感を抱え

た児童生徒を含む全員が参加し、理解を深める

ことができる授業をつくっていく、いわゆるユ

ニバーサルデザインの考えを取り入れた授業づ

くりを進めております。具体的には、授業の流

れを明示することで学習の見通しを持たせたり、

ホワイトボードやカード、ＩＣＴを活用して視

覚に訴え、よりわかる形で情報を提示したりと

いった取組みを行うことで、支援が必要な子供

さんだけでなく、全ての児童生徒にとってよく

わかる授業づくりに努めております。 

 教育委員会といたしましても、教師によるわ

かる授業づくりと支援員の活動との調和が図ら

れ、発達障がいのある子供たちが生き生きと学

び、楽しく学校生活を送ることができるよう、

努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  学校におきましても、一人

一人の実情に応じて対応されているようで安心

いたしました。 

 最後に、発達障がい児への理解を得るために

も、情報発信も大切であると思いますが、今後

どのようにして制度の充実を図っていかれるの

かをお伺いします。 

○福祉課長（髙田 総）  池田議員の発達障が

い児の支援についての質問において、制度の充

実についてお答えいたします。 

 発達障がいにつきましては、近年その理解が

進んでおり、早期発見と療育支援等の必要性か

ら、本市においても障がい児通所サービスの利

用者が増加傾向にあります。 

 福祉課の窓口に来られた保護者に対しまして

は、窓口において資料をお渡しし、サービスの

内容など制度の説明を行っているところでござ

いますが、議員がおっしゃいますように、市民

の皆様に対して制度や相談窓口について、もっ

と広く周知を図っていくことが必要であると考

えます。その取組みとして、今年度、支援制度

に係る情報や相談窓口について、わかりやすく

説明するための保護者向けのハンドブックを作

成することとしておりますので、できるだけ早

い時期に作成できるよう努めてまいりたいと考

えております。 

 また、併せて今後も国の動きを注視し、広報

誌やホームページ等による情報発信を積極的に

行っていくことで、発達障がいを持つ児童やそ

の保護者が安心して生活できるような環境づく

りに努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  発達障がい児への対応につ

きましては、早期の気づき、正しい診断と診療

が求められていると思います。どうか今後とも

関係機関と十分に連携を図っていただき、取り

組んでいただきますようお願いをいたします。 

 初めての一般質問でわかりにくい質問もあっ

たかと思いますが、各課長さん方には丁寧に答

弁をしていただきました。 

 本日質問いたしました子育て支援と福祉の関

係につきましては、私もこれからもっと勉強し

ながら取り組んでいきたいと考えておりますの

で、職員の皆様にはこれから色々と教えていた

だきたいと思います。最後に、子育て支援、福

祉の充実について、市長のお考えをお聞かせい

ただけますでしょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  池田議員、初めての議会

ということで、緊張されたと思います。 

 今お話を聞きながら、垂水市のあるいは日本

が抱える課題は何か一つ上げろと言われれば、

人口が減っていくことだと思います。加えて少

子化・高齢化ということであります。 

 鹿児島県内43市町村がありますけれども、そ

の中で垂水市は高齢化率において約41％、上か

ら３番目に高齢化が高い状況であります。一方

で、年少人口率、12歳未満の子供の数、これは

約10ポイントで、南大隅町に次いで低いという

ことでありますので、今ご質問いただきました
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子育て支援あるいは福祉の充実ということが、

何より大事なことだということで、私も認識を

しております。 

 そういった中にあって、垂水市の第５次総合

計画の中でもそうでありますけれども、今、鹿

児島大学医学部の副病院長を中心に、たるみず

元気プロジェクトというのを行っております。

しっかりと高齢者対策をやりながら、一方で子

育て支援の充実をして、衣食住含めて垂水には

大変な食の恵みと温泉等もありますから、地の

利も含めてベッドタウンということを将来目指

しながら、そのためには環境整備ということで

今お話をさせていただいたようなことを一つ一

つ形にしていくということが大事だというふう

に思っております。 

 我々、足らない部分がございますので、先ほ

どお話をされたように池田議員ならではの視点

を持っていろんなことをご提案いただければ、

しっかりと受け止めて一つ一つ前に進めて、よ

り住みやすい垂水市を目指してまいりたいとい

うふうに思いますので、よろしくお願いを申し

上げたいと思います。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  以上で、私の質問を終わり

ます。 

○議長（篠原則）  次に、８番、感王寺耕造

議員の質疑及び質問を許可いたします。 

   ［感王寺耕造議員登壇］ 

○感王寺耕造議員  皆さん、おはようございま

す。それでは、議長の許可をいただきましたの

で、早速質問に入らせていただきます。 

 まず、市道、農道の整備について、土木課長、

農林課長に伺います。 

 まず、市道であります。公共施設等総合管理

計画では、１年当たり平均更新費用を３億

9,000万円と計画されております。今回当初予

算１億6,060万円、今回の補正では１億円しか

計上されておりません。市民要望に応える予算

なのか伺います。 

 次に、農道であります。これにつきましても

当初予算1,000万円、今回の補正では二川の農

道整備わずか400万円しか計上されておりませ

ん。市民要望に応える予算なのか、それぞれお

答えください。 

 ２点目の大きな項目は市営住宅の長寿命化に

ついてであります。土木課長に伺います。 

 公共施設等総合管理計画では、計画的な点検

や修繕等により、予防保全型維持管理を実施す

るとなっておりますが、計画の具体的な内容と

進捗状況について伺います。 

 次に、新城大浜団地についてでありますが、

築23年になりますが、入居後すぐ入居した世帯

については、畳表、その他フローリング等の取

り替えすら行っていない事例もあります。内装

等調度品の更新時期についての取扱要綱はどう

なっているのか答弁ください。 

 ３点目であります。垂水市社会福祉協議会に

ついてであります。 

 社会福祉協議会につきましては、本市の福祉

活動の拠点であり、災害時には大きな役割を果

たす団体であると考えます。現在400万円の補

助金しか出されておりませんが、増額する考え

はないのか見解を伺います。 

 また、所得の少ない世帯に垂水市社会福祉協

議会更生資金また、県社会福祉協議会の委託を

受けまして生活福祉資金制度がありますが、

ハードルが高くなかなか借りられない状況であ

ります。年の利用者は問い合わせましたところ、

年に１件か２件ある程度であります。社協と市

とタイアップしまして、市単独の貸付制度の考

えはないのか、福祉課長に見解を伺います。 

 ４点目であります。農業振興についてです。 

 現在、畜産業を省きまして、作物の区別なく

施策が行われているように感じます。現在、有

機農業を目指す方々もおられまして、有機農

業・高齢世帯少量多品目の生産農家と単作の専
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業農家ごとに区分し、施策を施すべきだと考え

ますが、農林課長の見解を伺います。 

 併せて、新規就農者についての意見交換会の

場が、現在市では何ら対策がなされておりませ

ん。 

 また、技連会につきましても、開催状況が少

ない状況であります。技連会の開催状況と農家

の指導体制はどうなっているのか、併せて答弁

ください。 

 ３点目でありますが、法人化にあたっての支

援体制の現状が市単独ではない状況であります。

国、県の事業の実施動向について、以上３点、

農林課長に伺います。 

 あと、水産商工観光課長には、両道の駅の農

産物の品揃えを拡大・充実施策と集荷対策の確

立の関連はないのか伺います。この問題につき

ましては、両道の駅の営業を拡大するという部

分もありますが、市内の農業者がつくった農産

物を販路拡大のための位置付けもあるというふ

うに思いますので、農業に結びつけてご答弁く

ださい。 

 ５件目であります。通学費補助について伺い

ます。これは大事な問題でありますので、直接

市長答弁ください。 

 現在、垂水高校に対しまして、通学補助、家

賃補助、広報、検定など、年間1,125万円が支

出されております。この支出につきましては、

垂水高校の存続のため、存続が地域の活性化に

つながっていく、文化の火を守るという点で、

私もこの施策には同感であります。 

 しかしながら、市外に通学されている市在住

の親御さん、子供さんたちもおられます。「市

県民税も払わない市外のお子様たちにこういう

厚い厚遇をして、私どもの生活は苦しいんです

が、子供のたっての希望で霧島市、鹿児島市、

鹿屋市に進学させております。通学費も大変で

す。垂高生だけではなく、市民税をきちっと支

払っている垂水市在住の子供たちの支援の輪を

広げるべきだ」という声を多数お聞きしており

ます。 

 この点については、以前も２回、３回と教育

長の答弁を求めてきましたが、埒が明きません。

市長の明確な答弁を求めまして、１回目の質問

とさせていただきます。 

○土木課長（東 弘幸）  市道の整備につきま

してお答えいたします。 

 市民の要望に応えられる予算なのかとのご指

摘でございますが、確かに公共施設等総合管理

計画に示されました額と、現予算とは開きがご

ざいます。当初予算と今回の補正額の合計は２

億6,000万円でありますが、内ノ野線の改良工

事につきまして、本年度は用地買収費のみ計上

しておりますので、例年予算計上いたします拡

幅工事に要する8,000万を足しますと、３億

4,000万円となり、管理計画に示された額に近

づくこととなるようでございます。 

 毎年、市内各振興会より多数の要望をいただ

いておりますが、国や県への要望や、工事費と

して予算化し実施する要望、環境整備班や重機

借上料で対応する要望など実施しているところ

でございます。 

 過去５年間の要望に対する実施率でございま

すが、平均で90％程度となっており、100％で

はございませんが、できる限りの対応は実施し

ているものと自負しているところでございます。

しかしながら、議員よりご指摘いただきました

とおり、舗装の改修が必要な路線が多いことは

認識しているところでございます。 

 今後も道路点検を実施する中で、要望箇所以

外で対策が必要な路線をしっかりと把握し、舗

装改修の延長が長い路線につきましては、関係

課と協議し、起債事業の活用を念頭に置き、市

民の皆様に安心して通行していただけますよう

さらに努力してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○農林課長（楠木雅己）  感王寺議員のご質問



－109－ 

でございます、農道の整備についてお答えいた

します。 

 今年度の当初予算での農道整備につきまして

は、除草作業委託に200万円、農道の法面崩壊、

路肩崩壊の防災対策や維持管理に重機借上料と

して200万円、地域から要望のありました農道

舗装工事に550万円、振興会等のご協力をいた

だき、路面補修等をしていただくための材料代

として120万円を計上しております。 

 また、このほか農地、水路等の維持管理のた

めの重機借上料に250万円、新御堂地区用水路

への土砂崩落防止用の蓋板設置工事費に450万

円、地域要望の材料代として40万円の合計で、

約2,000万円の当初予算を計上いたしていると

ころでございます。 

 また、今議会に地域からの要望がありました

二川・上ノ原地区排水路布設工事に要する経費

を上程させていただいているところでございま

す。この金額が市民要望に応えられる予算かと

いうことでございますが、毎年開催されます各

地区での行政連絡会等を通じ、提出されます要

望を可能な限り予算へ反映させているところで

ございます。このほか、県営中山間地域総合整

備事業等を取り入れまして、市で地元との相談、

交渉を行い、市が15％から20％を負担し、農道

や農業用施設等の工事も行っていただいており

ます。 

 また、地域の皆様方のご協力をいただき、多

面的機能支払交付金で簡易的な路面舗装等も実

施していただいており、皆様方のご協力に改め

て感謝申し上げます。 

 今後の整備等の要望につきましては、農家の

高齢化、担い手不足により、ますます増加する

と思われますが、優先順位や実施地域の均衡等

も考慮しながら、可能な限り要望にお応えして

まいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○土木課長（東 弘幸）  市営住宅の長寿命化

につきまして、計画の具体的な内容と進捗状況

につきましてお答えいたします。 

 公営住宅におきましては、垂水市公共施設等

総合管理計画の管理方針である公営住宅の用途

廃止、建替え、維持補修、長寿命化を進め、施

設全体としてのライフサイクルコストの削減、

費用負担の平準化に努めるという目標のもと、

平成24年度に策定いたしました垂水市公営住宅

等長寿命化計画に基づき、これまでに、元垂水

団地、水之上定住、城山Ｂ団地の外壁改修を実

施し、この長寿命化計画を下位計画へ位置づけ、

平成30年度に見直しを行ったところでございま

す。これに基づき公営住宅管理を行っており、

例えば平成30年度には、中之平団地建替え１期

として、４棟８戸を建替え済みであります。本

年度におきましては、中之平団地建替え、２期

といたしまして６棟12戸を建替え予定でござい

ます。 

 今後の計画でございますが、令和６年から10

年にかけて柊原団地や下宮団地、牛根麓団地の

建替えを検討しております。 

 さらに、令和５年から下宮、海潟、旭町、第

２牛根麓、錦江町定住の外壁改修を予定してお

ります。今後も垂水市公営住宅等長寿命化計画

に基づき、公営住宅の用途廃止、建替え、維持

補修を行い、長寿命化を進めてまいります。 

 続きまして、新城大浜団地でございますが、

市営住宅の畳の表替えやふすまの張替えといっ

たものにつきましては、垂水市営住宅条例第22

条により、入居者の負担となっており、また、

入居の際の誓約書にも記載しており、ご確認い

ただいているところでございます。 

 また、調度品につきましては、更新時期を設

けておらず、入居者から調度品設備について問

い合わせや不具合の連絡をいただいた際に、不

便をおかけすることのないよう修繕や取替えな

どを実施し、迅速な対応を心がけているところ

でございます。今後も入居者の皆様に、少しで
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もご満足して生活していただけますよう、快適

な住環境の整備に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○福祉課長（髙田 総）  感王寺議員の垂水市

社会福祉協議会についての質問において、補助

金を増額すべきと考えるが見解は、についてお

答えいたします。 

 垂水市社会福祉協議会は、社会福祉事業のほ

か、ボランティア事業、介護サービス事業を経

営される独立した社会福祉法人であり、民間組

織の自主性と、市民や社会福祉関係者に支えら

れた公共性という２つの側面を合わせ持った組

織として、地域福祉活動の中心的な役割を担っ

ていただいていること、また、平成16年度から

の補助金削減以降、単年度収支において赤字で

あり、繰越金や積立金を取り崩しながら、運営

しておられることについては認識しております。 

 市の補助金につきましては、ここ数年間にお

いて社会福祉協議会から予算編成時に増額の要

望を受けており、所管課である福祉課といたし

ましては、増額の要求を行うための必要な関係

書類の提出をお願いしてきたところでございま

す。 

 しかしながら、赤字の根本的な原因が解明で

きる資料や、新規事業等実施等を含む中長期的

な改善計画等が提出されていないため、実現に

至っていないのが現状でございます。福祉課と

いたしましては、この件については、喫緊かつ

重要な課題と捉えておりますことから、今後は

財政課を交えた形で、社会福祉協議会と協議を

進めてまいりたいと考えております。 

 また、社会福祉協議会におきましては、今年

度が市の法人指導監査を受ける年であることか

ら、今回は指導監査に加え、経営改善に向けた

取組みや資料作成等について、外部監査ネット

ワークの税理士の先生から助言をいただくなど、

令和２年度の予算編成において補助金増額に向

けた、適正な資料が提出できるような取組みを

お願いしたところでございます。 

 以上でございます。 

○財政課長（和泉洋一）  社会福祉協議会への

補助金増額についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 各種団体への補助金については、過去の行財

政改革において、事業内容の検証や額の妥当性

について見直しがなされており、平成17年度以

降は、団体の運営に係る運営補助金から、団体

が行う事業に対して支援する事業補助金へシフ

トしているところでございます。社会福祉協議

会の運営補助金についても、その他の団体と同

様見直しがなされ、平成18年度から現在の400

万円となっております。 

 社会福祉協議会への補助金増額の要望につき

ましては、担当課から情報は受けておりますが、

現状では、本市からの要請である事務改善、新

規事業等の具体的方向性について、協議が整っ

ていない状況であると認識いたしております。

そのようなことから、令和元年度の予算編成に

おいては、仮に補助金を増額しても根本的な解

決には至らないとの判断により保留となったと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○福祉課長（髙田 総）  垂水市社会福祉協議

会更生資金及び県社会福祉協議会の生活福祉金

の貸付制度と、市独自で貸付の制度はできない

かについてお答えいたします。 

 これらの貸付制度につきましては、低所得者

や高齢者等の生活を、経済的に支えることを目

的として創設されたものでございますが、現状

におきましては、貸付条件の制限や手続の煩雑

さから、あまり利用されていないのが現状であ

ることは認識しております。議員が提案されて

おります借入がしやすい制度設計でございます

が、県社協の社会生活福祉資金の貸付につきま

しては、現状では困難であると考えますが、垂

水市社会福祉協議会が行う更生資金貸付につき
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ましては、その貸付条件の緩和や手続の簡便化

が図れないかなどについて、今後、社会福祉協

議会と協議を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 また、社会福祉協議会の更生資金貸付に対し

て市が担保する制度、また、市が独自で行う生

活福祉資金の貸付制度の創設につきましては、

債務の保証など様々な問題があると考えられま

す。現状におきましては、このような制度を実

施している自治体があるかについての情報もな

いことから、まずは情報収集に努めてまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○農林課長（楠木雅己）  有機農業・高齢世帯

少量多品目の生産農家と、単作の専業農家とに

区別し施策をすべきではのご質問にお答えいた

します。 

 まず、化学肥料や農薬に頼らない農業を実践

しておられる農業者は、独自の生産技術を持ち、

バイヤーからも高い評価を得ております。この

方々に対する支援の一つといたしまして、平成

29年、30年度に水産商工観光課が実施いたしま

した垂水特産品販路拡大支援事業を活用し、首

都圏のレストラン運営者等からご意見をいただ

く機会を得たと共に、イベント参加者に対し、

農業者と一緒に垂水食材のＰＲを行うことがで

きました。このような取組みを通じて、今後も

農業者の販路開拓の支援を図ってまいりたいと

考えております。 

 次に、高齢世帯少量多品目の生産農家と、単

作の専業農家について区分した施策につきまし

ては、現在のところございません。また、野菜

の各品目や果樹など営農作物を区分した施策に

つきましても、現在はございません。 

 そこで、ＪＡインゲン部会やゴーヤ部会等品

目別の生産者団体から、ご意見を聴取するほか、

両道の駅につきましても、出荷者協議会を活用

するなどしてご意見を伺い、農業施策に生かせ

るところはないか、検討してまいりたいと考え

ております。 

 続きまして、新規就農についての意見交換会

の場のご質問に答弁いたします。 

 本市では、平成30年度末で12名の認定新規就

農者が農畜産業に従事しておられます。農業を

始めて間もない新規就農者にとりまして、ご指

摘の意見交換の場は、必要であると認識いたし

ております。営農類型は露地野菜をはじめ肉用

牛など様々でございますが、農畜産業にかける

強い思いを持った若者たちでございますので、

若者ならではの自由な発想、また、共通の課題

や市に求めるものを問題提起の形で示していた

だくよい機会となるよう、会の内容等につきま

して、検討し、それぞれの農業経営が継続でき

るよう、市としまして支援してまいりたいと考

えております。 

 次に、垂水市農林技術協会、通称技連会につ

きまして、まず、現状をご報告いたします。 

 今年度の構成委員につきましては、農林課を

はじめとする市職員19名、鹿児島きもつき農協

４名、大隅地域振興局３名、大隅森林組合２名、

肝属農業共済組合５名の合計33名となっており

ます。 

 昨年度の活動状況でございますが、県や地区

主催の研修会の参加や専門部会での主な活動と

いたしまして、園芸部会では天敵現地調査、農

政部会では新規就農者のサポート体制の構築、

畜産部会ではセリ市前などの巡回や注射、林業

部会では新たな森林経営管理制度及び森林環境

譲与税についての情報収集等を行っています。 

 今年度の取組みにつきましては、宮崎県高原

町の農事組合法人はなどうへの研修視察を予定

いたしております。この視察により、直売所の

運営などの取組みにより、地域全体の活性化策

や生産意欲の向上ですとか、都市住民との交流、

かねてバイヤーから指摘されておりますストー

リー性のある６次産業化への取組みや、女性目
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線を生かした商品開発などについて、本市農業

施策のヒントになるようなものを得られればと

考えております。これらの活動を通じ、関係機

関との連携を深め、関連事業についての情報収

集や導入につなげていければと考えております。 

 続きまして、法人化にあたっての支援体制の

現状はの質問にお答えいたします。 

 国の支援制度といたしまして、県を通じて申

請を行う農業経営法人化支援事業がございます。

交付対象となるためには、構成員が複数戸であ

ることや、法人化する前に、県担い手・地域営

農対策協議会に事務局を置くかごしま農業経営

相談所を活用し、経営相談を行っていただく等

の条件がございます。 

 本制度における本市の役割といたしましては、

農業者からのご相談を受け、県へ要望を行うも

のとしております。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  感王寺議員

の質問でございます、両道の駅の農産物の品揃

えを拡大、充実する施策等、集荷体制の確立の

考え方につきましてお答えいたします。 

 道の駅たるみずにおきましては、指定管理者

のもと、垂水市出荷者協議会員でございます、

出荷者自身が販売価格を決定し、日々商品を出

荷されております。議員ご指摘の農産物の品揃

えの拡大、充実につきましては、季節の野菜な

どの品揃えも十分されており、時期によりまし

ては売場を拡大するなど、出荷者と指定管理者

でその都度協議され対応されているところでご

ざいます。 

 また、出荷者が高齢等で運搬に苦慮されてい

ることには、垂水市出荷者協議会及び指定管理

者も理解されており、今までも集荷体制につき

ましては、協議がなされているところでござい

ます。 

 しかしながら、現在要望されている出荷者は

全体の中では数件と少なく、運搬にかかる経費

等を考慮しますと、なかなか実施までは至らな

いところでございます。今後出荷者からの要望

等が多くなるようであれば、集荷体制につきま

して指定管理者及び垂水市出荷者協議会と協議

検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  道の駅たるみず

はまびらにつきましては、企画政策課のほうか

らお答えさせていただきます。 

 道の駅たるみずはまびら内の物産館、いわゆ

るマルシェの運営に関しましては、株式会社垂

水未来創造商社に商品審査や事業者選定、さら

にはマルシェへ出品される出荷者で構成される

出荷者協議会の事務局機能を担っていただいて

おります。開駅以降、マルシェの陳列棚や冷蔵

ショーケースを増やしたこともあり、当初93名

であった出荷者数も本年５月末時点では126名

と徐々に増えてきております。また、商品数に

つきましても、市内のみならず県内各地の産品

を揃え、商品の充実を図っているところでござ

います。 

 本市としましては、マルシェへ一人でも多く

の地元の出荷者に出品していただき、一品でも

多くの地元商品が並び、来館された方へ本市の

特産品をお届けすることを目指しております。 

 現在、出荷者自らが値段設定、商品搬入、値

札のラベル作成を行い、マルシェに陳列してい

ただいておりますが、農産物だけをマルシェへ

出荷されている方々46名のうち、一部の高齢の

出荷者の方々からは、道の駅の搬入作業を軽減

させるため、集荷を行ってほしいという要望も

あるようでございます。しかしながら、商品の

搬入や陳列等を出荷者が自ら行うことで、低価

格で提供可能となっているところでございます。 

 また、出荷者自らが売れ行きに応じて商品の

補充を行うことで、生鮮品である農産物それぞ

れの品種品目に応じた適切な品質管理と数量管

理にもつながっているというふうに感じており
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ます。 

 これらを踏まえまして、現時点では運営会社

である株式会社垂水未来創造商社では、集荷体

制までは検討されておりませんが、今後出荷者

協議会のご意見を参考にマルシェ全体の運営状

況を考慮しながら、改めて検討していきたいと

いう報告を受けているところでございます。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  感王寺議員のご質問でご

ざいます、通学費補助につきましてお答えいた

します。 

 垂水高校に関しましては、市内唯一のなくて

はならない高校でありまして、統廃合されます

と地域の活力が失われ、過疎化も一層進むこと

になり、本市のまちづくりにも多大な影響を及

ぼしますことから、どうしても存続は果たさな

ければならない重要課題であると考えておりま

す。また、同校は当面は２つの学科とも現状維

持の方向性が示されておりますけれども、十分

な猶予があるとはいえず、常に危機感を持って

振興支援に取り組む必要があると考えておりま

す。そのことは、ご理解をいただいているとい

うことだというふうに思います。 

 このようなことから、議員もご承知のとおり

現在垂水高校存続に向けての振興支援策といた

しまして、通学費補助等をはじめとした様々な

支援を行っているところでございます。そのこ

とは、垂水市のまちの存続に直結するという判

断のもと、継続をしているところでございます。

市外の高校へ通学させておられる保護者の皆様

方のご負担というのは十分理解はいたします。

しかしながら、垂水高校への通学費補助は垂水

高校存続のための特化した取組みであります。

また、通学費補助の対象拡大するということは、

他市の例もほとんどなく、現在のところ考えて

いないところでございます。 

 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  熱心に答弁をいただきまし

た。感謝申し上げます。でもね私の時間がなく

なっちゃうんでね、困ったね。それでは一問一

答方式で議長お願いいたします。 

 市道・農道整備であります。市道からですけ

れども、土木課長に答弁いただきました。当然

補正も出ますし、道路拡幅の分の8,000万円と

いう予算というものもこの後に出ていくという

ことで、大体３億4,000万円に近いということ

であります。ただし、ずっと統計を見てみます

と、平成29年度もそうですけど、前年度も大体

２億6,000万円くらいじゃなかったかと思って

るんです。ただ、やはり要望自体が多いわけで

す。また一応入る部分、出る部分もですけど、

歳入の部分も有利な起債はないかとか、あと国

の交付事業とか、そういう部分の有利な部分を

待つということで、今年度は３億4,000万円で

すけど、例年少なかったと思ってるんです。そ

れは十分理解できるんです、市長。ただ、市長

も回られてわかるとおり、市長に振りますから

ですね、市道も農道もね。選挙期間中、市長も

全域回られました。私も全域回りました。市道

の至るところが穴ぼこだらけなんです。市長も

気づいておられると思いますよ。市道・農道に

つきましても、これ特に農道につきましても、

生活道路でありますし、いざ有事の際は避難道

路になるわけです。そういった部分でこういっ

た状況でいいのかという部分が思っているんで

す。市道については、この部分については市長

の部分で見解を教えてください。 

 農道についてですけれども、農林課長から答

弁いただきたいのですが、中山間総合整備事業

の例も出されました。でも、この部分に水路・

法面の部分まで入れてもらって、私は農道の部

分について聞いているんですから、農道の部分

について一体当初予算と今回の補正を合わせて

幾らなのですかということを私は聞いたんです

けど、その点について答弁願います。 

 まず市長から、すみません、後先になりまし
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た。 

○市長（尾脇雅弥）  市道についてのお考えと

いうことでありますので、これまで感王寺議員

からも色々声なき声も含めて、いろんなところ

の市民の皆様の声を吸い上げていただいてご質

問していただいているわけであります。 

 ご案内のとおり垂水市は縦長37キロの国道を

有しておりますので、それに連携するような形

で市道あるいは非常に長うございます。そのこ

とはご理解いただいていると思います。予算面

に関しては、できるだけそういったものにおっ

しゃるお気持ちはよくわかりますので、これま

でも継続的にはやってはきていると思います。

振興会の要望に関しましても、できる限りその

部分にもしっかりと予算化はしておるわけです

けども、これまでと背景が違いますのは、人口

減少社会あるいは高齢化というところで、地域

の皆様にご協力をいただく、あるいは、やはり

古くなったものは新しくなっていかなければい

けないという背景がありありますので、そうい

う状況はありますけれども、感王寺議員のおっ

しゃるような形で、でき得る限り優先順位を決

めながら、まず安全上という視点を持ちながら

確実に進めてまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 

○農林課長（楠木雅己）  当初予算での農道整

備に係る分につきましては、除草作業委託に

200万円、農道の法面崩壊等に200万円、地域か

らの要望のありました農道舗装工事に550万円、

あと振興会等の協力いただき、路面補修いただ

く材料代としての120万円、概ね1,000万円とな

っております。また中山間での農道分につきま

しては現在調整中ということで、農道分につい

ての金額はちょっとわからないということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  今、市長答弁いただいたん

ですけど、前向きにやるということで了解しま

した。確かに、市長がおっしゃるように市道の

369路線ですか、延長も221キロということで、

長いのはわかっているんです。ただ進捗率90％

ということであります。環境整備班の方々も土

木課長いつもお願いしているのですけど、きち

んと早めにやっていただいてありがたいとは思

っているんです。 

 先ほど予算のことも述べました。より有利な

起債、より有利な交付金を活用していくという

方向性はわかるのですけれども、今、市長答弁

にありましたようにきちんと取り組むというこ

とですから、財政課長と協議していただきまし

てですね、こういう小さい工事については、や

はりきちんと市単独でやっていくのだとそうい

う気構えでやっていただきたいと思うんです。

市長の前向きな答弁でしたが、市長の指示です

からきちんと従ってください。 

 あと農道の部分ですけれども、この部分、今

計算しましたら、550万と120万とで770万円な

んですよね、農道整備。それだけしかないと。

これから補正組んでいかれるとは思うのですけ

ど、時間もないですから進捗率までは聞きませ

んけれども、農林課長の言葉で中山間総合整備

事業という部分が出てまいりました。うちの地

区でも毎年中山間直接支払制度ということで、

もう13年、14年になり、毎年200万円の部分で

道路をつくっています。もう優に4,000万円以

上使っているのです。応分負担ということで市

のほうも整備していただきました。工事のほう

で、市長感謝申し上げます。ただ、あと２路線

残っております。この部分についてですね、中

山間総合整備事業に載せてあるんです。５年間

の事業ですから。２路線あるのですが、そのう

ち１路線については３、４年後ということで予

算がつくということで、あと１路線については

いつになるかわからない状況なんです。うちの

高齢化率を見てみますと、「感王寺君、あと５

年待てないんだ。すぐしてくれ」って話なんで
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す。そういう部分は確かに有利な事業ですけれ

ども、すぐ予算化していただけない、この県が

窓口ですから、こういう部分については、私ど

もの中山間直接支払制度でつくりますから、５

年10年待たせるんじゃなくて、市の単独事業で

やれっていうことなんです。この部分について

は市長の答弁を求めます。 

○市長（尾脇雅弥）  今お話があったような現

状というのも私のところにもまいりますし、で

きるだけ早くしたいというのはそのとおりであ

りますけれども、財源という点がございますの

で、これは優先順位を決めて、できるだけ有利

な起債等も考えながら担当課としてはやってい

ると思いますが、それ以上の部分に関しては県

とか色々連携をしながら、もう一回現場を確認

しながら、どういう方法があるのかというのを

考えていきたいと思います。 

○感王寺耕造議員  最後は、市長に要望します

けど、私は説明が悪かったのか理解いただいて

いるのか、中山間直接支払制度という部分は、

ご承知かと思いますけど、水田10アール当たり

急傾斜地で8,000円出るんですよ。その部分を

県の指導では丸々もらってもいいんです。うち

の新城地区は農業者のご理解をいただいて生活

道路でもあるからということで、毎年200万円

くらい使って4,000万使っているんです。だか

らそういう地域については応分負担しろってい

うことですので、その部分は踏まえておいてく

ださい。また農林課からも上がってくると思い

ますのでよろしく対処お願いします。 

 次に、市営住宅の長寿命化計画についてであ

ります。長寿命化についても、当然公共施設等

総合管理計画についてでも出てくるのですけれ

ども、基本方針としてはまず長く使うというこ

とであります。また、無駄を省く、この部分は

ＰＦＩ事業であるとか民間委託ということでこ

れはきちんとやっていただいています。減らす

ということてですね、公営住宅の分についても

減らす方向だという部分です。これきちんと出

てます。これはこれで人口減の部分もあります

し、現在入ってられないということについては、

きちんとやっていくということは必要だと思う

んです。それで、また増やさないと、これ以上

の公営住宅は増やしていかないのだということ

で、計画自体はよろしいと思うんです。それで

またきちんと対処、計画どおり進めているとい

うことで評価するのですが、ただ、１点だけ、

長く使うという部分で補修が果たしてなされて

いるのかということです。例えば私の身近な大

浜団地です。そしてまた、雇用促進住宅の部分

で新城麓があります。この部分については、特

に大浜団地については築26年です。ところが屋

根、コロニアルですからその部分の塗装も全然

やってないんです。この部分について、やはり

10年、15年とか30年とか大体10年スパンでやっ

ておけば長くもつと思うんです。計画に沿った

ような予算の配分がなされてないのか、この部

分が不満なんですが、これについては専門的な

部分なので土木課長。あと、負担区分の部分、

公営住宅に対して、確かに、畳の表替え、ふす

まの張替えです。こういう部分については課長

がおっしゃったように、私の手元にありますか

ら、よく理解します。ただ、もうずっと住んで

いる方々については、もう23、４年住んでる人

もいるんです。そういう人については、畳もふ

すまも日焼けしてきますから、一旦は市できち

んとやってあげて、また退去されるときに、き

ちんと直してもらうと。新しい状態で出てもら

うというのは、そういうふうな部分も必要だと

思うんです。だからまあ、条例とか要綱の部分

も、見直しが必要だと思いますが、その点につ

いてどう思われるかということです。 

 あとそのほかの調度品について、申し出があ

れば市の負担行為、書かれていますが、最後で

す。この市の負担行為に当てはまると思えば、

申し出があればというんですけど、なかなか申
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し出がないと思うんです。今まで現状で申し出

が何件あったのか、その点、答弁もらいます。 

 あと、団地別の事業計画っていう部分で出て

いるんですが、この分については、さっき言い

ましたとおり、減らすということで廃止の部分

も出ております。ちょっと待ってください。長

期寿命化計画の分の個別案件ですけども、この

部分で脇田、敷根町、大野原ですね。この部分

については完全に用途廃止っていうことになっ

ております。まあ、あとほかの部分についても、

牛根、二川、あと麓については、この分につい

ては現地に建替えとか、次期用途廃止の部分が

牛根境とか、錦江町、高城とか出ているんです

よね。各地の地域の状況とか、結局減るという

ことは、入居していない世帯、入居がないとこ

以外は、そこについては人口が減るということ

なんです、地域から。そのへんについて、各地

域との、何ていうか、コンセンサスっていう部

分がきちんとできているのかということです。

また、入居する人たちの動向を、その地域の、

そういう部分まできっちと調査されているのか、

その点について伺います。 

○土木課長（東 弘幸）  まず大浜団地の屋根

でございますけども、この長寿命化の見直しの

調査に入った時点で、一応、報告は土木課のほ

うに受けておりまして、損傷につきましては把

握しているところでございます。この修繕に関

しても多額の金額を要しますので、なるべく早

い時期に実施できるように関係課と協議して検

討してまいりたいと思っております。 

 それと、この畳替えなんですけども、先ほど

申しました、表については入居者負担。ただ、

長年住んでいらっしゃるとそれ以外の不具合も

出てきますので、そういったところに関しては、

こちらの負担で替えるということも可能かと思

っております。 

 それと件数ですけれども、今把握しておりま

せんので、後以って報告ということでよろしい

でしょうか。 

○感王寺耕造議員  はい。その点については、

土木課長の前向きな答弁をいただいてありがと

うございます。 

 市長。確認しますけども、長く使うためには

やはり適正な時期にメンテナンスをするという

部分は、個人の家も、また公営住宅も一緒だと

思うんですよ。また公営住宅法の部分の一番の

部分は、良質で安価な建物を提供するというこ

とであります。その点について、私質問してき

ましたけども、予算執行を早急にやるのかやら

ないのか、それだけ答弁、短くて結構ですから。 

○市長（尾脇雅弥）  今お話を伺って、当然そ

ういう趣旨のもとに担当としてはお答えしてい

るわけですけれども、とはいうものの、いろん

なケースがございますので、先ほど、ほかの地

区の、なくなると人口減少があるんじゃないか

ということも踏まえて、30年度の計画としてお

示しをしているわけですけども、状況は変化し

ていきますので、状況を見きわめながら対応で

きる部分は対応していきたいというふうに思い

ます。 

○感王寺耕造議員  なかなか早急に計画的にや

るべきだと思いますけど、前向きな答弁はなか

ったですが、これについては後で、ディベート

させていただきます。後日ですね。 

 社会福祉協議会の問題であります。 

 財政課長からも答弁いただいたんです。平成

17年度から見直しです、類似団体も含めて。私

の記憶では、このとき一律20％カットだったと

思うんです。ところが、この部分、以前、平成

15年度までは社会福祉協議会は700万円補助金

を出しておりました。社協の部分ですね、平成

17年度は見直しの部分では42％カットだったと

いうことですけれども、だいぶ２倍近くです。

これについて何か特別な事情があったんですか。 

○財政課長（和泉洋一）  そのときの状況につ

いては、現在私としても、どのような状況であ
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ったかということまでは把握しておりません。

ただ、先ほども申しましたとおり、社会福祉協

議会へ出している補助金は運営補助金だけでな

く、その他の事業補助金もございます。合わせ

ますと削減には至っていないところでございま

す。 

 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  じゃあ、福祉課長に聞きま

す。先ほど、社協は独立した団体だと言われた

んです、福祉課長は。これはね、ごめんね、次

の部分だったね、ごめん。えっと、とりあえず

補助金の問題です。市の法人監査で、独立した

法人の監査って部分でやっていかれるというこ

とです。介護事業を抜きにして、２年に１回と

いうことで、その見直しということなんですけ

ども、実情ですね市長、私聞きますと、現在職

員が１減ということであります。募集をかけて

おられるんですかと言ったら、もう予算的に無

理ですということなんです。これがですね。だ

だまあ、確かにね、当然行政が出すお金ですか

ら、それなりの手続を踏んで、やらなきゃいけ

ないと思うんです。赤字の部分の返済見直しで

あるとか、あと中期的な、長期的な計画という

部分が必要なんでしょうけども。ただもう、に

っちもさっちも回らないという部分の実情もあ

るんですけれども。こういう部分を聞かれて市

長、増額される考えはないのかということが１

点です。 

 あと、福祉課長については、貸付金の問題で

す、社会福祉協議会の更生資金ということで、

色々相談を受けますけども、毎年ですね。今、

日本の国のセーフティーネットが壊れておりま

す。はっきり言って。また、生活保護の部分の

基準という部分も計算式あるんですけども、例

えばご高齢の皆さん、子供がたくさんいる世帯

であれば、それなりの生活をできる。ただ単身

世帯で、ご高齢で、年金を５、６万円もらって

ても、この資金借りられない。生活保護資金借

りられないんです。生活保護もセーフティーネ

ットも使えない。そういう困ったときに、社協

の部分を使いたいとしても、当然すぐには出ま

せんし、手続にも時間がかかるわけです。これ

は福祉課長に答弁を求めますけども、社会福祉

協議会は先ほど独立した団体だとおっしゃった

けれども、その傍らで社会福祉協議会の緩和を

求めていきますという答弁は、これはダブルス

タンダードじゃないかなあと思うんだけど。そ

れよりも、社協の部分も独立した団体なわけで

すから、原資を減らすわけにはいきません。原

資を減らさないような形で、市が何らかその部

分の保障をできないかということです。制度設

計大変難しいですけども、その点について２点

それぞれ。 

○市長（尾脇雅弥）  感王寺議員の増額の件で

すけれども、ご案内のとおり、私も社会福祉学

科の卒業でありますし、３年間介護の現場で働

いておりましたので、福祉の充実というのは何

より大事だというふうに思っております。この

減額の時期というのは垂水市が合併できないと

いう中で、行財政改革の一環として執り行われ

たことだと理解をしておりますけれども、庁舎

におきましても、285名の職員を50名減じてあ

るいは給与をカットしてということで現在に至

っているわけですけれども、社協さんからのご

提案があって、増やさないと言っているわけで

はないんです。ただやっぱり増額するには理由

が必要です。どういうために、こういうお金で

使うんだと、これが足りないから増やすんだと

いうことの、明確なお答えがないというのが正

直なところです。それがあればしっかりと対応

ができるということであります。 

○福祉課長（髙田 総）  独立した法人という

ことにつきましては、社会福祉協議会のホーム

ページに載っているのでありまして。あとその

簡便化を協議すると、その困った人がいらっし

ゃるということで、そういう簡便化が図れない
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かお願いをすると、そういうことはできません

かと依頼をしたいと、そういう趣旨で答えたも

のであります。 

 あと、市で独自の貸付につきましては、困っ

ていらっしゃる方がいらっしゃるということは

理解できます。しかしながら、市といたしまし

ては法に基づいて仕事を行う義務があります。

適正な手順を踏まずに、大事な公のお金を安易

に貸付けたりするということは困難であると考

えます。そのようなことから、先ほど答弁いた

しましたように、まず、そのような取組みをし

ているところがないか、それは情報収集は行っ

てまいりたいと考えております。 

○感王寺耕造議員  それは、行政にとりまして

も、私ども議員にとりましてもそれはやっぱり

法です。条例、要綱に則ってやるべきだと思っ

ています。ただ、一つご理解いただきたいのは、

ほんと日本のセーフティーネットはがたがたに

なってきているということであります。もう、

生活相談の部分も４件、５件じゃきかないんで

す。つい直近も、修学旅行なんだけど、修学旅

行のお金がありませんという部分の相談を受け

ました。これについては、就学援助資金の部分

で、現在後払いですけれども、今度から変わる

ということで、そういうことも対応できると思

うんですけども、そういった方々を、どうにか

救うっていうものも政治の仕事ですし、行政の

仕事だと思っております。まあ、これ以上の答

弁は出ないでしょうから、また、私もこれ以上

の答弁を求めるつもりもありません。これにつ

いてはまた後ほどディベートさせていただきた

いと思っておりますので、これで終わります。 

 次に農業問題であります。 

 どの地域を見ても農業後継者がいない状況で

あるわけです。その中で、やはり新たな方々を

入れるという方策が一つですね、有機農業も一

つです。今回また新城にも、横ビューのほうで

南大隅町の。ここで有機農業やっている方々が

１名、この間６月に入ってから入っていただき

ました。また、こういう方々、また既存の小規

模農業の方々もきちんと大規模農家だけでは賄

えないわけです、農地を見守れないですから。

こういった方々に対しての対策というか、施策

というやつも必要なんではないですかというこ

とであります。品目につきましても、体制につ

きましてもということです。これにつきまして

はまたそういう趣旨で質問しておりますので、

また、お汲み置きいただきまして、後日協議さ

せてください。 

 まず、新規就農者の意見交換会の場、この場

がないという部分は大変私は問題だと思ってお

ります。昔私が、30年ほど前就農したときは、

４Ｈ活動と言われる部分が垂水でも30人の、30

人以上でした、ありました。作物は違ってもい

ろんな考え方、いろんな取組み方が出てまいり

ます。その中で、例えばＪＡに対してとか共済

組合に対してとか、市に対してとか、自分の専

門作物はこれだけど、困ってるんだっていう部

分の。いろんな部分の話が出てくるんです。作

物が違えば暇なときもありますから、そのとき

は加勢をもらったり、加勢したりという関係も

ありました。そういう部分が、いつの間にかな

くなってしまってる。きちっと、こういう意見

交換会の場を設けて、新規就農者の皆様の声を

拾い上げるという作業が私は必要だと思ってお

ります。この点について答弁を願います。 

 これは、農林課長ですね。 

○農林課長（楠木雅己）  議員おっしゃいます

ように、従前につきましては、４Ｈクラブ等々

ございまして、また、青年団を私もやってたん

ですが、その当時は、４Ｈクラブ等々との協力

いただきまして、いろんな地域の活動にも協力

をいただいたところでございます。 

 最近になりまして、新規就農農業者が増えて

きたということで、それにつきましては把握し

ながら、新規就農者に対してこういう会を立ち
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上げていくような支援をしてまいりたいという

ふうに考えております。 

○感王寺耕造議員  技連会の分については、よ

り活発な活動と活動内容の部分を、きちっと農

業者に示すように要望いたします。 

 その分が足りないと思っておりますんで、よ

ろしくどうぞ。 

 それで、法人化の部分について入りますが、

時間がありませんので。 

 現在ありますのが、農業法人支援化事業です

か、これは、経営開始時に、定款をつくったり

とか、そういう相談事業とか、そういう部分で

40万円出るんです。これは理解しております。

ただし、その後何もないんです。国、県も。今、

法人化なさってる方々もありますし、これから

法人を目指そうとしている方々もおります。こ

れから目指す法人に対して例えば、短い期間、

１年とか３年の部分で、雇用の確保、人材の確

保という部分があります。こういう部分で、現

在、なかなか募集かけても、農業だけじゃほか

の事業所も人がいない現状であります。頼まれ

てるけど人が入れられない状況です。 

 そういう、人件費も上がっておりますし、ま

た、雇用の場の確保ということで、税の減免も

あります。いろんな事業でね。そういった部分

での市の補助金と書いてありますけど、そうい

う考え方も必要だと思っているんですが、これ

は市長、そういう部分についてのお考えが、現

状であるかどうか。ごめんなさい。 

○市長（尾脇雅弥）  現状をもう一回精査して、

どういうことができるのかしっかり考えていき

たいというふうに思います。 

○感王寺耕造議員  市長。農地を守れる、あと

５年すれば、10年すれば、どこの農地もがら空

き状態になります。色々今、ディベートさせて

いただきましたけども、確かに、予算の部分も

あります。それでまた、そういう部分は、当然

理解できるんですけども、農地をどうやって守

っていくのか、次世代にどうやって引き継いで

いくのかです。 

 農地だけじゃありません。これは、環境の美

化整備の部分も含んできます。 

 人家の周りの、特に水之上あたり、人家の周

りの田んぼが荒れてては、まちも荒れてきます

よ。そういう視点もありますから、予算、限り

ありますけども、出せるもんなら出していただ

きたいということで、そういう視点で質問をし

ておりますんでお願いします。 

 最後です。通学費補助についてでございます。 

 特化した取組みでやってるということで、予

算の部分もあるということです。 

 全額出せとは言ってないんですよ。家計が苦

しいのに、子供が、やはりこの学校に行きたい

んだっていう部分で鹿児島まで毎日通学して行

く。フェリー代、バス代ですね。乏しい家計で

やりくりしてやってるんです。「何で、垂水高

校生だけそんな恵まれてるんですか」って声を

聞くんですけども。何らかの、通学費というん

じゃなくて、一時金でもいいですけども。 

 予算、当然かかります。何かそういった方策

というものはできないんですか。もし、市長が

直接そういう相談を受けられたら何と答弁なさ

いますか。そういった部分でちょっと答弁くだ

さい。 

○市長（尾脇雅弥）  私のところにもそういう

お問い合わせはときどきございます。 

 そのことに関しては、先ほど、心情的にはよ

くわかるわけです。なんですけれども、垂水高

校の問題というのは、また、別の問題でありま

すので、そういうお話をしながら、ただ、ほか

の支援、例えば高校生までの医療費の無料化と

か、あるいはその奨学金の制度の充実とか、違

う形での支援というのを間接的ではありますけ

れども、やらせていただいております。 

 今のところ、先ほど申し上げたようなことも

踏まえて、すぐに、じゃあ、そういう方々に対
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して財政的な支援ができるというような言える

状況にありませんけれども、今、議員がおっし

ゃる気持ちはよくわかりますので、何らかの方

法があるのかないのかということは検討してま

いりたいと考えております。 

○感王寺耕造議員  今、市長から出ました、医

療補助であるとか拡充とか、そういう部分はま

た、別な問題です。通学費の部分で困っている

ということなんです。その部分はまた違った話

であると思っておりますんで、この部分はぜひ、

前向きに検討していただきまして、あと１分残

しましたけど、これで私の質問を終わらせてい

ただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（篠原則）  ここで、暫時休憩いたし

ます。 

 次は11時20分から再開をいたします。 

     午前11時７分休憩 

 

     午前11時20分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 次に、10番北方貞明議員の質疑及び質問を許

可いたします。 

   ［北方貞明議員登壇］ 

○北方貞明議員  皆さん、お疲れさま。 

 それでは質問に入らせていただきます。市長

は、市政運営の基本理念として、今回初日に

「垂水の発展と垂水の幸福の実現を政治理念に

掲げ、元気なまちづくりという強い信念のもと、

市政運営に取り組んでまいります」と述べられ

ました。 

 また、「自ら率先して、あらゆる場面で行動

し、勇気を持って改革に取り組む」とも述べら

れました。 

 「現場主義を掲げ、直接自分の目で見、自分

の耳で聞くため、可能な限り事業の現場や市民

の皆さんと触れ合える場所へ足を運ぶ」と述べ

られました。 

 これをしっかり守って施政運営に取り組んで

ください。特に、市民の皆様との対話をよろし

くお願いいたします。 

 それでは、まず、今回の予算で土木費で、市

道道路改良事業費に１億円が計上されています。

毎年、市民の要望として生活環境整備に対し、

各振興会から多くの要望箇所が提出されていま

す。今回の振興会要望箇所等の道路改修工事は

どこなのか工事箇所の予算額がわかれば、これ

も教えてください。 

 この部分、多分感王寺議員と重複するかもし

れませんけどよろしくお願いいたします。 

 消防広域合併について、消防広域合併につい

ては、篠原議員もこれまで質問されております。 

 この消防広域合併は、大隅地区の消防広域化

に向け、構成市町の関係者、市長、町長、議長

会議を平成23年１月に開催し、その会議で大隅

地区消防広域化運営協議会は、当面、休止する

と決定されましたが、この７年間何ら進展して

おりません。 

 垂水市は37キロの海岸線の地形でもあり、ま

た、牛根分遣所のことを考えると、協議会を開

催し、垂水の立場を主張し、解散か、離脱を考

えるのもよいのではないかと思っておりますが、

まず、協議会に対しての現状をお聞かせくださ

い。 

 人間ドックについて、垂水市では、安心・安

全なまちづくりの一環として、鹿児島大学病院

と平成29年度から連携した健康長寿を実現する

ため「垂水元気プロジェクト健康チェック事

業」に取り組んでいます。 

 市民が健康で住んでよかったと実感できるこ

とが一番の幸せであると思っております。これ

からも保健事業に大いに力を注いでください。 

 それでは質問いたします。 

 国民健康保険での垂水中央病院での１年間の

人間ドックの利用状況についてお聞かせくださ
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い。 

 新庁舎について、令和元年の予算で、新庁舎

建設関連事業で１億2,790万8,000円が計上され

ています。事業費は、基本設計、実施設計委託

事業等であります。 

 計画を進めながら新庁舎建設車座座談会を開

き、新庁舎に対する疑問の解消や理解を求めて

おられますが、一方では市民団体の反対運動も

あり、また市役所周辺の上町通り会の総会では、

海岸への市役所移転反対が決議されたと聞いて

います。 

 このように市役所移転には市民の理解が得ら

れていると思われますか。市長の考えをお聞か

せください。 

 以上で、１回目の質問終わります。 

○土木課長（東 弘幸）  道路改良事業につき

ましてお答えいたします。 

 本会議に上程しております補正予算につきま

しては、昨年度より改良を実施しております、

中洲線8,000万円と振興会より要望がございま

した舗装改修や側溝布設など５路線、内訳でご

ざいますが、高野線舗装工事700万円、田地

明・大野原線側溝布設工事400万円、尾中野線

側溝布設工事500万円、丸尾１号線舗装工事400

万円を予定しているところでございます。 

 以上でございます。 

○消防長（後迫浩一郎）  北方議員のご質問で

ございます、消防広域合併につきまして、現在

の状況につきまして、お答えいたします。 

 平成30年第４回定例議会の篠原議員のご質問

でもお答えしましたが、大隅地域におきまして

は、平成21年４月、鹿屋市に運営協議会設立準

備事務局を立ち上げ、平成23年１月19日には関

係市町長・議長会議が開催されましたが、広域

化については一部自治体の反対があり運営協議

会は休止になっております。 

 その後、国の市町村の消防の広域化に関する

基本指針の推進期限が平成25年４月１日から平

成30年３月31日まで延長されましたが、この間、

国・県の動きはなく、さらに、平成30年４月１

日から令和６年４月１日まで再延長されました

ので、引き続き、国・県の動向を注視している

ところでございますが、現在のところ動きは見

られない状況でございます。 

 以上でございます。 

○市民課長（鹿屋 勉）  北方議員におかれま

しては、毎年人間ドックを利用され、自らの健

康状況に留意されておりますことに敬意を表し

たいと思います。 

 お一人お一人の健康意識の向上が健康寿命の

延伸、そして、国保財政の健全化につながるこ

とでございますので、今後もよろしくお願い申

し上げます。 

 議員お尋ねの国民健康保険での人間ドックの

利用状況につきまして、平成30年度の結果数値

でお答えいたします。 

 平成30年度の国保における人間ドック利用者

数は、脳ドック等を含めまして、89名でござい

ました。そのうち、垂水中央病院の利用者数は

46名でございます。 

 垂水中央病院における受診内容を申し上げま

すと、１日ドック25名、２日ドック１名、脳ド

ック３名、２日ドック・脳ドックのコースが12

名、２日ドック・全大腸検診のコースが５名と

なっております。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  北方議員の市民

との対話実施中であるが、市民団体の反対運動

もあり、市民の理解は得られていないと思うが

とのご質問にお答えさせていただきます。 

 新庁舎建設事業は、竣工後60年以上を経過し

ました本庁舎が危険でありますことから、市民

の利便性、経済性、安全性、まちづくりといっ

た観点を総合的かつ専門的視野で検討を行い、

新庁舎建設基本計画をとりまとめ、取り組んで

いるところでございます。 
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 計画の内容及び事業の進捗については、これ

まで幾度となく広報誌で周知しており、また、

説明会を開催させていただき丁寧に説明してま

いりましたが、市民の皆様の中におかれまして

は、情報が不足されている方もいらっしゃるよ

うでございます。 

 事業推進の必要性については、これまで市長

が答弁しておりますとおり、今、この計画を進

めなければ、庁舎の安全性、住民サービスの提

供、そして、市の財政面といった点においても

厳しい状況になるという危機感を持っていると

ころでございます。 

 こういったことから直接市民の皆様の声を聞

き、疑問点や不安点の解消を図る車座座談会を

実施しているところでございます。 

 この車座座談会の実施状況は、川越議員のご

質問でもお答えいたしましたが、昨日までに５

回開催され、参加者は58名でございました。参

加された皆様方からは、一様によく理解できた

という評価をいただいているところでもござい

ます。 

 本日、夜の開催を含め、今後５回の開催日程

が決まっており、日程調整中の団体も６件ござ

います。多くの皆様の理解が得られるよう努め

てまいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  それでは、２回目の質問をさ

せていただきます。一問一答でよろしくお願い

いたします。 

 １回目のその箇所はわかりました。ありがと

うございました。 

 振興会の要望は、各支部から毎年多くの要望

がなされておられると思うんです。そういう中

で、行政連絡会からの報告では、毎年、この月

ですか、６月ぐらいにあると思うんですが、そ

のとき、回答として要望箇所の検討中とか、そ

ういう表現もありますけども、その要望箇所で

ですね、検討中、作業が済んだところ、要望箇

所の完了済み、達成率と言いますか、それは大

体パーセントで言えば要望箇所の何％ぐらいが

達成されているか、ちょっとそのへんをお聞か

せください。 

○土木課長（東 弘幸）  お尋ねの要望に対す

る実施率でございますけれども、当然予算化を

含めて工事を発注する箇所とか、環境整備班で

対応するところ、様々ある中で、各年度で申し

ますと、平成26年度が要望数が46件ありました。

実施数が40件の87％。27年度、要望数42件に対

しまして、実施数39件、実施率93％。28年度、

要望数44件に対しまして、実施数39件、89％。

29年度、要望数87件に対しまして、実施数74件、

85％。平成30年度、94件の要望に対しまして、

実施した箇所84件で89％となっており、平均で

約90％となっているところでございます。 

○北方貞明議員  要望に対して実施率90％近く

実施されているということで、まずまずいいの

かなと私個人では思っております。今後もこの

パーセントが100になるように予算化していた

だいて。 

 ということは、市は常日ごろ振興会の要望に

対して予算を増額するというようなことも言わ

れておりますので、本年の当初予算では、これ

からも補正なんかがあると思いますけれども、

トータルとしては昨年より増額していただける

のか、それを一つ教えてください。 

○市長（尾脇雅弥）  今の数字的なものは、お

話をしたとおりであります。人口が減っていく

中、あるいは高齢化ということで、先ほど感王

寺議員からもありましたけれども、なかなかや

っぱり行政が担う割合が増えていると、比例し

て予算もかかるということであります。 

 人口が減っても、垂水市のそのエリアという

のは変わりませんので、そこに公的なものをで

きるだけ予算化してやっていると、その要望自

体も40数件から30年度は90何件にして90％とい

うことですので、かなりの割合で希望には応え
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ていけているというふうに思います。 

 やはり、担当する財政課としては全体の財源

のバランス等もありますけれども、大変そこは

いつも申し訳ないぐらい厳しくしっかりと予算

をつけろという話をしておりますので、できる

だけそういうニーズに応えてまいりたいと思っ

ております。 

○北方貞明議員  市長の前向きな答弁を、本当

に市民の方は本当にそれで市民の要望を、そし

て市民の方が満足できるように予算も増額して

いただいて、市民の皆さんが本当にありがたい、

垂水市に住んでよかったと実感できるようにこ

れからも努力していただきたいと思います。 

 市民の満足とは、自分の身近なところの環境

整備が一番だと思っておりますので、これは要

望としておきますけど、予算の増額をよろしく

お願いいたします。 

 それから、私のこの質問の項目の中で、ちょ

っと一つ質問を言い忘れましたけども、この運

動公園改修事業へ野球場が含まれていないので

すが、これをまた質問させてください。いいで

すか、野球場がなぜ含まれてないのかと、運動

公園に対して。 

○土木課長（東 弘幸）  垂水中央運動公園の

改修につきましてのご質問にお答えいたします。 

 中央運動公園の改修につきましては、平成28

年度より陸上競技場の改修に着手し、２箇年間

で改良いたしましたが、垂水スポーツランドへ

名称を変え、現在は市民の皆様の健康増進のた

めのウォーキングやグラウンドゴルフ、スポー

ツ合宿など多くの方々に利用していただいてい

るところでございます。 

 さらに、令和２年度に開催されます、国民体

育大会のフェンシング競技に合わせまして、平

成29年度より体育館の改修工事を実施し、本年

度に完了する計画でございます。 

 本年度の改修費につきましては、体育館の改

修費と児童広場等の改修費を計上しております。 

 今後の計画でございますが、野球場と庭球場

の改修を予定しております。施設を利用されま

す方々にはご不便をおかけいたしますが、もう

しばらく時間をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  ありがとうございます。 

 この答弁の中で、漠然としたもうしばらくと

いうことは、大体、来年とか再来年とか、そう

いうような表現をしていただければ大変ありが

たいんですけど。 

○土木課長（東 弘幸）  先ほど申しましたが、

本年度は、体育館の改修最終年度になりまして、

今後その児童広場の改修計画をしております。 

あと、庭球場と野球場の改修をしないといけな

いんですけども、現在どちらを先にするかとい

うのは、まだ決まっておりませんので、今後関

係課を含めてその方向性を協議してまいりたい

と思います。 

○北方貞明議員  そしたら関係課と協議するこ

とというですけども、２年後くらいはできると

いうようなそういうような認識でよろしいでし

ょうか。するということで。具体的にやっぱり

言ってもらわないと、そういう私も要望とかそ

ういうのを聞いとるもんですから、いつぐらい

と返事をしてあげたいんですよね。 

 そういう形でお願いします。 

○土木課長（東 弘幸）  改修計画につきまし

ては、まず実施設計を出す必要が、発注する必

要がありますので、その時期も今から決めた上

で改修計画をどちらから入っていくかというの

を協議して決めていきたいと思いますので、現

時点では来年度からとか来年度実施するとかい

うのは申し上げられないところでございます。 

 ご了承いただきたいと思います。 

○北方貞明議員  そしたらそのように承ってお

きます。 

 そしたら消防広域化のことですけども、移り

ますけども、一部自治体の反対。これは私は聞
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くところによりましたら、曽於市じゃないかと

思っておるんですけれども。この曽於市が反対

で離脱まで行っておるんですか。反対された理

由もまたお聞かせいただければと思っておりま

す。そして、再延長された最大の理由は何か、

一応その２点だけまず教えてください。 

○消防長（後迫浩一郎）  北方議員の質問でご

ざいます、一部自治体の脱退理由及び消防の広

域化の推進期限が再延長された理由につきまし

てお答えいたします。 

 まず、一部自治体とは議員がおっしゃいます

とおり、曽於市でございまして、当時の大隅曽

於地区消防組合の管理者が曽於市長ということ

で、曽於市が脱退をいたしております。 

 その理由としましては、大隅曽於地区消防組

合の消防事務は既に広域化し、市町村合併で大

隅肝属地区消防組合に統合された輝北分署にか

わる新たな分駐所の新設も進めているところで、

これ以上の統合は不要との結論に達したとのこ

とです。 

 また次に、消防の広域化の推進期限が再延長

された理由につきましては、市町村の消防の広

域化に関する基本指針の一部を改正する件が、

平成30年３月30日に告示され、４月１日に施行

されました。 

 理由としましては、人口減少社会の到来、低

密度化、高齢化の進展に鑑み、消防力の維持、

強化に当たって最も有効な消防広域化を推進し、

小規模消防本部の体制強化を図ることが、これ

まで以上に必要となり、最重要課題となったた

めでございます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  脱退されたのは、曽於市。は

い、わかりました。 

 私が今回また延長が令和６年までに６年間か、

こんなようにまた長くなっておるわけなんです

けども、先ほども言いましたように、我が垂水

市は牛根分遣所なんかを持っておって、それで

我が垂水市は、合併するには大変不便を来すん

じゃないかと思っておるところです。 

 市長の考えもおありだと思いますけれども、

なぜこのようなことを聞くかというと、我が垂

水市の職員が今それどのようになるのかという、

一部不安の方もおられます。私は耳にしており

ます。 

 合併をもししたならば、垂水の勤務じゃなく

して、遠いところになれば内之浦に行かななら

んとか、そして佐多に行かなならんとか、そう

いうような不安を抱えておられる職員の方もお

られます。そういうことで、生活の不安がある

というふうにも聞いております。  

 それで垂水市に住んで家も建てたいんだけど

も、そういうようなことがあれば、あっちへ異

動したら、垂水市に建てたら家庭がちょっとば

らばらになるんではないかというようなそうい

うのも聞いておりますので、市長どうかこのへ

んは合併を早く、市長が先頭に立って、私の垂

水はこうしていくんだというような方向性を持

っていただいて、協議会を一日も早く再開して

もらって、垂水の態度を表明する考えはないで

しょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  北方議員のご質問にお答

えをいたします。 

 結果的には今は単独でやっている状況でござ

います。 

 消防広域合併について、休眠状態であるとい

うことで本市の現状を考えると、解散なのか離

脱なのかと早めに選択をというような趣旨のご

質問だと思います。 

 消防長も答弁をいたしましたけれども、大隅

地域におきましては、私が就任する直前の23年

１月19日ということで、関係市町長・議会議長

会議が開催をされて、広域化について一部自治

体の反対があり、現在運営協議会は休止という

状況でございます。 

 その後、推進期限が平成30年４月から先ほど
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ありました令和６年４月１日まで再延長されま

したので、国、県の動向を注視しながらやって

いるというところが現在の状況でございます。

引き続き注視をしながら、先ほど言いました現

状に大きく変化があるようではいけませんけれ

ども、しっかりと今の状況で動向を注視して適

切な対応をしていきたいというふうに考えてお

ります。 

○北方貞明議員  動向を注視するという言葉が

ありましたけれども、相手方が出てくる、国、

県の動向ということでしょうけれども、我が垂

水のことを考えたら、我が垂水はこういう方向

で行くんだというふうなリーダーシップをとっ

ていただければ大変ありがたいと思っておりま

す。 

 私がなぜこのような質問をするのかと言いま

すと、先ほども言いましたように、消防職員の

生活の不安というのがあるから言ってるのです。

ということは、市長が掲げておられます人口減

少対策、定住対策、こういうことを私は本当は

言いたいわけです。 

 早く決めていただいて、職員の方々が安心し

て垂水に住める、そして定住人口を増やす、確

実にしていくと、これらの合併で先ほど言いま

したように、遠いところに異動になれば人口は

必然的に減るわけですから、早くこれを先ほど

も言いましたように市長がリーダーシップをと

って、我が垂水はこういう方向でいく、こうい

うふうに県や国にまた、この広域合併のその協

議会に態度を示していただけないのか、再度伺

います。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほど、国、県の動向と

いうこともありましたけれども、その前に大隅

の中での休止状態ということでありますので、

そのへんのところの話し合い動向も見ながら、

軽々に申し上げることはいろんな意味で影響が

ありますので差し控えたいと思いますけれども、

おっしゃっていることの意味はよくわかります

ので、そういう形で検討していきたいと思いま

す。 

○北方貞明議員  そしたら、前向きにこの問題

に取り組んでいただいて、一日も早く我が垂水

の方向性を示していただきたいと思っておりま

す。 

 それでは今度は、人間ドックのことを質問さ

せていただきます。 

 先ほどは、毎年、北方さんはと言われて本当

に、ありがたいと言うていいのか、よく調べら

れたなと思っております。 

 私も自分の体は自分で守らないかんというこ

とで、人間ドックによく入るわけなんですけれ

ども、その中で調べてみたらというよりも、平

成30年でしたか、46名ということは、１年間が

垂水中央病院で46名ということは、１年間が52

週ですよね、ということは、週に１回だけの人

間ドックはあるというふうな計算になると思い

ますけれども、これをもっと人間ドックをして

いただくには、週に２回ほどのそういうことは

できないのか。ということは、人間ドックを受

けることによって健康チェックももちろんです

けれども、病気の早期発見、予防ができると思

うんです。 

 まず早期発見、予防というのが一番大事なこ

とと思っておりますので、１週間に２回ぐらい

できるような制度はできないのか、できない理

由は何なのか。それをちょっと教えてください。 

○市民課長（鹿屋 勉）  先ほど申し上げまし

たとおり、中央病院における国民健康保険での

受診者数は46名ということで少しまだ足りない

んじゃないんかというご指摘でございますけれ

ども、議員が指摘されるように病気の早期発

見・早期治療が重要とされる中、国保係におき

ましては、人間ドックにつきまして垂水中央病

院を含む４箇所の医療機関と契約し、合計18種

類のコースを準備しております。なお高額な人

間ドックをなるべく多くの方に受診していただ
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くために各コースにおいて検査費用の助成を行

っているところでございます。助成額につきま

しては、県内でも高い助成率となっております。 

週２回ぐらいの程度まで上げられないかという

ことでございますけども、この人間ドックとい

うのは、各医療機関に委託しての受診をお願い

しているところでございまして、中央病院に関

して申し上げますと、今のところ、人間ドック

専門の医者がいないというような事情もござい

まして、週２回まですぐにというまでにはいき

ませんけども、そこは希望される被保険者の方

とその病院のスケジュールがなるべく合うよう

にそういった調整をしながら、進めていきたい

と考えております。 

また、重症化予防、早期発見・早期治療の推進

という方向性に基づきまして、人間ドックのほ

かに国保加入者を対象として特定健康診査を実

施しております。本市の特定健診の受診率は平

成29年度で54.1％であり、県内14市の中では４

番目に高い受診率となっておりますが、まだ半

数近くの方が未受診でございます。健康受診者

と健診未受診者の生活習慣病治療費の比較で、

未受診者は３倍治療費が高いというデータもあ

ります。国保財政の影響もございますが、何よ

りも市民の生活を圧迫することでございます。

重症してから治療するのではなく、早期発見・

早期治療の重要性をご理解いただき特定健診を

受けていただくよう国保係の保健師、看護師等

で日々受診勧奨を行っております。なお、毎年

特定健診を受診される方においても、特定健診

では実施していない検査項目が人間ドックには

含まれますことから数年に１回は人間ドックを

利用されるよう、お勧めしているところでござ

います。 

今後も市報や国保たるみず等により人間ドック、

特定健診についての周知を図り、一人でも多く

の方にご自身の健康に関心を持っていただくよ

う啓発に努めてまいります。 

以上でございます。 

○保健課長（橘圭一郎）  申し訳ございません。

垂水中央病院の担当課長として、私のほうで若

干補足させていただきます。 

改めまして北方議員には毎年人間ドックをお受

けいただきましてありがとうございます。感謝

申し上げます。今後もよろしくお願いします。 

 今の市民課長のほうは国保に対してのことで

申し上げましたが、垂水中央病院におきまして

は前年度が135名、前々年度が139名、平成28年

度が116名の人間ドックの受診の方がいらっし

ゃいました。受診という言い方をすればいいの

かな。ドックを受けられた方がおいででありま

した。28年度から29年度にかけて20件ほど急激

に伸びてはいるんですが、中央病院のほうにち

ょっと確認してみますともうこれが手いっぱい

という状況のようです。市民課長のほうでも申

し上げましたが、週に１回やっておりますが、

やはり人員的な部分の体制的な整備を図らない

といけないということと、あと週ごとの時間的

なスケジュール等の部分もまた変えていかない

といけないということもございまして、今の状

態で135というのがもうぎりぎりいっぱいとい

うような状況であるようでございます。 

以上でございます。 

○北方貞明議員  ちょっと今の数字的なことで

質問しますけども、こちらからでは、受診は

135だったかな。こちらでは垂水は46そしてあ

との医療機関の合わして89というふうになって

おりますが、どちらがどういう、なんでしょう

か。 

○保健課長（橘圭一郎）  混乱させまして申し

訳ございません。北方議員がおっしゃった46名

というのは、国保対象の方が46名でございまし

て、私が申し上げているのは、垂水中央病院で

人間ドックを受けられた方が135名いらっしゃ

ると、全体で。社会保険なんかも含めてのこと

でございます。 
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 以上でございます。 

○北方貞明議員  数字的なことは理解いたしま

した。ありがとうございます。 

 そういうことでですね、やはりこの人間ドッ

クは、受診される本人のこともですけども、私

が言いたいのは、この人間ドック受けることに

よって、先ほども言いましたように、病気の早

期発見、そういうことで医療費がだいぶ抑制さ

れるのではないかと思っておりますので、これ

をいろんな形で市民に――していただきたいと

思います。 

 そして、この助成率というんですか、先ほど

も言われたように、他の自治体からしたらかな

り率が高いわけですから、本当いいですよ、こ

んなに安いんですよと、そして自分の健康を保

ってくださいというように大いに――していた

だきたいと思っております。先ほどちょっと聞

き漏らしたかもしれませんけども、受診される

方としない方が３倍ほど医療費が削減差がある

と聞こえたような気がする、それを間違ってい

たら訂正しますけど、私もテレビを見とったら

こういう問題が出て、生涯医療費は倍違うとい

うふうなテレビがありました。倍も違えば本当

に人間ドックを受けたら、我が垂水市の医療費

もかなり削減されると思いますので、このへん

のところも力を入れていただきたい思っており

ます。私は倍と言いましたけれども、３倍とい

うふうなかなり高い数字を言っていただいて結

構なことなんですけど、それはどちらが正しい

のでしょうか。 

○市民課長（鹿屋 勉）  ３倍と申し上げまし

たのは、特定健診を受けられている方と受けて

いらっしゃらない方のその差でございまして、

平成28年度におきまして、そういった数字が出

ているところでございます。 

 以上です。 

○市長（尾脇雅弥）  今ご質問に関連がありま

すので、少し垂水の状況を話をさせていただき

たいと思います。 

 常々お話をさせていただく中で垂水市の発展、

垂水市民の皆様の幸福というお話をいたします。

幸福の価値観というのは色々あると思いますけ

れども、１つには元気で長生きということだと

思うのですね。そういう意味で今ご提案いただ

いた人間ドックを受けたりとか色々特定健診を

受けたりするということがこれまでの主流だっ

たと思いますけども、やはり医療費の増大、抑

制にもなるんですけど、高齢化が進む中でそれ

が大きく国においても何十兆という形で増えて

いく、この課題をどうしていくのかというのが

一番大事なところ、でありまして、幸い垂水市

は鹿児島大学の大石副病院長とご縁をいただい

て、予防に力を入れる健康長寿プロジェクトと

いうのをスタートしております。この人間ドッ

クも色々あると思いますけども、お値段の問題、

時間的な問題もありますが、健康長寿プロジェ

クトに関しましては、鹿児島大学の先生や中央

病院の先生方が垂水にお越しをいただいて、約

２時間ぐらい、お一人ですね、そしてこれ無料

で受けられるということでありますから、その

中でガンを発見したとか、いろんなケースもあ

りますので、こういう形に力を入れていって悪

くなってからお金をかけるということではなく

て、そういう予防に力を入れた取組みを今進め

ておりますので、併せてこうやって利用してい

ただくと大変ありがたいなと、方向性としては

そういうことだということでご理解をいただき

たいと思います。 

○北方貞明議員  理解いたしました。 

 それでは、次の新庁舎問題に入らせていただ

きます。本当に新庁舎問題は１回目の答弁の中

で市民の周知という形で車座座談会を５回ほど

開かれたということで、58名の参加者があった

と。５回の割にはこれが多いか少ないかと言え

ば私個人としては少ないような気がします。と

いうことは１回に５名から10名の範囲で限定さ
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れておりますから、こういう数字になると思い

ますけれども、もうちょっと幅を広げて多くの

皆さんと対話することがこの問題解決か、どう

いう方向に解決か知りませんけども解決につな

がると思いますけど、この幅を広げていただき

たいと思っております。 

 まず、私はこの庁舎問題は今反対の立場、意

見の反対の立場でいつも言っておりますけど、

私はこの庁舎は築60年を過ぎておりますから、

もう建て替えるべきであるということは、十分

わかっています。建て替えるべきであると。そ

の中でこの場所、あの場所、本当にあの場所は

いいのかというとき、これはちょっと待てよと

思います。執行部の方々は建物は最高のグレー

ド、最高の基準で建てるんだと大丈夫だと。そ

れはそうでしょう。今度建てるのは一番いいの

を建てないかんから。そうして垂水市で一番い

いのがおそらく建つと思います、今の計画で行

けば。地震にも強いと。 

 先ほどから言いますように、私は建物を言っ

ているのではなく、場所を言ってるんです。だ

からその場を見直していただきたいという立場

で今反対をしておるんですけど、執行部はさっ

きも言いましたようなに最高のものを建てると

か地震の強いのを建てる、そして国からの補助

は出るうちに建てると、そういうような考え方

をされていますけども、何遍も繰り返しますけ

ども、市民の安全性に関してはちょっと考え方

が薄いんじゃないと私は思っております。毎年

あそこは冠水します。昨日ですか、災害地帯と

いう言葉がありましたけども、災害地帯という

のは何回をもって災害地帯というか、そこは私

の基準はわかりませんけど、毎年冠水している

のは事実です。先立って12月の８日でしたかね、

Ａコープの駐車場が浸かるなど、そのときバス

の停留所に止められなかったと。歩道に乗り上

げて降りられる方は、そこからジャンプして階

段に行かれたというようなことも聞いておりま

す。そういうようなことで、あそこは本当に冠

水の多いところです。今後皆様方は排水口を大

きくするというような昨日の答弁がありますけ

ども、これは一気には解決しないと思います。

そして冬場の北西の風すごく強いです。市長は

ご存じでしょうか。北西の風が我が垂水は全体

の何％垂水のほうに吹くか、市長はご存じだか

らこそ、ああいうところに建てようと計画され

ているんでしょうけども、先立って私はあるお

ばあさんから「あそこに建てて私は行きがなる

とな」と聞かれました。そして僕に「お前さん

たちは今はよかとよな。いずれは歳を取ったっ

でな」と。当然ですね、歳を取ればそうなるわ

けですけども、そういうことであそこは大変、

私も安全性には危惧しておりますけれども、そ

の安全性について市長からもう一遍お伺いした

いと思いますからよろしくお願いします。 

○市長（尾脇雅弥）  昨日から同様の庁舎に関

してのご質問がいっぱいありました。それぞれ

我々としては、しっかりと答えさせていただい

たつもりでございます。 

 まずは、先ほど、足らざるは車座座談会とい

うこともありますので、ぜひ、北方議員のほう

にも主催をしていただいて、いつでもまいりま

すので、その話をさせていただきたいと思いま

す。 

 安全上、いろんなことが考えられるんですけ

ど、今出た部分は排水の問題というのがありま

す。排水に関しては以前もお答えをいたしまし

たけれども、例えば、作成した当初は、例えば

ですけれども、50ミリも降れば大雨だったんで

すけど、それに対するような排水施設であった

わけですけど、今、100ミリを超えたりするこ

とがありますので、当然のこととしてフローす

る。今おっしゃったような、その日も私も現地

にいて１時間ぐらい見ていました。なかなか、

やっぱり確かに膝近くまで来たりするのは事実

でありますけども、時間の経過と共に減っては
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いくわけですけども、ただ、じゃあその対策を

どうするかという話でありますので、なかなか

完全にというのは難しいにしても、今おっしゃ

ったジャンプしなきゃいけないとか、車が通れ

ないということは、庁舎の問題とは別に解決を

しなければいけませんので、そのことは昨日も

お話をしたとおりであります。 

 さらに、そのことの議会の皆さんのご理解を

いただいて施工ができれば、そういった形で問

題解決のほうへ進むと思いますし、風に関して

も、そこにも中央病院も含めて色々ありますか

ら、そういう意味では変わらない状況だと思い

ますし、台風とかいろんなときは、その場所に

限らず、風が強いときはもうどこも強いわけで

すから、塩害に関しても、塩害も400メートル、

500メートルだったかな、塩害の被害というの

は変わらないという専門的なデータも出ており

ますので、我々も感覚的なものではなくて、理

論に基づいた形で、より慎重に丁寧にというこ

とで、安全上というのが何よりも重点的な課題

として取り組んでおりますので、そのようにご

理解をいただきたいと思います。 

○北方貞明議員  私がそのバスのことを言いま

したけども、それは別のほうで考えれというこ

とですけども、あの路線だからそういうことが

起こり得るということを言いたかったわけです。

それは認識されますよね、そういうことは。そ

れではちょっと、今度は方向を変え、単純な質

問をいたしますけども、ある程度答えられたら

答えていただけますか。 

 ボーリング調査は垂水市で発注されたわけで

すよね。そして、ボーリング調査の土地はです

よ。これは一問一答ですから、一回一回聞きま

す。ボーリング調査は垂水市で発注されました

よね。 

○副市長（長濱重光）  今おっしゃるとおり、

垂水市のほうで実行いたしました。 

○北方貞明議員  ボーリング調査の土地は、垂

水市の土地ですか。 

○副市長（長濱重光）  垂水市の土地開発公社

の土地でございますので、市から公社宛てに

ボーリング調査をするためのご了解を得るため

の文書を出して、ご了解の上、調査をさせてい

ただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  既に私が言いたいのは、答え

が出てきました。垂水市の土地じゃない、公社

の土地だ。そして、調査をするにはその許可を

もらったということですよね。私はそれを聞き

たかったわけですけども、そうは言っても許可

というか、許可というのはその文書とか、ある

いはそういう覚書とか、そういうようなこと交

わしているんですか。それとも口頭なんですか。 

○副市長（長濱重光）  内容からいたしまして、

私どもは覚書等を締結するまでのことではない

という判断のもとに文書等でやり取りしたとい

うことでございます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  それなら文書等で交わしたと

いうことで理解してよろしいですね。はい、あ

りがとうございました。 

 本当の単純な質問をいたしましたけども、何

でかというのはですね、やっぱりこれは持ち主

が土地開発公社ですから、やはりこういうのは。

やっぱり順序を踏んでいかなくてはいけないと

思いましたから、改めてこういう聞き方をした

わけですけど、ま、間違いなくやっておられる

ということで安心いたしました。 

 次に、地方自治法第４条に対して昨日から皆

さんが質問されて、財源の見通しが立たない前

には条例は出さないというふうに言われました

けど、再度確認いたします。 

○企画政策課長（二川隆志）  北方議員のご質

問にお答えします。 

 先般からお答えさせていただいております、

財源の見通しの部分について、確たる確証が得
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られた時点で考えていきたいというふうに考え

ております。また、この財源の見通しの部分で

ございますけど、基本計画策定直後において、

本市の場合、財源である起債計画に変更が生じ

ることが予想されることは、条例の制定時期と

しては適当でないというふうに昨日からも申し

上げているところでございます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  そしたらですよ、財源の見通

しが決まれば、予算案を出す前に、この４条の

問題は議会に提出されますか。予算案の前か。 

○企画政策課長（二川隆志）  お答えさせてい

ただきます。 

 条例改正の提案時期につきましては、これま

で答弁させていただいております、条例制定の

段階では、位置だけでなく事業費、財源、規模、

機能といった情報が基本設計レベルまで整理し、

説明できるようにしておく必要があると考えて

おりますことから、少なくとも建設工事予算の

確定以降になると考えておるところでございま

す。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  そしたらこの４条案は、予算

が決まってからということですね。決まってか

ら出すということですね。再度確認します。 

○企画政策課長（二川隆志）  予算の確定以降

に、ということで考えております。 

○北方貞明議員  この４条問題は、もう４条は

十分ご存じと思いますけども、この事務所の位

置を定め、または変更するにあたっては、住民

の利便性、最も利便なところ、またそして、４

条で変更するときは条例で定めなければならな

いと。これはもう十分ご存じのことだと思いま

す。 

 これは同法の解説にこのように書いてありま

す。「同条例を制定する時期については、本条

第２項の趣旨によれば、着工前に行うことが適

当である」というふうに、こういう説明、解説

がしてあるんですけども、あくまで予算案が通

ってからされるわけですか。この解説には「着

工前に決めるべき」というふうになっておりま

すが。 

○企画政策課長（二川隆志）  またその中には、

「市町村の事務所の位置の変更に関する条例の

制定時期を新事務所の建築着工前とするか、ま

たは建築完了後とするかは、当該市町村の事情

によっていずれでも差し支えない」と。そして、

「建築に必要な財源の見通しも立たない時期に

制定することは適当でない」という記載もござ

います。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  着工前でも、その議案を出す

のは、着工前でも着工後でもどっちでも構わな

いということは、条例で謳ってはあります。 

 財源がつかんことにはできないわけでしょ、

工事は。できないわけですよね。だから財源が

決まれば、「建築着工前に行うのが適当であ

る」という、こういうふうな文言もあるわけで

すよ。市民の理解を得るには、本当に、市民が

諸手を挙げて「つくっていいよ」というような

ムードをつくって、そして議決して、正々堂々

と建てたらいかがなもんでしょうか。そのへん

はもう市長が一番の腹があると思いますから。 

○市長（尾脇雅弥）  詳細は担当がお答えする

と思いますけれども、昨日から申し上げている

ように、正式な手順を踏んでやってまいりまし

たので、これからも。ただ、足らざる部分は、

今、車座座談会とか、そういう誤解、間違った

認識の部分もありますので、しっかりとお話を

させていきたいということでございます。 

○北方貞明議員  今、市長は、市民の方々が間

違った認識と。どういうのが間違っておるのか。

要点的にわかりますか。市民が間違っていると

いうようなことで。 

○市長（尾脇雅弥）  市民が間違っているとい

うことではなくて、間違った情報も流れており
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ますので、そのへんのところの問い合わせがあ

りますので、それはこうですよというお話をさ

せていただいています。車座座談会で、今５回

開催をしましたけれども、反対という方々も多

く来られますけれども、昨日の担当課長の答弁

にもありましたとおり、ちゃんとその問題に対

して説明をさせていただきますと、「よくわか

った」というようなお答えをいただいておりま

すので、そのような活動をしっかりと進めてい

くということが大事だというふうに思っており

ます。 

○北方貞明議員  私は何遍も言いますけども、

この４条をですよ、入るときは、着工前に是非、

この議会で議決して新庁舎をつくっていただき

たいと思っております。これは必ず守っていた

だきたいと思っております。 

 それから、この工事は平成32年、令和２年ま

での時限立法でしたよね、たしか。だからこの

時限立法の急ぐために、こういうような作業が

執行部では進められておると思うんですけど、

この時限立法が、私も前も質問したんですけど、

時限立法じゃなかった。限定、限定だ。限定立

法だ。令和２年までの限定ということですけど

も、これは国が方向を示したわけですけども、

この令和２年までにつくれ。だけど、全国の自

治体によれば、この令和２年までにできない自

治体も多分あると思います。そうなれば、限定

ですけども、再度限定という言葉も浮上してく

るんじゃないかと思っております。（発言する

者あり）選挙じゃない。 

 ということは、今、こういう動きもあるんで

すよ。公共施設等適正管理推進事業債の期間延

長についてという。これは関東部会の提出で、

成田市が出しております。こういうことで、私

もいずれはこういうのは、延期になるんじゃな

いかと思っておったんですけども、こういうふ

うに、「同事業債を活用できる期限までに計画

を策定し、個々の施策・工事等を事業化させる

のは非常に困難である。国においては、今後の

公共施設の適正配置を引き続き推し進めるため

に、公共施設等適正管理推進事業債の期間の延

長を実施することを要望する」と、こういうよ

うなものもあるわけです。だからこうして、ま

だまだこれからこの問題は限定ですけれども、

再度延長になるかもいたしません。そういうこ

とで、我が垂水は令和２年までと急いでおりま

すけども、もうちょっと、こういう延長も既に

全国では動きがありますので、32年度を限定し

なくて、もうちょっと市民の理解を得るような

努力をしていただけないのか、市長にお願いい

たします。 

○市長（尾脇雅弥）  そのような要望というこ

とでありますけれども、そのたらればの話で、

基本的にはそういうことがルールですから、こ

れのルールを何とかしてくださいという要望が

あるのは理解しますし、ただ、もしそれが、そ

のとおりにいけば、今試算しております約８億

円の交付税がいただけないということでもあり

ますので、じゃあそれはどうしていくのかとい

う一方の問題もありますので、できる限りそう

いったルールの中で、何よりも先に延ばせばと

いうことの本質的なものというのは60年で危な

いと。この間地震が来たときもそういう状況で

すから、そのへんをしっかりと前に進めていく

ことだというふうに思います。 

○北方貞明議員  まだ時間ある、ない。（発言

する者あり） 

 これは、昨日森議員が質問された項目なんで

すけども、市町村役場機能緊急保全事業につい

て、執行部のほうで再度、国、また県に、この

問題について調査していただいて、私たち議会

なり、また森議員にその回答をお知らせいただ

ければありがたいなと思っておりますので、こ

れは要望としておきます。よろしくお願いいた

します。 

○議長（篠原則）  ここで、暫時休憩いたし
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ます。次は１時30分から再開をいたします。 

     午後０時21分休憩 

 

     午後１時30分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、14番、川畑三郎議員の質疑及び質問を

許可いたします。 

   ［川畑三郎議員登壇］ 

○川畑三郎議員  皆様、ご苦労様でございます。

今議会の一般質問の締めで質問させていただき

たいと思います。 

 先月、50年に一度と言われた豪雨が屋久島を

襲い、観光客をはじめ多くの方々が山から下山

できず、雨の中、取り残されました。幸い犠牲

者はなく、全員無事下山できたことはありがた

いことでありました。 

 ことしは、例年より気温も高めで推移してい

るようであります。５月31日、九州南部の梅雨

入りが発表されました。 

 大雨によるがけ崩れ、河川の氾濫も今後予想

されます。台風も発生いたします。災害発生前

の防災対策は大事であると考えます。どういっ

た取組みをされているのかお知らせください。

また、消防による防災の取組みはどうなってい

るのかお知らせください。 

 次に、農道、市道、河川の整備について市

道・道路改良事業に１億円計上されており、振

興会要望を介しての道路改修工事を主としてい

て、要望に沿った予算措置であり、地域にとっ

ては大変ありがたいことだと思います。農道、

市道、河川等の整備計画をお知らせください。 

 漁業振興について、垂水市の養殖はブリには

じまり、カンパチと続いております。カンパチ

の生産量は日本一であり、ブリは牛根漁協主体

に、ぶり大将として全国に名を売っている状況

であります。現在、カンパチ種苗は中国からの

輸入が主であり、ブリは３月、４月にかけてモ

ジャコ漁として日本近海で採捕されます。鹿児

島県は平成24年度から、カンパチに続きブリの

人工種苗に取り組んでおります。その状況をお

知らせください。 

 観光振興について、垂水市は県外の中学校、

高校の旅行者の受入れを進め、民泊事業も順調

であることから、今年度も教育旅行支援事業を

引き続き行っております。事業の状況をお知ら

せください。 

 教育行政について、2020年、鹿児島国体が開

催され、本市ではフェンシング競技が開催され

ます。そのリハーサル大会として、12月に開催

される全日本選手権大会に向けて、現在は準備

を進めているようであります。今年度から業務

の充実を図る目的で、国体推進係から国体推進

課へと新たなスタートとなりました。具体的に

どのような業務体制でされているのか、お知ら

せください。 

 青少年海外派遣事業について、昨年始まった

事業でありますが、今年度も、昨年と同じく、

中学生10名を香港に派遣する予定であります。

国際的な交流を通して、視野を広げていく、大

変、大事なことであります。 

 そこで、お尋ねいたします。帰国後の研修成

果の還元はどのようになされたのか、派遣した

10名の子供たちの帰国後の学校生活はどのよう

な様子か、わかっているだけでいいのでお知ら

せください。 

 新庁舎建設について、新庁舎建設については、

今回６名の同僚議員が質問されております。市

が進める新庁舎建設基本計画が、市民の安心・

安全、そして市の発展につながるのか、今後、

議会としても正しい判断をするために、議員各

位の視点で確認されているのだろうと思います。

私は、この新庁舎建設基本計画は進めるべき計

画なのかという視点で確認をしてまいります。

この計画策定の過程について詳しく説明をお願

いし、１回目の質問を終わります。 
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○総務課長（角野 毅）  川畑議員のご質問で

ございます、梅雨、台風などにおける防災対策

について、お答えをいたします。 

 ご承知のとおり、５月31日、鹿児島気象台は、

昨年より５日早く九州南部が梅雨入りしたとみ

られると発表をいたしました。気象台の予報に

よりますと、ことしの九州南部の梅雨の期間に

おける降水量は、平年よりやや多めの予想もあ

り、常に、防災に備えておく必要があると考え

ております。一昨年の九州北部豪雨災害や広範

囲の観測点において観測史上一位の雨量を更新

した西日本豪雨災害など、近年は想像をはるか

に超えた豪雨災害が発生しております。 

 また、議員もお話をされましたが、ことしに

入り、平成が終わり、令和となった矢先の５月

の18日に屋久島では、梅雨入り前にもかかわら

ず、50年に一度と言われる大雨による土砂崩れ

やがけ崩れなどの災害の発生により、登山者な

ど314人が下山できなくなり、一時孤立する事

態が発生しております。幸いにして、垂水市で

は、平成28年の台風16号災害以来、大きな災害

は発生しておりません。 

 また、災害復旧工事は、一部を残し、ほぼ、

完了しているところではございますが、これか

ら梅雨本番を控え、台風の接近や上陸など毎年

のように自然の猛威にさらされる季節となり、

常に防災に備えておく必要がございます。 

 このようなことから、災害危険箇所の状況を

確認する防災点検を５月７日に市役所・消防の

職員や関係機関の防災担当者が参加して、大雨

で土石流の被害を受けた災害復旧箇所の工事進

捗状況の確認、鹿児島県が新たに設置した簡易

水位計や、道の駅たるみずはまびらに国が設置

いたしました、情報提供・防災機能施設などの

視察を行い、関係者と情報共有を図りました。

また６月２日、日曜に新城小学校をメイン会場

として、土砂災害、洪水等の災害発生を想定し

た垂水市総合防災訓練を12の関係機関及び団体

から約320名の参加をいただき、開催をいたし

ました。今回の訓練は、地域からの意見・要望

を取り入れ、要配慮者利用施設を含む地域住民

の避難訓練や児童、保護者並びに地域住民を対

象とした防災講話をメニューに取り入れ、地域

の連携強化と防災意識の高揚、知識の向上を図

りました。 

 防災対策は、公的機関が行う活動での公助、

個人の力で災害に備えていただく自助に加え、

地域で助け合う共助による三つの力が防災力向

上に必要不可欠でございます。現在、本市にお

ける自主防災組織率は、平成31年４月現在で

97.6％となっており、147振興会中、143振興会

で結成していただいております。平成17年度か

ら開催されている地域防災力の強化を図るため、

防災に関する実践的知識と技術を有し、防災活

動の指導的役割を担う地域防災リーダーの育成

を目的とした講座の受講や、研修会への参加を

促し、地域の防災活動等の指導的役割を担う人

材の育成を推進していくと共に、情報収集の重

要性を認識していただき、リーダーとしてのス

キルアップを継続して図ってまいります。 

 また、規模や被害が経験と想像を超える災害

に対して、住民の皆様方に万全な備えをしてい

ただき、自らの命は自ら守る気概をさらに強く

持っていただきますように、ホームページ、広

報誌、研修会等で啓発をしてまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○土木課長（東 弘幸）  市道及び河川の整備

につきまして、お答えいたします。 

 本年度の市道の整備予定でございますが、改

良工事としましては、元垂水原田線を継続して

整備してまいりますが、内ノ野線につきまして

は、用地交渉のみ行う予定としております。 

 また、道路維持につきましては、橋梁の補修

工事５橋、トンネルの補修工事、振興会からの

要望による実施を６路線予定しております。さ
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らに、本会議で補正予算を上程しておりますが、

中洲線の改修工事を継続して実施するとともに、

振興会からの要望による実施を４路線追加し、

実施する予定としております。また、市道の除

草作業につきましても、森林組合や環境整備班

で実施してまいります。 

 次に、河川でございますが、寄洲除去や暖竹

などの除去、補修などを実施してまいります。 

 以上でございます。 

○消防長（後迫浩一郎）  川畑議員のご質問で

ございます。強い台風等における防災対策につ

きまして、消防本部の取組みについて、お答え

いたします。 

 まず、防災対策につきましては、消防団との

連携が最も重要でございます。特に災害が市内

全域に発生した場合、消防だけでは対応が困難

になり消防団との連携が必要になります。そこ

で、消防団員が、自らの命を守ることによって

多くの命が救われるという考えのもとに、今年

度は、消防団員の安全確保のための装備としま

して、第５分団を除く全分団に救命胴衣を配備

しております。また、消防職員によります土砂

災害区域の確認、河川調査及び水防資機材の保

有状況等を調査するとともに、消防団につきま

しても同様に、管轄地域の危険箇所の調査、確

認等を依頼し、特に危険な場所につきましては、

関係機関と情報を共有し、避難指示が発令され

た場合、消防団と連携して全世帯を巡回するよ

う指示しているところでございます。 

 ５月７日には市の防災点検に同行しまして、

災害復旧工事の進捗状況等を確認したところで

ございます。また、５月26日には、市内全分団

を対象に、水防工法訓練を本城川河川敷におき

まして実施し、大雨による河川の越水防止及び

法面保護等、河川災害に対する工法を再確認し、

土砂災害等への認識及び対応が図られた訓練で

あったと思います。さらに６月２日には垂水市

総合防災訓練が、新城小学校を中心に行われ、

消防団による避難広報及び避難誘導訓練等を実

施したところでございます。 

 このような訓練を実施することにより、消防

本部、消防団、関係機関等が情報共有を図り連

携を深めていくことが災害を未然に防ぎ、市民

の安心・安全につながるものと思っております。 

 これから大雨、台風シーズンになりますので、

これまでの災害を教訓に消防本部、消防団の出

動体制の確立を図るとともに、関係機関と密接

な連携を図り、大雨、台風、各種情報を的確に

収集し、関係機関と共有し、市民の皆様には正

確な情報を迅速に伝達して、早めの避難を呼び

かけ、人的被害ゼロに努めてまいります。 

 以上でございます。 

○農林課長（楠木雅己）  川畑議員のご質問で

ございます。農道整備の事業状況について、お

答えいたします。 

 本年度は市の単独での農道整備としまして、

牛根麓大中野地区と、本城久保田地区の２箇所

の農道の舗装工事を計画しております。また、

用水路・排水路整備としまして、新御堂地区と

牛根二川上ノ原地区の２箇所の用排水路工事を

計画しております。今後、早期の発注を目指し

て取り組んでいきますが、田んぼの水が影響し

施工ができない場合は、米刈終了後の発注を考

えております。 

 また、県営事業の中山間地域総合整備事業で

は、昨年度に引き続き、新城田平集落排水路整

備工事などを行うほか、農道や用排水路の工事

を市内で数箇所行う予定で、現在、県と本年度

の計画について調整を行っているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  川畑議員の

ご質問でございます、カンパチ・ブリの人工種

苗の状況につきまして、お答えいたします。 

 まず、カンパチの人工種苗状況についてご説

明いたします。昨年度の人工種苗の補助金実績
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では、購入費用補助といたしまして、１尾当た

り25円、４万尾分の100万円を垂水市漁協へ交

付しております。なお、今年度の供給につきま

しては、６月から開始されると伺っております。 

 次に、ブリの人工種苗状況について、ご説明

いたします。昨年度、鹿児島豊かな海づくり協

会におきまして、ブリ人工種苗施設の運用が開

始され、牛根漁協に対して２万尾が無償により

導入されております。今年度からは、県が事業

調査を行った後、配布計画策定により、10月以

降より供給が開始されると伺っております。 

 今後、資源管理はもちろんのこと、輸出する

際のトレーサビリティの観点から、人工種苗で

あることが振興を図る上で必須条件となってき

ていることから、県及びかごしま豊かな海づく

り協会と連携を図りながら、垂水、牛根両漁協

と情報共有して課題解決に取り組み、関係者の

方々の生産性の向上や収益の改善に努めてまい

ります。 

 続きまして、教育旅行支援事業につきまして

お答えいたします。教育旅行につきましては、

平成21年度より実施しており、本年度で11年目

を迎えるにあたり、様々な取組みや支援を行っ

ております。 

 教育旅行の取組みや支援といたしましては、

大阪・広島方面などの学校や旅行エージェント

へ訪問しての誘致ＰＲや受入れ家庭拡充の取組

み、受入れ家庭の負担軽減のための貸付金、海

外からの受入れの際に負担となっておりますバ

ス代の補助などを行っております。 

 受入れに関しましては、火山活動の活発化や

地震など自然災害の影響により低迷した時期も

ございましたが、ここ最近は増加傾向にあり、

本年度は国内13校2,219名、インドネシア・香

港など海外10校250名で、前年と比較いたしま

すと８校676名の増となっております。 

 また、垂水市漁協の漁業体験は、雄大な桜島

を目の前にしてのカンパチへの餌やり体験や、

カンパチの捌き体験など、生徒は初めての経験

で興味があり大好評を得ており、本年度は国内

10校1,290名、香港１校46名で、前年は落ち込

んでおりましたので、前々年と比較いたします

と600名の増となっております。 

 今後も本市の観光資源であります自然を十分

に活かした体験などを工夫し、生徒の皆さんが

たくさんの思い出をつくれるよう取り組んでい

きたいと考えております。 

 以上でございます。 

○国体推進課長（米田昭嗣）  川畑議員のご質

問でございます、どのような業務体制でされて

いるのかにつきましてお答えいたします。 

 国民大会の開催に向けまして、平成29年４月

１日付で社会教育課内に国体推進係が設置され、

３名体制で業務を遂行してまいりました。 

 また、平成30年４月１日には専任の係長が配

置され、本年４月１日より国体推進課が新たに

創設され、課長以下６名の職員が配置されまし

た。 

 主な業務の内容でございますが、大会に必要

な方針及び計画の策定や大会開催の経費に関す

ることなどの目標を達成するため、平成29年８

月、燃ゆる感動かごしま国体垂水市実行委員会

が設立され、事務局を担っております。 

 実行委員会では調査審議機関として４つの専

門委員会が設置され、総合計画及び開催の基本

構想、広報活動等を担います総務企画専門委員

会、競技の企画運営及び競技に係る開会行事、

表彰式等を担います競技式典専門委員会、宿泊

計画及び環境衛生対策、弁当調達等を担います

宿泊衛生専門委員会、そして輸送交通計画及び

選手の輸送、駐車場の利用計画等を担います輸

送交通専門委員会があり、それぞれの専門委員

会におきまして担当職員を１名配置しておりま

す。 

 また、予算の執行及び補助金申請業務、各団

体からの文書管理等を担います職員を１名配置
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し、加えまして事務補助員２名の計８名体制で

業務を遂行しております。 

 今後は実行委員会の方々をはじめ、関係機関

及び団体などとも連携をさらに強化し、気運の

醸成を図りながら市民の方々と一体となって国

体の成功に向けて取り組んでまいりたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（明石浩久）  川畑議員の青少

年海外派遣事業、夢の翼の研修成果の還元につ

いてのご質問にお答えいたします。 

 ことしの１月22日から25日に香港への派遣研

修を実施し、その後、派遣した10人の子供たち

はプレゼンテーション用の研修報告資料を作成

いたしました。 

 そして２月26日には、10人の子供たちによる

中学校での研修報告会を実施し、日本と香港の

生活様式や文化の違い、交流活動や買い物など

実体験を通した英語の必要性について全校生徒

に伝える機会といたしました。 

 また３月６日には、中学校のＰＴＡ総会や垂

水経済同友クラブの例会におきまして研修の報

告をさせていただきました。 

 さらに柊原地区や境地区におきましては、地

域の会合等の場で派遣生徒による研修報告を行

っております。また市報３月号におきまして、

８ページを割いていただき、派遣研修の内容や

子供たちの様子、研修後の思いなどを特集して

いただきました。 

 続きまして、派遣した10人の子供達の帰国後

の学校生活の様子についてのご質問でございま

すが、派遣した女子生徒の一人は、現在生徒会

長として活躍するなど、派遣した子供たちの多

くが生徒会活動や部活動において、中心的な役

割を担っております。また、派遣研修後に民間

のホームステイ事業に参加し、アメリカで１週

間過ごし、語学研修を積んだ生徒もおります。 

 さらに派遣した子供たちの英語学習への意欲

が高まっており、先月末に実施された英語検定

試験では準２級受験者２人、３級受験者５人の

計７人が検定を受けております。 

 こうした子供たちの帰国後の様子から、青少

年海外派遣事業、夢の翼が所期の目的でありま

す、英語力向上の契機となっていること、また

リーダーの育成につながっていることを実感し

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  川畑議員のご質

問でございます、基本計画の策定過程について

お答えさせていただきます。 

 庁舎建設事業は平成23年の東日本大震災を契

機に平成24年２月に庁内検討委員会を設置し、

検討が始まりました。その後、平成28年熊本地

震があり、より本格的な検討が行われまして、

平成29年３月に庁内検討報告書を取りまとめた

ところでございます。 

 庁内検討報告書は、新庁舎建設の必要性、基

本的な考え方、新庁舎の機能、規模、位置の検

討、概算事業費と財源の確保、事業手法、庁舎

建設スケジュール、推進体制について取りまと

めたものでございます。 

 議員の皆様には、平成29年５月の全員協議会

でこの検討結果の内容をご報告し、庁舎建設基

本構想や基本計画をどのように策定していくか、

ご説明したところでございます。 

 庁舎建設基本構想や基本計画の策定主体は市

でございます。しかしながら、策定にあたって

は市民の意見を十分に踏まえたものとするため、

学識経験者や関係団体の代表等で組織する外部

検討委員会を設置し、基本構想や基本計画策定

段階で十分に審議していただき、そして意見や

要望も出していただき、これらの計画に反映し

たところでございます。 

 庁舎整備基本構想は、平成29年11月に経営会

議において決定をし、基本計画の策定に入りま

したが、基本計画は具体的な設計の指針となる
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大事な計画でございます。特に整備位置が決ま

らないと、概算事業費等の試算ができないこと

から、特に整備位置の選定については、慎重か

つ丁寧に行ってまいりました。 

 整備位置の選定ですが、持留議員の質問にも

お答えしたとおり、法が求める要件に十分考慮

するため、４つの評価項目を設定し、建設スケ

ジュールや市財政の影響を考慮し、建設候補地

として設定した３箇所について、内部評価及び

外部評価を行い、この結果は広報誌を通じて市

民に公表し、市の基本的な政策等に係る素案の

事前公表と市民意見の提出手続に関する要綱、

いわゆるパブリックコメントを実施し、市民の

意見の反映に努め、整備位置や概算事業費を盛

り込んだ新庁舎建設基本計画を平成30年３月、

経営会議において決定したところでございます。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  ちょっと項目が多いので、ち

ょっとスピードを上げようかと思います。一問

一答方式で行きたいと思います。 

 防災対策について、説明がありました。次で

すけど、これがもしも災害が発生した時の情報

伝達はどのようにされているのか、このへんを

説明お願いします。 

○総務課長（角野 毅）  災害時の情報伝達に

ついてお答えいたします。 

 災害時の情報伝達でございますが、近年の環

境変化などによる気象状況により、線状降水帯

が形成され、長時間持続して局地的な大雨とな

り、各地で災害が発生しております。事前に想

定することが困難である場合もありますが、常

に気象情報を注視し、災害が発生する恐れのあ

る場合には、市民の皆様へ早めに避難していた

だけるよう、迅速な判断による避難情報の発信

に努めることが重要であると、昨年の西日本豪

雨災害以降、再認識いたしております。 

 現在、防災無線、防災ラジオ、ほっとメール、

ＩＰ無線機、避難所への特設公衆電話、ホーム

ページなどを整備して、避難情報、避難箇所、

開設情報のほか、気象・河川情報などの情報発

信を行っております。 

 また、昨年は台風24号接近に伴い、９月29日

の午後４時に市内全域に避難勧告を発令した際

に、広報活動、戸別訪問、危険箇所巡視に延べ

119名の消防団に出動してもらっております。

この活動は住民の方々に避難行動を促すための

有効手段であると考えております。 

 重要な情報伝達手段を維持するため、機器の

保守点検や整備を行っていくと共に、Ｊアラー

トの地震情報などの自動起動条件の見直しや、

複数システムに対してインターフェースを有す

る県総合防災システム並びに垂水ほっとメール

等も有効に活用してまいります。 

 併せて、市職員が独自に操作を行っている防

災ラジオによる割込み放送の訓練も引き続き行

い、より迅速な住民への情報伝達に努めてまい

ります。 

 また、時間が経過すると給水所や食料支給な

どの生活情報が必要となってまいりますことか

ら、ホームページの掲載やほっとメールといっ

た、住民が繰り返し情報を得る手段について、

ホームページ防災情報や防災マップにて活用を

推進してまいります。 

 これから本格的な出水期に入ってまいります

が、前線の状況、予想雨量や土壌雨量指数など

の各種情報の把握に努めるとともに、台風接近

時においては、気象庁などの情報を参考に垂水

市への影響を予測し、状況に応じた避難情報や

情報伝達手段を選択して、防災減災対策に取り

組んでまいります。 

○川畑三郎議員  引き続きですよ、防災総合建

設災害被害想定避難者の計画的な備蓄の内容、

避難所の保存食品等の内容をお知らせいただき

たいと思います。 

○総務課長（角野 毅）  防災倉庫、避難所の

保存食等についてお答えいたします。 
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 ライフラインの遮断に備え、食料や生活用品

の備蓄品を効率的に保管・管理を行うために垂

水中央運動公園敷地内に防災倉庫を建設し、計

画的かつ継続した備蓄を行っております。昨年

度までは風水害を想定した備蓄を行っておりま

すが、本年度より最大被害想定の避難者数を

1,400名をもとにした計画的な備蓄を行ってま

いります。 

 当然ながら、この備蓄量は市民全員分ではご

ざいません。いつ、どこで何が起こるかわから

ない昨今の災害から身を守るためには、自ら備

えることが大切でございます。その規模や被害

が経験と想像を超える被害に対しても、市民の

皆様は垂水市総合ハザードマップにも記載され

ているとおり、災害復旧までの数日間を生活で

きるよう備蓄をお願いしておりますが、民間事

業者などの物資等供給協定の締結及び近隣市町

との情報共有を強化し、いざというときに備え

て準備してまいります。なお、賞味期限間近の

保存食については、防災訓練や防災講話等で住

民への防災普及のため、有効に活用してまいり

たいと考えております。 

○川畑三郎議員  桜島防災訓練については、今

桜島もちょっとおとなしいわけですけれども、

例年訓練をしております。私も消防団員として

も、毎年一緒に訓練をしたわけですけど、大体

これは事情がわかっておりますので、一応この

分については割愛ということでよろしくお願い

します。 

 防災対策については、消防のほうからも説明

がありました。だから、災害が起こる前にある

程度の防災も大事ですので、一括して消防と執

行部も一体となって、この防災について努力し

ていただきたいということでお願いして、一応

終わります。 

 それから、農道・市道の河川の整備ですけれ

ども、土木課長のほうから色々説明がありまし

て、農道についても農林課長が説明がありまし

た。 

 この市道の整備なんですけれど、振興会のほ

うから要望事項がたくさん上がってくるわけで

すけれども、先ほどの北方議員のときの説明に

もありましたように、ここ数年90％に届く要望

事項の達成があったということで、これは本当

ありがたいことだと思います。今回も１億円と

いう予算を組んでありますので、今後もそうい

う声を受けたら、なるべく入るように努力して

いっていただきたいと思います。農道のほうも

よろしくお願いしますから。 

 そこで一つ、この河川の整備ですけれども、

やっぱり暖竹ができたりして、各河川が今荒れ

ている状況が、私は結構あるんじゃないかと思

うんです。そこらへんも土木課のほうでもよく

やっていると思うんですけれども、私の地域、

飛岡川というのがあるんですけれども、ここも

結構暖竹があったり、堆積したりするんですけ

れども、ことしのその状況はどうなのか教えて

いただきたいと思います。 

○土木課長（東 弘幸）  飛岡川の整備予定に

つきましてお答えいたします。 

 飛岡川の整備につきましては、定期的に寄洲

除去や暖竹の除去を実施しておりますが、暖竹

がすぐに繁茂し、なかなか効果が出ていないこ

とが議員もご承知のことだと存じます。 

 平成28年度の台風16号災害で、飛岡川が崩土

により埋塞いたしました際、災害復旧で河床整

備を実施いたしました。本年度も河川の点検を

いたしましたが、現在のところ、土砂を除去す

るほど堆積はないようでございました。 

 しかしながら、点検時におきまして、上流の

豚舎付近のブロックの基礎が河床低下で露出し

ている箇所がございますので、被害が拡大しな

いように対策を講じてまいりたいと思います。 

 また、暖竹につきましては、さらなる繁茂の

状況を確認し実施したいと、現在のところ考え

ているところでございます。 
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 以上でございます。 

○川畑三郎議員  それでは、その河川の状況に

ついても、私も豚舎の下を一緒に見に行った経

緯があるんですけれども、状況が状況ですので、

これも早急に改良に努力していくようにお願い

いたしたいと思います。一応終わります。 

 漁業振興についてですけれども、漁業として

はカンパチ・ブリの養殖が垂水市は日本一、そ

してカンパチやブリはもう全国的に有名なんで

すけれども、そういうことで県のほうでカンパ

チの生産、ブリの生産、ことし、ブリは去年か

らやったかな。そういうことで進んでいますの

で、これを養殖業者がうまく稚魚を使いこなせ

るように、そしてよく指導しながらしていかな

ければ、生産をして、この人工種苗はよくない

よというようなことがないように、側面から水

産商工観光課も一体となって、その稚魚を育て

ていってもらいたいなと思います。 

 今の状況は、カンパチのほうがやや利用者が

少ないので、そこらへんをうまく考えながら、

またブリのほうもありますので、ひとつよろし

くお願いしておきます。 

 そのブリの稚魚のモジャコ漁についてですけ

れども、ことしも３月から始まったわけですけ

れども、なかなか年によってモジャコが不漁の

年が多いんです。大漁もあったりするけど、去

年はものすごく大漁でたくさん採れたんだけど、

ことしは不漁で、何回とも延期になったという

状況を聞いておりますけど、このモジャコ漁に

ついての状況をお知らせください。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  今年度のモ

ジャコ漁につきましてお答えいたします。 

 今年度は垂水市漁協３業者、牛根漁協２業者

がモジャコ採捕を行っております。モジャコ採

捕期間は、当初３月28日から４月19日の23日間

にわたり行われており、大きいサイズのモジャ

コが多く採捕されたことにより、計画尾数の

20％でありました。 

 その後、４月20日から26日の７日間、採捕延

長が行われ、全体計画の50％を採捕することが

でき、さらに４月27日から５月６日までの10日

間、採捕延長が行われ、例年どおりの大きさの

モジャコを採捕することができ、全体計画比の

約95％の採捕となり、本年度の漁を終えており

ます。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  モジャコも最終的に達したと

いうことですけれども、最後の分は達したとし

ても、魚が割と小さいやつなのな。僕もモジャ

コ採りに若いときに行きよったからよくわかる

んですけど、やっぱり後半になってくると歩留

りが悪くなる。そういうことで、計画尾数に達

したとはいうんですけれども、今後それが順調

に育っていくかというのが心配ですけれども、

モジャコ漁については、ことしはそういうこと

だったということで、これは了解いたします。 

 次の、輸出販路の拡大支援事業についてです

が、これの状況について説明をお願いします。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  輸出販路拡

大支援事業につきましてお答えいたします。 

 まず、昨年度のカンパチの輸出状況の出荷量

につきましては、前年比で約３倍の伸びとなっ

ております。継続的なＰＲ活動が実を結び、新

たにカナダと中国が加わり、海外８箇所への輸

出が行われております。 

 ことし３月、国・県により、本市へ香港の大

手外食チェーン店のスタッフを招へいし、産地

視察を行いました。垂水市漁港のカンパチをメ

イン食材といたしましたメニューによる、鹿児

島、垂水、霧島のレストランフェアを、香港13

店舗で10月から１月までの４箇月間にわたり実

施予定であり、輸出販路拡大支援事業として実

績のある、鹿児島県貿易協会へ委託を行い、海

外プロモーションとしてレストランイベントを

行う予定としております。 

 以上でございます。 
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○川畑三郎議員  今の魚、カンパチです、魚の

やっぱり消費がちょっと、魚離れということで、

ちょっと低迷しているわけですけれど、今そう

いうことで海外への販路拡大ということで、市

長も自らアメリカに行ったり、香港に行ったり、

アジアに行ったりして、一生懸命頑張ってもら

って、今やや多くの魚を外国に販売ができるよ

うになったと、徐々に。今話をみるとカナダと

中国、そこもまた出せるようになったというこ

とで、これは急にそれができるわけじゃないで

すので、今後も力を入れながら、この拡大事業

に頑張っていただきたいと、これはもう要望し

て終わりたいと思います。 

 観光振興についての教育旅行支援事業につい

ては、お話がありました。これについても、香

港のほうから、外国のほうから、中学生、高校

生が最近漁協のほうにも、ちょいちょい来てい

るようで、順調にことしはいっているのかなと

思います。 

 お話を聞きますと、昨年はちょっと悪かった、

一昨年からすれば100名以上、今のところ増を

予定しているということで、もとに返ってきそ

うな気がしますので、これのほうにも頑張って

いただきたいと思い、これは要望しておきます。

それはそれでいいです。 

 教育行政の鹿児島国体への準備ということで、

お話の中で、４つの専門委員会があり、それぞ

れ職員を配置し、業務の充実を図られていると

いうことで、国体は国内最大のスポーツイベン

トで全国からも多くの選手、監督、役員を加え、

一般の来場者もあると思いますので、おもてな

しの対応や競技などに支障を来たすことがない

ように、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 そこで、フェンシング競技は正式競技として

実施されますけれども、綱引競技、スポーツチ

ャンバラ競技は予定されていますけれども、そ

れについてちょっと教えていただきたいんです

けれども。 

○国体推進課長（米田昭嗣）  議員ご質問でご

ざいます、綱引競技、スポーツチャンバラ競技

につきましてお答えいたします。 

 綱引競技におきましては、公開競技として位

置づけられており、競技の普及及び国民へのス

ポーツ振興の観点、国民の健康増進、体力の向

上を目的に、国民体育大会公開競技実施基準に

基づき、実施されるものでございます。 

 また、スポーツチャンバラにつきましては、

デモンストレーション競技として位置づけられ

ており、開催都道府県体育協会へ加盟、もしく

は認定されている競技団体等が県内での普及等

を目的として、国民体育大会デモンストレーシ

ョンスポーツ実施基準に基づき実施されるもの

でございます。 

 綱引競技での参加規模でございますが、昨年

開催されました福井国体での実績では、１チー

ム10名で編成されました成年男子・女子、少年

男子・女子に加え、成年男女混合の５種目に、

全国の予選を勝ち抜いた37チーム、約400名の

選手・監督が参加して開催されております。 

 また、スポーツチャンバラにおきましては、

一般男女、幼年及び小中高生の部におきまして、

４種目の個人戦に約300名が参加して開催され

ております。本市におきましても、スポーツチ

ャンバラ競技を2020年７月19日、綱引競技を同

年８月22日から23日の２日間、いずれも垂水中

央運動公園体育館におきまして開催いたします。 

 なお、両競技の種目及び競技方法等につきま

しては、今後鹿児島県綱引連盟並びに鹿児島県

スポーツチャンバラ協会と協議し、決定するこ

ととしております。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  それでは、ありがとうござい

ました。大きな国内最大のスポーツイベントと

いうことで、大事な国体が鹿児島に回ってきた

ということで、これを成功させなければならな

いかと思います。前の国体のとき、鹿児島はウ
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エイトリフティングで、私、成年団長でしたけ

れども、そういう時期がありました。それから

もうこんなになるのかなと思うんですけれども、

昨日も川越議員の答弁にもありましたが、本市

でも大いに経済効果があるような期待がありま

すので、しっかりとしたこの事業が行えるよう

に、課のほうでも頑張っていただきたいという

ことをお願いして、これは終わりたいと思いま

す。 

 次に、青少年海外派遣事業についてですけれ

ども、課長のほうで説明がありまして、去年の

一般質問の中で来年もするのかどうかという話

があったりして、これはもう恒久的にしたほう

がいいんだよというような話を聞いたと思うん

ですけれども、ことしもそれをできるというこ

とで、大変私もうれしく思っているんですけれ

ども、今年度も実施の方向で検討されておりま

すが、相手のいる事業であります。この派遣事

業に対する現地の香港の現地校はどのような対

応なのか、わかっていたら教えていただきたい

と思います。 

○教育長（坂元裕人）  ありがとうございます。

現地校の反応についてのご質問にお答えいたし

ます。 

 平成31年第１回の定例会におきまして、川越

議員のご質問にお答えいたしましたとおり、相

手校を訪問した折に、約800人の生徒の前で行

いました、垂水市や垂水中央中学校の教育活動

等を紹介するプレゼンテーションに対して、香

港の子供たちは関心を高めながら、とてもよい

反応を示してくれました。また、相手校の校長

先生からもナイスプレゼンテーションと派遣生

徒へのお褒めの言葉をいただいたり、垂水を訪

問したい旨のお話をいただいたりしました。 

 さらに先週交流を行った香港の王肇枝（ワン

シゥチー）中学校の校長先生から、垂水市の中

学校の校長に、メールによる文書が届いており

ますので、ご紹介したいと思います。 

 大変ご無沙汰しております。さて私は、垂水

中央中学校と私たちの学校との間で、パート

ナースクール、姉妹校締結の可能性を本気で調

べているところです。この件についてのガイド

ラインはありますか。あるいは教育委員会に正

式な申請書を送付しましょうか。連携がうまく

いけば、私たちの学校の上級日本語コースのカ

リキュラムの一環として、垂水中央中学校への

訪問を毎年企画します。相互に訪問することで、

日本と香港の文化交流も維持発展できることで

しょう。 

と、このように相手校から姉妹校締結の申し出

がありましたことは、ことし１月の本事業に対

する大変うれしい、そしてありがたい評価であ

ると考えているところでございます。 

 以上です。 

○川畑三郎議員  ありがとうございました。大

変ありがたいお話があったということで、去年

があってことしというようなことで、これ引き

続き、姉妹校になれるように努力していければ

いいなと思います。垂水の若者たちが国際的な

交流を通して、視野を広げていくことは大変う

れしいことであります。 

 これは市長の施政方針にもあったように、水

産関係の香港への輸出販路拡大、さっきもお話

しましたように、そういう連携もありますので、

垂水市にとっても大変意義のある事業でないか

と思います。交流のますますの発展と子供たち

のさらなる成長を大いに楽しみにしていますの

で、引き続きよろしくこの事業を続けていって

いただきたいと思い、この問題は終わります。 

 次に、新庁舎建設について、先ほど課長から

丁寧な作成過程の説明がありました。私ももと

から尋ねているわけですけれども、これまでの

執行部は、我々議会に対してもしっかり説明は

してきておると思います。丁寧かつ慎重に事業

を進めてきていることが確認できました。庁舎

建設は、特に位置を決める際には様々な利害が
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出てくることは容易に想像できます。今でもそ

ういう状況がありますけれども、だからこそ利

害関係の影響がない公平性、透明性を持った事

業の推進を図るため、外部委員会を設置し、パ

ブリックコメントを実施し、民意の反映に努め

られたのだろうと思います。 

 次に、整備位置について、幾つかの確認をし

たいと思います。昨日からの質問で、整備位置

を決定するため、地方自治法第４条に基づく、

位置変更の議案をいつ上程するのかといった質

問がございました。整備位置は新庁舎建設基本

計画には、錦江町旧フェリー駐車場跡地が最も

最適であるとし、敷地利用計画や概算事業費の

算定に用いるものとする記載がしてあります。

執行部も整備位置は基本計画の重要な要素であ

ると説明はしてきております。仮に、候補地が

現在の市役所の用地となり建替えをするとなっ

た場合、この地方自治法第４条の事務所の位置

の変更条例は、私は不要でないかと思います。

昨日の副市長の答弁にもそう感じたわけですけ

れども。いかがですか。 

○企画政策課長（二川隆志）  川畑議員ご指摘

のとおり、事務所の位置が変わらないのであれ

ば、事務所の位置の変更条例は必要ないものと

考えます。 

○川畑三郎議員  今、答弁をいただきましたが、

建設場所を決めるということは、位置の変更条

例でというのは、ちょっと僕は筋が違うのかな

と思うんです。だから執行部も建設場所は基本

計画が定めるものであると説明してきましたよ

ね。さっきも課長がおっしゃったように、議会

でも全員協議会でもそういうことで説明して、

基本計画を設定したわけですから。私は事務所

の位置の変更の条例は、事務所としての役割が

果たせるかどうか、しっかりとわかってからで

よいのかと、私自身は思っています。新しい市

役所の建物がどの程度安全なのか、どのような

市民の利便性を持ったものなのか、幾らで建設

されるのか、しっかりとわかってから、それじ

ゃ、そこを新しい事務所といたしましょうとい

う形で事務所の位置の変更条例を審議する形が

いいのではないでしょうか。事務所の位置の変

更条例の上程時期については、早く出せという

議員もいらっしゃいます。変更条例上程時期に

ついては、こういった私の考えもあることを参

考にしていただきたいと思います。 

 次に、仮にもし建設位置を見直しすることに

なると、建設位置は基本計画の要素なので、基

本計画が見直されることになると思います。も

しかしたら、それは基本構想づくりに立ち返る

必要になると、変更すれば、そういうことにな

ると思います。そうなりますと、相当の計画期

間がまた必要となるし、その間ここで働く職員

や来庁される市民の皆さんも、ずっと危険にさ

らされることになるんじゃないかと思います。

計画を見直しするなどといったことが想定され

るか伺いたいと思います。ごめん、ごめん、計

画を見直しするとなると、どういったことが想

定されるか伺います。 

○企画政策課長（二川隆志）  川畑議員のご質

問にお答えします。 

 議員ご指摘のとおり、建設位置を見直しする

ことになると、基本構想に立ち返り、改めて庁

舎の整備位置や規模、事業費算定などを行う必

要があると思います。計画策定において、これ

まで以上に民意の確認について配慮する必要が

ございますので、相当策定までに期間を要する

ものと考えております。 

 特に事業費については、建設資材や労務費の

高騰もあることから、大きな影響を受けるもの

と思われます。こうなると事業費削減のために

スペースや機能などが制約を受けることになり

ますので、市民の利便性にも影響を与える可能

性も考えられます。 

 また、来年度までに実施設計に着手していれ

ば、活用できる交付税措置のある地方債の活用
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も厳しい状況となりますことから、市の財政に

も大きな影響が出るものと考えております。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  今、答弁をいただきましたが、

相当な影響が予想されると。また、私が気にし

ているのは、市民目線で審議していただいてい

る、外部委員会の皆さんですよね、もしも計画

が見直しとなったら委員の皆さんはどう思われ

るんでしょうか。どうですか。せっかく代表の

方、大学の皆さんをお願いして、委員会を立ち

上げて、その人たちがしっかりとした審議をし

ていただいて、ここはどうですかということを

して今まで来ているわけですよね。 

 今回私の視点で庁舎建設について質問をし、

確認をしてきましたが、建設場所を含めた庁舎

基本建設基本計画をしっかりと進めていただき

たいと思います。せっかくこの議員の皆さんに

も説明して、基本計画はこれでいきます、場所

はあそこですということで説明があって、そし

て２回の議決もして今まできていますがね。誰

が大きな反対がありましたか、そのときに。議

員はそれで進んだんです。今になって、この選

挙があってから大きな声できていますけども、

着々とそういうことで議員も了解してはきてい

るんですよ。議論はあったけど。そういうこと

を進めてきていますので、それはしっかりと議

員もわからないかんと。議員も議員らしくしっ

かりせないかんですよ、僕はそう思います。新

人の皆さんにはわからないところもあるけれど

も、元職の人はしっかりと考えて僕は前に進む

べきだと思います。 

 だから、この計画の内容を正しく伝えるため

に市民にも、現在行っている車座座談会をはじ

め、しっかりと市民の理解を得られるよう、市

長にも取り組んでいただきたいと思います。僕

は自治会長にあちこちお願いして、このこれに

対して疑問を持っている人はいっぱいいるから、

そういう声があるようですから、そういう人た

ちにも一緒に対応して、お話をするというよう

な努力も必要かと思います。 

 そしてそれからまた、もう１点、跡地利用の

活用の方向性、これもやっぱりこれがないから

皆どうのこうのという件もあると思いますので、

庁舎建設と同時に進めるぐらいのスピード感が

あって僕はいいと思いますので、そこらへんも

しっかりとやっていただきたいと、もう時間が

きたの、早いな。そういうことで、ひとつこれ

は我々議員としてもしっかりせないかんから、

市長としてもそういう前向きで頑張っていただ

きたいと思います。 

 そこでひとつ僕は言います。選挙期間中に新

庁舎を考える会からこういうやつが来ましたね。

堀内議員からもありました。この中で、小学校

の建物の老朽化が進み、荒れ果てた廊下、決し

て将来を託された子供たちが学ぶためのよい環

境とは、決して言えませんと。皆さん、学校に

行ってみましたか。危険住宅もきれいになって

いますよ。協和小学校もきれいになっています

よ。こんなことを書く、本人たち行ったのかな、

そういうことが一つ。 

 それと、本日も話がありましたように、各振

興会から陳情されている各種懸念事項も検討中

とか予算がないとかで、ほとんど放置されてい

るんですよ、この文章では。皆さん90％はでき

ているじゃないですか。そういうことも知らず

に、こういう文章を書いた。これは偽りの文書

ですよね。これを全世帯に配ったんですよ。そ

して議員のアンケートも取った。この前の人た

ちには、１回そういう文書が来て、また選挙に

来たんです。私は電話をしました。前したのに、

なぜまたこういうことをするのかと、私はしま

せんよと。だから僕のところは、回答なし、だ

から回答なしはいいけど、今度選挙戦に入って

ですよ、候補の中で回答しなかった人は逃げた

とか、卑怯だとかいった議員もいる。そういう

候補者がおったんです。私は自分で聞いていな
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いけど。そんなことをして、自分が出したんな

らそれでいいのよ。そんなことをして選挙戦を

戦うとは、何ということかと言いたいですけど、

もう終わり、あと１分。ですから、そういうこ

と。これは本当は選挙違反に引っかかるんじゃ

ないの、市民課長いけん思うな。後で調査して

おいてくださいよ。選挙戦でこういうの出した

らおかしいんじゃないですか。そういうことを

僕はもうこれはだめだということをお願いして、

本日はこれで終わります。 

○議長（篠原則）  以上で、令和元年度施政

方針及び令和元年度一般会計補正予算（第１

号）案に対する総括質疑及び一般質問を終わり

ます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となってお

ります、議案第42号令和元年度垂水市一般会計

補正予算（第１号）案については、13名の委員

をもって構成する予算特別委員会を設置し、こ

れに付託の上、審査することにいたしたいと思

います。これにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、議案第42号令和元年度垂水市一般会計補

正予算（第１号）案については、13名の委員を

もって構成する予算特別委員会を設置し、これ

に付託の上、審査することに決定しました。 

 お諮りいたします。ただいま設置されました

予算特別委員会の委員の選任については、委員

会条例第８条第１項の規定により、新原勇議員、

森武一議員、前田隆議員、池田みすず議員、梅

木勇議員、堀内貴志議員、川越信男議員、感王

寺耕造議員、持留良一議員、北方貞明議員、池

山節夫議員、德留邦治議員、川畑三郎議員、以

上13名を指名したいと思います。これにご異議

ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、ただいま指名いたしました13名を予算特

別委員会委員に選任することに決定しました。 

 ただいま選任いたしました予算特別委員会委

員の方々は、次の休憩時間に委員会を開き、正

副委員長の互選を行い、その結果を報告願いま

す。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

     午後２時37分休憩 

 

     午後２時38分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 予算特別委員会における正副委員長の互選の

結果について、報告がありましたのでお知らせ

をいたします。予算特別委員会委員長、堀内貴

志議員、副委員長、川畑三郎議員、以上でござ

います。 

 本日の日程は以上で全部終了いたしました。 

   △日程報告 

○議長（篠原則）  明６日から27日までは、

議事の都合により休会といたします。次の本会

議は６月28日、午前10時から開きます。 

   △散  会 

○議長（篠原則）  本日は、これをもちまし

て散会いたします。 

     午後２時39分散会 



 

 

 

令 和 元 年 第 ２ 回 定 例 会  

 

会   議   録  

 

第 ４ 日  令 和 元 年 ６ 月 ２ ８ 日  
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令和元年６月28日午前10時開議 

 

 

   △開  議 

○議長（篠原則）  おはようございます。定

刻、定足数に達しておりますので、ただいまか

ら休会明けの本日の会議を開きます。 

   △発言の取り消しについて 

○議長（篠原則）  ここでお諮りいたします。 

 北方貞明議員から、６月５日の本会議におけ

る発言について、会議規則第65条の規定に基づ

き、差別用語の理由により、癩癩の部分を取り

消したいとの申し出がありました。取り消しの

申し出を許可することにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、北方貞明議員からの発言の取り消し

の申し出を許可することに決定しました。 

 これより議事に入ります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △諸般の報告 

○議長（篠原則）  日程第１、諸般の報告を

行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 監査委員から、令和元年５月分の出納検査結

果報告の写しを、お手元に配付しておきました

からご了承願います。 

 次に、去る６月11日、東京都の東京国際フ

ォーラムにおいて、第95回全国市議会議長会定

期総会が開催され、本市議会から川畑三郎議員

が、議員在職40年以上の特別表彰を授与され、

また北方貞明議員及び池山節夫議員、並びに本

年４月29日の任期切れをもって勇退されました

森正勝前議員が、議員在職20年以上の特別表彰

を授与されましたので、ここにご報告をし、お

喜びを申し上げます。 

 なお、議会閉会後に表彰状の伝達式を行いま

すので、議場にいらっしゃる皆さま方はしばら

くお残りください。 

 以上で、議長報告を終わります。 

   △議案第33号～議案第43号・陳情第１号

一括上程 

○議長（篠原則）  日程第２、議案第33号か

ら日程第12、議案第43号までの議案11件及び日

程第13、陳情第１号の陳情１件を一括議題とい

たします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

 議案第33号 災害弔慰金の支給等に関する条

例の一部を改正する条例 案 

 議案第34号 垂水市家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 案 

 議案第35号 垂水市放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 案 

 議案第36号 垂水市地方卸売市場条例の一部

を改正する条例 案 

 議案第37号 垂水市漁港管理条例の一部を改

正する条例 案 

 議案第38号 垂水市給水条例の一部を改正す

る条例 案 

 議案第39号 垂水市火災予防条例の一部を改

正する条例 案 

 議案第40号 消費税法等の改正に伴う生活環

境課所管の関係条例の整理等に関す

る条例 案 

 議案第41号 消費税法等の改正に伴う土木課

所管の関係条例の整理等に関する条

例 案 

 議案第42号 令和元年度垂水市一般会計補正

予算（第１号） 案 

 議案第43号 令和元年度垂水市介護保険特別

会計補正予算（第１号） 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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法等の改正に伴う土木課所管の関係条例の整理

等に関する条例案については、消費税法等の改

正に伴うものであることから、質疑はなく、い

ずれも原案のとおり可決されました。 

 最後に、議案第43号令和元年度垂水市介護保

険特別会計補正予算（第１号）案については、

説明後、質疑はなく、本案の採決を行ったとこ

ろ、原案のとおり可決されました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（篠原則）  次に、総務文教委員長川

畑三郎議員。 

   ［総務文教委員長川畑三郎議員登壇］ 

○総務文教委員長（川畑三郎）  去る５月24日

の本会議において、総務文教委員会付託となり

ました各案件について、６月７日に委員会を開

き、審査いたしましたので、その結果を報告い

たします。 

 当日は新庁舎建設予定地の状況、道の駅たる

みずはまびらの状況、垂水中央運動公園体育館

の改修状況、中洲橋橋梁災害復旧事業の現況の

現地視察を実施いたしました。 

 新庁舎建設予定地の視察では、地盤調査の概

要について説明があり、予定地において３本の

ボーリングを行い、標準の試験に加え、通常は

実施しないＰＳ検層という縦波、横波の測定を

し、より詳細な地盤調査が行われていました。 

 調査結果は、先般の本会議で説明があったよ

うに、７月中に報告が行われる予定であります。 

 次に、道の駅たるみずはまびら本体施設、こ

ども広場、マリンパークたるみず、情報提供室

の説明後、「交流人口の推移について、目標を

上回っているのか」の問いに対し、「目標の交

流人口に近づいてきている」との回答がありま

した。 

 また、子ども広場に関して、訪れた方から

「休憩する木陰が欲しい」との要望が上がって

いることや、「道の駅は防災施設としても位置

づけられているため、防災施設としての備えを

十分に行ってほしい」との意見が述べられまし

た。 

 次に、垂水中央運動公園体育館では、社会資

本整備総合交付金を活用した財源の確保の説明

や、内壁や床、トイレ等の改修状況、鹿児島国

体での体育館の利用計画等で質疑が行われまし

た。 

 最後に視察した中洲橋では、本年12月に完成

予定とのことで、中洲橋が被災した状況や、橋

脚から上部工設置までの説明、完成した中洲橋

の最大積載荷重について質疑が行われました。 

 現地視察終了後、委員会を開き、付託案件の

審査に入りました。 

 最初に、議案第39号垂水市火災予防条例の一

部を改正する条例案について説明があり、「消

防はどのように関わっていくのか」との質問に

対し、「施設を開設するためには、消防法令適

合通知書の申請が必要となる。申請段階におい

て、施設の把握と立入検査を実施する」との答

弁がありました。 

 審議の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、陳情第１号新庁舎建設についての「市

民アンケート」の実施を求める陳情書について

の審査が行われました。陳情は、全有権者に対

して建設場所と建設規模について「市民アン

ケート」の実施を求める趣旨のものです。 

 審査に入り、委員からは、「パブリックコメ

ントや車座座談会を通し、市民の声を聞き、十

分説明してきている」「陳情書の内容に疑問が

ある」との意見や、「民意をしっかり聞く場が

必要」「陳情者からの意見を聞きたい」といっ

た様々な意見が述べられました。 

 審査の後、本案の取扱いについて採決を行っ

たところ、継続審査となりました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（篠原則）  次に、予算特別委員長堀

内貴志議員。 



－149－ 

   ［予算特別委員長堀内貴志議員登壇］ 

○予算特別委員長（堀内貴志）  おはようござ

います。 

 去る６月５日の本会議において、予算特別委

員会を設置し、委員会付託となりました、令和

元年度一般会計補正予算（第１号）案について、

６月13日に議案に対する質疑、また６月20日に

は市長への総括質疑を行い、計２日間の委員会

を開き、審査をいたしましたので、その結果を

報告いたします。 

 議案第42号令和元年度垂水市一般会計補正予

算（第１号）案につきましては、プレミアム付

商品券事業補助金が、低所得者等への負担緩和

策としての事業になるのかという懸念と、新規

就農者支援給付金事業補助金について、国及び

県が抱えている課題が施政方針に反映されてお

らず、不十分であるとする総括質疑が出される

など、異議があったため、挙手による採決を行

った結果、賛成多数により原案のとおり可決さ

れました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（篠原則）  これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論の通告があり

ますので、発言を許可します。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  おはようございます。 

 まず最初に、条例案についての反対の立場で

討論をいたします。 

 １つは、議案第37号漁港管理条例の一部を改

正する条例案、２番目は、議案第40号消費税法

等の改正に伴う生活環境課所管の関係条例の整

理等に関する条例案、議案第41号消費税法等の

改正に伴う土木課所管の関係条例の整理等に関

する条例案について、反対の立場で討論をいた

します。 

 私は、所得が低いほど負担が重たくなる逆進

性等の問題があるとして、消費税には反対する

立場をとっています。しかし、市で考える場合、

一律に反対ではなく、公共料金に消費税が転嫁

された上の実態に応じた対応が必要と考えます。

その視点及び判断は以下のとおりです。 

 病院、水道など企業会計のように納税の必要

がある場合には、納税分の財源の観点から転嫁

もやむを得ないと考えます。 

 一方、納税の必要がない使用料等の消費税は、

事実上の公共料金の引上げなので、消費税の転

嫁の必要性はないと考えるからであります。 

 以上の理由から、議案第37号漁港管理条例の

一部を改正する条例案、議案第40号消費税法等

の改正に伴う生活環境課所管の関係条例の整理

等に関する条例案、議案第41号消費税法等の改

正に伴う土木課所管の関係条例の整理等に関す

る議案については、反対をいたします。 

 次に、議案第42号令和元年度垂水市一般会計

補正予算（第１号）案について、主な３点につ

いて問題点を指摘し、反対の立場で討論をいた

します。 

 １点目は、総務費賦課徴収費、固定資産家屋

全棟調査の予算の積算のあり方について、問題

だと考えます。 

 地方自治法第２条14項で、地方公共団体は、

その事務を処理するに当たっては、住民の福祉

の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の

効果を挙げるようにしなければならないと、財

政運営のあり方を求めています。 

 予算審議のときに、予算の積算の方法につい

て質疑しましたが、方法も含めて納得できるも

のではありませんでした。私は、費用と効果に

基づく歳出と、外部委託業者の費用見積などを

検証の上に仕様書を作成し、委託業者に示すこ

とで、契約額が適正なものになる。こういう効

果も発揮できたと考えるからであります。 
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 ２点目は、商工業振興費、プレミアム付商品

券補助事業は多くの課題があり、緩和策にはな

らないと考えます。この事業は、低所得者等へ

の負担を緩和、減らすことを目的に行われるプ

レミアム付商品券発行事業ですが、住民や商店、

自治体に煩雑な手続を負わせながら、実施され

ることになります。 

 そもそも消費税は所得が少ないほど負担が重

たくなる逆進性があります。この影響を緩和し、

低所得者の消費を下支えすることで個人消費を

維持し、景気に悪影響が及ばないようにするた

めの施策の一つとして、本事業が実施されるも

のと考えます。 

 そこで、問題点を指摘します。 

 １つは、実施期間が限られているという問題

だけでなく、購入方法や手続が煩雑で、課題が

あるということです。特に非課税者は利用した

くても利用できなくなる可能性があります。 

 ２点目は、取扱い店の課題です。 

 スーパーやコンビニなどでは、セルフレジや

店員が操作する場合でも、自動つり銭が普及し

つつあり、商品券を扱う商店の負担やリスクも

予想されます。景気悪化の局面での増税は、経

済に大きな影響を与えることは歴史的にも消費

税８％増税のときに明らかになっています。本

当の緩和策は、税収の確保の方法を改め、消費

税増税を中止することではないでしょうか。 

 ３点目は、農業振興費、新規就農者農業給付

金事業は、今日の実態に合った制度の改善が担

い手等の支援や確保を促進することや、さらに

市の農業の振興からも求められていると考えま

す。 

 持続的農業にしていくためには、90万人の新

規就農者が必要で、青年層は２万人以上必要と

言われています。農林水産省は、将来における

我が国の農業を支える人材となる青年層の新規

就農者を確保し、定着を促進することは喫緊の

課題だと述べています。 

 しかし、国の支援制度、農業次世代人材投資

事業制度は、年々悪くなってきています。返還

要件や支給打切りの導入、個別の先進農家にお

ける研修制度も雇用事業に一本化され、本年度

は予算が削減されるという事態になりました。 

 制度の変更は、新規就農者の期待を裏切るも

のになっていると言わざるを得ません。新規就

農者の確保は、国策としての取り組む課題です

が、しかし、総括質疑で紹介したように、国の

事業に頼っていては、自治体の農業施策は死活

問題になるということで、それぞれの自治体が

独自の支援策の取組みが進んでいます。 

 それは、自治体自ら予算を確保して、新規就

農者を支援するという取組みです。総括質疑で

市長は、総合的に判断してほしいと回答されま

したが、離農の最大の理由は、生活が安定しな

いという理由です。 

 農業は、収益性が低いという課題があります。

だからこそ、生活の安定を図る独自の支援策の

充実が求められているのではないでしょうか。

そのことを強く訴えたいと思います。 

 以上、主な点を述べて、一般会計補正予算

（第１号）案については、反対をいたします。 

 以上です。 

○議長（篠原則）  以上で、通告による討論

は終わりました。ほかに討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 最初に議案からお諮りいたします。 

 ご異議がありますので、議案第37号、議案第

40号、議案第41号及び議案第42号を除き、各議

案を各委員長の報告のとおり決することにご異

議はございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、議案第37号、議案第40号、議案第41号及

び議案第42号を除き、各議案は各委員長の報告



－151－ 

のとおり決定しました。 

 次に、議案第37号は起立により採決いたしま

す。なお、起立されない方は否とみなします。 

 委員長の報告は可決であります。委員長の報

告のとおり決することに賛成の方は起立願いま

す。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（篠原則）  起立多数です。よって、

議案第37号は委員長の報告のとおり決定しまし

た。 

 次に、議案第40号は起立により採決いたしま

す。なお、起立されない方は否とみなします。 

 委員長の報告は可決であります。委員長の報

告のとおり決することに賛成の方は起立願いま

す。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（篠原則）  起立多数です。よって、

議案第40号は委員長の報告のとおり決定しまし

た。 

 次に、議案第41号は起立により採決いたしま

す。なお、起立されない方は否とみなします。

委員長の報告は可決であります。 

 委員長の報告のとおり決することに賛成の方

は起立願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（篠原則）  起立多数です。よって、

議案第41号は委員長の報告のとおり決定いたし

ました。 

 次に、議案第42号は起立により採決いたしま

す。なお、起立されない方は否とみなします。 

 委員長の報告は可決であります。委員長の報

告のとおり決することに賛成の方は起立願いま

す。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（篠原則）  起立多数です。よって、

議案第42号は委員長の報告のとおり決定いたし

ました。 

 次に、陳情をお諮りいたします。 

 陳情第１号は委員長の報告のとおり決するこ

とにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、陳情第１号は閉会中の継続審査とするこ

とに決定しました。 

   △鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会

議員の選挙について 

○議長（篠原則）  日程第14、鹿児島県後期

高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。 

 鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員は、

県内市町村の長及び議員のうちから、市長区分

６人、市議会議員区分６人、町村長区分４人、

町村議会議員区分４人から構成されております。 

 現在の広域連合議会議員が、令和元年７月１

日をもって任期満了となることから、広域連合

議会の議員の選挙に関する規則の規定に基づき、

選挙の告示を行い、候補者の届出を締め切った

ところ、市議会議員の選出すべき人数を超える

７人の候補者がありましたので、広域連合規約

第８条第２項の規定により選挙を行います。 

 この選挙は、同条第４項の規定により、全て

の市議会の選挙における得票総数の多い順に当

選人を決定することになりますので、会議規則

第32条の規定に基づく選挙結果の報告のうち、

当選人の報告及び当選人の告知は行えません。 

 そこで、お諮りいたします。 

 選挙結果の報告については、会議規則第32条

の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の

得票数までを報告することといたしますが、ご

異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、選挙結果の報告については、会議規則第

32条の規定にかかわらず、有効投票のうち候補

者の得票数までを報告することに決定しました。 

 選挙は投票で行います。 

 議場の出入口を閉めます。 
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   ［議場閉鎖］ 

○議長（篠原則）  ただいまの出席議員数は

14人であります。 

 次に、立会人を指名いたします。 

 会議規則第31条の規定によって、立会人に池

田みすず議員、梅木勇議員及び堀内貴志議員の

３名を指名いたします。 

 候補者名簿を配ります。 

   ［候補者名簿配付］ 

○議長（篠原則）  候補者名簿の配付漏れは

ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  配付漏れなしと認めます。 

 投票用紙を配ります。 

   ［投票用紙配付］ 

○議長（篠原則）  念のため申し上げます。

投票は単記無記名です。 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

   ［投票箱点検］ 

○議長（篠原則）  異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 投票は、１番議員から順番に投票をお願いい

たします。 

 それでは、順次投票をお願いします。 

   ［１番議員から順次投票］ 

   １番 新 原   勇 議員 

   ２番 森   武 一 議員 

   ３番 前 田   隆 議員 

   ４番 池 田 みすず 議員 

   ５番 梅 木   勇 議員 

   ６番 堀 内 貴 志 議員 

   ７番 川 越 信 男 議員 

   ８番 感王寺 耕 造 議員 

   ９番 持 留 良 一 議員 

   10番 北 方 貞 明 議員 

   11番 池 山 節 夫 議員 

   12番 德 留 邦 治 議員 

   13番 篠 原  則 議員 

   14番 川 畑 三 郎 議員 

○議長（篠原則）  投票漏れはありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 開票を行います。 

 立会人の池田みすず議員、梅木勇議員及び堀

内貴志議員は開票の立ち会いをお願いいたしま

す。 

   ［開票・点検］ 

○議長（篠原則）  選挙の結果を報告いたし

ます。 

 投票総数14票 

 そのうち 

   有効投票14票 

   無効投票０票 

 有効投票のうち 

   山口たけし君   ３票 

   室屋 正和君   ０票 

   野畑  直君   ０票 

   緒方 重則君   ０票 

   篠原 則君   ９票 

   福永 德郎君   ０票 

   豊留 榮子君   ２票 

 以上のとおりです。 

 議場の出入口を開きます。 

   ［議場開鎖］ 

   △議案第44号・議案第45号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第15、議案第44号及

び日程第16、議案第45号の議案２件を一括議題

といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第44号 平成30年度垂水市水道事業会計剰

余金の処分及び決算の認定について 
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議案第45号 平成30年度垂水市病院事業会計決

算の認定について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  両決算については、６人

の委員をもって構成する公営企業決算特別委員

会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審

査とすることにしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、両決算については、６人の委員をもって

構成する公営企業決算特別委員会を設置し、こ

れに付託の上、閉会中の継続審査とすることに

決定しました。 

 お諮りします。 

 ただいま設置されました、公営企業決算特別

委員会委員の選任については、委員会条例第８

条第１項の規定により、前田隆議員、池田みす

ず議員、堀内貴志議員、北方貞明議員、池山節

夫議員、德留邦治議員、以上６人を指名したい

と思います。 

 これにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、ただいま指名しました６人を、公営企業

決算特別委員会委員に選任することに決定しま

した。 

   △陳情第２号上程 

○議長（篠原則）  日程第17、陳情第２号新

庁舎建設の早期着工を求める陳情書についてを

議題といたします。 

 お諮りします。 

 陳情第２号は、総務文教委員会に付託の上、

閉会中の継続審査にしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、陳情第２号は、総務文教委員会に付託の

上、閉会中の継続審査とすることに決定しまし

た。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。

これで、本定例会に付議されました案件は、全

部議了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 閉会中、各常任委員会及び議会運営委員会の

所管事項調査を行うことにご異議ございません

か。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、閉会中、各常任委員会及び議会運営委員

会の所管事項調査を行うことに決定をいたしま

した。 

   △閉  会 

○議長（篠原則）  これをもちまして、令和

元年第２回垂水市議会定例会を閉会いたします。 

     午前10時41分閉会
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